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28.4

30.6

25.0

23.6

71.6

69.4

73.9

75.2

0.0

0.0

1.2

1.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

男性 女性 無回答

6.6 

7.8 

9.0 

6.2 

14.9 

16.9 

16.7 

16.1 

26.0 

27.6 

27.5 

28.3 

31.5 

29.9 

27.0 

28.6 

20.9 

17.6 

17.7 

19.3 

0.1 

0.1 

2.1 

1.4 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

10代・20代 30代 40代 50代 60代以上 無回答 列2平均

49.4歳

48.1歳

47.5歳

48.7歳

１ 回答者の基本属性 

問１ あなたの性別をお答えください。（１つを選択） 

図表3-1-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

問２ あなたの令和７年10月１日現在の年齢をお答えください。（数字を入力） 

図表3-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「令和４年度川崎市」は令和４年10月１日現在、「令和元年度川崎市」は令和元年10月１日現在、「令和６年度全国」は令和６年10月１

日現在。以下同じ 

 

■性別・年齢 

図表3-1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0.0

2.7

6.8

9.2

6.7

3.0

0.1

3.8

8.1

16.8

24.8

18.0

0% 5% 10% 15% 20% 25%

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

20歳未満

20歳代

30歳代

40歳代

50歳代

60歳代以上

令和７年度 n=1,646 列
男 

 

性 
 

女 
 

性 
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20.8

18.6

16.3

20.6

79.2

81.4

80.8

77.0

0.0

0.1

2.9

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

はい

（卒業した）

いいえ

（卒業していない）

無回答

2.8 2.4 

37.1 

8.4 

19.3 

8.9 

21.1 

0.0 
2.4 2.1

40.0

6.8

17.7

9.8

21.0

0.0
2.8 1.8

40.1

6.9

18.5

8.3

19.3

2.33.8 3.2

49.9

8.2

16.7

5.7
11.1

1.6

0%

20%

40%

60%

80%

中
学
校

高
等
学
校

（
介
護
福
祉
関
係
の
学
科
）

高
等
学
校

（
左
記
以
外
）

高
専
、
短
大

（
介
護
福
祉
関
係
の
学
科
）

高
専
、
短
大

（
左
記
以
外
）

大
学
・
大
学
院

（
介
護
福
祉
関
係
の
学
科
）

大
学
・
大
学
院

（
左
記
以
外
）

無
回
答

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

問３① あなたの専修・専門学校を除く最終学歴を教えてください。（１つを選択） 

図表3-1-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-1-5 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

中
学
校 

高
等
学
校 

（
介
護
福
祉 

関
係
の
学
科
） 

高
等
学
校 

（
左
記
以
外
） 

高
専
、
短
大 

（
介
護
福
祉 

関
係
の
学
科
） 

高
専
、
短
大 

（
左
記
以
外
） 

大
学
・
大
学
院 

（
介
護
福
祉 

関
係
の
学
科
） 

大
学
・
大
学
院 

（
左
記
以
外
） 

全  体 1,647 2.8 2.4 37.1 8.4 19.3 8.9 21.1 

男 

性 

20歳代 44 4.5 2.3 31.8 2.3 9.1 15.9 34.1 

30歳代 112 - 4.5 27.7 5.4 8.9 21.4 32.1 

40歳代 152 3.9 - 38.2 13.8 7.9 8.6 27.6 

50歳代 110 3.6 - 35.5 4.5 9.1 8.2 39.1 

60歳代以上 49 4.1 4.1 30.6 - 2.0 10.2 49.0 

女 

性 
20歳代 63 3.2 11.1 31.7 6.3 12.7 11.1 23.8 

30歳代 134 6.0 6.7 20.1 12.7 18.7 18.7 17.2 

40歳代 276 2.5 1.1 35.5 15.2 23.6 7.2 14.9 

50歳代 408 2.2 1.7 42.6 6.4 25.5 6.1 15.4 

60歳代以上 296 1.7 1.4 45.6 5.7 26.7 4.1 14.9 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
 

問３② あなたは介護福祉関係の専修・専門学校を卒業しましたか。（１つを選択） 

図表3-1-6 
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61.1 

61.2 

59.6 

60.0 

25.9 

25.2 

25.0 

23.4 

13.0 

13.5 

13.9 

15.6 

0.0 

0.0 

1.5 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

既婚 未婚 離死別 無回答

問４ あなたの配偶関係を教えてください。（１つを選択） 

図表3-1-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-1-8 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

既
婚 

未
婚 

離
死
別 

全  体 1,647 61.1 25.9 13.0 

男 

性 

20歳代 44 18.2 81.8 - 

30歳代 112 50.0 48.2 1.8 

40歳代 152 66.4 31.6 2.0 

50歳代 110 59.1 33.6 7.3 

60歳代以上 49 65.3 18.4 16.3 

女 

性 

20歳代 63 20.6 79.4 - 

30歳代 134 59.0 36.6 4.5 

40歳代 276 72.8 16.3 10.9 

50歳代 408 64.0 17.2 18.9 

60歳代以上 296 64.2 8.8 27.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

 

  



第３章 介護労働者実態調査 

令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 154 

50.0 

51.3 

45.0 

45.6 

33.0 

35.1 

37.6 

33.6 

17.0 

13.6 

15.5 

19.7 

0.0 

0.0 

1.9 

1.2 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

自分（本人） 自分（本人）以外 生活費は折半等 無回答

問５ あなたの家庭での主たる生計の維持者（世帯でもっとも生活費を負担している方）は誰

ですか。（１つを選択） 

図表3-1-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-1-10 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

自
分
（
本
人
） 

自
分(

本
人)
以
外 

生
活
費
は
折
半
等 

全  体 1,647 50.0 33.0 17.0 

男 

性 

20歳代 44 54.5 25.0 20.5 

30歳代 112 77.7 6.3 16.1 

40歳代 152 82.9 3.9 13.2 

50歳代 110 85.5 3.6 10.9 

60歳代以上 49 83.7 4.1 12.2 

女 

性 

20歳代 63 55.6 30.2 14.3 

30歳代 134 41.0 38.1 20.9 

40歳代 276 25.7 52.2 22.1 

50歳代 408 37.7 44.9 17.4 

60歳代以上 296 45.9 38.9 15.2 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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18.2

0.0

0.0

19.5

12.3

13.3

12.4

11.6

2.1

1.8

25.1

34.9

32.4

25.4

42.3

51.7

52.8

39.5

0.0

0.0

2.3

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

現在、育児を

している

（注１）

現在、家族

介護をして

いる（注１）

現在、育児と

家族介護の

両方をして

いる（注１）

この数年の

うちに育児

または家族

介護を始める

可能性がある

（注２）

当面、育児も

家族介護も

する可能性が

ない（注３）

無回答

問６ あなたは現在、育児※または家族介護※をしていますか。（１つを選択） 

▶ 「現在、育児をしている」人の割合は約２割、「現在、家族介護をしている」人の割合は

前回調査より微減し約１割となっている 

図表3-1-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※ ここでの「育児」とは、小学校３年生以下のお子さんを養育することをいう。 

※ ここでの「介護」とは、ご自分や配偶者の両親または配偶者に対して行う、身体介助、施設や遠距離での介護に加え、定期的な声かけ（見

守り）、食事のしたくや掃除、洗濯などの家事、通院の送迎や外出の手助け、入退院の手続きや金銭の管理などの「手助け」も含むものと

する。 

（注１）令和４年度・令和元年度は「現在、介護している」。 

（注２）令和４年度・令和元年度は「ここ数年のうちに、可能性がある」。 

（注３）令和４年度・令和元年度は「当面ない」。 

 

▶ 「この数年のうちに育児または家族介護を始める可能性がある」人の割合は、50 歳代に

て高くなっている 

図表3-1-12 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

現
在
、
育
児
を
し
て
い
る 

現
在
、
家
族
介
護
を
し
て

い
る 

現
在
、
育
児
と
家
族
介
護

の
両
方
を
し
て
い
る 

こ
の
数
年
の
う
ち
に
育
児

ま
た
は
家
族
介
護
を
始
め

る
可
能
性
が
あ
る 

当
面
、
育
児
も
家
族
介
護

も
す
る
可
能
性
が
な
い 

全  体 1,647 18.2 12.3 2.1 25.1 42.3 

男 

性 

20歳代 44 4.5 2.3 - 22.7 70.5 

30歳代 112 33.9 5.4 1.8 15.2 43.8 

40歳代 152 31.6 7.2 0.7 26.3 34.2 

50歳代 110 10.0 19.1 2.7 40.0 28.2 

60歳代以上 49 - 14.3 - 18.4 67.3 

女 

性 

20歳代 63 1.6 3.2 - 34.9 60.3 

30歳代 134 47.8 - 0.7 17.2 34.3 

40歳代 276 36.2 7.2 4.0 21.7 30.8 

50歳代 408 7.6 24.3 3.2 31.9 33.1 

60歳代以上 296 1.7 11.8 1.0 19.6 65.9 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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問７ すべての方におうかがいします。 

将来、育児や家族介護に直面した場合、仕事を続けることができると思いますか。（現

在育児や家族介護をしている方は、今後も両立できると思いますか。）（１つを選択） 

▶ 将来、育児や家族介護に直面した場合、仕事を「続けることができると思う」人の割合が

前回調査より減少している 

図表3-1-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和４年度・令和元年度は「将来、介護に直面した場合」で尋ねている。 

 

▶ 将来、育児や家族介護に直面した場合、仕事を「続けることができると思う」人の割合は

30歳代及び50歳代にて高くなっている 

図表3-1-14 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

続
け
る
こ
と
が
で
き
る

と
思
う 

続
け
ら
れ
な
い
と
思
う 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,647 33.8 26.5 39.6 

男 

性 
20歳代 44 36.4 31.8 31.8 

30歳代 112 43.8 25.0 31.3 

40歳代 152 36.2 25.0 38.8 

50歳代 110 40.0 20.9 39.1 

60歳代以上 49 28.6 26.5 44.9 

女 

性 

20歳代 63 27.0 28.6 44.4 

30歳代 134 37.3 24.6 38.1 

40歳代 276 29.7 26.4 43.8 

50歳代 408 35.3 24.5 40.2 

60歳代以上 296 29.1 32.8 38.2 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
 

33.8

37.0

32.4

31.2

26.5

23.8

27.5

21.4

39.6

39.2

38.3

46.5

0.0

0.0

1.7

1.0

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

続けることが

できると思う

続けられないと思う わからない 無回答
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２ 現在の仕事（職種）について 

問８ あなたの主な仕事(職種)は次のうちどれにあてはまりますか。（１つを選択） 

▶ 主な仕事（職種）について、「介護職員」が３割を超えており、次いで「介護支援専門（ケ

アマネジャー）」が２割弱となっている 

図表3-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注１）訪問介護員：介護保険法の指定を受けた訪問介護事業所で働き、高齢者等の家庭を訪問して家事などの生活援助、入浴などの身体介

護を行う者 

（注２）介護職員：訪問介護以外の介護保険の指定介護事業所で働き、直接介護を行う者 

（注３）ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等：ＰＴ（理学療法士）、ＯＴ（作業療法士）、ＳＴ（言語聴覚士）等の機能訓練指導員 

  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 

13.8 

38.5 

9.7 

6.0 

11.2 

2.6 

12.8 

3.3 

2.1 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=21,325

10.0 

33.1 

9.0 

7.3 

10.9 

2.9 

21.1 

3.8 

1.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=2,287

9.5 

35.0 

9.0 

6.4 

10.0 

3.2 

18.1 

8.8 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=2,805

9.2 

33.8 

6.7 

7.7 

13.3 

3.2 

17.3 

8.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

訪問介護員（注１）

介護職員（注２）

サービス提供責任者

生活相談員

看護職員

ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等

（注３）

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

その他

無回答 n=1,647
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問９ あなたが現在持っている介護に関する資格等はどれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 現在持っている介護に関する資格等について、「介護福祉士」の割合が５割を超えて最も

高いが、全国調査より4.7ポイント低くなっている 

▶ 「介護支援専門員（ケアマネジャー）」の割合は、全国調査より 1.9 ポイント高くなって

いる 

図表3-2-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（注）認定介護福祉士：一般社団法人認定介護福祉士認証・認定機構が認定したもの。 

※ 令和６年度全国は「左記の資格なし」 

 

  

54.4

40.0

26.3

10.8

13.5

12.2

6.6

5.9

2.5

4.3

2.6

0.7

0.8

0.1

5.7

1.4

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

56.3

24.1

21.6

15.1

14.4

12.0

8.8

7.2

3.1

2.4

1.8

1.6

0.7

0.3

5.4

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

介護福祉士

ホームヘルパー２級

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

看護師・准看護師

実務者研修

介護職員初任者研修

主任介護支援専門員

（主任ケアマネジャー）

社会福祉士

PT・OT・ST

ホームヘルパー１級

介護職員基礎研修

精神保健福祉士

認定介護福祉士（注）

認定看護師・専門看護師

いずれも持っていない※

無回答 n=1,647

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 

61.0

26.6

19.7

13.3

16.9

13.8

5.7

3.8

2.9

3.7

3.0

0.6

0.0

0.1

3.9

1.2

0% 20% 40% 60% 80%

n=21,325

令和６年度全国 

57.4 

34.6 

24.4 

12.0 

16.1 

13.7 

8.6 

7.4 

2.9 

3.9 

2.4 

0.9 

0.4 

0.3 

5.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805

令和元年度川崎市 
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図表3-2-3 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

介
護
福
祉
士 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
２
級 

介
護
支
援
専
門
員 

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
） 

看
護
師
・
准
看
護
師 

実
務
者
研
修 

介
護
職
員
初
任
者
研
修 

主
任
介
護
支
援
専
門
員 

（
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
） 

全  体 1,647 56.3 24.1 21.6 15.1 14.4 12.0 8.8 

男 

性 

20歳代 44 22.7 - - 13.6 45.5 25.0 - 

30歳代 112 60.7 17.0 9.8 3.6 27.7 18.8 1.8 

40歳代 152 68.4 22.4 27.6 5.3 15.8 8.6 6.6 

50歳代 110 69.1 29.1 30.0 - 10.9 10.9 14.5 

60歳代以上 49 44.9 22.4 22.4 2.0 24.5 16.3 6.1 

女 

性 

20歳代 63 25.4 - - 27.0 30.2 23.8 - 

30歳代 134 50.0 19.4 6.7 26.9 16.4 11.2 - 

40歳代 276 46.0 17.4 17.8 27.9 9.8 11.2 4.7 

50歳代 408 62.0 28.4 28.2 16.9 10.3 11.0 12.3 

60歳代以上 296 61.5 37.5 28.7 10.5 9.5 8.8 17.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 64.5 40.1 3.3 0.7 21.7 17.1 - 

サービス提供責任者 111 83.8 23.4 7.2 - 19.8 12.6 - 

看護職員 219 1.8 0.9 7.8 99.1 1.4 0.5 0.9 

介護職員 557 61.4 22.3 6.5 0.5 23.0 21.7 0.4 

生活相談員 127 77.2 20.5 17.3 - 13.4 11.0 1.6 

介護支援専門員 285 78.6 42.1 78.9 6.0 7.4 3.5 44.9 

PT・OT・ST等 52 3.8 5.8 7.7 - - 1.9 - 

その他 144 45.8 24.3 26.4 7.6 9.0 7.6 7.6 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 59.7 22.3 24.5 15.5 15.8 10.6 11.0 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 57.6 21.2 15.2 33.3 6.1 6.1 6.1 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 55.1 29.2 18.5 9.0 11.2 19.1 4.5 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 39.7 30.0 9.7 15.2 10.5 14.8 1.3 
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図表3-2-4 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

社
会
福
祉
士 

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ 

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
１
級 

介
護
職
員
基
礎
研
修 

精
神
保
健
福
祉
士 

認
定
介
護
福
祉
士 

認
定
看
護
師
・ 

専
門
看
護
師 

い
ず
れ
も
持
っ
て
い
な
い 

全  体 1,647 7.2 3.1 2.4 1.8 1.6 0.7 0.3 5.4 

男 

性 

20歳代 44 4.5 2.3 - 2.3 - - - 15.9 

30歳代 112 5.4 8.9 - - 2.7 - - 9.8 

40歳代 152 5.3 8.6 2.0 1.3 1.3 - - 5.9 

50歳代 110 12.7 3.6 1.8 1.8 1.8 - - 6.4 

60歳代以上 49 12.2 4.1 2.0 6.1 - - - 22.4 

女 

性 

20歳代 63 4.8 7.9 - - - - - 7.9 

30歳代 134 7.5 9.0 1.5 1.5 2.2 0.7 - 0.7 

40歳代 276 9.1 0.7 2.2 1.4 1.1 - 1.4 5.1 

50歳代 408 6.6 0.2 2.5 2.2 2.5 1.0 0.2 3.4 

60歳代以上 296 6.1 0.3 5.1 2.4 1.0 2.4 - 3.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 2.6 - 2.0 2.6 - 2.0 - 0.7 

サービス提供責任者 111 0.9 - 5.4 0.9 - - - 6.3 

看護職員 219 - 1.4 - - - - 2.3 - 

介護職員 557 1.6 0.4 1.1 3.2 0.2 0.4 - 6.1 

生活相談員 127 11.8 0.8 3.1 2.4 3.9 0.8 - 6.3 

介護支援専門員 285 18.9 0.4 6.7 1.1 4.2 2.1 - 0.4 

PT・OT・ST等 52 - 78.8 - - - - - 13.5 

その他 144 25.0 2.1 0.7 0.7 5.6 - - 21.5 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 9.0 3.8 2.4 1.3 2.0 0.8 0.4 4.9 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 3.0 3.0 3.0 - - - - - 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 2.8 1.1 2.2 4.5 - - - 5.6 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 2.1 1.3 2.1 2.5 0.8 1.3 - 8.4 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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37.7

37.4

62.3

59.8

0.0

2.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和６年度全国 n=21,325

ある ない 無回答

【令和７年度新規設問】 

問10 今後取りたい資格はありますか。（１つを選択） 

▶ 今後取りたい資格が「ある」人の割合は約４割となっている 

図表3-2-5 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-2-6 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

あ
る 

な
い 

全  体 1,647 37.7 62.3 

男 

性 

20歳代 44 54.5 45.5 

30歳代 112 57.1 42.9 

40歳代 152 45.4 54.6 

50歳代 110 34.5 65.5 

60歳代以上 49 38.8 61.2 

女 

性 

20歳代 63 54.0 46.0 

30歳代 134 44.8 55.2 

40歳代 276 41.3 58.7 

50歳代 408 35.3 64.7 

60歳代以上 296 18.2 81.8 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 33.6 66.4 

サービス提供責任者 111 38.7 61.3 

看護職員 219 22.4 77.6 

介護職員 557 48.8 51.2 

生活相談員 127 41.7 58.3 

介護支援専門員 285 30.9 69.1 

PT・OT・ST等 52 30.8 69.2 

その他 144 34.0 66.0 

就
業
形
態 

正規職員 
(フルタイム） 

1,199 40.3 59.7 

正規職員 
(フルタイムではない) 

33 30.3 69.7 

非正規職員 
(フルタイム） 

178 34.3 65.7 

非正規職員 
(フルタイムではない) 

237 28.3 71.7 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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今後取りたい資格がある方におうかがいします。 

問10-1 今後取りたい資格がある場合、その資格等はどれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 今後取りたい資格等について、「介護支援専門員（ケアマネジャー）」が４割弱で最も高く

なっている 

図表3-2-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※本市の令和４年度・令和元年度は、今後取りたい資格がない方を含めて尋ねている。 

 

 

  

11.5

8.0

6.1

5.0

3.6

2.7

2.0

1.2

0.6

0.7

0.9

3.5

52.6

1.7

0% 20% 40% 60%

n=2,287

37.0 

19.6 

16.1 

11.9 

8.1 

7.7 

7.1 

2.7 

2.4 

2.1 

1.4 

15.9 

**

0.0 

0% 20% 40% 60%

介護支援専門員

（ケアマネジャー）

介護福祉士

社会福祉士

主任介護支援専門員

（主任ケアマネジャー）

実務者研修

精神保健福祉士

認定介護福祉士

認定看護師・専門看護師

介護職員初任者研修

PT・OT・ST

看護師・准看護師

それ以外の

介護福祉関係の資格

特にない※

無回答
n=621

36.9

23.9

14.7

12.9

8.8

5.6

9.2

3.3

2.3

1.3

2.1

13.5

**

1.8

0% 20% 40% 60%

n=7,975

17.9 

10.5 

8.9 

5.8 

4.9 

4.1 

3.6 

1.5 

1.2 

0.7 

1.0 

7.8 

51.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和６年度全国 令和元年度川崎市 
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▶ 男性30歳代及び女性30歳代では、今後取りたい資格として「介護支援専門員（ケアマネ

ジャー）」が５割以上となっている 

図表3-2-8 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

介
護
支
援
専
門
員 

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
） 

介
護
福
祉
士 

社
会
福
祉
士 

主
任
介
護
支
援
専
門
員 

（
主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
） 

実
務
者
研
修 

精
神
保
健
福
祉
士 

認
定
介
護
福
祉
士 

認
定
看
護
師
・
専
門
看
護
師 

介
護
職
員
初
任
者
研
修 

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ 

看
護
師
・
准
看
護
師 

そ
れ
以
外
の
介
護
福
祉 

関
係
の
資
格 

全  体 621 37.0 19.6 16.1 11.9 8.1 7.7 7.1 2.7 2.4 2.1 1.4 15.9 

男 

性 

20歳代 24 25.0 50.0 12.5 8.3 8.3 - 8.3 - 4.2 4.2 4.2 12.5 

30歳代 64 53.1 20.3 20.3 9.4 9.4 - 15.6 4.7 1.6 1.6 - 7.8 

40歳代 69 44.9 11.6 29.0 10.1 5.8 5.8 5.8 - 1.4 4.3 - 11.6 

50歳代 38 34.2 15.8 21.1 5.3 5.3 18.4 13.2 - 2.6 5.3 - 15.8 

60歳代以上 19 21.1 36.8 5.3 21.1 10.5 10.5 5.3 - 5.3 10.5 - 10.5 

女 

性 

20歳代 34 29.4 50.0 11.8 - 11.8 8.8 - 8.8 2.9 - - 11.8 

30歳代 60 50.0 20.0 11.7 5.0 6.7 6.7 5.0 1.7 - 1.7 3.3 21.7 

40歳代 114 29.8 21.1 7.9 7.9 10.5 7.9 3.5 5.3 3.5 - 2.6 22.8 

50歳代 144 32.6 11.8 17.4 22.9 8.3 8.3 8.3 2.8 3.5 2.1 2.1 16.7 

60歳代以上 54 37.0 11.1 18.5 14.8 3.7 13.0 5.6 - - - - 14.8 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 51 41.2 17.6 19.6 7.8 13.7 7.8 7.8 - - 2.0 2.0 19.6 

サービス提供 
責任者 

43 58.1 16.3 18.6 4.7 - - 14.0 - 2.3 4.7 2.3 7.0 

看護職員 49 36.7 2.0 8.2 4.1 - 2.0 - 32.7 - - 4.1 28.6 

介護職員 272 40.1 34.2 11.4 4.4 14.7 2.9 8.8 - 2.9 3.3 1.1 12.5 

生活相談員 53 47.2 13.2 20.8 7.5 1.9 7.5 11.3 - - - - 18.9 

介護支援専門員 88 - - 31.8 51.1 - 22.7 1.1 1.1 - - 1.1 15.9 

PT・OT・ST等 16 68.8 12.5 - - 6.3 - - - 6.3 - - 25.0 

その他 49 42.9 6.1 16.3 10.2 2.0 22.4 6.1 - 10.2 2.0 2.0 20.4 

就
業
形
態 

正規職員 
(フルタイム） 

483 38.3 16.8 17.8 12.8 5.6 8.3 8.5 3.5 1.9 2.5 1.7 17.0 

正規職員 
(フルタイムではない) 

10 60.0 - 10.0 20.0 - 10.0 10.0 - - - - 10.0 

非正規職員 
(フルタイム） 

61 29.5 27.9 9.8 11.5 16.4 8.2 - - 1.6 - 1.6 16.4 

非正規職員 
(フルタイムではない) 

67 31.3 35.8 10.4 4.5 19.4 3.0 3.0 - 7.5 1.5 - 9.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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39.7 

24.6 

24.9 

30.7 

17.2 

13.7 

9.3 

16.3 

12.7 

11.7 

7.0 

4.6 

4.4 

4.8 

1.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=21,325

53.2 

36.3 

36.9 

38.7 

22.2 

19.9 

16.3 

19.0 

**

17.2 

7.5 

5.4 

5.9 

2.8 

1.2 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

58.5 

42.5 

40.4 

37.9 

25.0 

20.0 

22.8 

21.9 

**

17.0 

6.6 

5.2 

4.3 

4.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805

44.4 

32.4 

28.0 

26.0 

17.1 

13.7 

12.9 

12.8 

10.0 

10.0 

6.4 

4.1 

4.6 

4.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

働きがいのある仕事

だと思ったから

人や社会の役に

立ちたいから

今後もニーズが高まる

仕事だから

資格・技能が

活かせるから

お年寄りが好きだから

身近な人の

介護の経験から

生きがい・社会参加

のため

介護の知識や技能が

身につくから

身近に介護関係の仕事を

している人がいたから※

自分や家族の都合のよい

時間（日）に働けるから

他によい仕事がないため

給与等の収入が多いから

その他

特に理由はない

無回答
n=1,647

問11 あなたが現在の仕事（職種）を選んだ理由は次のうちどれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 現在の仕事（職種）を選んだ理由として、「働きがいのある仕事だと思ったから」とする人

の割合は前回調査より大幅に減少したが、全国調査より4.7ポイント高くなっている 

図表3-2-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「身近に介護関係の仕事をしている人がいたから」は、令和７年度からの選択肢 

  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 
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▶ 男性20歳代から40歳代及び女性の全年齢層で「働きがいのある仕事だと思ったから」の

割合が最も高くなっている 

図表3-2-10 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

働
き
が
い
の
あ
る
仕
事
だ
と
思
っ

た
か
ら 

人
や
社
会
の
役
に
立
ち
た
い
か
ら 

今
後
も
ニ
ー
ズ
が
高
ま
る
仕
事
だ

か
ら 

資
格
・
技
能
が
活
か
せ
る
か
ら 

お
年
寄
り
が
好
き
だ
か
ら 

身
近
な
人
の
介
護
の
経
験
か
ら 

生
き
が
い
・
社
会
参
加
の
た
め 

介
護
の
知
識
や
技
能
が
身
に
つ
く

か
ら 

身
近
に
介
護
関
係
の
仕
事
を
し
て

い
る
人
が
い
た
か
ら 

自
分
や
家
族
の
都
合
の
よ
い
時
間

（
日
）
に
働
け
る
か
ら 

他
に
よ
い
仕
事
が
な
い
た
め 

給
与
等
の
収
入
が
多
い
か
ら 

全  体 1,647 44.4 32.4 28.0 26.0 17.1 13.7 12.9 12.8 10.0 10.0 6.4 4.1 

男 

性 

20歳代 44 38.6 18.2 25.0 15.9 4.5 4.5 9.1 20.5 15.9 - 9.1 4.5 

30歳代 112 33.0 29.5 29.5 14.3 23.2 11.6 11.6 8.0 8.9 0.9 6.3 3.6 

40歳代 152 39.5 30.9 36.2 17.8 19.7 9.9 9.9 8.6 11.2 3.3 8.6 5.9 

50歳代 110 38.2 36.4 40.0 22.7 12.7 11.8 12.7 7.3 10.9 5.5 14.5 1.8 

60歳代以上 49 30.6 34.7 32.7 24.5 14.3 20.4 18.4 16.3 10.2 2.0 6.1 - 

女 

性 

20歳代 63 47.6 31.7 23.8 23.8 22.2 6.3 3.2 6.3 11.1 4.8 1.6 7.9 

30歳代 134 41.0 32.1 26.9 29.1 24.6 10.4 10.4 9.7 10.4 17.9 5.2 9.7 

40歳代 276 50.4 29.3 28.3 27.2 25.4 10.9 9.8 10.1 8.7 14.1 4.3 4.7 

50歳代 408 48.3 32.8 27.5 30.1 13.5 15.9 12.7 16.4 9.1 12.3 5.9 2.2 

60歳代以上 296 46.6 36.8 20.3 30.1 10.1 19.9 20.9 17.6 10.8 12.2 6.4 3.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 45.4 28.3 27.6 24.3 13.2 22.4 17.1 22.4 17.1 20.4 9.2 2.6 

サービス提供 

責任者 
111 46.8 40.5 31.5 16.2 15.3 15.3 15.3 17.1 13.5 8.1 6.3 2.7 

看護職員 219 57.1 30.1 35.6 40.6 15.1 6.4 13.7 3.2 5.0 16.0 1.4 16.9 

介護職員 557 36.1 29.8 26.9 13.1 22.1 15.8 10.6 15.4 12.0 7.0 6.6 1.4 

生活相談員 127 43.3 38.6 26.0 22.0 22.0 17.3 10.2 11.0 10.2 9.4 8.7 0.8 

介護支援専門員 285 43.5 32.6 24.6 41.4 11.2 14.0 13.3 10.5 7.0 9.1 8.1 3.2 

PT・OT・ST等 52 51.9 38.5 23.1 51.9 21.2 7.7 13.5 9.6 7.7 7.7 5.8 1.9 

その他 144 54.2 35.4 28.5 26.4 11.8 4.2 15.3 11.1 6.3 6.3 5.6 2.8 

勤
務
年
数 

１年未満 129 45.0 35.7 27.1 34.1 17.1 16.3 10.9 15.5 10.9 11.6 4.7 7.8 

１～３年未満 293 45.1 29.4 29.0 29.0 17.7 12.3 14.3 12.3 9.6 12.3 6.8 5.8 

３～５年未満 244 36.5 32.0 25.8 24.2 16.0 10.2 11.9 14.3 9.4 11.1 7.4 4.1 

５～７年未満 164 43.3 28.7 23.8 23.2 13.4 13.4 8.5 8.5 9.1 10.4 4.3 2.4 

７～10年未満 244 42.6 29.9 30.3 23.8 19.3 14.8 14.8 8.6 9.8 9.0 7.4 2.9 

10～15年未満 301 41.5 35.5 30.2 25.6 15.9 16.6 13.6 15.3 9.6 6.3 6.3 3.7 

15～20年未満 135 57.0 35.6 24.4 26.7 17.0 13.3 12.6 15.6 11.9 13.3 4.4 3.0 

20年以上 137 54.7 35.0 29.9 22.6 20.4 12.4 13.9 13.1 11.7 8.0 8.8 2.9 

就
業
形
態 

正規職員 
(フルタイム） 

1,199 46.1 31.8 29.9 25.9 17.6 12.2 11.6 11.8 9.8 6.6 7.6 4.6 

正規職員 
(フルタイムではない) 

33 48.5 30.3 24.2 33.3 6.1 3.0 12.1 15.2 9.1 21.2 - - 

非正規職員 
(フルタイム） 

178 37.6 30.9 19.1 27.0 15.7 22.5 12.4 12.4 8.4 11.2 5.1 2.2 

非正規職員 
(フルタイムではない) 

237 40.1 36.7 25.7 24.9 16.9 16.0 19.8 18.1 12.2 24.9 2.5 3.4 

※「その他」「特に理由はない」「無回答」は掲載を省略  



第３章 介護労働者実態調査 

令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 166 

問12 「介護関係の仕事」の経験年数（令和７年10月１日現在）を、他の法人での経験も含めて

記入してください。（数字を入力） 

▶ 「介護関係の仕事」の経験年数について、「20年以上」の割合が約３割で最も高く、平均

年数は前回調査より3.6年増加している 

図表3-2-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-2-12 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

１
年
未
満 

１
年
以
上 

２
年
未
満 

２
年
以
上 

３
年
未
満 

３
年
以
上 

４
年
未
満 

４
年
以
上 

５
年
未
満 

５
年
以
上 

７
年
未
満 

７
年
以
上 

10
年
未
満 

10
年
以
上 

15
年
未
満 

15
年
以
上 

20
年
未
満 

20
年
以
上 

全  体 1,647 2.2 3.0 2.2 3.8 4.1 6.0 9.9 22.8 16.2 29.7 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 1.3 3.3 2.6 3.3 3.9 5.3 13.2 22.4 19.1 25.7 

サービス提供 
責任者 

111 0.9 - 1.8 3.6 - 3.6 9.0 27.0 17.1 36.9 

看護職員 219 5.5 4.6 2.3 6.8 4.1 8.7 15.1 17.8 10.0 25.1 

介護職員 557 2.3 5.4 3.6 4.5 6.5 6.6 11.0 27.1 16.7 16.3 

生活相談員 127 - - 0.8 2.4 0.8 10.2 5.5 26.8 14.2 39.4 

介護支援専門員 285 0.4 0.4 - 1.1 0.4 0.7 3.2 14.0 20.7 59.3 

PT・OT・ST等 52 3.8 1.9 5.8 3.8 7.7 13.5 17.3 28.8 9.6 7.7 

その他 144 4.2 2.1 1.4 3.5 6.9 6.3 9.7 22.9 15.3 27.8 

※「無回答」は掲載を省略  

令和４年度川崎市 令和７年度川崎市 

2.2 

2.5 

2.7 

2.9 

2.9 

6.4 

9.9 

22.9 

18.4 

27.0 

2.9 

0% 10% 20% 30% 40%

n=21,325

令和元年度川崎市 令和６年度全国 

5.3 

6.4 

5.2 

6.3 

6.6 

13.0 

14.6 

19.2 

11.7 

7.1 

4.5 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,287

5.1 

5.6 

4.6 

4.5 

5.2 

11.0 

15.5 

22.1 

13.1 

13.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,805

2.2 

3.0 

2.2 

3.8 

4.1 

6.0 

9.9 

22.8 

16.2 

29.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

５年以上７年未満

７年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

無回答 n=1,647

平均 10.8年 平均 14.4年 平均 9.1年 平均 14.3年 
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問13 いつ頃から介護の仕事に関心を持ち始めましたか。（１つを選択） 

▶ 仕事に関心を持ち始めた年代として「10代」の割合が最も高くなっている 

図表3-2-13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▶ 男性50歳代及び女性50歳代・60歳代以上では、「40代前半」に仕事に関心を持ち始めた

人の割合が高くなっている 

図表3-2-14 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数 

（
人
） 

10
代 

20
代
前
半 

20
代
後
半 

30
代
前
半 

30
代
後
半 

40
代
前
半 

40
代
後
半 

50
代
前
半 

50
代
後
半 

以
降 

全  体 1,647 19.3 17.6 11.5 10.5 12.3 13.1 7.4 4.3 4.0 

男 

性 
20歳代 44 25.0 63.6 11.4 - - - - - - 

30歳代 112 28.6 48.2 14.3 6.3 2.7 - - - - 

40歳代 152 18.4 29.6 23.0 14.5 9.2 3.3 2.0 - - 

50歳代 110 10.9 10.0 14.5 14.5 17.3 19.1 9.1 2.7 1.8 

60歳代以上 49 2.0 6.1 - 2.0 12.2 8.2 10.2 18.4 40.8 

女 

性 

20歳代 63 57.1 38.1 4.8 - - - - - - 

30歳代 134 39.6 30.6 17.2 11.9 0.7 - - - - 

40歳代 276 34.8 14.1 11.6 8.7 16.7 12.3 1.8 - - 

50歳代 408 9.8 9.3 13.2 16.7 15.7 18.6 11.0 4.7 1.0 

60歳代以上 296 2.4 2.4 2.0 6.4 16.2 25.7 18.2 13.2 13.5 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 13.8 11.8 11.2 9.9 17.8 14.5 6.6 10.5 3.9 

サービス提供責任者 111 14.4 20.7 16.2 8.1 11.7 12.6 9.0 4.5 2.7 

看護職員 219 38.8 11.4 11.9 9.6 8.7 11.4 5.5 - 2.7 

介護職員 557 16.9 20.8 10.6 9.0 11.3 13.6 6.8 4.7 6.3 

生活相談員 127 18.9 20.5 10.2 11.0 10.2 13.4 7.9 3.9 3.9 

介護支援専門員 285 11.6 14.7 12.3 16.5 15.4 14.7 9.5 3.5 1.8 

PT・OT・ST等 52 34.6 25.0 13.5 5.8 11.5 5.8 3.8 - - 

その他 144 18.8 18.8 10.4 9.7 11.8 11.8 9.0 5.6 4.2 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 

16.9 

14.9 

8.6 

13.2 

10.8 

12.5 

11.5 

6.0 

3.8 

1.8 

0% 10% 20% 30%

n=2,287

17.2 

16.7 

11.4 

11.9 

12.2 

11.6 

9.3 

5.2 

4.4 

0.1 

0% 10% 20% 30%

n=2,805

19.3 

17.6 

11.5 

10.5 

12.3 

13.1 

7.4 

4.3 

4.0 

0.0 

0% 10% 20% 30%

10代

20代前半

20代後半

30代前半

30代後半

40代前半

40代後半

50代前半

50代後半以降

無回答 n=1,647
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25.3

21.6

14.3

17.3

74.7

78.3

84.7

82.5

0.0

0.1

1.1

0.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

ない ある 無回答

問14 学校卒業後、現在の仕事以外に収入を伴う仕事をしたことがありますか。（１つを選択） 

▶ 現在の仕事に就く前に収入を伴う仕事をしたことが「ない」人の割合が、前回調査より増

加し、２割を超えている 

図表3-2-15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-2-16 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

な
い 

あ
る 

全  体 1,647 25.3 74.7 

男 

性 

20歳代 44 52.3 47.7 

30歳代 112 45.5 54.5 

40歳代 152 32.9 67.1 

50歳代 110 14.5 85.5 

60歳代以上 49 4.1 95.9 

女 
性 

20歳代 63 60.3 39.7 

30歳代 134 43.3 56.7 

40歳代 276 33.7 66.3 

50歳代 408 14.2 85.8 

60歳代以上 296 8.8 91.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 10.5 89.5 

サービス提供責任者 111 24.3 75.7 

看護職員 219 47.5 52.5 

介護職員 557 23.7 76.3 

生活相談員 127 28.3 71.7 

介護支援専門員 285 16.1 83.9 

PT・OT・ST等 52 48.1 51.9 

その他 144 21.5 78.5 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 28.4 71.6 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 33.3 66.7 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 15.2 84.8 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 16.0 84.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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27.0 

27.6 

34.5 

8.5 

5.6 

23.7 

56.6 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80%

介護関係の仕事

（訪問系）※

介護関係の仕事

（通所系）※

介護関係の仕事

（施設系）※

介護関係の仕事

（その他）※

介護以外の

福祉関係の仕事

医療関係の仕事

介護・福祉・医療

関係以外の仕事

無回答 n=1,230

27.6 

**

**

**

6.1 

19.7 

66.8 

2.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=1,936

19.2 

21.3 

31.0 

6.5 

7.9 

22.9 

64.2 

4.3 

0% 20% 40% 60% 80%

n=17,596

25.0 

**

**

**

7.8 

19.8 

69.4 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,196

学校卒業後、現在の仕事以外に収入を伴う仕事をしたことがある方におうかがいします。 

問14-１ これまでの勤務先で経験した仕事の内容は次のうちどれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択）。 

▶ 転職者のうち、「介護・福祉・医療関係以外の仕事」を経験した人の割合が前回調査より

大幅に減少し、６割弱となっている 

図表3-2-17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和７年度より「介護関係の仕事」を「介護関係の仕事(訪問系）」「介護関係の仕事(通所系)」「介護関係の仕事(施設系）」「介護関

係の仕事(その他)」の選択肢に分けて尋ねている。 

 

  

令和７年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和４年度川崎市 
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図表3-2-18 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
訪
問
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
通
所
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
施
設
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
そ
の
他
） 

介
護
以
外
の
福
祉

関
係
の
仕
事 

医
療
関
係
の
仕
事 

介
護
・
福
祉
・
医
療

関
係
以
外
の
仕
事 

全  体 1,230 27.0 27.6 34.5 8.5 5.6 23.7 56.6 

男 

性 

20歳代 21 4.8 14.3 23.8 4.8 - 33.3 47.6 

30歳代 61 21.3 37.7 39.3 6.6 8.2 19.7 49.2 

40歳代 102 23.5 23.5 42.2 8.8 7.8 11.8 55.9 

50歳代 94 22.3 31.9 53.2 12.8 7.4 8.5 62.8 

60歳代以上 47 8.5 19.1 23.4 10.6 6.4 12.8 70.2 

女 

性 

20歳代 25 16.0 12.0 36.0 4.0 - 44.0 32.0 

30歳代 76 28.9 25.0 44.7 9.2 5.3 43.4 43.4 

40歳代 183 21.3 26.8 33.3 5.5 5.5 38.3 50.3 

50歳代 350 32.3 32.3 34.0 8.6 3.7 26.0 62.3 

60歳代以上 270 33.7 24.4 25.2 9.6 7.0 15.6 57.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 136 40.4 15.4 25.7 5.1 4.4 8.8 66.2 

サービス提供責任者 84 46.4 31.0 31.0 3.6 4.8 15.5 63.1 

看護職員 115 20.0 12.2 20.9 4.3 6.1 93.0 25.2 

介護職員 425 12.2 30.6 41.9 6.4 3.5 12.0 59.1 

生活相談員 91 26.4 47.3 33.0 6.6 6.6 8.8 61.5 

介護支援専門員 239 46.0 31.8 39.7 17.2 7.5 20.5 56.1 

PT・OT・ST等 27 29.6 29.6 14.8 3.7 - 66.7 40.7 

その他 113 18.6 18.6 28.3 13.3 11.5 30.1 63.7 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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11.1 

12.3 

16.4 

5.0 

3.9 

14.4 

36.7 

0.1 

0% 20% 40% 60% 80%

介護関係の仕事

（訪問系）

介護関係の仕事

（通所系）

介護関係の仕事

（施設系）

介護関係の仕事

（その他）

介護以外の

福祉関係の仕事

医療関係の仕事

介護・福祉・医療

関係以外の仕事

無回答 n=1,230

8.0 

9.7 

15.8 

3.5 

3.0 

11.5 

30.7 

17.8 

0% 20% 40% 60% 80%

n=17,596

【令和７年度新規設問】 

問14-２ 問14-１で選んだ仕事のうち、直前の仕事（現在の仕事に就く前）はどれにあてはま

りますか。（１つを選択） 

▶ 転職者のうち、直前の仕事で「介護・福祉・医療関係以外の仕事」をしていた人の割合が

４割弱となっている 

図表3-2-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度川崎市 令和６年度全国 
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図表3-2-20 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
訪
問
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
通
所
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
施
設
系
） 

介
護
関
係
の
仕
事

（
そ
の
他
） 

介
護
以
外
の
福
祉

関
係
の
仕
事 

医
療
関
係
の
仕
事 

介
護
・
福
祉
・
医
療

関
係
以
外
の
仕
事 

全  体 1,230 11.1 12.3 16.4 5.0 3.9 14.4 36.7 

男 

性 

20歳代 21 - 9.5 14.3 - - 28.6 47.6 

30歳代 61 4.9 14.8 19.7 - 3.3 16.4 41.0 

40歳代 102 8.8 13.7 21.6 4.9 3.9 8.8 37.3 

50歳代 94 8.5 12.8 26.6 4.3 4.3 3.2 40.4 

60歳代以上 47 - 12.8 8.5 4.3 8.5 10.6 55.3 

女 

性 

20歳代 25 4.0 - 36.0 - - 32.0 28.0 

30歳代 76 11.8 7.9 17.1 2.6 5.3 31.6 23.7 

40歳代 183 7.7 13.7 14.2 4.4 3.8 25.1 31.1 

50歳代 350 14.0 14.3 14.0 6.6 2.6 13.4 35.1 

60歳代以上 270 16.3 10.0 14.4 6.7 5.2 7.0 40.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 136 13.2 2.9 17.6 4.4 2.9 5.1 53.7 

サービス提供責任者 84 20.2 11.9 8.3 1.2 3.6 7.1 47.6 

看護職員 115 5.2 7.0 8.7 2.6 2.6 64.3 9.6 

介護職員 425 4.9 13.4 22.6 1.9 3.1 6.6 47.5 

生活相談員 91 11.0 25.3 13.2 5.5 5.5 7.7 31.9 

介護支援専門員 239 24.7 15.1 15.5 13.0 3.8 10.0 17.6 

PT・OT・ST等 27 7.4 7.4 - 3.7 - 59.3 22.2 

その他 113 3.5 9.7 14.2 6.2 9.7 13.3 43.4 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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61.7

71.4

67.4

65.0

32.9

26.2

28.9

24.6

5.4

2.4

2.4

7.6

0.0

0.1

1.3

2.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,230

令和４年度川崎市 n=2,196

令和元年度川崎市 n=1,936

令和６年度全国 n=17,596

正規職員 非正規職員 その他 無回答

問14-３ 直前の勤務先の仕事についておうかがいします。直前の雇用形態は次のうちどれです

か。（１つを選択） 

▶ 転職者のうち、直前の仕事の雇用形態が「正規職員」であった人の割合が前回調査より減

少し、約６割となっている 

図表3-2-21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-2-22 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

正
規
職
員 

非
正
規
職
員 

そ
の
他 

全  体 1,230 61.7 32.9 5.4 

男 

性 

20歳代 21 66.7 23.8 9.5 

30歳代 61 83.6 14.8 1.6 

40歳代 102 78.4 18.6 2.9 

50歳代 94 91.5 6.4 2.1 

60歳代以上 47 72.3 14.9 12.8 

女 

性 
20歳代 25 52.0 48.0 - 

30歳代 76 72.4 25.0 2.6 

40歳代 183 48.6 47.5 3.8 

50歳代 350 54.3 38.9 6.9 

60歳代以上 270 54.1 38.9 7.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 136 47.1 47.1 5.9 

サービス提供責任者 84 58.3 36.9 4.8 

看護職員 115 67.8 31.3 0.9 

介護職員 425 53.9 37.6 8.5 

生活相談員 91 73.6 22.0 4.4 

介護支援専門員 239 69.0 28.0 2.9 

PT・OT・ST等 27 77.8 18.5 3.7 

その他 113 76.1 19.5 4.4 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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3.7 

4.3 

11.0 

13.3 

15.2 

8.5 

43.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

３～４か月以下

半年程度

１年程度

２年程度

３年程度

４年程度

５年以上

無回答 n=1,230

1.3

2.4

6.7

12.5

16.1

8.9

51.0

1.1

0% 20% 40% 60% 80%

n=1,936

3.4 

4.4 

11.5 

13.1 

13.7 

8.1 

43.2 

2.7 

0% 20% 40% 60% 80%

n=17,596

1.6

2.2

7.9

10.5

16.7

8.3

52.7

0.1

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,196

問14-４ 直前の事業所に何年勤めましたか。（１つを選択） 

▶ 転職者のうち、直前の事業所に「５年以上」勤めた人の割合が、前回調査より減少してい

る 

図表3-2-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-2-24 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

３
～
４
か
月 

以
下 

半
年
程
度 

１
年
程
度 

２
年
程
度 

３
年
程
度 

４
年
程
度 

５
年
以
上 

全  体 1,230 3.7 4.3 11.0 13.3 15.2 8.5 43.9 

男 
性 

20歳代 21 9.5 14.3 28.6 23.8 19.0 4.8 - 

30歳代 61 9.8 6.6 16.4 11.5 9.8 11.5 34.4 

40歳代 102 6.9 3.9 8.8 18.6 9.8 7.8 44.1 

50歳代 94 2.1 5.3 7.4 13.8 20.2 4.3 46.8 

60歳代以上 47 10.6 2.1 2.1 14.9 6.4 2.1 61.7 

女 

性 

20歳代 25 8.0 16.0 28.0 8.0 28.0 8.0 4.0 

30歳代 76 7.9 5.3 14.5 11.8 14.5 13.2 32.9 

40歳代 183 1.1 5.5 16.9 14.2 21.3 8.7 32.2 

50歳代 350 2.9 3.1 10.6 14.6 14.0 10.0 44.9 

60歳代以上 270 1.5 2.6 5.9 9.3 14.1 7.8 58.9 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 136 2.9 5.9 8.1 14.0 18.4 8.1 42.6 

サービス提供責任者 84 4.8 2.4 9.5 17.9 15.5 6.0 44.0 

看護職員 115 1.7 6.1 15.7 15.7 14.8 11.3 34.8 

介護職員 425 5.4 4.9 12.5 13.9 15.8 6.8 40.7 

生活相談員 91 2.2 2.2 13.2 12.1 12.1 6.6 51.6 

介護支援専門員 239 1.7 2.5 7.5 9.6 14.6 11.3 52.7 

PT・OT・ST等 27 18.5 3.7 7.4 18.5 7.4 14.8 29.6 

その他 113 1.8 5.3 11.5 12.4 15.0 8.8 45.1 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和４年度川崎市 
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問14-５ 現在の仕事に就く前の「直前の仕事」をやめた理由は次のうちどれにあてはまります

か。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 転職者のうち、直前の仕事をやめた理由について「職場の人間関係に問題があったため」

と回答した人の割合が１割を超えて最も高いが、全国調査より 3.4 ポイント低くなって

いる 

図表3-2-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「職場の人間関係」とは、上司、同僚、部下・後輩との人間関係をいう。 

※「カスタマー・ハラスメント」とは、顧客等（介護の場合利用者や家族）からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為

をいう。 

（注１）令和４年度の選択肢は「法人や施設・事業所の理念や運営のあり方に不満があったため」 

（注２）「勤務先に仕事上の悩み事の相談ができなかったため」「カスタマー・ハラスメントがあったため」は、令和７年度からの選択肢 

 

  

14.7 

13.7 

13.3 

12.0 

11.9 

11.3 

9.5 

8.8 

6.7 

4.4 

3.8 

3.3 

3.0 

2.8 

2.4 

16.9 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

職場の人間関係※に

問題があったため

他に良い仕事・職場が

あったため

自分の将来の見込みが

立たなかったため

収入が少なかったため

結婚・出産・妊娠・育児のため

新しい資格を取ったから

勤務先の事業理念や運営の

あり方に不満があったため（注１）

人員整理・勧奨退職・

法人解散・事業不振等のため

自分に向かない仕事だったため

家族の介護・看護のため

勤務先に仕事上の悩み事の

相談ができなかったため（注２）

カスタマー・ハラスメント※が

あったため（注２）

家族の転職・転勤、または

事業所の移転のため

病気・高齢のため

定年・雇用契約の満了のため

その他

無回答
n=1,230

令和７年度川崎市 

18.1 

14.2 

15.2 

14.9 

16.1 

9.3 

11.8 

7.7 

8.5 

4.1 

4.8 

2.2 

3.3 

2.7 

3.3 

12.4 

4.1 

0% 10% 20% 30% 40%

n=17,596

令和６年度全国 

13.1 

13.3 

16.2 

11.1 

27.6 

12.2 

9.1 

7.6 

8.2 

3.1 

**

**

5.1 

2.5 

2.6 

8.8 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,196

令和４年度川崎市 
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図表3-2-26 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

職
場
の
人
間
関
係
に
問
題
が
あ
っ
た
た
め 

他
に
良
い
仕
事
・
職
場
が
あ
っ
た
た
め 

自
分
の
将
来
の
見
込
み
が
立
た
な
か
っ
た
た
め 

収
入
が
少
な
か
っ
た
た
め 

結
婚
・
出
産
・
妊
娠
・
育
児
の
た
め 

新
し
い
資
格
を
取
っ
た
か
ら 

勤
務
先
の
事
業
理
念
や
運
営
の
あ
り
方
に
不
満

が
あ
っ
た
た
め 

人
員
整
理
・
勧
奨
退
職
・
法
人
解
散
・
事
業
不
振

等
の
た
め 

自
分
に
向
か
な
い
仕
事
だ
っ
た
た
め 

家
族
の
介
護
・
看
護
の
た
め 

勤
務
先
に
仕
事
上
の
悩
み
事
の
相
談
が
で
き
な

か
っ
た
た
め 

カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
っ
た
た
め 

家
族
の
転
職
・
転
勤
、
ま
た
は
事
業
所
の
移
転
の

た
め 

病
気
・
高
齢
の
た
め 

定
年
・
雇
用
契
約
の
満
了
の
た
め 

全  体 1,230 14.7 13.7 13.3 12.0 11.9 11.3 9.5 8.8 6.7 4.4 3.8 3.3 3.0 2.8 2.4 

男 

性 

20歳代 21 28.6 14.3 33.3 23.8 - 4.8 9.5 4.8 19.0 - - 9.5 - - - 

30歳代 61 21.3 6.6 31.1 19.7 4.9 3.3 6.6 8.2 11.5 1.6 6.6 8.2 - - - 

40歳代 102 25.5 16.7 29.4 20.6 2.9 9.8 15.7 7.8 9.8 2.0 8.8 6.9 2.0 4.9 2.0 

50歳代 94 17.0 18.1 18.1 12.8 1.1 9.6 12.8 12.8 11.7 4.3 3.2 3.2 - 4.3 - 

60歳代以上 47 10.6 12.8 6.4 10.6 - 8.5 10.6 23.4 8.5 2.1 - 4.3 4.3 - 12.8 

女 

性 

20歳代 25 24.0 20.0 12.0 16.0 4.0 8.0 4.0 4.0 16.0 - - - 8.0 8.0 4.0 

30歳代 76 19.7 18.4 14.5 18.4 19.7 3.9 13.2 3.9 6.6 1.3 6.6 3.9 9.2 1.3 2.6 

40歳代 183 13.7 11.5 10.4 13.1 20.8 6.6 7.1 10.4 7.1 0.5 4.4 2.2 0.5 2.7 1.6 

50歳代 350 13.4 13.4 12.0 9.4 14.3 15.4 10.9 6.9 4.9 7.7 3.7 2.9 2.9 1.7 0.9 

60歳代以上 270 8.1 13.0 4.1 6.7 13.0 15.6 5.9 8.9 3.0 6.3 1.9 1.9 4.8 4.4 4.8 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 136 9.6 16.2 10.3 7.4 14.7 8.1 7.4 12.5 2.2 8.1 2.9 0.7 4.4 3.7 3.7 

サービス提供 

責任者 
84 9.5 11.9 9.5 10.7 15.5 10.7 9.5 13.1 6.0 4.8 3.6 3.6 2.4 - 1.2 

看護職員 115 17.4 14.8 6.1 8.7 18.3 2.6 7.8 6.1 8.7 3.5 3.5 1.7 4.3 1.7 2.6 

介護職員 425 14.6 13.2 13.9 14.8 12.0 4.5 7.8 10.1 8.7 5.2 4.0 3.3 1.6 2.4 2.8 

生活相談員 91 17.6 15.4 13.2 13.2 7.7 2.2 5.5 5.5 2.2 2.2 1.1 4.4 5.5 5.5 1.1 

介護支援専門員 239 14.6 11.7 12.6 9.6 8.4 32.2 15.5 4.6 4.6 4.2 4.2 3.8 2.9 2.9 1.7 

PT・OT・ST等 27 37.0 22.2 48.1 44.4 7.4 3.7 18.5 11.1 7.4 - 7.4 7.4 11.1 - - 

その他 113 15.0 14.2 17.7 8.0 10.6 15.0 8.8 9.7 11.5 0.9 5.3 5.3 1.8 5.3 3.5 

※「20歳未満」「その他」「無回答」は掲載を省略 
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【令和７年度新規設問】 

問14-５で、「職場の人間関係に問題があったため」を選んだ方のうち、直前の仕事が介護関係の

仕事であった方（問14-２で「１」～「４」のいずれかを選択した方）におうかがいします。 

問14-６ その「職場の人間関係の問題」とは具体的にどのような問題ですか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 職場の人間関係の問題について「仕事の進め方に関する上司や同僚との意思疎通がうまく

いかなかった」「上司や先輩からの指導や言動がきつかったり、パワーハラスメントがあっ

た」と回答した割合が５割弱となっている 

図表3-2-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度全国 

47.1 

46.2 

37.5 

27.9 

26.9 

18.3 

6.7 

6.7 

1.0 

11.5 

0.0 

0% 20% 40% 60%

仕事の進め方に関する上司や同僚

との意思疎通がうまくいかなかった

上司や先輩からの指導や言動がきつかっ

たり、パワーハラスメントがあった

上司の業務指示が不明確、

リーダーシップがなかった

同僚からのきつい言動・悪口・

嫌がらせ等があった

仕事に対してやる気のない

上司・先輩・同僚がいた

職場内の仲間はずれや、

疎外感・孤独感を感じた

職場で仕事のこと以外の

会話がなかった

部下・後輩に対する指導が難しかった

職場の人間からセクハラを受けた

その他

無回答 n=104

令和７年度川崎市 

35.5 

49.1 

36.2 

23.9 

24.1 

16.3 

5.4 

7.3 

2.7 

8.9 

4.2 

0% 20% 40% 60%

n=1,606
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図表3-2-28 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

仕
事
の
進
め
方
に
関
す
る
上
司
や
同
僚
と
の
意

思
疎
通
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た 

上
司
や
先
輩
か
ら
の
指
導
や
言
動
が
き
つ
か
っ

た
り
、
パ
ワ
ー
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
が
あ
っ
た 

上
司
の
業
務
指
示
が
不
明
確
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

が
な
か
っ
た 

同
僚
か
ら
の
き
つ
い
言
動
・
悪
口
・
嫌
が
ら
せ
等

が
あ
っ
た 

仕
事
に
対
し
て
や
る
気
の
な
い
上
司
・
先
輩
・
同

僚
が
い
た 

職
場
内
の
仲
間
は
ず
れ
や
、
疎
外
感
・
孤
独
感
を

感
じ
た 

職
場
で
仕
事
の
こ
と
以
外
の
会
話
が
な
か
っ
た 

部
下
・
後
輩
に
対
す
る
指
導
が
難
し
か
っ
た 

職
場
の
人
間
か
ら
セ
ク
ハ
ラ
を
受
け
た 

全  体 104 47.1 46.2 37.5 27.9 26.9 18.3 6.7 6.7 1.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 8 62.5 50.0 37.5 12.5 37.5 12.5 - - - 

サービス提供 
責任者 

5 20.0 80.0 40.0 40.0 - - - - - 

看護職員 5 100.0 20.0 60.0 20.0 20.0 40.0 - - - 

介護職員 39 43.6 43.6 33.3 28.2 25.6 23.1 10.3 7.7 2.6 

生活相談員 11 - 54.5 9.1 18.2 18.2 9.1 - - - 

介護支援専門員 25 72.0 44.0 48.0 32.0 40.0 8.0 12.0 16.0 - 

PT・OT・ST等 2 - 50.0 50.0 50.0 - 50.0 - - - 

その他 9 33.3 44.4 44.4 33.3 22.2 33.3 - - - 

※「その他」「無回答」は掲載を省略  
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【令和７年度新規設問】 

問14-５で、「勤務先の事業理念や運営のあり方に不満があったため」を選んだ方のうち、直前の

仕事が介護関係の仕事であった方（問14-２で「１」～「４」のいずれかを選択した方）におうか

がいします。 

問14-７ その「理念や運営のあり方」の不満とは具体的にどのような不満ですか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 勤務先の事業理念や運営のあり方の不満について「経営の効率性を過度に重視していた」

「無駄な業務が多く職員の業務量負担への配慮が弱かった」と回答した割合が４割弱と

なっている 

図表3-2-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和６年度全国 令和７年度川崎市 

37.0 

37.0 

29.6 

29.6 

28.4 

23.5 

22.2 

7.4 

8.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

経営の効率性を過度に重視していた

無駄な業務が多く職員の

業務量負担への配慮が弱かった

介護の質の向上の手法・方向性が

自分の考え方とは異なっていた

介護の質の向上の取組に対して

職員の体制や処遇が追いつかなかった

介護の質の向上をさせる姿勢がなかった

仕事の仕方に関する職員の提案を、

管理者が聞いてくれなかった

職場の人間関係の改善の取組を

してくれなかった

利用者や家族からのカスタマー・ハラス

メントから守る取組をしてくれなかった

その他

無回答 n=81

35.9 

33.1 

32.5 

35.6 

32.8 

31.6 

26.4 

7.3 

12.7 

4.6 

0% 20% 40% 60%

n=1,144
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図表3-2-30 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

経
営
の
効
率
性
を
過
度
に
重
視
し
て
い
た 

無
駄
な
業
務
が
多
く
職
員
の
業
務
量
負
担
へ
の

配
慮
が
弱
か
っ
た 

介
護
の
質
の
向
上
の
手
法
・
方
向
性
が
自
分
の
考

え
方
と
は
異
な
っ
て
い
た 

介
護
の
質
の
向
上
の
取
組
に
対
し
て
職
員
の
体

制
や
処
遇
が
追
い
つ
か
な
か
っ
た 

介
護
の
質
の
向
上
を
さ
せ
る
姿
勢
が
な
か
っ
た 

仕
事
の
仕
方
に
関
す
る
職
員
の
提
案
を
、
管
理
者

が
聞
い
て
く
れ
な
か
っ
た 

職
場
の
人
間
関
係
の
改
善
の
取
組
を
し
て
く
れ

な
か
っ
た 

利
用
者
や
家
族
か
ら
の
カ
ス
タ
マ
ー
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
か
ら
守
る
取
組
を
し
て
く
れ
な
か
っ
た 

全  体 81 37.0 37.0 29.6 29.6 28.4 23.5 22.2 7.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 9 - 55.6 33.3 - 22.2 22.2 44.4 11.1 

サービス提供責任者 5 40.0 20.0 40.0 40.0 20.0 - - - 

看護職員 3 33.3 100.0 - 33.3 33.3 - 66.7 - 

介護職員 21 38.1 28.6 14.3 42.9 42.9 28.6 9.5 - 

生活相談員 4 75.0 50.0 25.0 25.0 - - 25.0 - 

介護支援専門員 32 43.8 28.1 43.8 31.3 28.1 34.4 21.9 9.4 

PT・OT・ST等 2 - - - - - - 100.0 50.0 

その他 5 40.0 80.0 20.0 20.0 20.0 - - 20.0 

※「その他」「無回答」は掲載を省略  
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３ 現在勤務している事業所（法人）について 

問15 あなたが勤務している事業所の法人格（経営主体）は次のうちどれですか。 

（１つを選択） 

▶ 事業所の法人格（経営主体）が「民間企業（個人・株式会社等）」である割合は約５割と

なっている 

図表3-3-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-3-2 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

民
間
企
業 

社
会
福
祉
協
議
会 

左
記
以
外
の 

社
会
福
祉
法
人 

医
療
法
人 

Ｎ
Ｐ
Ｏ 

社
団
法
人
・ 

財
団
法
人 

協
同
組
合 

地
方
自
治
体 

全  体 1,647 49.8 4.3 22.3 8.7 4.6 3.8 2.4 - 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 69.7 1.3 4.6 3.9 9.2 - 5.9 - 

サービス提供責任者 111 65.8 14.4 6.3 3.6 4.5 - 4.5 - 

看護職員 219 48.4 2.3 15.1 15.5 0.9 11.4 2.3 - 

介護職員 557 46.9 3.2 28.2 6.6 3.9 3.2 1.3 - 

生活相談員 127 48.8 - 31.5 7.1 7.1 2.4 2.4 - 

介護支援専門員 285 46.7 9.1 22.8 9.5 6.7 1.4 1.4 - 

PT・OT・ST等 52 42.3 - 9.6 26.9 - 13.5 3.8 - 

その他 144 39.6 2.1 36.8 8.3 3.5 3.5 2.8 - 

※「その他」「わからない」「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和６年度全国 

55.3 

4.6 

15.1 

10.6 

3.6 

3.2 

1.7 

0.8 

0.7 

2.6 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

n=21,325

54.4 

2.6 

18.2 

10.1 

4.1 

2.9 

2.9 

0.1 

0.9 

3.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805

49.8 

4.3 

22.3 

8.7 

4.6 

3.8 

2.4 

0.0 

1.2 

3.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

民間企業

（個人・株式会社等）

社会福祉協議会

上記以外の

社会福祉法人

医療法人

ＮＰＯ

（特定非営利活動法人）

社団法人・財団法人

協同組合

（農協、生協）

地方自治体（市区町村、

広域連合を含む）

その他

わからない

無回答 n=1,647

54.6 

3.0 

14.9 

9.1 

4.3 

3.6 

3.0 

0.1 

1.0 

3.1 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

令和元年度川崎市 
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問16 あなたが勤務している事業所の従業員数は何人ですか。（１つを選択） 

※正規職員以外のパート・登録職員等を含みますが、臨時職員（急な仕事のために臨時 

 に雇用される人）は除きます。） 

▶ 事業所の従業員数は、「10人～19人」の割合が３割弱で最も高くなっている 

図表3-3-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※１：令和６年度全国は「５人以下」。 

※２：令和６年度全国は「６人～10人」。 

※３：令和６年度全国は「11人～19人」。 
 

図表3-3-4 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

１
人
（
あ
な
た
の
み
） 

４
人
以
下 

５
人
～
９
人 

10
人
～
19
人 

20
人
～
49
人 

50
人
～
99
人 

100
人
以
上 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,647 0.4 7.3 22.2 27.2 19.7 10.2 9.0 4.0 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 0.7 9.8 22.3 34.3 21.7 3.8 4.1 3.3 

社会福祉協議会 70 - 2.9 22.9 15.7 25.7 20.0 8.6 4.3 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 - 7.4 20.2 13.1 6.8 26.2 22.1 4.4 

医療法人 143 - 4.2 23.8 36.4 16.8 6.3 9.1 3.5 

ＮＰＯ（特定非営利 
活動法人） 

76 - 6.6 17.1 10.5 59.2 3.9 1.3 1.3 

社団法人・財団法人 62 1.6 - 33.9 24.2 19.4 9.7 8.1 3.2 

協同組合（農協、生協） 39 - - 20.5 28.2 33.3 5.1 2.6 10.3 

その他 19 - 5.3 26.3 36.8 5.3 21.1 5.3 - 

※「無回答」は掲載を省略  

令和４年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 

1.1 

11.3 

20.7 

24.8 

20.6 

8.4 

7.8 

3.8 

1.5 

0% 10% 20% 30% 40%

n=21,325

1.0

9.8

16.1

22.9

22.4

8.6

11.0

6.1

2.0

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,287

1.1 

6.4 

21.2 

24.4 

22.4 

11.3 

7.8 

5.4 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,805

0.4 

7.3 

22.2 

27.2 

19.7 

10.2 

9.0 

4.0 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

１人

（あなたのみ）

４人以下※１

５人～９人※２

10人～19人※３

20人～49人

50人～99人

100人以上

わからない

無回答 n=1,647
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79.4

73.0

20.6

24.7

0.0

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和６年度全国 n=21,325

ある ない 無回答

【令和７年度新規設問】 

問17 同じ法人の中に、今勤務している事業所とは別の事業所がありますか。（１つを選択） 

▶ 同じ法人の中に、今勤務している事業所とは別の事業所が「ある」割合は約８割となって

いる 

図表3-3-5 

 

 

 

 

 

 

 

問17で、「今勤務している事業所とは別の事業所がある」方におうかがいします。 

問17-１ 法人全体の従業員数はおおよそ何人くらいですか。（１つを選択） 

▶ 従業員数「500人以上」の事業所の割合が前回調査より微増し、３割弱となっている 

図表3-3-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※本市の令和元年度・令和7年度、全国の令和６年度は「事業所の従業員数と同じ」の選択肢はない。 

本市の令和元年度は、法人の中に、今働いている事業所とは別の事業所が「ない」と回答した回答率で代替え 

 

  

令和７年度川崎市 令和元年度川崎市 

23.0

7.6

7.5

5.1

8.8

3.8

19.3

21.3

3.8

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,287

**

5.1 

9.4 

9.0 

14.5 

9.0 

26.8 

26.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

事業所の従業員数と

同じ※

19人以下

20人～49人

50人～99人

100人～299人

300人～499人

500人以上

わからない

無回答 n=1,307

**

10.2 

14.4 

13.1 

18.3 

5.7 

14.5 

22.6 

1.1 

0% 10% 20% 30% 40%

n=15,560

令和６年度全国 

13.2

5.3

10.9

6.3

11.3

5.2

24.6

23.2

0.0

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,805

令和４年度川崎市 
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問18 あなたが今勤務している事業所の主な介護サ－ビスの種類は次のうちどれですか。 

主な介護サービスの種類１つを選んでください。（１つを選択） 

図表3-3-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

12.3 

16.0 

0.6 

9.7 

1.1 

0.4 

13.2 

3.4 

0.7 

0.0 

3.6 

0.0 

14.9

17.8

1.0

6.5

1.0

0.1

11.9

1.5

1.1

0.0

5.1

0.1

15.1

14.4

0.5

5.8

0.8

0.2

8.1

2.6

0.7

0.0

1.8

0.0

10.2

22.5

0.7

7.5

0.2

0.1

11.4

2.1

1.4

0.0

2.2

0.1

0% 10% 20% 30% 40%

居宅介護支援

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

居宅療養管理指導

通所介護

通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ

短期入所生活介護

短期入所療養介護

特定施設入居者

生活介護

福祉用具貸与・

特定福祉用具販売

7.4 

0.9 

0.2 

2.0 

1.9 

1.0 

5.4 

0.5 

1.3 

10.6 

1.2 

0.0 

0.4 

5.3 

1.0 

0.0 

6.1

1.9

0.1

1.6

3.3

1.1

5.9

0.2

1.0

9.1

2.3

0.1

0.7

4.8

1.0

0.0

7.9 

0.6 

0.0 

1.7 

3.3 

0.6 

6.8 

0.1 

0.5 

7.3 

1.0 

0.4 

0.1 

3.8 

0.7 

15.0 

8.0 

0.3 

0.0 

0.9 

2.9 

0.3 

8.7 

0.6 

0.9 

7.5 

2.6 

0.4 

0.1 

0.8 

0.4 

7.1 

0% 10% 20% 30% 40%

地域密着型通所介護

定期巡回・随時対応型

訪問介護看護

夜間対応型訪問介護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型

居宅介護

看護小規模多機能型

居宅介護

認知症対応型

共同生活介護

地域密着型特定施設

入居者生活介護

地域密着型

介護老人福祉施設

入所者生活介護

介護老人福祉施設

介護老人保健施設

介護医療院

（介護療養型医療施設）

介護保険以外のサービス

その他

わからない

無回答

令和７年度川崎市 n=1,647 令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287 令和６年度全国 n=21,325

『
居
宅
サ
ー
ビ
ス
』 

『
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
』 

『
施
設
サ
ー
ビ
ス
』 

『
そ
の
他
』 
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26.4 

17.2 

10.3 

9.2 

5.7 

5.3 

4.0 

3.4 

3.3 

2.1 

1.9 

1.0 

0.9 

0.4 

0.2 

8.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

友人・知人からの紹介

求人情報サイト※１

民間の職業紹介

ハローワーク

求人・就職情報誌※１

折込チラシ、新聞・雑誌の広告

法人または施設・事業所の

ホームページ

学校・養成施設等での進路指導

施設・事業所からの就職の

働きかけ

介護職員の養成のための講座・

研修を通じて施設・事業所を

知った※２

就職セミナー、採用説明会

※３

職場体験、職場実習や

ボランティア※４

川崎市福祉人材バンク

（web含む）

行政広報誌（市報、区報等）

法人または施設・事業所が

発信するＳＮＳ※５

その他

無回答
 n=1,647

問19 現在の法人に就職した主なきっかけは次のうちどれですか。（１つを選択） 

▶ 現在の法人に就職したきっかけについて「友人・知人からの紹介」の割合が前回調査より

微減している 

図表3-3-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「求人・就職情報誌、求人情報サイト」 

※２：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「ホームヘルパー等養成講座を通じて施設・事業所を知った」 

※３：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「就職セミナー（就職説明会）」 

※４：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「ボランティア、実習」 

※５：「法人または施設・事業所が発信するＳＮＳ」は、本市の令和７年度からの選択肢。「ＳＮＳ」とは、LINE、Ｘ（旧Twitter）、Facebook、

Instagram、YouTubeなど  

35.7

9.1

3.4

19.3

3.8

4.4

2.1

3.6

3.1

2.0

1.0

1.0

**

0.6

0.1

7.7

2.1

0% 10% 20% 30% 40%

n=21,325

26.6 

15.7 

4.7 

12.3 

**

11.2 

3.3 

3.7 

2.5 

3.1 

2.1 

0.8 

1.4 

0.4 

**

9.1 

3.2 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,287

28.6 

20.5 

6.4 

10.8 

**

7.8 

4.1 

4.1 

3.0 

2.2 

2.2 

0.7 

1.3 

0.4 

**

7.9 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40%

 n=2,805

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 



第３章 介護労働者実態調査 

令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 186 

▶ 男性 20歳代及び女性 20歳代・30歳代・40歳代は「求人情報サイト」の割合が高くなっ

ている 

▶ 女性60歳代は「友人・知人からの紹介」の割合が高くなっている 

図表3-3-9 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

友
人
・
知
人
か
ら
の
紹
介 

求
人
情
報
サ
イ
ト 

民
間
の
職
業
紹
介 

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク 

求
人
・
就
職
情
報
誌 

折
込
チ
ラ
シ
、
新
聞
・
雑
誌
の
広
告 

法
人
ま
た
は
施
設
・
事
業
所
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ 

学
校
・
養
成
施
設
等
で
の
進
路
指
導 

施
設
・
事
業
所
か
ら
の
就
職
の
働
き
か
け 

介
護
職
員
の
養
成
の
た
め
の
講
座
・
研
修
を
通
じ

て
施
設
・
事
業
所
を
知
っ
た 

就
職
セ
ミ
ナ
ー
、
採
用
説
明
会 

職
場
体
験
、
職
場
実
習
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア 

川
崎
市
福
祉
人
材
バ
ン
ク
（
Ｗ
ｅ
ｂ
含
む
） 

行
政
広
報
誌
（
市
報
、
区
報
等
） 

法
人
ま
た
は
施
設
・
事
業
所
が
発
信
す
る
Ｓ
Ｎ
Ｓ 

全  体 1,647 26.4 17.2 10.3 9.2 5.7 5.3 4.0 3.4 3.3 2.1 1.9 1.0 0.9 0.4 0.2 

男 

性 

20歳代 44 29.5 34.1 9.1 - 4.5 2.3 2.3 9.1 - 2.3 6.8 - - - - 

30歳代 112 18.8 19.6 13.4 8.0 4.5 3.6 6.3 8.9 5.4 1.8 5.4 0.9 2.7 - - 

40歳代 152 27.6 13.8 12.5 14.5 4.6 4.6 6.6 4.6 1.3 0.7 2.0 1.3 - - - 

50歳代 110 30.9 7.3 11.8 13.6 6.4 5.5 0.9 7.3 1.8 1.8 1.8 - - - - 

60歳代以上 49 28.6 6.1 10.2 18.4 4.1 6.1 2.0 4.1 4.1 2.0 2.0 - 2.0 2.0 - 

女 

性 

20歳代 63 14.3 33.3 14.3 3.2 4.8 - 4.8 6.3 - - 7.9 6.3 - - - 

30歳代 134 17.9 33.6 9.7 5.2 4.5 - 3.0 5.2 3.0 1.5 3.0 0.7 0.7 - 1.5 

40歳代 276 19.2 21.4 11.6 8.0 9.1 4.3 6.9 3.6 1.4 1.8 1.8 1.1 0.7 0.4 0.4 

50歳代 408 25.5 15.9 11.0 8.6 5.9 7.8 2.9 0.7 4.4 2.7 0.5 1.5 1.0 0.7 0.2 

60歳代以上 296 40.2 8.1 4.7 10.1 4.4 7.8 2.7 - 5.4 3.0 - - 1.0 0.7 - 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 45.4 14.5 3.3 5.9 2.6 5.9 1.3 1.3 3.9 5.9 2.0 0.7 - - - 

サービス 
提供責任者 

111 28.8 16.2 3.6 10.8 0.9 4.5 6.3 3.6 6.3 5.4 3.6 - 0.9 1.8 - 

看護職員 219 18.7 23.7 17.4 7.3 6.4 2.7 6.4 0.5 3.7 0.9 0.5 1.8 0.5 0.5 0.5 

介護職員 557 22.8 17.6 10.1 9.3 7.9 7.4 2.3 5.6 2.0 1.4 2.5 1.1 1.3 0.2 - 

生活相談員 127 30.7 18.9 11.0 7.9 6.3 4.7 2.4 4.7 3.9 - 2.4 1.6 0.8 - - 

介護支援 
専門員 

285 28.8 13.3 9.8 9.5 4.6 4.9 7.4 0.7 3.5 2.1 0.7 1.1 1.1 0.7 - 

PT・OT・ST等 52 28.8 21.2 17.3 11.5 3.8 - 3.8 3.8 3.8 - - - - - 3.8 

その他 144 20.1 13.9 10.4 13.9 5.6 4.9 2.8 5.6 3.5 2.1 2.8 0.7 0.7 0.7 0.7 

※「20歳未満」「その他」「無回答」は掲載を省略 
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51.9 

33.6 

33.6 

14.9 

12.4 

17.2 

15.2 

24.4 

18.3 

11.9 

13.1 

5.6 

8.1 

14.0 

9.0 

1.0 

6.2 

7.9 

1.8 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

41.7 

**

39.3 

8.9 

6.8 

10.1 

**

25.1 

**

2.6 

**

**

2.9 

39.7 

**

**

7.3 

6.4 

1.1 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

41.9 

**

44.8 

12.0 

8.8 

12.5 

**

25.8 

**

3.2 

**

**

4.0 

40.1 

**

**

5.5 

6.7 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

50.8 

17.5 

16.3 

14.1 

9.8 

9.5 

8.9 

8.6 

8.1 

5.5 

4.2 

4.2 

2.7 

2.4 

2.0 

0.4 

8.4 

8.9 

0.0 

0% 20% 40% 60%

通勤が便利だから

職場の人間関係が

良さそうだったため※１

自分のやりたい介護が

できそうだったため※２

法人の方針や理念に

共感したため

経営が健全で将来的に

安定しているため

賃金水準が比較的高いため※３

事業所の設備・環境が

働きやすそうだったため※１

有給休暇などの各種休暇の取得や

勤務日時の変更をしやすいため※４

時間外労働が少ないため※１

仕事と育児や介護の両立の

支援を充実させているため※５

質の高い介護を学べそう

だったため※１

地元での評判が良いため※１

事業所内外での研修機会が充実

しているため※６

能力や仕事ぶりを処遇に反映

しているため※７

事業所内でのキャリアアップの

道筋を明確化しているため※１

介護ロボット・ＩＣＴ機器導入、

業務改善等により業務負担の

軽減を図っているため※１

その他

理由は特にない

無回答
n=1,647

問20 現在の法人に就職した理由は次のうちどれにあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 現在の法人に就職した理由について、「通勤が便利だから」の割合が前回調査より増加し、

約５割となっている 

図表3-3-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：本市の令和７年度からの選択肢 

※２：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「やりたい職種・仕事内容だから」 

※３：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「賃金等の水準が適当だから」 

※４：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「労働日、労働時間が希望と合っているから」 

※５：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「子育て支援が充実しているから」 

※６：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「教育研修等が充実しているから」 

※７：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「資格・技能が活かせるから」  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 
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図表3-3-11 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

通
勤
が
便
利
だ
か
ら 

職
場
の
人
間
関
係
が
良
さ
そ
う
だ
っ
た

た
め 

自
分
の
や
り
た
い
介
護
が
で
き
そ
う

だ
っ
た
た
め 

法
人
の
方
針
や
理
念
に
共
感
し
た
た
め 

経
営
が
健
全
で
将
来
的
に
安
定
し
て
い

る
た
め 

賃
金
水
準
が
比
較
的
高
い
た
め 

事
業
所
の
設
備
・
環
境
が
働
き
や
す
そ

う
だ
っ
た
た
め 

有
給
休
暇
な
ど
の
各
種
休
暇
の
取
得
や

勤
務
日
時
の
変
更
を
し
や
す
い
た
め 

全  体 1,647 50.8 17.5 16.3 14.1 9.8 9.5 8.9 8.6 

男 

性 

20歳代 44 18.2 13.6 11.4 11.4 11.4 11.4 6.8 2.3 

30歳代 112 32.1 10.7 17.0 17.9 12.5 16.1 1.8 3.6 

40歳代 152 39.5 11.2 15.1 14.5 10.5 21.7 7.9 7.2 

50歳代 110 45.5 7.3 12.7 14.5 11.8 12.7 10.0 7.3 

60歳代以上 49 44.9 10.2 16.3 14.3 20.4 10.2 14.3 4.1 

女 

性 

20歳代 63 28.6 38.1 22.2 22.2 11.1 11.1 7.9 7.9 

30歳代 134 56.0 26.9 13.4 12.7 9.0 12.7 14.2 14.9 

40歳代 276 65.9 15.2 13.4 10.9 6.2 7.6 6.5 10.5 

50歳代 408 54.2 18.1 19.1 14.5 11.3 5.1 11.8 10.3 

60歳代以上 296 55.7 21.6 17.6 14.5 7.1 5.1 7.1 6.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 50.7 26.3 25.0 19.1 9.9 10.5 11.2 11.2 

サービス 
提供責任者 

111 50.5 16.2 18.9 22.5 16.2 9.0 6.3 2.7 

看護職員 219 55.3 22.8 12.8 14.6 9.1 12.3 11.4 11.4 

介護職員 557 52.8 17.2 17.4 9.9 6.1 6.6 8.1 7.7 

生活相談員 127 48.8 10.2 17.3 11.0 10.2 10.2 3.9 6.3 

介護支援 
専門員 

285 50.2 15.4 12.6 14.4 10.5 8.8 10.2 9.8 

PT・OT・ST等 52 38.5 23.1 17.3 23.1 15.4 26.9 13.5 13.5 

その他 144 44.4 11.1 11.8 17.4 16.7 9.7 7.6 6.9 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 50.6 19.0 16.8 15.9 9.1 10.4 7.3 8.9 

社会福祉協議会 70 41.4 8.6 11.4 21.4 21.4 2.9 11.4 8.6 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 54.0 12.8 13.1 12.3 10.9 11.7 9.5 7.4 

医療法人 143 49.7 16.8 19.6 9.8 11.9 9.8 14.0 14.7 

ＮＰＯ（特定非営利 

活動法人） 
76 47.4 23.7 22.4 15.8 2.6 1.3 7.9 2.6 

社団法人・ 
財団法人 

62 54.8 24.2 14.5 9.7 9.7 8.1 12.9 8.1 

協同組合 
（農協、生協） 

39 43.6 17.9 20.5 17.9 7.7 2.6 5.1 - 

その他 19 47.4 36.8 26.3 10.5 10.5 10.5 15.8 21.1 

※「20歳未満」「その他」「特に理由はない」「無回答」は掲載を省略 
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図表3-3-12 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

時
間
外
労
働
が
少
な
い
た
め 

仕
事
と
育
児
や
介
護
の
両
立
の
支
援
を

充
実
さ
せ
て
い
る
た
め 

質
の
高
い
介
護
を
学
べ
そ
う
だ
っ
た
た

め 地
元
で
の
評
判
が
良
い
た
め 

事
業
所
内
外
で
の
研
修
機
会
が
充
実
し

て
い
る
た
め 

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
処
遇
に
反
映
し
て

い
る
た
め 

事
業
所
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
道

筋
を
明
確
化
し
て
い
る
た
め 

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
導
入
、
業

務
改
善
等
に
よ
り
業
務
負
担
の
軽
減
を

図
っ
て
い
る
た
め 

全  体 1,647 8.1 5.5 4.2 4.2 2.7 2.4 2.0 0.4 

男 

性 

20歳代 44 9.1 2.3 2.3 2.3 - 6.8 4.5 - 

30歳代 112 4.5 5.4 6.3 4.5 1.8 1.8 2.7 - 

40歳代 152 7.2 3.3 5.9 1.3 2.6 3.3 2.6 1.3 

50歳代 110 7.3 0.9 1.8 4.5 1.8 6.4 2.7 0.9 

60歳代以上 49 12.2 - 4.1 8.2 2.0 - - 2.0 

女 

性 

20歳代 63 11.1 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 - - 

30歳代 134 14.9 13.4 5.2 1.5 4.5 3.7 3.0 0.7 

40歳代 276 11.2 11.2 4.3 2.5 2.5 0.7 0.4 0.4 

50歳代 408 4.7 5.1 4.2 4.7 3.9 2.2 2.7 0.2 

60歳代以上 296 7.4 2.4 3.4 7.4 1.7 1.4 1.7 - 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 9.1 2.3 2.3 2.3 - 6.8 4.5 - 

サービス 
提供責任者 

111 4.5 5.4 6.3 4.5 1.8 1.8 2.7 - 

看護職員 219 7.2 3.3 5.9 1.3 2.6 3.3 2.6 1.3 

介護職員 557 7.3 0.9 1.8 4.5 1.8 6.4 2.7 0.9 

生活相談員 127 12.2 - 4.1 8.2 2.0 - - 2.0 

介護支援 
専門員 

285 11.1 1.6 3.2 3.2 3.2 3.2 - - 

PT・OT・ST等 52 14.9 13.4 5.2 1.5 4.5 3.7 3.0 0.7 

その他 144 11.2 11.2 4.3 2.5 2.5 0.7 0.4 0.4 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 8.5 4.9 3.3 3.4 2.1 3.0 1.7 0.2 

社会福祉協議会 70 2.9 1.4 10.0 8.6 7.1 2.9 4.3 - 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 6.8 4.9 3.8 4.9 2.5 1.1 2.5 1.1 

医療法人 143 10.5 9.8 4.2 2.1 1.4 2.8 0.7 - 

ＮＰＯ（特定非営利 

活動法人） 
76 2.6 9.2 2.6 2.6 1.3 - 1.3 - 

社団法人・ 
財団法人 

62 14.5 8.1 8.1 3.2 12.9 3.2 3.2 1.6 

協同組合 
（農協、生協） 

39 2.6 5.1 7.7 10.3 - - 5.1 - 

その他 19 26.3 - 10.5 26.3 - - - - 

※「20歳未満」「その他」「特に理由はない」「無回答」は掲載を省略 
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４ 勤務状況・勤務条件等について 

問21 あなたが今働いている法人での勤続年数（令和７年10月１日現在）はどれくらいですか。

（数字を入力） 

▶ 現在の法人での勤続年数は「10年以上 15年未満」の割合が前回調査より増加し、約２割

で最も高く、平均勤続年数は前回調査より0.5年増加している 

図表3-4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-2 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

１
年
未
満 

１
年
以
上
２
年
未
満 

２
年
以
上
３
年
未
満 

３
年
以
上
４
年
未
満 

４
年
以
上
５
年
未
満 

５
年
以
上
７
年
未
満 

７
年
以
上
10
年
未
満 

10
年
以
上
15
年
未
満 

15
年
以
上
20
年
未
満 

20
年
以
上 

全  体 1,647 7.8 9.7 8.1 7.3 7.5 10.0 14.8 18.3 8.2 8.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 4.6 12.5 9.2 8.6 8.6 8.6 13.8 16.4 7.2 10.5 

サービス提供 
責任者 

111 4.5 7.2 4.5 6.3 4.5 9.9 14.4 19.8 10.8 18.0 

看護職員 219 15.1 14.2 10.5 5.9 7.3 11.0 14.6 12.3 3.7 5.5 

介護職員 557 8.6 9.9 7.9 8.3 7.5 9.2 16.7 18.7 8.1 5.2 

生活相談員 127 2.4 6.3 6.3 7.9 7.9 9.4 14.2 23.6 11.0 11.0 

介護支援専門員 285 7.4 7.4 8.8 6.3 7.4 11.2 13.3 17.9 9.8 10.5 

PT・OT・ST等 52 7.7 17.3 15.4 7.7 7.7 13.5 13.5 11.5 5.8 - 

その他 144 5.6 6.3 4.2 6.9 8.3 9.7 13.2 25.0 9.7 11.1 

※「無回答」は掲載を省略  

11.7 

11.5 

9.7 

9.2 

6.9 

14.6 

12.9 

11.9 

6.6 

2.7 

2.3 

0% 10% 20% 30%

n=2,287

8.8 

9.6 

7.1 

8.2 

7.5 

13.7 

14.9 

15.0 

8.8 

6.3 

0.0 

0% 10% 20% 30%

n=2,805

7.8 

9.7 

8.1 

7.3 

7.5 

10.0 

14.8 

18.3 

8.2 

8.3 

0.0 

0% 10% 20% 30%

１年未満

１年以上２年未満

２年以上３年未満

３年以上４年未満

４年以上５年未満

５年以上７年未満

７年以上10年未満

10年以上15年未満

15年以上20年未満

20年以上

無回答 n=1,647

令和７年度川崎市 

平均 8.4年 平均 7.9年 平均 6.3年 平均 8.2年 

8.3 

9.9 

8.3 

7.7 

6.0 

11.8 

12.8 

17.2 

9.0 

7.7 

1.3 

0% 10% 20% 30%

n=21,325

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 
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22.8

24.6

14.4

18.3

19.2

20.2

19.8

19.5

57.9

55.2

64.5

60.3

0.0

0.0

1.3

1.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

管理職 主任・（サブ）リーダー

など職場のまとめ役

一般職・担当職 無回答

問22 あなたの職位は次のうちどれにあてはまりますか。（１つを選択） 

▶ 今の職位について「一般職・担当職」の割合が約６割となっている 

図表3-4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

※「管理職」とは、「２．主任・（サブ）リーダーなど」を現場で統括している方をいう。 

 

図表3-4-4 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

管
理
職 

主
任
・
（
サ
ブ
）
リ
ー

ダ
ー
な
ど
職
場
の
ま
と

め
役 

一
般
職
・
担
当
職 

全  体 1,647 22.8 19.2 57.9 

男 

性 

20歳代 44 9.1 29.5 61.4 

30歳代 112 33.9 26.8 39.3 

40歳代 152 42.1 19.1 38.8 

50歳代 110 41.8 19.1 39.1 

60歳代以上 49 30.6 18.4 51.0 

女 

性 
20歳代 63 4.8 14.3 81.0 

30歳代 134 11.2 22.4 66.4 

40歳代 276 15.2 18.5 66.3 

50歳代 408 22.5 18.9 58.6 

60歳代以上 296 19.3 15.9 64.9 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 11.2 16.4 72.4 

サービス提供責任者 111 52.3 27.9 19.8 

看護職員 219 19.6 12.3 68.0 

介護職員 557 11.3 24.4 64.3 

生活相談員 127 30.7 29.1 40.2 

介護支援専門員 285 24.6 13.3 62.1 

PT・OT・ST等 52 23.1 21.2 55.8 

その他 144 51.4 8.3 40.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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問23 あなたは今後、より上位の職位を目指しますか。（１つを選択） 

▶ 今後、より上位の職位を目指すかについて、「より上位の職位を目指す」人の割合は、前

回調査より減少し、２割弱となっている 

図表3-4-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 「より上位の職位を目指す」人の割合は、20～30歳代の男性で高く、職種では「サービス

提供責任者」「ＰＴ・ＯＴ・ＳＴ等」で高くなっている 

図表3-4-6 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

よ
り
上
位
の
職
位
を 

目
指
す 

今
の
ま
ま
で
よ
い 

全  体 1,647 17.2 82.8 

男 

性 

20歳代 44 50.0 50.0 

30歳代 112 49.1 50.9 

40歳代 152 32.9 67.1 

50歳代 110 21.8 78.2 

60歳代以上 49 8.2 91.8 

女 

性 
20歳代 63 22.2 77.8 

30歳代 134 16.4 83.6 

40歳代 276 14.9 85.1 

50歳代 408 10.0 90.0 

60歳代以上 296 3.0 97.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 10.5 89.5 

サービス提供責任者 111 22.5 77.5 

看護職員 219 11.0 89.0 

介護職員 557 20.5 79.5 

生活相談員 127 20.5 79.5 

介護支援専門員 285 13.3 86.7 

PT・OT・ST等 52 25.0 75.0 

その他 144 18.8 81.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
  

17.2

21.7

22.2

14.2

82.8

78.3

76.2

75.3

0.0

0.0

1.7

10.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

より上位の職位を目指す 今のままでよい 無回答
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72.8

73.8

68.9

2.0

4.8

10.8

21.4

28.2

14.4 0.1

0.1

2.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

正規職員

（フルタイム）

正規職員

（フルタイム

ではない）

非正規職員

（フルタイム）

非正規職員

（フルタイム

ではない）

無回答 列1

問24 あなたの雇用形態は次のうちどちらにあてはまりますか。（１つを選択） 

▶ 就業形態について、「正規職員（フルタイム）」「正規職員（フルタイムではない）」を合わ

せた『正規職員』の割合が７割を超えている 

図表3-4-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和７年度より「非正規職員」を「非正規職員(フルタイム）」と「非正規職員(フルタイムではない)」の選択肢に分けている 

※令和４年度より「正規職員」を「正規職員(フルタイム）」と「正規職員(フルタイムではない)」の選択肢に分けている 

※『正規職員』＝「正規職員(フルタイム）」＋「正規職員(フルタイムではない)」 

 

図表3-4-8 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

正
規
職
員 

（
フ
ル
タ
イ
ム
） 

正
規
職
員 

（
フ
ル
タ
イ
ム 

で
は
な
い
） 

非
正
規
職
員 

（
フ
ル
タ
イ
ム
） 

非
正
規
職
員 

（
フ
ル
タ
イ
ム 

で
は
な
い
） 

全  体 1,647 72.8 2.0 10.8 14.4 

男 

性 

20歳代 44 88.6 - 9.1 2.3 

30歳代 112 95.5 - 1.8 2.7 

40歳代 152 96.1 - 2.6 1.3 

50歳代 110 90.0 - 6.4 3.6 

60歳代以上 49 65.3 - 22.4 12.2 

女 

性 

20歳代 63 90.5 - 4.8 4.8 

30歳代 134 71.6 8.2 6.0 14.2 

40歳代 276 68.1 2.9 11.6 17.4 

50歳代 408 70.1 1.5 13.0 15.4 

60歳代以上 296 49.7 2.7 18.2 29.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 49.3 2.6 8.6 39.5 

サービス提供責任者 111 87.4 0.9 6.3 5.4 

看護職員 219 73.1 5.0 6.8 15.1 

介護職員 557 64.3 1.3 16.5 18.0 

生活相談員 127 81.1 3.1 10.2 5.5 

介護支援専門員 285 82.1 1.8 10.2 6.0 

PT・OT・ST等 52 84.6 1.9 5.8 7.7 

その他 144 88.9 - 4.2 6.9 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

  

『正規職員』 

74.8％ 
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41.7

45.1

38.1

22.1

58.3

54.8

58.9

75.7

0.0

0.2

2.9

2.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=415

令和４年度川崎市 n=599

令和元年度川崎市 n=645

令和６年度全国 n=21,325

雇用期間の定めあり 雇用期間の定めなし

（定年までの雇用を含む）

無回答

問24-１ 非正規職員の方にお聞きします。雇用期間に定めはありますか。（１つを選択） 

▶ 非正規職員で「雇用期間の定めあり」の人の割合は前回調査より減少し、約４割となって

いる 

図表3-4-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-10 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

雇
用
期
間
の
定
め 

あ
り 

雇
用
期
間
の
定
め 

な
し 

全  体 415 41.7 58.3 

男 

性 

20歳代 5 60.0 40.0 

30歳代 5 40.0 60.0 

40歳代 6 16.7 83.3 

50歳代 11 54.5 45.5 

60歳代以上 17 41.2 58.8 

女 
性 

20歳代 6 33.3 66.7 

30歳代 27 63.0 37.0 

40歳代 80 40.0 60.0 

50歳代 116 40.5 59.5 

60歳代以上 141 39.0 61.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 73 35.6 64.4 

サービス提供責任者 13 23.1 76.9 

看護職員 48 56.3 43.8 

介護職員 192 40.1 59.9 

生活相談員 20 55.0 45.0 

介護支援専門員 46 43.5 56.5 

PT・OT・ST等 7 28.6 71.4 

その他 16 43.8 56.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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14.5

17.5

16.3

85.5

82.5

76.0

0.0

0.0

7.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=415

令和４年度川崎市 n=599

令和元年度川崎市 n=645

はい いいえ 無回答

問24-２ 非正規職員の方にお聞きします。今後、正規職員を希望しますか。（１つを選択） 

▶ 非正規職員で正規職員を希望しない人の割合が前回調査より増加し、８割を超えている 

図表3-4-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-12 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

は
い 

い
い
え 

全  体 415 14.5 85.5 

男 

性 

20歳代 5 40.0 60.0 

30歳代 5 20.0 80.0 

40歳代 6 33.3 66.7 

50歳代 11 18.2 81.8 

60歳代以上 17 17.6 82.4 

女 
性 

20歳代 6 50.0 50.0 

30歳代 27 18.5 81.5 

40歳代 80 20.0 80.0 

50歳代 116 18.1 81.9 

60歳代以上 141 2.8 97.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 73 6.8 93.2 

サービス提供責任者 13 23.1 76.9 

看護職員 48 18.8 81.3 

介護職員 192 14.1 85.9 

生活相談員 20 20.0 80.0 

介護支援専門員 46 19.6 80.4 

PT・OT・ST等 7 - 100.0 

その他 16 18.8 81.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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63.3

55.6

36.7

37.6

0.0

6.7

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=270

令和６年度全国 n=3,618

短時間勤務で、勤務する日や時間が

あらかじめ定められている

短時間勤務で、勤務する日や時間が

週または月ごとに変わる

無回答

【令和７年度新規設問】 

問24-３ フルタイムではない方にお聞きします。あなたの就業形態は次のうちどれにあてはま

りますか。（１つを選択） 

▶ フルタイムではない方のうち、「短時間勤務で、勤務する日や時間があらかじめ定められ

ている」割合が６割を超えている 

図表3-4-13 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-14 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

短
時
間
勤
務
で
、
勤
務
す
る
日
や
時
間
が

あ
ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
て
い
る 

短
時
間
勤
務
で
、
勤
務
す
る
日
や
時
間
が

週
ま
た
は
月
ご
と
に
変
わ
る 

全  体 270 63.3 36.7 

男 

性 

20歳代 1 100.0 - 

30歳代 3 66.7 33.3 

40歳代 2 100.0 - 

50歳代 4 75.0 25.0 

60歳代以上 6 50.0 50.0 

女 

性 
20歳代 3 33.3 66.7 

30歳代 30 66.7 33.3 

40歳代 56 62.5 37.5 

50歳代 69 63.8 36.2 

60歳代以上 95 63.2 36.8 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 64 65.6 34.4 

サービス提供責任者 7 42.9 57.1 

看護職員 44 81.8 18.2 

介護職員 107 55.1 44.9 

生活相談員 11 63.6 36.4 

介護支援専門員 22 59.1 40.9 

PT・OT・ST等 5 100.0 - 

その他 10 60.0 40.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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8.5 

6.0 

3.1 

77.0 

74.6 

76.5 

14.4 

19.4 

20.4 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=270

令和４年度川崎市 n=134

令和元年度川崎市 n=387

今より長く働きたい 今の時間のまま 今より短く働きたい 無回答 列3

問24-４ フルタイムではない方にお聞きします。あなたが希望とする１週間の労働時間（残業

を除く）は、今に比べて次のうちどれですか。（１つを選択） 

▶ フルタイムではない方のうち、「今の時間のまま」を希望する人の割合は前回調査より微増

し、８割弱となっている 

図表3-4-15 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和元年度・令和４年度は、対象が非正規職員 

（注）回答があった数を母数としている 

 

図表3-4-16 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

今
よ
り
長
く 

働
き
た
い 

今
の
時
間
の
ま
ま 

今
よ
り
短
く 

働
き
た
い 

全  体 270 8.5 77.0 14.4 

男 

性 

20歳代 1 100.0 - - 

30歳代 3 33.3 33.3 33.3 

40歳代 2 - 50.0 50.0 

50歳代 4 - 100.0 - 

60歳代以上 6 - 100.0 - 

女 

性 
20歳代 3 - 100.0 - 

30歳代 30 3.3 80.0 16.7 

40歳代 56 19.6 75.0 5.4 

50歳代 69 13.0 73.9 13.0 

60歳代以上 95 - 78.9 21.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 64 3.1 79.7 17.2 

サービス提供責任者 7 - 57.1 42.9 

看護職員 44 11.4 75.0 13.6 

介護職員 107 10.3 85.0 4.7 

生活相談員 11 18.2 63.6 18.2 

介護支援専門員 22 - 63.6 36.4 

PT・OT・ST等 5 40.0 20.0 40.0 

その他 10 10.0 70.0 20.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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問25 あなたが勤務する職場での、通常の１週間（月曜日～日曜日）に働く日数及び時間数を

おうかがいします。本調査を依頼された職場で、どのくらい働いていますか。シフト勤

務等で変動がある場合は、平均的な日数・時間をお答えください。（数字を入力） 
 
① １週間に働いた日数 

図表3-4-17 労働日数／週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-18 労働日数／週 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

１
日 

２
日 

３
日 

４
日 

５
日 

６
日 

７
日 

全  体 1,647 1.0 2.1 5.3 10.5 76.7 4.2 0.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 3.3 5.3 9.2 15.8 56.6 9.2 0.7 

サービス提供責任者 111 - - - 3.6 85.6 9.9 0.9 

看護職員 219 0.5 2.3 6.8 14.2 71.7 4.1 0.5 

介護職員 557 1.3 3.1 7.4 15.4 69.7 3.2 - 

生活相談員 127 0.8 0.8 2.4 7.1 85.8 2.4 0.8 

介護支援専門員 285 - 0.4 3.2 3.9 90.5 1.8 0.4 

PT・OT・ST等 52 3.8 - 3.8 3.8 88.5 - - 

その他 144 - 1.4 2.1 4.2 86.1 6.3 - 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 - - 0.3 2.4 92.5 4.4 0.4 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 - 6.1 9.1 30.3 51.5 3.0 - 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 1.7 2.2 7.9 27.5 58.4 2.2 - 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 5.5 11.8 28.3 35.9 13.9 4.6 - 

※「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 

平均 4.7日 平均 4.8日 平均 4.8日 平均 4.9日 

0.2 

1.3 

3.7 

8.5 

76.9 

5.9 

0.4 

3.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=21,325

0.4 

2.8 

5.9 

10.0 

74.4 

4.9 

0.3 

1.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,287

0.5 

2.1 

4.7 

10.1 

77.2 

3.8 

0.3 

1.4 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,805

1.0 

2.1 

5.3 

10.5 

76.7 

4.2 

0.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

１日

２日

３日

４日

５日

６日

７日

無回答 n=1,647
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② １週間に働いた時間数 

図表3-4-19 労働時間数／週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-20 労働時間数／週 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

10
時
間
未
満 

10
時
間
以
上 

20
時
間
未
満 

20
時
間
以
上 

30
時
間
未
満 

30
時
間
以
上 

35
時
間
未
満 

35
時
間
以
上 

40
時
間
未
満 

40
時
間
以
上 

45
時
間
未
満 

45
時
間
以
上 

50
時
間
未
満 

50
時
間
以
上 

全  体 1,647 2.9 5.3 7.0 6.5 9.7 46.9 12.7 8.9 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 15.1 14.5 13.2 7.2 5.9 30.3 8.6 5.3 

サービス提供責任者 111 - 0.9 4.5 1.8 9.0 49.5 23.4 10.8 

看護職員 219 2.3 4.6 8.2 11.4 11.4 46.1 9.6 6.4 

介護職員 557 2.7 6.8 8.3 9.5 10.6 40.6 12.7 8.8 

生活相談員 127 0.8 5.5 3.9 2.4 11.0 47.2 17.3 11.8 

介護支援専門員 285 - 2.1 3.5 3.9 9.8 63.9 9.8 7.0 

PT・OT・ST等 52 3.8 - 7.7 1.9 3.8 51.9 19.2 11.5 

その他 144 0.7 2.8 5.6 0.7 9.0 52.8 12.5 16.0 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 - 0.8 1.3 2.2 9.0 58.6 16.3 11.8 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 - 15.2 24.2 36.4 15.2 9.1 - - 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 1.1 4.5 10.7 18.5 19.1 35.4 7.9 2.8 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 19.0 27.8 30.8 15.2 5.5 1.7 - - 

※「無回答」は掲載を省略 

  

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和７年度川崎市 

平均 37.8時間 平均 37.3時間 平均 37.6時間 平均 37.1時間 

5.0 

4.3 

5.7 

6.0 

7.9 

52.0 

9.9 

5.9 

3.3 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

4.0 

5.6 

7.3 

5.8 

7.4 

43.9 

13.7 

8.7 

3.5 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

5.1 

5.7 

5.4 

6.9 

8.2 

47.4 

12.2 

8.3 

0.7 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

2.9 

5.3 

7.0 

6.5 

9.7 

46.9 

12.7 

8.9 

0.0 

0% 20% 40% 60%

10時間未満

10時間以上

20時間未満

20時間以上

30時間未満

30時間以上

35時間未満

35時間以上

40時間未満

40時間以上

45時間未満

45時間以上

50時間未満

50時間以上

無回答 n=1,647
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③ うち、１週間の残業時間数 

▶ １週間の平均残業時間は前回調査より微増し、全国調査より1.2時間多くなっている 

▶ 「残業なし」（０時間）の割合は前回調査より微増している 

 

図表3-4-21 残業時間数／週 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-22 残業時間数／週 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

０
時
間 

５
時
間
未
満 

５
時
間
以
上 

10
時
間
未
満 

10
時
間
以
上 

15
時
間
未
満 

15
時
間
以
上 

20
時
間
未
満 

20
時
間
以
上 

全  体 1,647 47.5 28.7 14.9 5.5 1.3 2.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 75.0 12.5 7.9 2.0 0.7 2.0 

サービス提供責任者 111 45.9 19.8 26.1 3.6 - 4.5 

看護職員 219 38.8 43.8 11.4 2.3 1.8 1.8 

介護職員 557 46.3 31.4 14.2 5.0 1.8 1.3 

生活相談員 127 33.1 26.8 27.6 7.9 0.8 3.9 

介護支援専門員 285 52.6 26.7 10.9 7.4 - 2.5 

PT・OT・ST等 52 30.8 40.4 17.3 9.6 - 1.9 

その他 144 45.8 20.1 17.4 9.7 3.5 3.5 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 38.6 30.6 19.2 7.3 1.7 2.7 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 72.7 21.2 3.0 - - 3.0 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 54.5 34.3 7.9 1.1 0.6 1.7 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 83.5 15.6 - 0.4 - 0.4 

※「無回答」は掲載を省略  

平均 2.9時間 平均 2.7時間 平均 1.7時間 

令和７年度川崎市 

平均 2.6時間 

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 

56.6 

25.4 

9.7 

3.1 

0.5 

0.7 

4.0 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

41.5 

29.6 

15.1 

4.8 

1.4 

1.1 

6.4 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

46.7 

29.7 

15.1 

6.2 

1.0 

1.3 

0.1 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

47.5 

28.7 

14.9 

5.5 

1.3 

2.2 

0.0 

0% 20% 40% 60%

０時間

５時間未満

５～10時間未満

10～15時間未満

15～20時間未満

20時間以上

無回答 n=1,647
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【令和７年度新規設問】 

問26 年次有給休暇の取得状況についておうかがいします。最近１年間に付与された年次有給

休暇の日数（繰り越し日数を除く）及び取得（消化）日数をお答えください。 

時間単位で取得した場合、合計時間数を日数換算してお答えください。（数字を入力） 
 
① 新規付与日数 

▶ 新規に付与された年次有給休暇の平均日数は全国調査より0.4日少なく、「20日以上」の

割合は12.9ポイント高くなっている 

 

図表3-4-23 新規付与日数／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 繰り越し日数を除く 

 

図表3-4-24 新規付与日数／年 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

０
日 

１
～
４
日 

５
～
９
日 

10
～
12
日 

13
～
15
日 

16
～
19
日 

20
日 

全  体 1,647 7.4 1.9 8.4 26.0 7.9 6.1 42.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 16.4 4.6 9.9 24.3 7.9 5.9 30.9 

サービス提供責任者 111 2.7 - 3.6 18.9 9.0 5.4 60.4 

看護職員 219 5.9 4.1 11.0 29.2 9.1 5.0 35.6 

介護職員 557 7.0 2.0 12.9 27.8 7.5 4.5 38.2 

生活相談員 127 2.4 - 3.9 27.6 7.9 8.7 49.6 

介護支援専門員 285 7.7 1.1 4.2 22.1 7.0 7.4 50.5 

PT・OT・ST等 52 11.5 - 1.9 38.5 9.6 5.8 32.7 

その他 144 7.6 1.4 3.5 23.6 7.6 9.7 46.5 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 4.2 0.8 4.1 27.0 8.1 6.9 49.0 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 6.1 3.0 18.2 18.2 - 6.1 48.5 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 9.6 1.1 15.7 23.0 9.6 4.5 36.5 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 22.4 8.4 23.2 24.5 6.8 3.0 11.8 

※「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和６年度全国 

平均 14.4日 平均 14.8日 

4.7 

1.3 

5.6 

23.4 

6.5 

5.0 

29.4 

24.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=21,325

7.4 

1.9 

8.4 

26.0 

7.9 

6.1 

42.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０日

１～４日

５～９日

10～12日

13～15日

16～19日

20日以上

無回答 n=1,647
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② 取得（消化）日数 

▶ 年次有給休暇の取得日数は全国調査より 0.2 日少なく、「５～９日」の割合が３割を超え

て最も高くなっている 

図表3-4-25 取得（消化）日数／年 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-26 取得（消化）日数／年 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

０
日 

１
～
４
日 

５
～
９
日 

10
～
12
日 

13
～
15
日 

16
～
19
日 

20
日 

21
日
以
上 

全  体 1,647 13.8 15.5 34.2 18.0 6.9 4.4 6.1 1.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 25.7 19.7 32.9 9.9 4.6 0.7 6.6 - 

サービス提供責任者 111 12.6 16.2 33.3 18.0 9.9 5.4 4.5 - 

看護職員 219 14.2 16.0 28.3 20.5 8.7 6.4 4.6 1.4 

介護職員 557 14.0 15.3 35.5 19.7 5.6 3.8 5.0 1.1 

生活相談員 127 4.7 14.2 37.0 17.3 8.7 5.5 11.0 1.6 

介護支援専門員 285 12.3 16.1 36.5 16.1 7.0 4.9 5.6 1.4 

PT・OT・ST等 52 21.2 9.6 34.6 21.2 9.6 1.9 1.9 - 

その他 144 9.7 13.2 33.3 18.8 6.3 6.3 11.8 0.7 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 9.6 14.5 35.4 19.3 8.0 4.9 7.3 0.9 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 21.2 27.3 18.2 27.3 - 3.0 3.0 - 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 12.4 18.5 33.7 16.9 7.3 5.6 4.5 1.1 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 35.4 16.9 30.8 10.5 1.7 1.3 2.1 1.3 

※「無回答」は掲載を省略  

令和７年度川崎市 令和６年度全国 

平均 7.6日 平均 7.8日 

6.5 

16.9 

38.4 

19.2 

6.6 

3.4 

5.2 

0.8 

3.2 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=15,207

13.8 

15.5 

34.2 

18.0 

6.9 

4.4 

6.1 

1.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０日

１～４日

５～９日

10～12日

13～15日

16～19日

20日

21日以上

無回答 n=1,647
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20.6

24.9

20.4

25.6

79.4

75.0

76.5

71.8

0.0

0.1

3.1

2.6

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

ある ない 無回答

問27 本調査を依頼された職場で、深夜勤務（夜10時～朝５時）はありますか。（１つを選択） 

▶ 深夜勤務が「ある」人の割合は前回調査より減少し約２割となっており、全国調査より5.0

ポイント低くなっている 

図表3-4-27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ 深夜勤務が「ある」人は、介護職員では約４割となっている 

図表3-4-28 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

あ
る 

な
い 

全  体 1,647 20.6 79.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 19.1 80.9 

サービス提供責任者 111 10.8 89.2 

看護職員 219 15.1 84.9 

介護職員 557 40.4 59.6 

生活相談員 111 10.8 89.2 

介護支援専門員 127 4.9 95.1 

PT・OT・ST等 219 - 100.0 

その他 285 11.8 88.2 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
1,199 25.9 74.1 

正規職員 

(フルタイムではない) 
33 9.1 90.9 

非正規職員 

(フルタイム） 
178 11.2 88.8 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
237 2.5 97.5 

※「無回答」は掲載を省略  
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深夜勤務（夜10時～朝５時）があると答えた方におうかがいします。 

問27-１ １か月あたり平均して何回の深夜勤務がありますか。（数字を入力） 

▶ 深夜勤務がある人のうち、１か月あたりの回数が「５回以上７回未満」の人の割合が微増

し、３割を超えて最も高くなっている 

図表3-4-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

図表3-4-30 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

１
回
以
上
３
回
未
満 

３
回
以
上
５
回
未
満 

５
回
以
上
７
回
未
満 

７
回
以
上
９
回
未
満 

９
回
以
上 

全  体 339 13.9 20.4 35.7 14.5 6.8 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 29 10.3 24.1 31.0 10.3 10.3 

サービス提供責任者 12 25.0 33.3 - - - 

看護職員 33 24.2 18.2 36.4 - 12.1 

介護職員 225 10.2 18.7 40.4 20.0 6.7 

生活相談員 9 22.2 11.1 11.1 - 11.1 

介護支援専門員 14 14.3 42.9 21.4 - - 

PT・OT・ST等 - - - - - - 

その他 17 35.3 17.6 29.4 5.9 - 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
310 13.5 20.6 37.1 14.2 6.1 

正規職員 

(フルタイムではない) 
3 33.3 - 66.7 - - 

非正規職員 

(フルタイム） 
20 20.0 20.0 15.0 15.0 15.0 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
6 - 16.7 16.7 33.3 16.7 

※「無回答」は掲載を省略 

  

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和７年度川崎市 

平均 5.2回 平均 4.4回 平均 5.0回 平均 5.2回 

9.8 

23.5 

37.0 

13.2 

5.4 

11.1 

0% 20% 40% 60%

n=5,455

16.5 

23.8 

37.9 

14.1 

4.3 

3.4 

0% 20% 40% 60%

n=467

13.3 

25.1 

35.1 

9.0 

4.2 

13.3 

0% 20% 40% 60%

n=698

13.9 

20.4 

35.7 

14.5 

6.8 

8.8 

0% 20% 40% 60%

１回以上３回未満

３回以上５回未満

５回以上７回未満

７回以上９回未満

９回以上

無回答 n=339
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問27-２ 仮眠や休憩はとれますか。（１つを選択） 

▶ 深夜勤務がある人のうち、仮眠や休憩が『とれる』人の割合が前回調査より微減し、約８

割となっている 

図表3-4-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『とれる』＝「十分とれる」＋「ある程度とれる」 

 

 

図表3-4-32 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

十
分
と
れ
る 

あ
る
程
度
と
れ
る 

と
れ
な
い 

全  体 339 22.7 58.1 19.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 29 44.8 51.7 3.4 

サービス提供責任者 12 8.3 83.3 8.3 

看護職員 33 27.3 63.6 9.1 

介護職員 225 19.1 59.6 21.3 

生活相談員 9 33.3 44.4 22.2 

介護支援専門員 14 14.3 28.6 57.1 

PT・OT・ST 等 - - - - 

その他 17 35.3 52.9 11.8 

就
業
形
態 

正規職員 

(フルタイム） 
310 21.9 58.7 19.4 

正規職員 

(フルタイムではない) 
3 33.3 66.7 - 

非正規職員 

(フルタイム） 
20 35.0 45.0 20.0 

非正規職員 

(フルタイムではない) 
6 16.7 66.7 16.7 

※「無回答」は掲載を省略 

 

  

22.7

26.1

12.2

14.2

58.1

56.6

56.3

51.8

19.2

17.2

25.5

26.6

0.0

0.1

6.0

7.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=339

令和４年度川崎市 n=698

令和元年度川崎市 n=467

令和６年度全国 n=5,455

十分とれる ある程度とれる とれない 無回答

66.0％ 

82.7％ 

68.5％ 

『とれる』 

80.8％ 
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問27-３ 深夜勤務時には、何人の職員で、何人の入居者をみていますか。（数字を入力） 

※ 通常月の平均の人数を、整数で入力してください。 

▶ 深夜勤務時に１人の職員がみる入居者数は「30 人以上」の割合が最も高く、４割を超え

ている 

▶ 次いで「10人未満」が約３割となっている 

図表3-4-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-4-34 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

10
人
未
満 

10
人
以
上 

15
人
未
満 

15
人
以
上 

20
人
未
満 

20
人
以
上 

25
人
未
満 

25
人
以
上 

30
人
未
満 

30
人
以
上 

全  体 339 35.1 3.8 5.0 6.8 4.7 44.5 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

140 45.7 5.7 6.4 3.6 1.4 37.1 

社会福祉協議会 10 40.0 - - 10.0 - 50.0 

上記以外の 
社会福祉法人 

119 15.1 1.7 4.2 11.8 7.6 59.7 

医療法人 27 66.7 - 3.7 - - 29.6 

ＮＰＯ（特定非営利 
活動法人） 

8 62.5 12.5 - 25.0 - - 

社団法人・財団法人 12 25.0 - - - 25.0 50.0 

協同組合 
（農協、生協） 

1 100.0 - - - - - 

その他 4 25.0 - - - - 75.0 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 - - - - - - - 

４人以下 1 100.0 - - - - - 

５人～９人 27 77.8 3.7 - 7.4 3.7 7.4 

10人～19人 87 67.8 9.2 10.3 - 2.3 10.3 

20人～49人 82 34.1 1.2 6.1 6.1 7.3 45.1 

50人～99人 76 1.3 - 1.3 14.5 5.3 77.6 

100人以上 50 14.0 4.0 2.0 10.0 2.0 68.0 

※図表は、１人の職員がみる入居者数で割合を示している。 

※「無回答」は掲載を省略  

平均入居者数 31.4人 

令和４年度川崎市 令和７年度川崎市 令和元年度川崎市 

平均入居者数 16.5人 

令和６年度全国 

平均入居者数 15.4人 

39.5 

7.6 

12.9 

18.4 

5.8 

5.7 

10.2 

0% 20% 40% 60%

n=5,455

43.3 

6.0 

9.9 

20.8 

5.4 

6.0 

8.8 

0% 20% 40% 60%

n=467

42.3 

6.6 

12.8 

21.5 

7.4 

9.0 

0.4 

0% 20% 40% 60%

n=698

35.1 

3.8 

5.0 

6.8 

4.7 

44.5 

0.0 

0% 20% 40% 60%

10人未満

10人以上15人未満

15人以上20人未満

20人以上25人未満

25人以上30人未満

30人以上

無回答 n=339

平均入居者数 15.6人 
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問28 あなたが働く職場以外で、収入を伴う仕事をしていますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 働く職場以外で収入を伴う仕事を「していない」人の割合は約９割となっている 

図表3-4-35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問29 あなたの賃金の支払形態はどれですか。（１つを選択） 

▶ 賃金の支払形態について「月給」の割合は、前回調査から変化はなく、７割を超えている 

図表3-4-36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

21.5 

22.0 

25.5 

20.1 

0.3 

0.5 

0.7 

1.4 

75.0

74.1

65.2

74.0

3.2 

3.4 

2.9 

1.5 

0.0 

0.1 

5.6 

3.1 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

時間給 日給 月給 その他 無回答

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 

87.8 

4.3 

5.7 

2.3 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 n=2,287

91.6 

3.9 

5.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=2,805

91.0 

3.9 

5.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

していない

介護サービスの

仕事をしている

介護サービス以外の

仕事をしている

無回答
n=1,647
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賃金の支払形態が時間給であると答えた方におうかがいします。 

問29-１ 1時間あたりの金額はいくらですか（数字を入力） 

▶ 時間給の平均金額は、全国調査より190円高くなっている 

図表3-4-37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-38 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

900
円
未
満 

900
円
以
上

1,000
円
未
満 

1,000
円
以
上

1,100
円
未
満 

1,100
円
以
上

1,200
円
未
満 

1,200
円
以
上

1,300
円
未
満 

1,300
円
以
上

1,400
円
未
満 

1,400
円
以
上

1,500
円
未
満 

1,500
円
以
上 

平
均
金
額
（
円
） 

全  体 354 0.3 - 0.8 6.5 23.7 20.9 9.0 38.7 1,452 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 61 - - - - 8.2 9.8 9.8 72.1 1,563 

サービス提供 

責任者 
8 - - - - - 37.5 - 62.5 1,520 

看護職員 42 - - - - 2.4 2.4 2.4 92.9 1,871 

介護職員 176 0.6 - 1.1 11.4 36.9 25.6 10.8 13.6 1,320 

生活相談員 20 - - - 10.0 25.0 35.0 15.0 15.0 1,388 

介護支援 

専門員 
27 - - - 3.7 14.8 18.5 7.4 55.6 1,446 

PT・OT・ST等 8 - - - - 12.5 12.5 - 75.0 1,631 

その他 12 - - 8.3 - 25.0 50.0 8.3 8.3 1,297 

※「無回答」は掲載を省略 

  

0.4 

11.0 

20.0 

15.5 

15.9 

9.0 

6.2 

18.1 

4.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=4,277

0.0 

4.3 

23.1 

17.8 

13.4 

8.6 

5.0 

22.1 

5.8 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=584

0.0 

1.1 

16.4 

20.3 

14.9 

9.1 

7.6 

30.2 

0.3 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=616

0.3 

0.0 

0.8 

6.5 

23.7 

20.9 

9.0 

38.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

900円未満

900円以上

1,000円未満

1,000円以上

1,100円未満

1,100円以上

1,200円未満

1,200円以上

1,300円未満

1,300円以上

1,400円未満

1,400円以上

1,500円未満

1,500円以上

無回答 n=354

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和７年度川崎市 

平均 1,452円 平均 1,370円 平均 1,295円 平均 1,262円 
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賃金の支払形態が日給であると答えた方におうかがいします。 

問29-２ 1日あたりの金額はいくらですか（数字を入力） 

図表3-4-39 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

8,000
円
未
満 

8,000
円
以
上

9,000
円
未
満 

9,000
円
以
上

10,000
円
未
満 

10,000
円
以
上 

無
回
答 

平
均
金
額
（
円
） 

令和７年度川崎市 5 - - 40.0 60.0 - 17,020 

令和４年度川崎市 15 26.7 20.0 - 53.3 - 12,163 

令和元年度川崎市 17 11.8 5.9 - 47.1 35.3 11,127 

令和６年度全国 292 11.6 20.5 8.2 34.2 25.3 10,634 
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問30 あなたの通常月の税込み月収※はどのくらいですか。（数字を入力） 

※ 賞与、残業代、休日出勤手当を除き、交通費等毎月決まって支給される各種手当を 

  含む賃金額（税引前の総支給額）です。 

▶ 税込み月収の平均金額が前回調査より約１万８千円増加し、全国調査より約４万９千円高

くなっている 

図表3-4-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-41 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

10
万
円
未
満 

10
万
円
以
上 

15
万
円
未
満 

15
万
円
以
上 

20
万
円
未
満 

20
万
円
以
上 

25
万
円
未
満 

25
万
円
以
上 

30
万
円
未
満 

30
万
円
以
上 

35
万
円
未
満 

35
万
円
以
上 

40
万
円
未
満 

40
万
円
以
上 

平
均
金
額
（
千
円
） 

全  体 1,647 5.6 6.1 6.6 17.1 21.7 20.3 10.4 12.2 274.6 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 20.4 13.8 9.2 15.1 17.8 9.9 2.6 11.2 217.3 

サービス提供 
責任者 

111 - 1.8 5.4 18.9 22.5 19.8 18.9 12.6 298.2 

看護職員 219 5.5 2.3 3.7 15.5 12.3 24.7 13.7 22.4 309.6 

介護職員 557 6.3 9.5 10.4 20.3 21.7 18.5 8.1 5.2 245.4 

生活相談員 127 5.5 3.1 3.9 12.6 22.8 28.3 11.0 12.6 291.2 

介護支援専門員 285 1.8 2.8 4.6 17.2 30.2 23.9 10.9 8.4 283.6 

PT・OT・ST等 52 1.9 5.8 - 9.6 26.9 25.0 11.5 19.2 306.5 

その他 144 1.4 3.5 2.8 13.9 19.4 16.0 13.9 29.2 332.7 

※「無回答」は掲載を省略 

  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 

平均 274.6千円 平均 256.4千円 平均 215.3千円 平均 225.0千円 

7.3 

6.4 

16.4 

26.5 

18.7 

10.9 

4.0 

2.7 

7.2 

0% 10% 20% 30% 40%

n=21,325

11.8 

5.9 

14.2 

24.7 

18.5 

10.8 

4.0 

2.1 

7.9 

0% 10% 20% 30% 40%

n=2,287

8.0 

5.1 

8.9 

19.1 

20.8 

18.8 

8.9 

8.7 

1.7 

0% 10% 20% 30% 40%

 n=2,805

5.6 

6.1 

6.6 

17.1 

21.7 

20.3 

10.4 

12.2 

0.1 

0% 10% 20% 30% 40%

10万円未満

10万円以上

15万円未満

15万円以上

20万円未満

20万円以上

25万円未満

25万円以上

30万円未満

30万円以上

35万円未満

35万円以上

40万円未満

40万円以上

無回答  n=1,647

令和元年度川崎市 令和６年度全国 
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問31 賞与の状況について、あてはまるものはどれですか。（１つを選択） 

▶ 「制度として賞与の仕組みがある」割合は微減したものの、６割を超えている 

図表3-4-42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-4-43 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

制
度
と
し
て
賞
与
の
仕
組

み
が
あ
る 

経
営
状
況
に
よ
っ
て 

支
払
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る 

賞
与
は
な
い 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,647 62.7 12.5 21.9 2.9 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 58.5 14.3 23.8 3.4 

社会福祉協議会 70 87.1 4.3 5.7 2.9 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 76.6 11.7 10.9 0.8 

医療法人 143 76.9 6.3 16.8 - 

ＮＰＯ（特定非営利 
活動法人） 

76 18.4 14.5 67.1 - 

社団法人・財団法人 62 59.7 11.3 25.8 3.2 

協同組合 
（農協、生協） 

39 46.2 20.5 30.8 2.6 

その他 19 52.6 26.3 21.1 - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 28.6 14.3 57.1 - 

４人以下 121 62.0 13.2 19.8 5.0 

５人～９人 365 63.6 13.7 20.8 1.9 

10人～19人 448 56.7 16.7 23.4 3.1 

20人～49人 324 63.3 7.7 25.9 3.1 

50人～99人 168 76.8 8.9 12.5 1.8 

100人以上 148 69.6 11.5 17.6 1.4 

※「無回答」は掲載を省略 

 

 

  

62.7

63.7

59.4

12.5

12.7

11.1

21.9

20.2

24.2

2.9

3.3

4.2

0.0

0.1

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

制度として

賞与の仕組み

がある

経営状況によって

支払われること

もある

賞与はない わからない 無回答
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問32 賃金や手当等についてどのような希望をお持ちですか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 賃金や手当等について、「基本給の引き上げ」を希望する人の割合が前回調査より増加し、

７割を超えて最も高くなっている 

図表3-4-44 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

68.4 

53.4 

42.3 

33.5 

29.9 

14.7 

14.2 

9.3 

6.6 

7.2 

5.4 

9.4 

1.5 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

69.7 

52.5 

42.6 

31.2 

28.7 

18.4 

12.6 

10.0 

7.1 

7.0 

4.2 

12.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805

74.1 

54.4 

37.3 

30.8 

27.6 

16.6 

11.1 

8.3 

7.5 

7.5 

3.6 

9.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

基本給の引き上げ

賞与（ボーナス）の

導入・引き上げ

能力や仕事ぶりに応じた

評価の実施

勤務年数に応じた評価の実施

資格手当の導入・引き上げ

役職手当の導入・引き上げ

早朝・夜間勤務手当の

導入・引き上げ

連絡用の携帯電話の

支給・通信費補助

通勤手当の導入・引き上げ

移動時間の労働時間への算入

や移動手当の導入・引き上げ

その他

賃金や手当等についての

希望はない

無回答
n=1,647

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和７年度川崎市 
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▶ 20 歳代～50歳代にかけて、「基本給の引き上げ」を希望する割合が高く、20歳代～30歳

代では「賞与（ボーナス）の導入・引き上げ」も割合が高くなっている 

図表3-4-45 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

基
本
給
の
引
き
上
げ 

賞
与
（
ボ
ー
ナ
ス
）
の
導
入
・
引
き

上
げ 

能
力
や
仕
事
ぶ
り
に
応
じ
た
評
価

の
実
施 

勤
務
年
数
に
応
じ
た
評
価
の
実
施 

資
格
手
当
の
導
入
・
引
き
上
げ 

役
職
手
当
の
導
入
・
引
き
上
げ 

早
朝
・
夜
間
勤
務
手
当
の
導
入
・
引

き
上
げ 

連
絡
用
の
携
帯
電
話
の
支
給
・
通

信
費
補
助 

通
勤
手
当
の
導
入
・
引
き
上
げ 

移
動
時
間
の
労
働
時
間
へ
の
算
入

や
移
動
手
当
の
導
入
・
引
き
上
げ 

賃
金
や
手
当
等
に
つ
い
て
の
希
望

は
な
い 

全  体 1,647 74.1 54.4 37.3 30.8 27.6 16.6 11.1 8.3 7.5 7.5 9.8 

男 

性 

20歳代 44 86.4 59.1 40.9 31.8 38.6 25.0 31.8 4.5 15.9 11.4 9.1 

30歳代 112 88.4 68.8 52.7 41.1 32.1 36.6 14.3 10.7 5.4 8.0 3.6 

40歳代 152 84.2 53.9 35.5 34.2 28.9 24.3 15.8 9.2 11.2 7.2 5.9 

50歳代 110 77.3 50.0 42.7 30.0 23.6 23.6 11.8 7.3 12.7 3.6 8.2 

60歳代以上 49 55.1 40.8 24.5 22.4 16.3 14.3 6.1 4.1 4.1 - 14.3 

女 

性 

20歳代 63 77.8 61.9 36.5 25.4 28.6 14.3 25.4 4.8 9.5 14.3 9.5 

30歳代 134 81.3 67.9 47.0 40.3 35.8 19.4 17.9 14.9 9.0 14.9 6.0 

40歳代 276 76.4 60.5 43.1 33.0 26.1 14.5 7.2 9.4 5.4 8.3 6.9 

50歳代 408 73.3 58.3 35.8 30.9 29.7 14.7 9.3 7.8 7.6 6.9 9.3 

60歳代以上 296 58.4 33.8 24.0 21.6 21.6 5.7 5.1 6.1 4.7 4.7 19.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 57.9 37.5 25.7 25.0 23.7 10.5 11.2 11.8 7.2 15.1 24.3 

サービス提供 

責任者 
111 77.5 60.4 27.0 22.5 26.1 20.7 10.8 11.7 9.0 9.0 8.1 

看護職員 219 72.6 60.3 42.0 33.3 18.7 10.0 12.3 11.0 6.8 12.8 5.9 

介護職員 557 77.0 54.9 39.7 33.6 30.3 16.9 18.9 5.2 8.3 5.6 8.1 

生活相談員 127 74.8 54.3 34.6 28.3 29.1 25.2 6.3 11.8 12.6 8.7 7.9 

介護支援専門員 285 73.0 52.6 36.5 28.8 30.9 12.6 2.5 7.4 5.3 3.9 11.6 

PT・OT・ST等 52 82.7 61.5 36.5 36.5 23.1 21.2 - 7.7 5.8 5.8 5.8 

その他 144 77.8 57.6 45.1 32.6 29.2 27.8 4.9 9.0 5.6 4.2 8.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 42.9 14.3 14.3 - 14.3 - - - - - 42.9 

４人以下 121 64.5 57.0 33.1 31.4 25.6 13.2 2.5 9.9 5.8 3.3 16.5 

５人～９人 365 71.2 53.4 37.8 33.4 30.4 14.5 6.3 11.0 6.8 9.3 10.7 

10人～19人 448 73.2 48.4 34.6 28.6 24.8 15.0 12.5 7.1 6.5 8.5 11.4 

20人～49人 324 77.5 54.0 36.4 30.2 26.2 18.5 12.3 7.7 7.7 7.1 7.1 

50人～99人 168 82.7 62.5 42.3 29.2 31.0 23.8 20.2 7.1 10.7 6.0 4.2 

100人以上 148 76.4 65.5 47.3 35.1 29.7 21.6 12.8 6.8 9.5 7.4 4.1 

※「20歳未満」「その他」「無回答」は掲載を省略 
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49.1

35.3

22.5

20.2

24.6

19.4

17.3

19.4

12.9

6.7

8.1

7.1

3.2

5.9

6.1

3.1

2.8

0.6

4.5

14.1

3.9

0% 20% 40% 60% 80%

n=21,325

55.0

43.7

27.5

31.1

24.4

22.1

21.4

17.9

16.6

12.5

11.6

4.2

8.0

**

7.6

4.6

2.3

1.9

3.5

11.3

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805

55.1

45.4

27.7

30.6

24.3

27.3

24.0

12.3

16.2

12.6

11.6

5.5

8.0

**

8.6

6.3

3.8

3.3

3.8

7.7

2.6

0% 20% 40% 60% 80%

 n=2,287

46.0 

43.4 

23.3 

23.1 

22.2 

18.8 

17.4 

14.7 

11.1 

9.2 

7.5 

7.3 

5.5 

5.3 

5.1 

3.5 

2.4 

1.3 

4.1 

14.9 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

人手が足りない

仕事内容のわりに賃金が低い

精神的にきつい

業務に対する社会的評価が

低い

身体的負担が大きい

有給休暇が取りにくい

休憩が取りにくい

健康面（新型コロナウイルス等の

感染症、怪我）の不安がある

夜間や深夜時間帯に何か起きる

のではないかと不安がある

労働時間が長い

労働時間が不規則である

介護業務と医療行為の境目が

わかりにくいため不安がある※１

雇用が不安定である

キャリアアップの機会がない※２

福祉機器の不足、機器操作の

不慣れ、施設の構造に不安がある

不払い残業がある・多い

仕事中の怪我などへの

補償がない

正規職員になれない

その他

労働条件・仕事の負担について

特に悩み、不安、不満等は

感じていない

無回答
n=1,647

５ 働く上での悩みや意識について 

問33 あなたが労働条件・仕事の負担について、悩み、不安、不満等を感じていることはあり

ますか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 労働条件・仕事の負担についての悩み、不安、不満等について、「人手が足りていない」

の割合は前回調査より減少したものの、４割を超えている 

図表3-5-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１：本市の令和元年度・令和４年度の選択肢は「職務として行う医的な行為に不安がある」 

※２：「キャリアアップの機会がない」は、令和７年度からの選択肢 

  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和６年度全国 令和元年度川崎市 
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図表3-5-2 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

人
手
が
足
り
な
い 

仕
事
内
容
の
わ
り
に
賃
金

が
低
い 

精
神
的
に
き
つ
い 

業
務
に
対
す
る
社
会
的
評

価
が
低
い 

身
体
的
負
担
が
大
き
い 

有
給
休
暇
が
取
り
に
く
い 

休
憩
が
取
り
に
く
い 

健
康
面（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
等
の
感
染
症
、
怪
我
）

の
不
安
が
あ
る 

夜
間
や
深
夜
時
間
帯
に
何

か
起
き
る
の
で
は
な
い
か

と
不
安
が
あ
る 

全  体 1,647 46.0 43.4 23.3 23.1 22.2 18.8 17.4 14.7 11.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 41.4 27.6 11.2 23.0 17.1 17.8 9.9 17.8 4.6 

サービス提供責任者 111 63.1 41.4 20.7 26.1 19.8 25.2 24.3 18.0 7.2 

看護職員 219 41.1 34.7 18.3 13.7 21.0 14.6 18.7 12.3 18.3 

介護職員 557 60.3 50.1 22.6 23.2 35.2 21.0 18.0 18.3 15.6 

生活相談員 127 42.5 40.2 26.0 22.8 17.3 22.8 23.6 14.2 3.1 

介護支援専門員 285 22.1 50.2 31.2 26.3 8.4 13.3 16.1 9.8 8.1 

PT・OT・ST等 52 34.6 38.5 23.1 17.3 21.2 23.1 9.6 19.2 - 

その他 144 44.4 40.3 29.9 30.6 12.5 18.1 15.3 6.9 9.0 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 41.5 39.0 20.7 19.8 20.5 17.4 15.9 14.8 9.4 

社会福祉協議会 70 38.6 52.9 25.7 34.3 20.0 10.0 15.7 11.4 8.6 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 58.0 52.9 28.9 29.4 25.6 20.7 18.0 16.6 15.3 

医療法人 143 44.8 41.3 25.9 23.8 26.6 19.6 21.7 15.4 10.5 

ＮＰＯ（特定非営利 
活動法人） 

76 40.8 34.2 22.4 23.7 22.4 25.0 19.7 15.8 7.9 

社団法人・財団法人 62 46.8 53.2 29.0 17.7 25.8 22.6 21.0 8.1 14.5 

協同組合 
（農協、生協） 

39 59.0 33.3 10.3 30.8 15.4 30.8 23.1 12.8 7.7 

その他 19 47.4 26.3 31.6 5.3 21.1 21.1 21.1 5.3 10.5 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 14.3 28.6 28.6 28.6 - 14.3 28.6 - - 

４人以下 121 29.8 37.2 18.2 20.7 8.3 14.0 16.5 7.4 5.0 

５人～９人 365 33.4 41.4 22.5 21.4 17.0 17.3 15.6 14.8 9.9 

10人～19人 448 50.0 42.2 20.1 19.9 22.3 21.2 19.2 15.8 10.0 

20人～49人 324 51.5 44.8 25.6 25.0 24.7 19.1 18.5 14.2 12.3 

50人～99人 168 60.1 44.6 29.8 29.2 36.9 23.8 16.7 19.0 19.6 

100人以上 148 51.4 52.7 26.4 25.7 27.0 16.9 16.9 16.9 8.8 
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図表3-5-3 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

労
働
時
間
が
長
い 

労
働
時
間
が
不
規
則
で
あ

る 介
護
業
務
と
医
療
行
為
の

境
目
が
わ
か
り
に
く
い
た

め
不
安
が
あ
る 

雇
用
が
不
安
定
で
あ
る 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
機
会

が
な
い 

福
祉
機
器
の
不
足
、機
器
操

作
の
不
慣
れ
、施
設
の
構
造

に
不
安
が
あ
る 

不
払
い
残
業
が
あ
る
・
多
い 

仕
事
中
の
怪
我
な
ど
へ
の

補
償
が
な
い 

正
規
職
員
に
な
れ
な
い 

全  体 1,647 9.2 7.5 7.3 5.5 5.3 5.1 3.5 2.4 1.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 6.6 5.9 8.6 5.9 2.6 2.0 0.7 1.3 - 

サービス提供責任者 111 9.0 9.0 7.2 6.3 2.7 4.5 4.5 0.9 2.7 

看護職員 219 7.3 4.1 8.7 6.8 7.8 2.3 1.4 2.3 1.8 

介護職員 557 11.5 12.7 9.9 5.7 5.2 7.9 3.9 3.8 1.1 

生活相談員 127 11.8 4.7 7.9 5.5 11.8 8.7 6.3 3.1 3.1 

介護支援専門員 285 7.4 3.5 2.5 3.5 4.6 3.9 4.9 2.1 1.1 

PT・OT・ST等 52 5.8 3.8 5.8 7.7 3.8 3.8 - 1.9 - 

その他 144 9.0 4.2 3.5 4.9 3.5 2.1 2.8 - 0.7 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 8.7 5.4 6.6 5.9 3.7 3.5 2.6 3.0 1.2 

社会福祉協議会 70 7.1 7.1 8.6 5.7 1.4 4.3 5.7 - 7.1 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 12.8 11.2 7.1 4.4 10.1 10.1 6.0 1.9 0.8 

医療法人 143 6.3 4.9 7.0 8.4 5.6 4.9 2.8 1.4 0.7 

ＮＰＯ（特定非営利 
活動法人） 

76 9.2 10.5 10.5 3.9 3.9 3.9 2.6 3.9 - 

社団法人・財団法人 62 9.7 8.1 9.7 4.8 8.1 3.2 4.8 3.2 1.6 

協同組合 
（農協、生協） 

39 7.7 15.4 5.1 2.6 - 2.6 - - 2.6 

その他 19 - 10.5 5.3 5.3 10.5 5.3 5.3 5.3 - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - 28.6 - - - - - - - 

４人以下 121 9.1 2.5 2.5 7.4 1.7 0.8 2.5 1.7 1.7 

５人～９人 365 6.6 3.8 6.0 4.1 6.0 3.0 3.3 2.2 1.9 

10人～19人 448 8.5 7.1 8.5 5.8 4.5 4.9 3.1 2.7 1.1 

20人～49人 324 10.8 9.3 9.0 6.2 4.0 4.3 1.9 1.5 1.2 

50人～99人 168 11.3 14.9 10.7 4.8 9.5 13.7 7.1 1.8 1.2 

100人以上 148 15.5 5.4 4.1 6.1 8.1 6.1 6.1 4.7 0.7 

※「その他」「労働条件・仕事の負担について特に悩み、不安、不満等は感じていない」「無回答」は掲載を省略 
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問34 あなたが利用者及び利用者の家族について、悩み、不安、不満等を感じていることは何

ですか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 利用者及び利用者の家族についての悩み、不安、不満等について、「利用者に適切なケア

ができているか不安がある」の割合が前回調査より減少し、４割弱となっている 

図表3-5-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

37.0 

29.9 

20.2 

19.0 

17.4 

11.5 

10.2 

8.0 

7.3 

1.5 

2.7 

23.9 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用者に適切なケアができて

いるか不安がある

利用者と家族の希望が

一致しない

利用者の家族が必要な

サポート・理解をしてくれない

利用者は何をやってもらっても

当然と思っている

介護事故(転倒、誤嚥その他）で

利用者に怪我をおわせてしまう

不安がある

良いと思ってやったことが

利用者に理解されない

（医行為以外で）定められた

サービス以外の仕事を要求される

利用者の行動が理解できずに

対処方法がわからない

利用者や、その家族との

人間関係がうまくいかない

禁じられている医行為を

求められる

その他

利用者及びその家族について

特に悩み、不安、不満等は

感じていない

無回答
n=1,647

40.3 

30.2 

20.0 

19.3 

19.7 

13.5 

10.9 

8.1 

7.7 

2.4 

2.0 

22.7 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=2,805

40.9 

30.3 

19.9 

22.2 

18.5 

13.6 

11.1 

8.2 

6.4 

2.4 

2.1 

18.1 

3.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

 n=2,287

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 
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図表3-5-5 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

利
用
者
に
適
切
な
ケ
ア
が
で
き
て
い
る
か

不
安
が
あ
る 

利
用
者
と
家
族
の
希
望
が
一
致
し
な
い 

利
用
者
の
家
族
が
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
・
理
解

を
し
て
く
れ
な
い 

利
用
者
は
何
を
や
っ
て
も
ら
っ
て
も
当
然

と
思
っ
て
い
る 

介
護
事
故
（
転
倒
、
誤
嚥
（
ご
え
ん
）
そ
の

他
）
で
利
用
者
に
怪
我
を
お
わ
せ
て
し
ま
う

不
安
が
あ
る 

良
い
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
が
利
用
者
に

理
解
さ
れ
な
い 

（
医
行
為
以
外
で
）
定
め
ら
れ
た
サ
ー
ビ
ス

以
外
の
仕
事
を
要
求
さ
れ
る 

利
用
者
の
行
動
が
理
解
で
き
ず
に
対
処
方

法
が
わ
か
ら
な
い 

利
用
者
や
、
そ
の
家
族
と
の
人
間
関
係
が
う

ま
く
い
か
な
い 

禁
じ
ら
れ
て
い
る
医
行
為
を
求
め
ら
れ
る 

全  体 1,647 37.0 29.9 20.2 19.0 17.4 11.5 10.2 8.0 7.3 1.5 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 28.3 23.0 15.8 25.7 11.2 7.9 15.1 7.9 5.3 1.3 

サービス提供 
責任者 

111 27.0 30.6 17.1 31.5 18.0 6.3 9.0 6.3 2.7 3.6 

看護職員 219 38.4 28.8 19.6 11.4 14.2 14.2 9.6 8.2 7.8 1.4 

介護職員 557 42.0 20.8 16.2 17.4 27.5 12.7 5.2 9.9 5.7 1.1 

生活相談員 127 37.8 26.8 21.3 18.1 24.4 11.0 7.1 8.7 7.1 3.1 

介護支援専門員 285 38.2 49.8 30.2 22.8 3.9 11.9 20.7 8.1 13.0 1.1 

PT・OT・ST等 52 26.9 34.6 15.4 9.6 15.4 7.7 7.7 - 5.8 - 

その他 144 33.3 35.4 25.0 16.7 11.1 11.8 9.0 4.2 8.3 1.4 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 33.5 27.1 18.7 19.8 15.7 10.2 11.2 7.1 6.6 2.2 

社会福祉協議会 70 38.6 42.9 24.3 22.9 8.6 10.0 4.3 5.7 8.6 1.4 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 39.2 34.1 22.9 17.4 22.6 15.3 10.4 6.8 9.3 0.5 

医療法人 143 40.6 33.6 25.2 16.8 19.6 15.4 9.8 11.9 9.8 1.4 

ＮＰＯ（特定 

非営利活動法人） 
76 51.3 36.8 25.0 21.1 17.1 2.6 15.8 9.2 5.3 - 

社団法人・ 
財団法人 

62 37.1 24.2 16.1 19.4 14.5 12.9 6.5 11.3 8.1 - 

協同組合 
（農協、生協） 

39 41.0 38.5 20.5 15.4 10.3 7.7 2.6 10.3 - 2.6 

その他 19 31.6 15.8 5.3 15.8 15.8 15.8 - 15.8 5.3 - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 28.6 57.1 28.6 - - - 57.1 - 14.3 - 

４人以下 121 28.9 37.2 20.7 17.4 4.1 8.3 12.4 1.7 7.4 1.7 

５人～９人 365 36.7 31.5 20.0 18.6 11.5 10.7 9.9 9.9 9.6 1.1 

10人～19人 448 35.7 24.6 16.5 15.8 20.3 9.8 8.5 7.6 4.7 2.5 

20人～49人 324 43.8 29.9 21.0 23.1 21.9 12.0 10.8 8.3 5.6 1.2 

50人～99人 168 39.9 31.5 24.4 20.2 25.0 18.5 9.5 7.1 9.5 0.6 

100人以上 148 31.1 35.1 25.0 20.3 18.2 14.2 10.1 8.1 11.5 0.7 

※「その他」「利用者及びその家族について特に悩み、不安、不満等は感じていない」「無回答」は掲載を省略 
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問35 あなたは、過去１年間で仕事中に利用者やその家族から以下のようなことを受けたこと

がありましたか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 仕事中に利用者やその家族からセクハラや暴力など「いずれも経験したことはない」が前

回調査より微減し、約５割となっている 

図表3-5-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『経験がある』＝100％－「いずれも経験したことはない」－「無回答」 

 

図表3-5-7 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

セ
ク
ハ
ラ 

（
性
的
嫌
が
ら
せ
） 

暴
力 

暴
言
（
直
接
的 

な
言
葉
の
暴
力
） 

介
護
保
険
以
外
の

サ
ー
ビ
ス
を
求
め

ら
れ
た 

上
記
の
よ
う
な
経
験
を

し
た
こ
と
は
な
い 

全  体 1,647 9.8 11.4 27.4 22.8 51.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 10.5 8.6 23.0 23.0 51.3 

サービス提供責任者 111 6.3 4.5 18.0 39.6 49.5 

看護職員 219 19.2 10.5 28.3 16.9 49.3 

介護職員 557 11.0 21.9 32.3 8.3 55.1 

生活相談員 127 3.9 5.5 23.6 18.1 61.4 

介護支援専門員 285 4.9 3.5 24.6 49.5 38.6 

PT・OT・ST等 52 11.5 7.7 26.9 23.1 50.0 

その他 144 6.9 2.8 28.5 25.7 56.9 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - - - 42.9 57.1 

４人以下 121 7.4 2.5 14.9 39.7 51.2 

５人～９人 365 9.0 4.4 24.9 26.8 52.9 

10人～19人 448 9.8 10.5 24.3 17.0 56.0 

20人～49人 324 11.1 15.7 29.0 25.3 47.8 

50人～99人 168 9.5 25.0 42.3 18.5 39.9 

100人以上 148 11.5 14.9 33.8 17.6 50.7 

※「その他」「無回答」は掲載を省略  

令和４年度川崎市 

8.3 

9.6 

22.3 

14.7 

1.8 

56.6 

6.5 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

令和元年度川崎市 令和６年度全国 令和７年度川崎市 

9.9 

14.8 

29.7 

23.6 

1.7 

44.6 

3.5 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

『経験が 

ある』 

48.8％ 

8.3 

11.6 

28.9 

20.9 

1.5 

52.8 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

9.8 

11.4 

27.4 

22.8 

2.6 

51.2 

0.0 

0% 20% 40% 60%

セクハラ

（性的嫌がらせ）

暴力

暴言

（直接的な言葉の暴力）

介護保険以外の

サービスを求められた

その他

上記のような経験を

したことはない

無回答
 n=1,647
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【令和７年度新規設問】 

問36 あなたは、過去１年間で仕事中に職場の上司や先輩、同僚、部下・後輩から次のような

ハラスメントを受けたことがありましたか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 「過去１年間で仕事中に職場内で上記のようなハラスメントを受けたことはない」割合

は、８割を超えている 

図表3-5-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『経験がある』＝100％－「過去１年間で仕事中に職場内で上記のようなハラスメントを受けたことはない」－「無回答」 

 

  

令和６年度全国 令和７年度川崎市 

0.2 

7.2 

3.5 

3.5 

1.1 

3.1 

2.7 

75.8 

8.8 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=21,325

0.3 

7.2 

2.7 

3.3 

1.0 

2.6 

4.2 

83.5 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

暴行・傷害（身体的な攻撃）

脅迫・名誉毀損・侮辱・

ひどい暴言（精神的な攻撃）

隔離・仲間外し・無視

（人間関係からの切り離し）

業務上明らかに不要なこと、

遂行不可能なことの強制、

仕事の妨害（過大な要求）

業務上の合理性なく、能力や

経験とかけ離れた程度の低い

仕事を命じることや仕事を

与えないこと（過小な要求）

私的なことに過度に

立ち入ること（個の侵害）

その他

過去１年間で仕事中に

職場内で上記のようなハラス

メントを受けたことはない

無回答  n=1,647

『経験がある』 

16.5％ 
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図表3-5-9 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

暴
行
・
傷
害
（
身
体
的
な
攻
撃
） 

脅
迫
・
名
誉
毀
損
・
侮
辱
・
ひ
ど
い
暴
言 

（
精
神
的
な
攻
撃
） 

隔
離
・
仲
間
外
し
・
無
視
（
人
間
関
係
か
ら
の
切

り
離
し
） 

業
務
上
明
ら
か
に
不
要
な
こ
と
、
遂
行
不
可
能

な
こ
と
の
強
制
、
仕
事
の
妨
害
（
過
大
な
要
求
） 

業
務
上
の
合
理
性
な
く
、
能
力
や
経
験
と
か
け

離
れ
た
程
度
の
低
い
仕
事
を
命
じ
る
こ
と
や
仕

事
を
与
え
な
い
こ
と
（
過
小
な
要
求
） 

私
的
な
こ
と
に
過
度
に
立
ち
入
る
こ
と 

（
個
の
侵
害
） 

過
去
１
年
間
で
仕
事
中
に
職
場
内
で
上
記
の
よ

う
な
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
受
け
た
こ
と
は
な
い 

全  体 1,647 0.3 7.2 2.7 3.3 1.0 2.6 83.5 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 0.7 2.6 1.3 1.3 0.7 1.3 88.8 

サービス提供責任者 111 - 4.5 1.8 0.9 0.9 3.6 89.2 

看護職員 219 0.5 5.0 1.4 5.9 1.8 1.4 81.7 

介護職員 557 0.2 7.0 3.6 2.0 0.9 2.3 84.6 

生活相談員 127 0.8 11.0 3.1 5.5 3.1 2.4 75.6 

介護支援専門員 285 0.4 10.5 2.8 4.2 0.4 4.2 80.7 

PT・OT・ST等 52 - 9.6 1.9 1.9 - 3.8 86.5 

その他 144 - 7.6 3.5 4.9 - 2.8 83.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - - 14.3 14.3 - - 85.7 

４人以下 121 - 7.4 4.1 4.1 - 3.3 86.0 

５人～９人 365 - 6.6 2.5 3.3 0.5 3.3 85.2 

10人～19人 448 0.7 5.4 1.3 3.6 0.4 1.8 87.5 

20人～49人 324 0.6 9.0 3.1 3.7 1.9 2.5 79.9 

50人～99人 168 - 8.3 3.6 3.0 3.0 3.0 77.4 

100人以上 148 - 10.1 3.4 2.0 0.7 2.7 77.7 

※「その他」「無回答」は掲載を省略  
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問37 あなたが今働いている事業所には、何か悩みがある場合、上司以外に相談できる担当者

や「相談窓口」がありますか。（１つを選択） 

▶ 働いている事業所に上司以外に相談できる担当者や「相談窓口」が「ある」と回答した割

合は前回調査より増加し、約６割となっている 

図表3-5-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-5-11 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,647 61.9 18.5 19.6 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 66.1 19.6 14.3 

社会福祉協議会 70 71.4 10.0 18.6 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 60.8 13.4 25.9 

医療法人 143 54.5 20.3 25.2 

ＮＰＯ（特定 
非営利活動法人） 

76 52.6 31.6 15.8 

社団法人・財団法人 62 30.6 27.4 41.9 

協同組合 
（農協、生協） 

39 71.8 12.8 15.4 

その他 19 63.2 21.1 15.8 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - 100.0 - 

４人以下 121 57.9 22.3 19.8 

５人～９人 365 54.2 21.4 24.4 

10人～19人 448 65.4 18.1 16.5 

20人～49人 324 65.7 19.1 15.1 

50人～99人 168 63.7 14.9 21.4 

100人以上 148 72.3 10.1 17.6 

※「無回答」は掲載を省略 
 

 

 

 

 

  

61.9

58.0

42.7

18.5

22.8

36.3

19.6

19.3

19.2

0.0

0.0

1.8

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

ある ない わからない 無回答
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27.7 

20.5 

13.7 

8.0 

10.4 

7.0 

61.6

64.0

53.6

2.7 

5.1 

3.2 

0.0 

0.0 

22.5 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

一緒に働いている （事業所にいるが）

一緒に働いていない

いない わからない 無回答

問38 あなたが働いている事業所には、介護の仕事をしている外国人労働者がいますか。 

(１つを選択） 

▶ 働いている事業所で外国人労働者と「一緒に働いている」と回答した人の割合は前回調査

より増加し、約３割となっている 

図表3-5-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-5-13 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

一
緒
に
働
い
て
い
る 

（
事
業
所
に
い
る

が
）
一
緒
に
働
い
て

い
な
い 

い
な
い 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,647 27.7 8.0 61.6 2.7 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 22.1 3.8 71.5 2.7 

社会福祉協議会 70 28.6 10.0 58.6 2.9 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 44.1 18.0 35.1 2.7 

医療法人 143 16.1 8.4 73.4 2.1 

ＮＰＯ（特定 
非営利活動法人） 

76 31.6 1.3 64.5 2.6 

社団法人・財団法人 62 24.2 8.1 64.5 3.2 

協同組合 
（農協、生協） 

39 12.8 12.8 74.4 - 

その他 19 15.8 5.3 73.7 5.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - - 100.0 - 

４人以下 121 5.8 5.8 86.8 1.7 

５人～９人 365 7.1 4.9 85.8 2.2 

10人～19人 448 31.9 5.6 61.4 1.1 

20人～49人 324 34.3 3.7 59.6 2.5 

50人～99人 168 53.6 14.9 29.8 1.8 

100人以上 148 37.8 25.0 31.8 5.4 

※「無回答」は掲載を省略 
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問39 外国人労働者と一緒に働くことをどう思いますか。現在一緒に働いていない場合は、想

像（イメージ）でご回答ください。(あてはまるものすべてを選択） 

▶ 外国人労働者と一緒に働くことについて、「利用者等との意思疎通において不安がある」

と思う人の割合は前回調査より微減し、約４割となっている 

図表3-5-14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

▶ 外国人労働者と一緒に働いている人のほうが、メリットを感じている割合が高くなってい

る 

図表3-5-15 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

利
用
者
等
と
の
意
思
疎
通
に

お
い
て
不
安
が
あ
る 

労
働
力
の
確
保
が
で
き
る 

で
き
る
仕
事
に
限
り
が
あ
る

（
介
護
記
録
、
電
話
等
） 

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
取

り
に
く
い 

生
活
、
習
慣
等
の
違
い
に
戸

惑
い
が
あ
る 

事
業
所
の
ル
ー
ル
が
理
解
で

き
て
い
る
か
不
安 

職
場
に
活
気
が
出
る
（
活
気

が
出
る
と
思
う
） 

業
務
が
軽
減
さ
れ
る 

業
務
の
見
直
し
が
で
き
る 

利
用
者
が
喜
ん
で
い
る 

（
喜
ぶ
と
思
う
） 

特
に
気
に
な
る
こ
と
は
な
い 

全  体 1,647 39.1 37.8 37.0 33.3 29.3 28.1 17.4 16.0 10.9 9.0 18.3 

外
国
人
労
働
者
の

有
無 

一緒に働いている 457 33.3 45.3 46.2 28.2 19.0 26.3 28.2 22.5 13.1 18.6 15.8 

(事業所にいるが)
一緒に働いていない 

132 31.8 47.7 31.1 25.0 21.2 25.8 15.2 18.9 9.1 9.1 20.5 

いない 1,014 43.8 33.5 34.9 37.0 35.5 29.8 13.1 13.1 10.2 5.0 18.1 

わからない 44 13.6 29.5 9.1 25.0 18.2 15.9 11.4 6.8 9.1 - 40.9 

※「その他」「無回答」は掲載を省略  

40.2 

43.7 

37.1 

35.2 

32.0 

31.0 

29.1 

20.6 

17.0 

15.3 

1.9 

14.2 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=2,805

43.5 

39.1 

39.1 

37.3 

35.8 

28.4 

21.3 

17.7 

12.1 

11.5 

1.7 

9.5 

7.5 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

n=2,287

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 

39.1 

37.8 

37.0 

33.3 

29.3 

28.1 

17.4 

16.0 

10.9 

9.0 

1.9 

18.3 

0.0 

0% 10% 20% 30% 40% 50%

利用者等との意思疎通に

おいて不安がある

労働力の確保ができる

できる仕事に限りがある

（介護記録、電話等）

コミュニケーションが

取りにくい

生活、習慣等の違いに

戸惑いがある

事業所のルールが理解

できているか不安

職場に活気が出る

（活気が出ると思う）

業務が軽減される

業務の見直しができる

利用者が喜んでいる

（喜ぶと思う）

その他

特に気になることはない

無回答 n=1,647
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10.8

13.8

27.7

89.2

86.2

70.1

0.0

0.0

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

あった なかった 無回答

問40 過去１年間にあなた自身が被った業務上の事故、怪我等はありますか。(１つを選択） 

▶ 過去１年間に自分自身が被った業務上の事故、怪我等が「あった」と回答した人の割合は

前回調査より減少し、約１割となっている 

図表3-5-16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-5-17 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

全  体 1,647 10.8 89.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 14.5 85.5 

サービス提供責任者 111 9.9 90.1 

看護職員 219 7.8 92.2 

介護職員 557 15.8 84.2 

生活相談員 127 8.7 91.3 

介護支援専門員 285 4.9 95.1 

PT・OT・ST等 52 9.6 90.4 

その他 144 6.9 93.1 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - 100.0 

４人以下 121 4.1 95.9 

５人～９人 365 8.2 91.8 

10人～19人 448 11.2 88.8 

20人～49人 324 12.3 87.7 

50人～99人 168 15.5 84.5 

100人以上 148 14.2 85.8 

※「無回答」は掲載を省略 
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51.5

48.9

48.4

48.5

51.1

49.2

0.0

0.0

2.4

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

あった なかった 無回答

問41 あなたは、過去１年間に事故になりかけたヒヤリ・ハット※の経験がありますか。 

(１つを選択） 

▶ 事故になりかけたヒヤリ・ハットの経験が「あった」人の割合は前回調査より増加し、約

５割となっている 

図表3-5-18 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「ヒヤリ・ハット」とは、結果として事故は発生しなかったが、危うく事故が発生しそうになった状況をいう。 

 

図表3-5-19 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

あ
っ
た 

な
か
っ
た 

全  体 1,647 51.5 48.5 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 41.4 58.6 

サービス提供責任者 111 46.8 53.2 

看護職員 219 51.1 48.9 

介護職員 557 72.2 27.8 

生活相談員 127 56.7 43.3 

介護支援専門員 285 23.5 76.5 

PT・OT・ST等 52 59.6 40.4 

その他 144 34.7 65.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 14.3 85.7 

４人以下 121 24.8 75.2 

５人～９人 365 35.9 64.1 

10人～19人 448 60.9 39.1 

20人～49人 324 55.6 44.4 

50人～99人 168 67.3 32.7 

100人以上 148 61.5 38.5 

※「無回答」は掲載を省略 
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67.9

65.2

68.7

32.1

34.7

30.2

0.0

0.0

1.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

受けた 受けない 無回答

６ 勤務先の取組について 

問42 現在の勤務先で、過去１年間で業務を離れ、研修や講習会に何回参加しましたか。 

(数字を入力） 

▶ 過去１年間で業務を離れ、研修や講習会を「受けた」人の割合は微増し、「受けた」人の

受講回数は前回調査より0.1回分多くなっている 

図表3-6-1 

 

 

 

 

 

 

 

 
※受講回数を「０」回と回答した方を「受けない」として集計 

 

図表3-6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「受けない」を「受けない（０）回」として集計 

 

図表3-6-3 受講回数（受けない（０回）を除く） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 

30.2 

32.8 

19.1 

4.4 

4.4 

5.4 

3.7 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

32.1 

26.4 

21.3 

4.0 

7.7 

8.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

受けない（０回）

１～２回

３～５回

６～７回

８～10回

11回以上

無回答
n=1,647

令和元年度川崎市 

34.7 

26.1 

21.3 

3.7 

6.4 

7.8 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

令和７年度川崎市 令和４年度川崎市 

47.7 

27.8 

6.4 

6.4 

7.9 

3.8 

0% 20% 40% 60%

n=1,571

38.9 

31.3 

5.9 

11.3 

12.6 

0.0 

0% 20% 40% 60%

１～２回

３～５回

６～７回

８～10回

11回以上

無回答 n=1,119

令和元年度川崎市 

40.0 

32.6 

5.7 

9.8 

12.0 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=1,831

平均 5.1回 平均 4.2回 平均 5.2回 



第３章 介護労働者実態調査 

令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 228 

▶ 介護支援専門員は、研修の受講回数が比較的多くなっている 

図表3-6-4 受講回数（受けない（０回）を含む） 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

受
け
な
い
（
０
回
） 

１
～
２
回 

３
～
５
回 

６
～
７
回 

８
～
10
回 

11
回
以
上 

全  体 1,647 32.1 26.4 21.3 4.0 7.7 8.6 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 42.1 21.1 13.8 2.0 4.6 16.4 

サービス提供責任者 111 25.2 36.0 16.2 3.6 6.3 12.6 

看護職員 219 32.0 26.9 26.9 5.5 6.4 2.3 

介護職員 557 41.1 28.7 15.4 3.1 4.7 7.0 

生活相談員 127 42.5 24.4 11.8 3.1 11.0 7.1 

介護支援専門員 285 8.1 20.4 37.2 6.7 15.1 12.6 

PT・OT・ST等 52 48.1 34.6 7.7 - 9.6 - 

その他 144 24.3 25.7 28.5 4.9 7.6 9.0 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 40.4 24.6 15.6 2.4 7.0 10.0 

社会福祉協議会 70 15.7 32.9 25.7 7.1 10.0 8.6 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 19.6 25.9 29.7 7.1 9.0 8.7 

医療法人 143 30.1 31.5 23.8 4.9 7.0 2.8 

ＮＰＯ（特定 
非営利活動法人） 

76 23.7 34.2 26.3 2.6 7.9 5.3 

社団法人・財団法人 62 29.0 29.0 16.1 4.8 8.1 12.9 

協同組合 
（農協、生協） 

39 7.7 20.5 41.0 7.7 15.4 7.7 

その他 19 21.1 42.1 31.6 - 5.3 - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - - 14.3 - 42.9 42.9 

４人以下 121 25.6 19.0 32.2 4.1 11.6 7.4 

５人～９人 365 28.2 27.7 24.4 4.7 6.0 9.0 

10人～19人 448 42.6 23.9 13.2 3.6 6.3 10.5 

20人～49人 324 33.3 27.8 22.2 3.4 6.8 6.5 

50人～99人 168 21.4 35.7 25.0 3.0 9.5 5.4 

100人以上 148 22.3 28.4 23.6 4.7 10.1 10.8 

※「無回答」は掲載を省略 
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26.1 

20.6 

6.5 

1.3 

47.1 

23.9 

7.7 

8.1 

23.8 

26.8 

17.2 

21.8 

29.6 

27.0 

26.8 

3.3 

8.0 

29.7 

26.5 

18.8 

20.6 

32.1 

52.1 

49.8 

66.5 

71.9 

49.5 

68.2 

62.7 

65.3 

57.4 

52.5 

50.8 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

①認知症介護基礎研修

②認知症介護実践者研修

③認知症介護実践リーダー研修

④認知症介護指導者養成研修

⑤介護職員初任者研修

（旧ホームヘルパー２級程度）

⑥介護福祉士資格取得準備講習

⑦福祉用具講座

（福祉用具の基礎知識）

⑧腰痛予防講座

（初任者向け・中級者向け）

⑨介護支援専門員向け研修

⑩医療的ケア研修

（たんの吸引、経管栄養）

⑪メンタルヘルス研修

ある ないが今後受講してみたい ない、今後も予定はない 無回答

問43 実務者研修以外の研修の受講状況についておうかがいします。現在の勤務先だけでなく、

これまでの受講状況についてお答えください。 

（①～⑪それぞれ１つを選択） 

▶ 受講したことがある研修は「介護職員初任者研修」が５割弱で最も高く、今後受講してみ

たい研修は「メンタルヘルス研修」が約３割で最も高くなっている 

図表3-6-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

n=1,647 
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図表3-6-6 ①認知症介護基礎研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 26.1 21.8 52.1 

男 

性 

20歳代 44 27.3 18.2 54.5 

30歳代 112 23.2 16.1 60.7 

40歳代 152 18.4 21.7 59.9 

50歳代 110 28.2 14.5 57.3 

60歳代以上 49 28.6 32.7 38.8 

女 

性 

20歳代 63 28.6 30.2 41.3 

30歳代 134 17.2 24.6 58.2 

40歳代 276 21.7 22.5 55.8 

50歳代 408 27.7 27.0 45.3 

60歳代以上 296 35.5 14.5 50.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 24.3 25.0 50.7 

サービス提供責任者 111 27.9 31.5 40.5 

看護職員 219 25.1 16.4 58.4 

介護職員 557 29.3 25.1 45.6 

生活相談員 127 30.7 21.3 48.0 

介護支援専門員 285 25.6 18.2 56.1 

PT・OT・ST等 52 5.8 23.1 71.2 

その他 144 20.1 13.2 66.7 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

図表3-6-7 ②認知症介護実践者研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 20.6 29.6 49.8 

男 

性 

20歳代 44 20.5 20.5 59.1 

30歳代 112 22.3 21.4 56.3 

40歳代 152 26.3 23.7 50.0 

50歳代 110 26.4 20.9 52.7 

60歳代以上 49 18.4 42.9 38.8 

女 

性 

20歳代 63 15.9 46.0 38.1 

30歳代 134 11.9 32.1 56.0 

40歳代 276 13.4 31.5 55.1 

50歳代 408 21.1 36.8 42.2 

60歳代以上 296 26.7 21.3 52.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 11.2 35.5 53.3 

サービス提供責任者 111 22.5 37.8 39.6 

看護職員 219 9.6 24.2 66.2 

介護職員 557 25.0 34.5 40.6 

生活相談員 127 31.5 29.9 38.6 

介護支援専門員 285 24.6 24.2 51.2 

PT・OT・ST等 52 - 25.0 75.0 

その他 144 19.4 18.1 62.5 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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図表3-6-8 ③認知症介護実践リーダー研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 6.5 27.0 66.5 

男 

性 

20歳代 44 4.5 20.5 75.0 

30歳代 112 8.9 27.7 63.4 

40歳代 152 13.2 30.9 55.9 

50歳代 110 5.5 23.6 70.9 

60歳代以上 49 4.1 30.6 65.3 

女 

性 

20歳代 63 6.3 34.9 58.7 

30歳代 134 4.5 23.9 71.6 

40歳代 276 4.7 26.4 68.8 

50歳代 408 5.1 32.4 62.5 

60歳代以上 296 7.8 18.9 73.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 3.3 25.7 71.1 

サービス提供責任者 111 7.2 38.7 54.1 

看護職員 219 0.5 18.7 80.8 

介護職員 557 8.6 33.2 58.2 

生活相談員 127 9.4 29.9 60.6 

介護支援専門員 285 8.1 21.1 70.9 

PT・OT・ST等 52 - 19.2 80.8 

その他 144 6.9 20.1 72.9 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

図表3-6-9 ④認知症介護指導者養成研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 1.3 26.8 71.9 

男 

性 

20歳代 44 4.5 20.5 75.0 

30歳代 112 - 30.4 69.6 

40歳代 152 3.9 30.3 65.8 

50歳代 110 0.9 28.2 70.9 

60歳代以上 49 4.1 26.5 69.4 

女 

性 

20歳代 63 3.2 34.9 61.9 

30歳代 134 - 24.6 75.4 

40歳代 276 - 27.2 72.8 

50歳代 408 1.5 30.1 68.4 

60歳代以上 296 1.0 17.9 81.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 - 25.7 74.3 

サービス提供責任者 111 0.9 35.1 64.0 

看護職員 219 0.5 17.8 81.7 

介護職員 557 2.0 33.9 64.1 

生活相談員 127 0.8 30.7 68.5 

介護支援専門員 285 2.1 21.4 76.5 

PT・OT・ST等 52 - 19.2 80.8 

その他 144 1.4 17.4 81.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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図表3-6-10 ⑤介護職員初任者研修（旧ホームヘルパー２級程度） 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 47.1 3.3 49.5 

男 

性 

20歳代 44 25.0 4.5 70.5 

30歳代 112 40.2 3.6 56.3 

40歳代 152 40.1 6.6 53.3 

50歳代 110 50.0 2.7 47.3 

60歳代以上 49 53.1 8.2 38.8 

女 

性 

20歳代 63 28.6 9.5 61.9 

30歳代 134 38.1 3.0 59.0 

40歳代 276 33.3 2.9 63.8 

50歳代 408 57.1 2.2 40.7 

60歳代以上 296 62.2 1.7 36.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 67.1 1.3 31.6 

サービス提供責任者 111 67.6 - 32.4 

看護職員 219 2.7 2.3 95.0 

介護職員 557 53.7 5.0 41.3 

生活相談員 127 48.0 2.4 49.6 

介護支援専門員 285 58.2 1.4 40.4 

PT・OT・ST等 52 9.6 11.5 78.8 

その他 144 43.1 4.9 52.1 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

図表3-6-11 ⑥介護福祉士資格取得準備講習 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 23.9 8.0 68.2 

男 

性 

20歳代 44 13.6 27.3 59.1 

30歳代 112 15.2 8.0 76.8 

40歳代 152 19.1 9.2 71.7 

50歳代 110 14.5 8.2 77.3 

60歳代以上 49 26.5 14.3 59.2 

女 

性 

20歳代 63 7.9 27.0 65.1 

30歳代 134 17.2 7.5 75.4 

40歳代 276 11.6 8.7 79.7 

50歳代 408 32.6 4.9 62.5 

60歳代以上 296 39.9 3.0 57.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 30.3 4.6 65.1 

サービス提供責任者 111 36.9 5.4 57.7 

看護職員 219 1.4 2.3 96.3 

介護職員 557 26.2 15.4 58.3 

生活相談員 127 22.0 6.3 71.7 

介護支援専門員 285 37.2 1.1 61.8 

PT・OT・ST等 52 3.8 9.6 86.5 

その他 144 14.6 7.6 77.8 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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図表3-6-12 ⑦福祉用具講座（福祉用具の基礎知識） 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 7.7 29.7 62.7 

男 

性 

20歳代 44 9.1 20.5 70.5 

30歳代 112 - 34.8 65.2 

40歳代 152 9.9 29.6 60.5 

50歳代 110 8.2 27.3 64.5 

60歳代以上 49 12.2 26.5 61.2 

女 

性 

20歳代 63 6.3 36.5 57.1 

30歳代 134 4.5 41.0 54.5 

40歳代 276 4.7 32.2 63.0 

50歳代 408 7.8 31.6 60.5 

60歳代以上 296 12.5 18.9 68.6 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 4.6 30.9 64.5 

サービス提供責任者 111 4.5 36.0 59.5 

看護職員 219 4.1 27.9 68.0 

介護職員 557 6.8 33.6 59.6 

生活相談員 127 5.5 34.6 59.8 

介護支援専門員 285 16.1 20.0 63.9 

PT・OT・ST等 52 5.8 38.5 55.8 

その他 144 7.6 22.9 69.4 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

図表3-6-13 ⑧腰痛予防講座（初任者向け・中級者向け） 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 8.1 26.5 65.3 

男 

性 

20歳代 44 11.4 27.3 61.4 

30歳代 112 7.1 22.3 70.5 

40歳代 152 13.2 20.4 66.4 

50歳代 110 6.4 26.4 67.3 

60歳代以上 49 16.3 20.4 63.3 

女 

性 

20歳代 63 7.9 27.0 65.1 

30歳代 134 6.0 23.1 70.9 

40歳代 276 4.7 24.6 70.7 

50歳代 408 8.3 30.9 60.8 

60歳代以上 296 8.8 29.1 62.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 5.9 29.6 64.5 

サービス提供責任者 111 9.0 34.2 56.8 

看護職員 219 4.6 24.2 71.2 

介護職員 557 9.3 32.9 57.8 

生活相談員 127 13.4 25.2 61.4 

介護支援専門員 285 7.0 17.5 75.4 

PT・OT・ST等 52 5.8 25.0 69.2 

その他 144 9.0 16.0 75.0 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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図表3-6-14 ⑨介護支援専門員向け研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 23.8 18.8 57.4 

男 

性 

20歳代 44 6.8 18.2 75.0 

30歳代 112 8.0 29.5 62.5 

40歳代 152 20.4 27.0 52.6 

50歳代 110 31.8 19.1 49.1 

60歳代以上 49 22.4 18.4 59.2 

女 

性 

20歳代 63 1.6 31.7 66.7 

30歳代 134 6.7 23.9 69.4 

40歳代 276 18.8 16.7 64.5 

50歳代 408 32.6 17.4 50.0 

60歳代以上 296 36.5 8.8 54.7 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 9.9 17.8 72.4 

サービス提供責任者 111 11.7 21.6 66.7 

看護職員 219 10.5 9.6 79.9 

介護職員 557 7.5 26.2 66.2 

生活相談員 127 20.5 25.2 54.3 

介護支援専門員 285 82.5 5.6 11.9 

PT・OT・ST等 52 5.8 32.7 61.5 

その他 144 24.3 18.1 57.6 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

図表3-6-15 ⑩医療的ケア研修（たんの吸引、経管栄養） 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 26.8 20.6 52.5 

男 

性 

20歳代 44 29.5 15.9 54.5 

30歳代 112 27.7 22.3 50.0 

40歳代 152 33.6 21.7 44.7 

50歳代 110 26.4 19.1 54.5 

60歳代以上 49 24.5 18.4 57.1 

女 

性 

20歳代 63 31.7 19.0 49.2 

30歳代 134 32.8 23.1 44.0 

40歳代 276 21.7 25.4 52.9 

50歳代 408 24.3 21.6 54.2 

60歳代以上 296 28.0 14.5 57.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 28.3 15.1 56.6 

サービス提供責任者 111 26.1 20.7 53.2 

看護職員 219 27.9 7.3 64.8 

介護職員 557 31.4 28.7 39.9 

生活相談員 127 30.7 23.6 45.7 

介護支援専門員 285 21.8 16.5 61.8 

PT・OT・ST等 52 11.5 34.6 53.8 

その他 144 18.8 16.0 65.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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図表3-6-16 ⑪メンタルヘルス研修 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数

（
人
） 

あ
る 

な
い
が
今
後 

受
講
し
て 

み
た
い 

な
い
、
今
後

も
予
定
は
な

い 

全  体 1,647 17.2 32.1 50.8 

男 

性 

20歳代 44 4.5 25.0 70.5 

30歳代 112 13.4 33.0 53.6 

40歳代 152 14.5 32.9 52.6 

50歳代 110 24.5 28.2 47.3 

60歳代以上 49 16.3 26.5 57.1 

女 

性 

20歳代 63 12.7 38.1 49.2 

30歳代 134 13.4 32.8 53.7 

40歳代 276 15.2 32.2 52.5 

50歳代 408 18.6 36.5 44.9 

60歳代以上 296 22.0 26.4 51.7 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 7.2 33.6 59.2 

サービス提供責任者 111 12.6 36.0 51.4 

看護職員 219 24.7 23.3 52.1 

介護職員 557 9.5 37.2 53.3 

生活相談員 127 17.3 37.0 45.7 

介護支援専門員 285 31.6 26.3 42.1 

PT・OT・ST等 52 1.9 32.7 65.4 

その他 144 26.4 27.8 45.8 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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16.4

16.3

8.3

33.1

28.3

30.3

43.7

43.9

46.8

3.7

6.2

6.9

3.1

5.3

3.8

0.0

0.0

3.9

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても有効だと思う 有効だと思う どちらともいえない

有効だと思わない まったく有効だと思わない 無回答

17.0 

18.2 

6.6 

36.6 

33.0 

24.0 

41.0

39.8

51.0

3.5 

4.8 

9.9 

2.0 

4.2 

3.9 

0.0 

0.0 

4.7 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても役立つと思う 役立つと思う どちらともいえない

役立つと思わない まったく役立つと思わない 無回答

4.7

3.1

3.5

95.3

96.9

95.0

0.0

0.0

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

導入している 導入していない 無回答

問44 市では、ロボットやセンサー、ＩＣＴ（情報通信技術）の導入による介護現場における

業務効率化のための検討を進めています。 

このような、①介護ロボット、②センサー（見守り用など）、③ＩＣＴ（介護記録をタブ

レットなどの機器で入力することなど）について、あなたが働いている事業所では導入

していますか。（①～③それぞれ１つを選択） 
 
① 介護ロボットについて 

問44 あなたが働いている事業所では導入していますか。（１つを選択） 

▶ 介護ロボットを「導入している」事業所の割合は、前回調査より微増している 

図表3-6-17 

 

 

 

 

 

 

 
※介護ロボットの例としては、介護する人が腰などにかかる負担を軽減するために装着する機器、要介護者の排せつ物を自動的に処理する機

器、癒しやセラピー効果を目的としたロボットなどがある。 

 

問45 仕事の業務効率化に有効と思いますか。（１つを選択） 

問46 介護の質の向上に役立つと思いますか。（１つを選択） 

▶ 介護ロボットが業務効率化に「とても有効だと思う人」の割合は１割を超え、介護の質の

向上に「とても役立つ」と思う人の割合は２割弱となっている 

■業務効率化 

図表3-6-18 

 

 

 

 

 

 

 

■介護の質の向上 

図表3-6-19 
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▶ 介護ロボットが介護の質の向上に「とても役立つ」と思う人の割合は、20 歳代にて高く

なっている 

図表3-6-20  単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

仕事の業務効率化に有効 介護の質の向上に役立つ 

と
て
も
有
効
だ

と
思
う 

有
効
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

有
効
だ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
有
効

だ
と
思
わ
な
い 

と
て
も
役
立
つ

と
思
う 

役
立
つ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

役
立
つ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
役
立

つ
と
思
わ
な
い 

全  体 1,647 16.4 33.1 43.7 3.7 3.1 17.0 36.6 41.0 3.5 2.0 

男 

性 

20歳代 44 22.7 29.5 36.4 6.8 4.5 25.0 29.5 31.8 9.1 4.5 

30歳代 112 15.2 29.5 45.5 0.9 8.9 17.0 31.3 39.3 3.6 8.9 

40歳代 152 22.4 28.3 36.8 6.6 5.9 19.7 31.6 40.1 5.3 3.3 

50歳代 110 13.6 39.1 41.8 2.7 2.7 10.9 46.4 36.4 4.5 1.8 

60歳代以上 49 16.3 38.8 36.7 4.1 4.1 18.4 32.7 44.9 2.0 2.0 

女 

性 

20歳代 63 11.1 36.5 39.7 7.9 4.8 20.6 38.1 34.9 6.3 - 

30歳代 134 9.0 35.8 50.0 2.2 3.0 16.4 40.3 38.1 3.0 2.2 

40歳代 276 15.6 34.4 46.4 2.9 0.7 15.6 37.0 43.5 3.3 0.7 

50歳代 408 20.1 30.4 43.6 2.7 3.2 17.9 36.3 42.6 1.7 1.5 

60歳代以上 296 14.2 35.1 44.9 5.1 0.7 16.2 37.5 42.2 3.7 0.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 

 
 
② センサー（見守り用など）について 

問44 あなたが働いている事業所では導入していますか。（１つを選択） 

▶ センサーを「導入している」事業所の割合は前回調査より増加し、約３割となっている 

図表3-6-21 

 

 

 

 

 

 

 

  

32.3

30.2

27.9

67.7

69.8

69.8

0.0

0.0

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

導入している 導入していない 無回答
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26.7 

27.0 

11.3 

43.7 

40.0 

40.3 

25.6

26.1

37.6

2.2 

3.5 

4.1 

1.8 

3.5 

2.8 

0.0 

0.0 

3.9 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても有効だと思う 有効だと思う どちらともいえない

有効だと思わない まったく有効だと思わない 無回答

24.7

26.0

9.7

45.7

42.4

32.2

26.5

26.6

45.4

2.1

2.4

5.7

1.1

2.5

2.9

0.0

0.0

4.1

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても役立つと思う 役立つと思う どちらともいえない

役立つと思わない まったく役立つと思わない 無回答

問45 仕事の業務効率化に有効と思いますか。（１つを選択） 

問46 介護の質の向上に役立つと思いますか。（１つを選択） 

▶ センサーが業務効率化に「とても有効だと思う」人の割合は３割弱となっており、介護の

質の向上に「とても役立つと思う」人の割合は２割を超えている 

■業務効率化 

図表3-6-22 

 

 

 

 

 

 

 
 

■介護の質の向上 

図表3-6-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶ センサーが業務効率化に「とても有効だと思う」人の割合と、介護の質の向上に「とても

役立つ」と思う人の割合は、20歳代にて高くなっている 

図表3-6-24 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

仕事の業務効率化に有効 介護の質の向上に役立つ 

と
て
も
有
効
だ

と
思
う 

有
効
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

有
効
だ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
有
効

だ
と
思
わ
な
い 

と
て
も
役
立
つ

と
思
う 

役
立
つ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

役
立
つ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
役
立

つ
と
思
わ
な
い 

全  体 1,647 26.7 43.7 25.6 2.2 1.8 24.7 45.7 26.5 2.1 1.1 

男 

性 

20歳代 44 63.6 20.5 6.8 2.3 6.8 54.5 29.5 6.8 4.5 4.5 

30歳代 112 35.7 38.4 23.2 - 2.7 35.7 44.6 17.0 0.9 1.8 

40歳代 152 31.6 48.0 14.5 3.3 2.6 28.9 48.0 19.1 2.0 2.0 

50歳代 110 26.4 41.8 25.5 4.5 1.8 23.6 46.4 25.5 3.6 0.9 

60歳代以上 49 24.5 42.9 26.5 6.1 - 24.5 34.7 36.7 4.1 - 

女 

性 

20歳代 63 28.6 42.9 23.8 3.2 1.6 27.0 52.4 15.9 3.2 1.6 

30歳代 134 26.1 46.3 25.4 0.7 1.5 28.4 44.8 24.6 1.5 0.7 

40歳代 276 24.3 44.2 30.1 1.1 0.4 22.8 45.3 30.1 1.8 - 

50歳代 408 25.0 44.9 26.0 2.0 2.2 22.8 47.1 27.2 1.5 1.5 

60歳代以上 296 20.6 44.6 30.7 2.7 1.4 16.6 46.6 34.1 2.4 0.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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37.0 

37.4 

21.6 

41.6 

38.8 

39.9 

19.5

20.4

30.1

1.1 

1.7 

2.7 

0.9 

1.7 

1.3 

0.0 

0.0 

4.3 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても有効だと思う 有効だと思う どちらともいえない

有効だと思わない まったく有効だと思わない 無回答

33.6 

34.5 

17.4 

44.5 

40.4 

32.8 

20.3

22.2

39.2

1.0 

1.5 

4.4 

0.5 

1.4 

1.7 

0.0 

0.0 

4.5 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

とても役立つと思う 役立つと思う どちらともいえない

役立つと思わない まったく役立つと思わない 無回答

54.4

43.2

25.4

45.6

56.8

72.3

0.0

0.0

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

導入している 導入していない 無回答

③ ＩＣＴ（介護記録をタブレットなどの機器で入力することなど）について 

問44 あなたが働いている事業所では導入していますか。（１つを選択） 

▶ ＩＣＴを「導入している」事業所の割合は前回調査より大幅に増加し、５割を超えている 

図表3-6-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

問45 仕事の業務効率化に有効と思いますか。（１つを選択） 

問46 介護の質の向上に役立つと思いますか。（１つを選択） 

▶ ＩＣＴが業務効率化に「とても有効だと思う人」の割合は４割弱となっており、介護の質

の向上に「とても役立つ」と思う人の割合は３割を超えている 

■業務効率化 

図表3-6-26 

 

 

 

 

 

 

 

■介護の質の向上 

図表3-6-27 
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▶ ＩＣＴが業務効率化に「とても有効だと思う」人の割合と、介護の質の向上に「とても役

立つ」と思う人の割合は、20歳代にて高くなっている 

図表3-6-28 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

仕事の業務効率化に有効 介護の質の向上に役立つ 

と
て
も
有
効
だ

と
思
う 

有
効
だ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

有
効
だ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
有
効

だ
と
思
わ
な
い 

と
て
も
役
立
つ

と
思
う 

役
立
つ
と
思
う 

ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い 

役
立
つ
と
思
わ

な
い 

ま
っ
た
く
役
立

つ
と
思
わ
な
い 

全  体 1,647 37.0 41.6 19.5 1.1 0.9 33.6 44.5 20.3 1.0 0.5 

男 

性 

20歳代 44 61.4 25.0 6.8 2.3 4.5 52.3 38.6 4.5 - 4.5 

30歳代 112 38.4 45.5 14.3 0.9 0.9 37.5 43.8 16.1 1.8 0.9 

40歳代 152 41.4 42.8 11.8 2.6 1.3 36.2 44.7 16.4 1.3 1.3 

50歳代 110 29.1 43.6 25.5 1.8 - 21.8 49.1 26.4 2.7 - 

60歳代以上 49 26.5 40.8 32.7 - - 26.5 49.0 24.5 - - 

女 

性 

20歳代 63 60.3 28.6 11.1 - - 47.6 49.2 3.2 - - 

30歳代 134 43.3 36.6 19.4 - 0.7 40.3 36.6 21.6 1.5 - 

40歳代 276 39.5 42.4 17.0 0.4 0.7 35.5 44.2 19.2 1.1 - 

50歳代 408 38.5 41.4 18.4 0.7 1.0 37.3 42.6 19.1 0.2 0.7 

60歳代以上 296 23.3 45.6 28.7 2.0 0.3 21.3 48.3 29.4 1.0 - 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略 
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【令和７年度新規設問】 

問47 あなたの勤務先において行われていることのうち、あなたが現在の職場を辞めずに働き

続けることに役立っていると思うものはどれですか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 現在の職場を辞めずに働き続けることに役立っていると思うものについて、「人間関係が

良好な職場づくり」の割合が約５割となっている 

図表3-6-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和７年度川崎市 令和６年度全国 

47.2 

43.2 

30.9 

23.1 

20.8 

17.6 

22.3 

17.7 

15.0 

14.7 

16.0 

13.7 

18.9 

11.1 

5.4 

10.8 

5.3 

9.7 

1.3 

1.9 

11.2 

4.0 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

49.2 

41.3 

30.8 

27.3 

23.6 

16.8 

16.6 

15.5 

13.0 

12.0 

10.6 

10.6 

10.5 

8.9 

7.3 

6.8 

6.7 

3.9 

1.3 

2.7 

10.2 

0.0 

0% 20% 40% 60%

人間関係が良好な職場づくり

有給休暇等の各種休暇の取得や

勤務日時の変更をしやすい職場づくり

職場内での仕事上のコミュニケーションの

円滑化（面談、ミーティング、意見交換会など）

賃金水準の向上

自分の希望や人間関係などに配慮した

配置・異動

時間外労働の削減

介護の質の向上を図るための価値観や

行動基準の共有

仕事と育児や介護の両立支援

悩み、不満、不安などを上司以外に相談

できる担当者・相談窓口の設置

現場の裁量による創意工夫を尊重する

マネジメント

事業所の設備・環境を働きやすい

ものに改善

事業所内外での研修機会の充実

能力や仕事ぶりを処遇に反映

仕事外での職員間の交流の機会の設定

地域活動への事業所としての参加

健康対策や健康管理の充実

介護ロボット・ＩＣＴ機器等の導入、

業務改善等による業務負担の軽減

事業所内でのキャリアアップの

道筋の明確化

託児所設置や保育費用支援等

その他

役立っているものはない

無回答 n=1,647
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図表3-6-30  単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

人
間
関
係
が
良
好
な
職
場
づ
く
り 

有
給
休
暇
等
の
各
種
休
暇
の
取
得
や
勤
務

日
時
の
変
更
を
し
や
す
い
職
場
づ
く
り 

職
場
内
で
の
仕
事
上
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
円
滑
化
（
面
談
、
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
、

意
見
交
換
会
な
ど
） 

賃
金
水
準
の
向
上 

自
分
の
希
望
や
人
間
関
係
な
ど
に
配
慮
し

た
配
置
・
異
動 

時
間
外
労
働
の
削
減 

介
護
の
質
の
向
上
を
図
る
た
め
の
価
値
観

や
行
動
基
準
の
共
有 

仕
事
と
育
児
や
介
護
の
両
立
支
援 

悩
み
、
不
満
、
不
安
な
ど
を
上
司
以
外
に
相

談
で
き
る
担
当
者
・
相
談
窓
口
の
設
置 

現
場
の
裁
量
に
よ
る
創
意
工
夫
を
尊
重
す

る
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト 

全  体 1,647 49.2 41.3 30.8 27.3 23.6 16.8 16.6 15.5 13.0 12.0 

男 

性 

20歳代 44 43.2 15.9 22.7 31.8 13.6 11.4 4.5 2.3 9.1 - 

30歳代 112 43.8 33.9 24.1 33.0 17.9 11.6 8.0 14.3 8.0 14.3 

40歳代 152 39.5 39.5 17.8 37.5 27.6 23.0 20.4 13.2 13.8 19.7 

50歳代 110 45.5 33.6 28.2 38.2 19.1 25.5 19.1 10.0 10.0 15.5 

60歳代以上 49 53.1 36.7 34.7 22.4 26.5 18.4 10.2 4.1 14.3 14.3 

女 

性 

20歳代 63 66.7 38.1 41.3 25.4 33.3 22.2 14.3 11.1 11.1 4.8 

30歳代 134 51.5 47.0 29.1 22.4 29.1 20.1 11.2 28.4 11.9 6.7 

40歳代 276 51.8 47.1 30.4 26.8 21.4 18.1 16.3 21.0 16.3 10.9 

50歳代 408 48.8 45.6 32.8 24.5 23.3 14.0 18.1 18.6 15.7 11.5 

60歳代以上 296 51.4 39.2 37.8 23.0 24.3 12.8 20.9 8.8 10.1 13.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 51.3 33.6 36.8 28.3 29.6 19.7 19.1 13.8 21.7 9.9 

サービス提供 
責任者 

111 50.5 33.3 39.6 32.4 27.0 20.7 21.6 15.3 11.7 9.9 

看護職員 219 54.3 49.8 39.3 28.3 20.1 20.1 13.2 21.9 15.5 14.6 

介護職員 557 48.5 35.4 23.9 25.1 21.9 13.5 16.3 12.0 10.2 10.2 

生活相談員 127 44.9 40.2 26.0 30.7 29.1 20.5 17.3 15.0 9.4 14.2 

介護支援専門員 285 46.3 48.8 29.5 25.6 22.5 15.4 16.1 15.8 13.7 8.8 

PT・OT・ST等 52 40.4 46.2 28.8 26.9 21.2 17.3 11.5 21.2 13.5 13.5 

その他 144 53.5 50.0 39.6 29.9 24.3 18.1 18.1 18.8 13.2 22.9 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 52.3 39.4 30.9 28.4 22.8 17.3 16.5 13.8 13.3 11.6 

社会福祉協議会 70 42.9 58.6 22.9 24.3 24.3 17.1 14.3 18.6 17.1 4.3 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 42.8 42.5 31.3 24.8 26.4 18.0 14.4 15.3 10.4 15.5 

医療法人 143 49.7 39.2 28.0 31.5 18.9 16.8 13.3 20.3 15.4 10.5 

ＮＰＯ（特定非営利 

活動法人） 
76 46.1 43.4 36.8 35.5 28.9 9.2 34.2 22.4 19.7 9.2 

社団法人・ 
財団法人 

62 53.2 46.8 27.4 30.6 19.4 19.4 14.5 14.5 8.1 16.1 

協同組合 

（農協、生協） 
39 61.5 30.8 53.8 20.5 28.2 5.1 28.2 25.6 15.4 17.9 

その他 19 36.8 36.8 15.8 26.3 31.6 21.1 5.3 10.5 21.1 5.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 - 42.9 14.3 14.3 - 14.3 14.3 28.6 - 14.3 

４人以下 121 43.8 37.2 26.4 29.8 17.4 14.9 12.4 14.9 10.7 11.6 

５人～９人 365 50.4 47.4 36.2 24.9 23.8 21.9 15.6 17.8 13.2 11.5 

10人～19人 448 53.1 38.8 31.9 27.5 25.0 18.1 17.6 14.1 12.9 12.9 

20人～49人 324 53.1 42.0 33.0 29.3 28.1 12.3 23.1 17.6 15.4 13.3 

50人～99人 168 36.9 35.1 16.7 29.8 22.0 16.1 8.9 13.7 9.5 9.5 

100人以上 148 50.0 45.3 38.5 26.4 18.2 15.5 18.9 13.5 15.5 15.5 

※「その他」「役立っているものはない」「無回答」は掲載を省略  
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図表3-6-31 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

事
業
所
の
設
備
・
環
境
を
働
き
や
す
い
も
の

に
改
善 

事
業
所
内
外
で
の
研
修
機
会
の
充
実 

能
力
や
仕
事
ぶ
り
を
処
遇
に
反
映 

仕
事
外
で
の
職
員
間
の
交
流
の
機
会
の
設

定 地
域
活
動
へ
の
事
業
所
と
し
て
の
参
加 

健
康
対
策
や
健
康
管
理
の
充
実 

介
護
ロ
ボ
ッ
ト
・
Ｉ
Ｃ
Ｔ
機
器
等
の
導
入
、

業
務
改
善
等
に
よ
る
業
務
負
担
の
軽
減 

事
業
所
内
で
の
キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
道
筋

の
明
確
化 

託
児
所
設
置
や
保
育
費
用
支
援
等 

全  体 1,647 10.6 10.6 10.5 8.9 7.3 6.8 6.7 3.9 1.3 

男 

性 

20歳代 44 4.5 6.8 9.1 6.8 4.5 2.3 4.5 6.8 2.3 

30歳代 112 10.7 4.5 8.0 2.7 4.5 4.5 3.6 2.7 3.6 

40歳代 152 17.8 12.5 12.5 11.8 7.2 5.3 13.8 5.3 2.6 

50歳代 110 10.9 8.2 16.4 9.1 4.5 7.3 7.3 6.4 0.9 

60歳代以上 49 8.2 10.2 10.2 10.2 8.2 10.2 2.0 - - 

女 

性 

20歳代 63 11.1 6.3 11.1 9.5 1.6 11.1 11.1 3.2 1.6 

30歳代 134 7.5 8.2 9.0 9.0 5.2 3.0 3.0 1.5 1.5 

40歳代 276 9.8 10.9 9.4 6.2 7.2 4.7 7.2 5.1 2.5 

50歳代 408 9.6 10.3 12.3 8.6 6.6 6.6 7.4 3.4 0.2 

60歳代以上 296 11.8 15.5 7.8 12.8 12.8 11.5 4.7 3.7 0.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 6.6 14.5 14.5 9.9 5.9 8.6 4.6 5.3 2.0 

サービス提供 
責任者 

111 10.8 9.9 9.0 12.6 3.6 7.2 6.3 9.0 - 

看護職員 219 10.0 9.1 9.6 8.7 9.6 4.1 7.8 3.7 1.8 

介護職員 557 7.2 4.8 9.2 7.5 4.1 4.1 5.2 2.2 0.7 

生活相談員 127 11.8 7.9 7.1 13.4 8.7 9.4 5.5 6.3 4.7 

介護支援専門員 285 14.0 18.9 11.6 7.7 10.2 9.8 11.2 4.6 1.4 

PT・OT・ST等 52 19.2 5.8 15.4 11.5 7.7 5.8 9.6 - - 

その他 144 18.1 18.8 13.2 8.3 13.2 11.1 4.9 3.5 0.7 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 10.6 9.5 11.8 8.2 5.0 7.1 6.1 3.7 1.0 

社会福祉協議会 70 11.4 11.4 5.7 7.1 4.3 2.9 11.4 4.3 - 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 10.4 13.1 9.8 10.1 8.2 7.6 8.4 4.6 3.0 

医療法人 143 14.0 9.1 11.2 7.0 9.1 4.9 6.3 3.5 0.7 

ＮＰＯ（特定非営利 

活動法人） 
76 13.2 15.8 9.2 10.5 21.1 9.2 5.3 5.3 1.3 

社団法人・ 
財団法人 

62 8.1 14.5 9.7 11.3 8.1 6.5 6.5 1.6 - 

協同組合 

（農協、生協） 
39 7.7 7.7 2.6 23.1 23.1 5.1 2.6 5.1 2.6 

その他 19 5.3 10.5 5.3 - 5.3 10.5 5.3 - - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 14.3 28.6 14.3 14.3 42.9 - 14.3 - - 

４人以下 121 10.7 11.6 11.6 7.4 3.3 8.3 9.1 1.7 0.8 

５人～９人 365 11.5 14.5 11.8 8.5 8.8 6.0 6.8 3.8 1.6 

10人～19人 448 11.2 8.9 11.4 8.7 6.5 7.4 6.0 4.5 1.6 

20人～49人 324 12.7 9.9 9.0 13.6 9.0 8.3 7.7 3.4 0.9 

50人～99人 168 7.7 6.0 7.1 4.8 4.8 5.4 3.6 4.2 1.2 

100人以上 148 9.5 13.5 13.5 8.1 8.1 4.7 9.5 6.1 1.4 

※「その他」「役立っているものはない」「無回答」は掲載を省略  
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問48 勤務先の勤務制度についてあてはまるものはどれですか。（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 勤務先についてあてはまることとして、「勤務日時の急な変更に対応してくれる」と回答

した人の割合が前回調査より大幅に増加し、約５割となっている 

図表3-6-32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「介護休業制度」とは、要介護状態（負傷、疾病または身体上もしくは精神上の障害により、２週間以上の期間にわたり常時介護を必要と

する状態）にある対象家族を介護するための休業制度。 

「介護休暇制度」とは、要介護状態にある家族の介護や世話を行うために、労働者が取得できる年次有給休暇とは別に付与される短期の休

暇制度。 

（注１）令和４年度・令和元年度は「休んだ時に自分の仕事を代わりに担当できる人がいる」。 

（注２）令和４年度・令和元年度は「勤務先に介護休業制度がある」。 

（注３）令和４年度・令和元年度は「勤務先の介護休暇制度がある」。 

（注４）令和４年度・令和元年度は「突然の残業がほとんどない」。 

 

  

令和７年度川崎市 

38.0 

34.2 

20.9 

19.6 

27.6 

22.3 

2.6 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

50.3 

46.8 

33.0 

31.3 

15.3 

12.3 

0.0 

0% 20% 40% 60%

勤務日時の急な変更に

対応してくれる（注１）

日頃から、有給休暇を

とりやすい

勤務先の介護休業制度を

知っている（注２）

勤務先の介護休暇制度を

知っている（注３）

突然の時間外勤務がない

（注４）

いずれもあてはまらない

無回答 n=1,647

令和６年度全国 

59.1 

41.9 

20.0 

18.5 

17.0 

11.8 

5.2 

0% 20% 40% 60%

n=21,325

36.1 

38.8 

38.2 

28.8 

29.9 

16.1 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 
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図表3-6-33 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

勤
務
日
時
の
急
な
変
更

に
対
応
し
て
く
れ
る 

日
頃
か
ら
、
有
給
休
暇
を

と
り
や
す
い 

勤
務
先
の
介
護
休
業
制

度
を
知
っ
て
い
る 

勤
務
先
の
介
護
休
暇
制

度
を
知
っ
て
い
る 

突
然
の
時
間
外
勤
務
が

な
い 

全  体 1,647 50.3 46.8 33.0 31.3 15.3 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 59.2 35.5 21.1 22.4 21.7 

サービス提供 
責任者 

111 41.4 35.1 49.5 42.3 11.7 

看護職員 219 57.5 51.1 28.8 30.1 10.5 

介護職員 557 50.4 40.9 29.4 27.1 14.9 

生活相談員 127 47.2 44.1 38.6 33.1 17.3 

介護支援専門員 285 47.7 61.8 36.1 33.0 14.0 

PT・OT・ST等 52 48.1 46.2 21.2 26.9 21.2 

その他 144 45.1 56.9 45.8 46.5 18.8 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 48.9 44.6 30.7 29.5 17.7 

社会福祉協議会 70 35.7 61.4 44.3 37.1 5.7 

上記以外の 
社会福祉法人 

367 50.1 49.3 45.5 44.4 9.8 

医療法人 143 53.8 53.1 32.2 31.5 18.2 

ＮＰＯ（特定非営利 

活動法人） 
76 53.9 34.2 15.8 13.2 14.5 

社団法人・ 
財団法人 

62 59.7 50.0 19.4 16.1 12.9 

協同組合 

（農協、生協） 
39 71.8 41.0 35.9 30.8 20.5 

その他 19 63.2 42.1 15.8 - 31.6 

※「いずれもあてはまらない」「無回答」は掲載を省略  
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23.5 

19.7 

14.1 

13.0 

4.6

1.9

30.8 

26.6 

26.9 

31.4 

0.0 

7.5 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和６年度全国 n=21,325

制度があること

を知っており、

制度を活用

しやすい

制度があること

を知っているが、

代わりに担当

してくれる職員

がいないので

制度を活用

しにくい

制度があること

を知っているが、

その他の理由で

制度を活用

しにくい

制度があること

を知っているが、

活用しやすいか

どうかわからない

制度があるか

どうかよく知らない

無回答

【令和７年度新規設問】 

問49 勤務先の仕事と育児を両立させるための休業・休暇・短時間勤務制度等についてあては

まるものはどれですか。(１つを選択） 

▶ 休業・休暇・短時間勤務制度等について、「制度があることを知っているが、活用しやす

いかどうかわからない」人の割合が約３割となっている 

図表3-6-34 
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図表3-6-35 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
制

度
を
活
用
し
や
す
い 

制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、

代
わ
り
に
担
当
し
て
く
れ
る
職
員
が

い
な
い
の
で
制
度
を
活
用
し
に
く
い 

制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、

そ
の
他
の
理
由
で
制
度
を
活
用
し
に

く
い 

制
度
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
が
、

活
用
し
や
す
い
か
ど
う
か
わ
か
ら
な

い 制
度
が
あ
る
か
ど
う
か
よ
く
知
ら
な

い 

全  体 1,647 23.5 14.1 4.6 30.8 26.9 

男 

性 

20歳代 44 29.5 15.9 2.3 25.0 27.3 

30歳代 112 27.7 18.8 7.1 25.0 21.4 

40歳代 152 28.3 27.0 7.2 21.1 16.4 

50歳代 110 27.3 20.0 8.2 29.1 15.5 

60歳代以上 49 26.5 10.2 - 26.5 36.7 

女 

性 

20歳代 63 25.4 9.5 6.3 34.9 23.8 

30歳代 134 31.3 13.4 0.7 29.1 25.4 

40歳代 276 23.2 10.5 2.9 35.5 27.9 

50歳代 408 20.6 14.0 6.6 31.1 27.7 

60歳代以上 296 16.9 9.1 2.4 35.5 36.1 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 17.8 9.9 4.6 33.6 34.2 

サービス提供責任者 111 27.9 18.0 5.4 31.5 17.1 

看護職員 219 26.5 12.3 5.0 32.4 23.7 

介護職員 557 22.8 12.7 3.1 28.9 32.5 

生活相談員 127 26.0 13.4 6.3 32.3 22.0 

介護支援専門員 285 20.7 16.5 6.7 30.5 25.6 

PT・OT・ST等 52 15.4 19.2 7.7 26.9 30.8 

その他 144 30.6 18.1 2.8 33.3 15.3 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業 
（個人・株式会社等） 

820 23.5 14.5 3.3 30.6 28.0 

社会福祉協議会 70 17.1 4.3 10.0 48.6 20.0 

上記以外の社会福祉法人 367 28.1 17.4 6.0 31.9 16.6 

医療法人 143 21.0 15.4 9.8 27.3 26.6 

ＮＰＯ 

（特定非営利活動法人） 
76 15.8 9.2 3.9 21.1 50.0 

社団法人・財団法人 62 17.7 9.7 3.2 27.4 41.9 

協同組合 
（農協、生協） 

39 25.6 12.8 - 46.2 15.4 

その他 19 26.3 15.8 - 31.6 26.3 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 14.3 57.1 - 14.3 14.3 

４人以下 121 22.3 15.7 7.4 21.5 33.1 

５人～９人 365 18.4 11.8 3.8 36.4 29.6 

10人～19人 448 19.2 15.6 3.1 34.4 27.7 

20人～49人 324 30.6 13.3 4.9 28.4 22.8 

50人～99人 168 28.0 14.3 8.3 29.8 19.6 

100人以上 148 33.8 16.9 3.4 23.6 22.3 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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７ 勤務先への評価について 

問50 あなたの今の仕事や職場には、次のようなことがあてはまりますか。 

（あてはまるものすべてを選択） 

▶ 今の仕事や職場にあてはまることとして、「利用者や家族から感謝される」が６割を超え

て最も高くなっている 

図表3-7-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※「利用者や家族から感謝される」「収入が安定している」は、令和７年度からの選択肢 

 

  

令和７年度川崎市 令和６年度全国 

57.3 

49.8 

34.6 

27.1 

24.5 

27.2 

19.2 

14.2 

17.1 

13.4 

11.1 

10.5 

8.9 

6.7 

5.1 

0% 20% 40% 60% 80%

n=21,325

**

51.2 

32.4 

42.5 

34.8 

**

33.2 

10.6 

15.3 

15.7 

17.2 

10.2 

19.9 

8.8 

1.8 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

**

55.2 

40.7 

52.7 

35.8 

**

39.0 

13.5 

18.5 

15.3 

20.9 

11.9 

24.8 

7.1 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

 n=2,805

64.4 

61.9 

48.9 

42.1 

28.0 

26.9 

22.8 

19.7 

19.2 

13.1 

12.7 

9.4 

8.4 

4.6 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

利用者や家族から

感謝される※

利用者の援助・支援や

生活改善につながる

福祉に貢献できる

専門性が発揮できる

仕事が楽しい

収入が安定している※

自分が成長している

実感がある

業務改善の機会がある

期待される役割が

明確である

目標にしたい

先輩・同僚がいる

生計を立てていく

見込みがある

法人（事業所）や上司から

働きぶりが評価される

キャリアアップの

機会がある

いずれもあてはまらない

無回答
 n=1,647

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 
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図表3-7-2 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

利
用
者
や
家
族
か
ら
感
謝
さ

れ
る 

利
用
者
の
援
助
・
支
援
や
生
活

改
善
に
つ
な
が
る 

福
祉
に
貢
献
で
き
る 

専
門
性
が
発
揮
で
き
る 

仕
事
が
楽
し
い 

収
入
が
安
定
し
て
い
る 

自
分
が
成
長
し
て
い
る
実
感

が
あ
る 

業
務
改
善
の
機
会
が
あ
る 

期
待
さ
れ
る
役
割
が
明
確
で

あ
る 

目
標
に
し
た
い
先
輩
・
同
僚
が

い
る 

生
計
を
立
て
て
い
く
見
込
み

が
あ
る 

法
人
（
事
業
所
）
や
上
司
か
ら

働
き
ぶ
り
が
評
価
さ
れ
る 

キ
ャ
リ
ア
ア
ッ
プ
の
機
会
が

あ
る 

全  体 1,647 64.4 61.9 48.9 42.1 28.0 26.9 22.8 19.7 19.2 13.1 12.7 9.4 8.4 

男 

性 

20歳代 44 72.7 47.7 52.3 34.1 22.7 13.6 25.0 11.4 22.7 13.6 11.4 9.1 18.2 

30歳代 112 70.5 60.7 58.0 38.4 24.1 27.7 28.6 25.9 20.5 11.6 12.5 10.7 13.4 

40歳代 152 63.8 61.8 51.3 43.4 23.0 32.2 25.7 30.3 22.4 8.6 11.8 11.2 7.2 

50歳代 110 60.0 63.6 57.3 41.8 14.5 28.2 15.5 25.5 15.5 3.6 26.4 10.9 10.0 

60歳代以上 49 71.4 73.5 49.0 49.0 38.8 32.7 24.5 20.4 18.4 10.2 16.3 12.2 4.1 

女 

性 

20歳代 63 66.7 55.6 46.0 38.1 38.1 23.8 31.7 12.7 20.6 34.9 11.1 12.7 15.9 

30歳代 134 70.1 62.7 49.3 38.8 26.9 24.6 22.4 19.4 19.4 18.7 9.0 10.4 13.4 

40歳代 276 53.3 56.9 40.9 39.1 30.8 25.0 21.4 18.1 15.6 19.6 13.8 8.7 7.2 

50歳代 408 68.1 64.0 47.1 45.1 30.4 27.7 23.3 17.2 20.3 11.5 13.2 10.0 7.4 

60歳代以上 296 64.2 64.9 51.4 44.3 28.7 26.7 20.6 17.9 19.9 8.8 7.8 5.7 4.4 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 63.8 64.5 45.4 35.5 32.9 26.3 19.7 13.2 21.1 12.5 8.6 10.5 7.9 

サービス提供 
責任者 

111 72.1 63.1 62.2 45.0 29.7 39.6 36.9 23.4 23.4 14.4 15.3 13.5 13.5 

看護職員 219 66.7 67.1 45.7 53.9 30.1 33.3 18.7 17.8 19.6 15.1 16.4 8.2 7.3 

介護職員 557 60.9 54.6 45.8 27.3 29.4 21.2 19.6 20.3 14.7 12.6 9.3 8.1 8.8 

生活相談員 127 73.2 63.0 49.6 29.9 29.9 19.7 18.9 15.0 18.1 9.4 9.4 10.2 7.1 

介護支援 
専門員 

285 62.8 67.0 51.2 62.5 18.2 30.2 28.1 20.7 19.6 13.7 13.7 9.1 6.3 

PT・OT・ST等 52 75.0 65.4 50.0 65.4 26.9 26.9 23.1 21.2 19.2 11.5 13.5 7.7 9.6 

その他 144 60.4 66.0 53.5 47.9 30.6 29.9 27.1 26.4 31.3 13.9 22.9 12.5 9.7 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 7 71.4 71.4 57.1 85.7 57.1 14.3 42.9 57.1 42.9 14.3 42.9 14.3 14.3 

４人以下 121 66.9 70.2 52.1 55.4 23.1 33.1 24.0 14.0 19.0 12.4 12.4 11.6 4.1 

５人～９人 365 63.8 66.8 50.1 47.9 29.0 25.8 23.0 16.4 23.6 12.9 15.1 9.6 7.4 

10人～19人 448 65.4 59.4 45.3 34.8 30.6 23.9 19.2 14.7 17.2 10.9 8.5 7.8 8.0 

20人～49人 324 67.6 64.5 54.0 41.7 32.4 27.5 27.5 27.5 21.9 16.4 12.0 11.1 9.6 

50人～99人 168 66.7 56.5 47.6 41.1 20.8 25.6 25.0 25.0 13.1 13.1 13.1 8.9 9.5 

100人以上 148 62.2 57.4 52.7 46.6 19.6 35.8 22.3 27.0 18.9 14.9 21.6 12.8 10.8 

※「20歳未満」「いずれもあてはまらない」「無回答」は掲載を省略 
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16.5 

10.3 

7.3 

18.6 

9.0 

9.6 

8.3 

24.3 

19.3 

16.9 

18.0 

8.7 

9.0 

7.0 

10.1 

33.2 

16.0 

16.9 

19.4 

11.8 

12.0 

11.2 

28.2 

24.8 

27.8 

20.2 

16.3 

9.4 

13.6 

17.8 

38.6 

60.8 

35.2 

40.4 

39.1 

65.9 

54.3 

37.2 

42.5 

44.0 

49.7 

46.7 

45.8 

60.4 

58.5 

9.0 

8.7 

25.2 

15.5 

26.7 

8.9 

17.4 

7.4 

8.9 

8.6 

8.6 

21.5 

23.7 

14.1 

10.5 

2.7 

4.1 

15.4 

6.0 

13.5 

3.6 

8.7 

2.9 

4.5 

2.7 

3.6 

6.7 

12.1 

4.9 

3.1 

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0% 25% 50% 75% 100%

①仕事の内容・やりがい

②キャリアアップの機会

③賃金水準

④労働時間・休日等の労働条件

⑤人員配置体制

⑥仕事と育児や介護の両立

⑦人事評価のあり方

⑧職場の人間関係

⑨仕事上の相談の環境

⑩仕事関係の情報の共有

⑪雇用の安定性

⑫仕事のための設備・機器・用具類

⑬休憩室などの付帯設備

⑭教育訓練・能力開発の機会

⑮職業生活全体

満足 やや満足 普通 やや不満足 不満足 無回答

問51 現在の仕事の満足度についておうかがいします。（①～⑮それぞれ１つを選択） 

▶ 「職場の人間関係」に『満足』している人の割合が５割を超えている 

▶ 「賃金水準」「人員配置体制」に『不満足』の割合が約４割となっている 

図表3-7-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

※『満足』＝「満足」＋「やや満足」、『不満足』＝「やや不満足」＋「不満足」 

 

  

26.3％ 

38.0％ 

40.2％ 

21.6％ 

26.1％ 

52.5％ 

44.1％ 

44.7％ 

38.2％ 

28.2％ 

20.6％ 

『不満足』40.6％ 

n= 1,647 

35.8％ 

27.9％ 

『満足』49.7％ 
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図表3-7-4 単位：％ 

 

回
答
者
数

（
人
） 

項 目 

『
満
足
』 

『
不
満
足
』 

項 目 

『
満
足
』 

『
不
満
足
』 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

①仕事の内容・ 

 やりがい 

49.7 11.7 

⑨仕事上の相談 

の環境※ 

44.1 13.4 

令和４年度 2,805 62.3 6.5 - - 

令和元年度 2,287 55.4 7.6 - - 

 令和６年度全国 21,325 39.4 11.2 39.1 15.0 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

②キャリア 

 アップの機会 

26.3 12.8 

⑩仕事関係の 

情報の共有※ 

44.7 11.3 

令和４年度 2,805 29.7 15.7 - - 

令和元年度 2,287 22.2 19.1 - - 

 令和６年度全国 21,325 21.8 15.8 38.6 13.1 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

③賃金水準 

（注１） 

24.2 40.6 

⑪雇用の安定性 

38.2 12.2 

令和４年度 2,805 25.1 38.2 43.6 13.0 

令和元年度 2,287 17.7 44.3 36.6 16.5 

 令和６年度全国 21,325 22.8 28.9 34.3 11.9 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

④労働時間・ 

 休日等の労働 

 条件 

38.0 21.5 

⑫仕事のための

設備・機器・用

具類 

25.0 28.2 

令和４年度 2,805 36.9 23.4 - - 

令和元年度 2,287 31.3 26.4 - - 

 令和６年度全国 21,325 34.7 19.6 21.7 26.4 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

⑤人員配置体制 

（注２） 

20.8 40.2 

⑬休憩室などの 

付帯設備※ 

18.4 35.8 

令和４年度 2,805 - - - - 

令和元年度 2,287 - - - - 

 令和６年度全国 21,325 18.3 39.6 18.5 33.8 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

⑥仕事と育児や 

介護の両立 

21.6 12.5 

⑭教育訓練・ 

能力開発の 

機会 

20.6 19.0 

令和４年度 2,805 - - 21.9 24.2 

令和元年度 2,287 - - 17.2 30.2 

 令和６年度全国 21,325 22.5 11.8 17.2 20.5 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

⑦人事評価の 

あり方（注３） 

19.5 26.1 

⑮職業生活全体 

27.9 13.6 

令和４年度 2,805 24.3 24.9 30.5 13.6 

令和元年度 2,287 19.6 32.2 29.2 17.9 

 令和６年度全国 21,325 19.3 21.5 24.0 13.9 

川
崎
市 

令和７年度 1,647 

⑧職場の人間 

関係（注４） 

52.5 10.3    

令和４年度 2,805 53.7 12.1    

令和元年度 2,287 48.8 15.9    

 令和６年度全国 21,325 45.5 13.1    

※『満足』＝「満足」＋「やや満足」、『不満足』＝「やや不満足」＋「不満足」 

※「仕事上の相談の環境」「仕事関係の情報の共有」「仕事のための設備・機器・用具類」「休憩室などの付帯設備」は、令和７年度からの

選択肢 

（注１）令和４年度・令和元年度は「賃金」。 

（注２）令和４年度・令和元年度は「勤務体制」。 

（注３）令和４年度・令和元年度は「人事評価・処遇のあり方」。 

（注４）令和４年度・令和元年度は「職場の人間関係、コミュニケーション」。 
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60.5

71.7

63.2

58.3

5.6

4.6

10.9

4.2

4.3

0.0

0.0

3.0

5.6

6.8

6.3

5.5

20.2

14.3

14.9

20.6

3.8

2.5

2.8

3.2

0.0

0.0

1.8

5.2

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=1,647

令和４年度川崎市 n=2,805

令和元年度川崎市 n=2,287

令和６年度全国 n=21,325

今の仕事（職種）

を続けたい

今の仕事（職種）

ではない、介護

関係の仕事（職種）

に就きたい※

今の仕事（職種）

ではない、福祉・

医療関係の仕事

（職種）に就きたい※

介護・福祉・医療

関係以外の仕事

（職種）に就きたい

わからない 働きたくない 無回答

問52 あなたの仕事（職種）に関する今後の希望は次のうちどれにあてはまりますか。 

（１つを選択） 

▶ 仕事（職種）に関する希望について「今の仕事（職種）を続けたい」人の割合が前回調査

より大幅に減少し、約６割となっている 

図表3-7-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 令和元年度・令和４年度は、介護関係/福祉・医療関係の仕事（職種）を区分せず尋ねている 

 

図表3-7-6 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

今
の
仕
事
（
職
種
）
を
続

け
た
い 

今
の
仕
事
（
職
種
）
で
は

な
い
、
介
護
関
係
の
仕

事
（
職
種
）
に
就
き
た
い 

今
の
仕
事
（
職
種
）
で
は

な
い
、
福
祉
・
医
療
関
係

の
仕
事
（
職
種
）
に
就
き

た
い 

介
護
・
福
祉
・
医
療
関
係

以
外
の
仕
事
（
職
種
）
に

就
き
た
い 

わ
か
ら
な
い 

働
き
た
く
な
い 

全  体 1,647 60.5 5.6 4.3 5.6 20.2 3.8 

男 
性 

20歳代 44 40.9 6.8 4.5 20.5 20.5 6.8 

30歳代 112 46.4 11.6 3.6 4.5 29.5 4.5 

40歳代 152 58.6 9.2 5.3 6.6 11.8 8.6 

50歳代 110 58.2 6.4 1.8 9.1 20.9 3.6 

60歳代以上 49 75.5 4.1 2.0 - 10.2 8.2 

女 

性 

20歳代 63 58.7 4.8 1.6 7.9 20.6 6.3 

30歳代 134 56.0 3.7 6.7 8.2 23.1 2.2 

40歳代 276 60.1 4.0 5.1 4.7 23.2 2.9 

50歳代 408 61.0 6.4 5.4 4.2 20.6 2.5 

60歳代以上 296 70.3 2.7 2.4 4.4 17.2 3.0 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 152 65.8 3.9 3.3 6.6 16.4 3.9 

サービス提供責任者 111 55.0 12.6 3.6 4.5 19.8 4.5 

看護職員 219 65.8 0.5 7.3 3.2 21.0 2.3 

介護職員 557 54.9 7.4 3.6 7.4 22.3 4.5 

生活相談員 127 58.3 10.2 3.1 3.1 18.9 6.3 

介護支援専門員 285 67.4 3.2 4.6 6.0 15.8 3.2 

PT・OT・ST等 52 63.5 1.9 1.9 7.7 23.1 1.9 

その他 144 60.4 4.9 4.9 3.5 23.6 2.8 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  
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「今の仕事（職種）ではない、介護関係の仕事（職種）に就きたい」と答えた方におうかがいします。 

問52-１ 目指す職種はどれですか。（１つを選択） 

▶ 今の仕事（職種）ではない、介護関係の仕事（職種）に就きたい人のうち、目指す職種は

「介護支援専門員」が約４割となり、最も高くなっている 

図表3-7-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-7-8 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

訪
問
介
護
員 

サ
ー
ビ
ス
提
供 

責
任
者 

看
護
職
員 

介
護
職
員 

生
活
相
談
員 

介
護
支
援
専
門
員 

（
ケ
ア
マ
ネ 

ジ
ャ
ー
） 

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・ 

Ｓ
Ｔ
等 

そ
の
他 

全  体 92 4.3 2.2 1.1 25.0 12.0 40.2 1.1 14.1 

男 

性 

20歳代 3 - - - 66.7 - 33.3 - - 

30歳代 13 7.7 7.7 - 15.4 7.7 53.8 - 7.7 

40歳代 14 7.1 - - 21.4 21.4 28.6 7.1 14.3 

50歳代 7 - 14.3 - 28.6 - 28.6 - 28.6 

60歳代以上 2 - - - 50.0 - 50.0 - - 

女 

性 

20歳代 3 - - 33.3 - - - - 66.7 

30歳代 5 - - - 40.0 20.0 40.0 - - 

40歳代 11 - - - 36.4 18.2 45.5 - - 

50歳代 26 3.8 - - 26.9 11.5 42.3 - 15.4 

60歳代以上 8 12.5 - - - 12.5 50.0 - 25.0 

事
業
所
の
従
業
員
数 

訪問介護員 6 16.7 - - 16.7 - 66.7 - - 

サービス提供責任者 14 - - - 21.4 7.1 57.1 - 14.3 

看護職員 1 - - 100.0 - - - - - 

介護職員 41 2.4 2.4 - 34.1 12.2 36.6 2.4 9.8 

生活相談員 13 7.7 7.7 - 15.4 15.4 30.8 - 23.1 

介護支援専門員 9 11.1 - - 11.1 22.2 44.4 - 11.1 

PT・OT・ST等 1 - - - - - 100.0 - - 

その他 7 - - - 28.6 14.3 14.3 - 42.9 

就
業
形
態 

正規職員 
(フルタイム） 

73 4.1 2.7 1.4 26.0 11.0 37.0 1.4 16.4 

正規職員 
(フルタイムではない) 

- - - - - - - - - 

非正規職員 
(フルタイム） 

10 10.0 - - 20.0 20.0 50.0 - - 

非正規職員 
(フルタイムではない) 

9 - - - 22.2 11.1 55.6 - 11.1 

※「20歳未満」「無回答」は掲載を省略  

4.3 2.2 1.1 

25.0 

12.0 

40.2 

1.1 

14.1 

0.8 
5.4 7.7 

16.2 
11.5 

48.5 

0.8 

9.2 

0%

20%

40%

60%

訪
問
介
護
員

サ
ー
ビ
ス
提
供
責
任
者

看
護
職
員

介
護
職
員

生
活
相
談
員

介
護
支
援
専
門
員

（
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
）

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ
Ｔ
・
Ｓ
Ｔ
等

そ
の
他

令和７年度川崎市 n= 92

令和４年度川崎市 n=130
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「働きたくない」と答えた方以外におうかがいします。 

問52-２ あなたは、今の事業所で働き続けたいですか。（１つを選択） 

▶ 勤務先に関する希望について「今の事業所で働き続けたい」人の割合が前回調査より微減

し、約６割となっている 

図表3-7-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※令和元年度・令和４年度は、「介護関係の別の勤務先で働きたい」「介護以外の福祉関係の別の勤務先で働きたい」「医療関係の別の勤務

先で働きたい」「介護・医療・福祉関係以外の別の勤務先で働きたい」として、全ての回答者に尋ねている 

（注１）「今の事業所で働き続けたい」は、令和７年度からの選択肢 

 

図表3-7-10 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

今
の
事
業
所
で
働
き

続
け
た
い 

今
の
法
人
内
の
別
の

事
業
所
に
転
勤
し
た

い 別
の
法
人
や
企
業
な

ど
に
転
職
し
た
い 

わ
か
ら
な
い 

全  体 1,584 59.3 3.0 9.5 28.3 

男 

性 
20歳代 41 56.1 2.4 12.2 29.3 

30歳代 107 48.6 8.4 9.3 33.6 

40歳代 139 59.7 7.9 7.2 25.2 

50歳代 106 58.5 4.7 8.5 28.3 

60歳代以上 45 80.0 2.2 4.4 13.3 

女 

性 

20歳代 59 61.0 6.8 8.5 23.7 

30歳代 131 53.4 - 16.0 30.5 

40歳代 268 54.5 1.9 12.7 31.0 

50歳代 398 55.0 1.8 9.5 33.7 

60歳代以上 287 72.8 1.4 5.6 20.2 

主
な
仕
事
（
職
種
） 

訪問介護員 146 71.2 1.4 6.2 21.2 

サービス提供責任者 106 55.7 4.7 8.5 31.1 

看護職員 214 55.6 0.9 8.9 34.6 

介護職員 532 55.1 3.8 12.2 28.9 

生活相談員 119 63.9 4.2 8.4 23.5 

介護支援専門員 276 63.8 1.8 9.8 24.6 

PT・OT・ST等 51 58.8 - 7.8 33.3 

その他 140 58.6 5.7 5.0 30.7 

※「無回答」は掲載を省略  

令和４年度川崎市 令和元年度川崎市 令和７年度川崎市 令和６年度全国 

57.2 

**

**

19.7 

2.1 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,287

59.3 

3.0 

9.5 

28.3 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

今の事業所で

働き続けたい（注１）

今の法人内の別の

事業所に転勤したい※

別の法人や企業

などに転職したい※

わからない

無回答 n=1,584

53.0 

2.0 

9.9 

27.7 

7.5 

0% 20% 40% 60% 80%

n=20,649

60.8 

**

**

21.8 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80%

n=2,805
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８ 介護人材の確保・定着の取組について 

問53 市では介護人材の確保・定着に取り組んでいます。行政が行う福祉・介護の人材確保に

向けた施策について、どのような支援が必要だと思いますか。 

（あてはまるもの３つまでを選択） 

▶ 行政が行う福祉・介護の人材確保に向けた施策で必要な支援について、「介護職のイメー

ジアップ」が前回調査より減少したものの、約５割と最も高くなっている 

図表3-8-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

51.5 

33.4 

21.6 

19.8 

17.7 

17.2 

16.5 

15.8 

13.2 

8.4 

4.9 

5.4 

8.2 

0.0 

0% 20% 40% 60%

介護職のイメージアップ

職場環境の改善

資格はあるけれども

働いていない方（潜在的

有資格者）の掘り起こし

職員のメンタルヘルスケア

小・中・高校や、生徒の

保護者に向けた

福祉・介護職の普及啓発

中高年齢層を対象

とした就職支援

福祉・介護職の職場の紹介

資格取得研修等の開催

一般の大学（福祉系ではない）

に向けた福祉・介護職

の普及啓発

無料職業紹介、就職相談会等

による就職支援

外国人介護職の就職支援

その他

特にない

無回答 n=1,647

令和７年度川崎市 令和元年度川崎市 

52.6 

46.8 

31.9 

29.2 

23.0 

23.4 

18.8 

21.5 

15.5 

13.8 

8.2 

7.4 

3.7 

2.9 

0% 20% 40% 60%

n=2,287

57.8 

35.3 

21.1 

22.1 

21.3 

16.1 

19.1 

15.7 

14.7 

9.5 

4.8 

6.3 

5.5 

0.0 

0% 20% 40% 60%

n=2,805

令和４年度川崎市 
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9.5

5.1

19.5

9.7

10.1

10.5

4.7

6.7

56.2

50.5

0.0 

17.4 

0% 25% 50% 75% 100%

令和７年度川崎市 n=169

令和６年度全国 n=2,950

勤務のある日に

毎日は出向かず、

出向くのは平均

月１日未満

勤務のある日に

毎日は出向かず、

出向くのは平均

月１日以上～

週１日（月４日）未満

勤務のある日に

毎日は出向かず、

出向くのは平均

週１日（月４日）～

週３日（月12日）未満

勤務のある日に

毎日は出向かず、

出向くのは平均

週３日（月12日）以上

勤務のある日は

原則として毎日

出向く

無回答 列3

９ 訪問介護員またはサービス提供責任者について 

【令和７年度新規設問】 

問８で、あなたの主な仕事（職種）として「訪問介護員」を選んだ方のみ、お答えください。 

問55 あなたは、勤務（訪問介護のほか、その準備、報告、研修、会議・打ち合わせなどを含む）

のために所属先の訪問介護事業所（事務室）にどの程度出向きますか。（１つを選択） 

▶ 訪問介護員の所属先の訪問介護事業所（事務室）に出向く頻度について、「勤務のある日

は原則として毎日出向く」人の割合が５割を超えている 

図表3-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-9-2 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

勤
務
の
あ
る
日
に
毎
日
は
出
向
か

ず
、
出
向
く
の
は
平
均
月
１
日
未
満 

勤
務
の
あ
る
日
に
毎
日
は
出
向
か

ず
、
出
向
く
の
は
平
均
月
１
日
以
上

～
週
１
日
（
月
４
日
）
未
満 

勤
務
の
あ
る
日
に
毎
日
は
出
向
か

ず
、
出
向
く
の
は
平
均
週
１
日
（
月
４

日
）
～
週
３
日
（
月
12
日
）
未
満 

勤
務
の
あ
る
日
に
毎
日
は
出
向
か

ず
、出
向
く
の
は
平
均
週
３
日（
月
12

日
）
以
上 

勤
務
の
あ
る
日
は
原
則
と
し
て
毎
日

出
向
く 

全  体 169 9.5 19.5 10.1 4.7 56.2 

事
業
所
の
法
人
格 

民間企業（個人・株式会社等） 113 11.5 20.4 7.1 1.8 59.3 

社会福祉協議会 4 25.0 - 25.0 - 50.0 

上記以外の社会福祉法人 9 - 11.1 11.1 - 77.8 

医療法人 10 - 10.0 10.0 - 80.0 

ＮＰＯ（特定非営利活動法人） 14 7.1 14.3 35.7 21.4 21.4 

社団法人・財団法人 - - - - - - 

協同組合（農協、生協） 7 - 14.3 - 28.6 57.1 

その他 5 - 100.0 - - - 

事
業
所
の
従
業
員
数 

１人 - - - - - - 

４人以下 7 57.1 - - - 42.9 

５人～９人 33 3.0 21.2 9.1 3.0 63.6 

10人～19人 67 4.5 29.9 6.0 4.5 55.2 

20人～49人 39 10.3 7.7 17.9 7.7 56.4 

50人～99人 4 25.0 - 25.0 25.0 25.0 

100人以上 8 25.0 - - - 75.0 

※「無回答」は掲載を省略  



第３章 介護労働者実態調査 

257     令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 

28.0 

27.3 

23.8 

39.9 

32.2 

66.4 

64.3 

33.6 

39.9 

11.2 

56.6 

62.9 

56.6 

49.7 

49.7 

20.3 

24.5 

44.1 

42.7 

43.4 

7.7 

2.1 

10.5 

4.2 

11.2 

4.2 

2.8 

16.8 

13.3 

30.8 

7.7 

7.7 

9.1 

6.3 

7.0 

9.1 

8.4 

5.6 

4.2 

14.7 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

①訪問介護員が作成する

介護記録・報告書に対する

助言・指導

②訪問介護員からの仕事上の

課題などに関する相談や指導など

③訪問介護員の仕事以外の

悩みなどへの相談など

④訪問介護員との

日常的な情報交換

⑤訪問介護員同士が仕事に関して

相談や意見交換をできる

機会の設定（ミーティングなど）

⑥新任の訪問介護員に

対する同行訪問

⑦新規利用者を訪問する訪問

介護員に対する同行訪問

⑧事例検討会・

カンファレンスの開催

⑨介護技能向上のための

職場内研修・勉強会の実施

⑩外部の研修会等の

受講機会の設定

十分実施

している

ある程度実施

している

あまり実施

していない

実施

していない

無回答 列2

『実施している』84.6％

90.2％

80.4％

89.6％

81.9％

86.7％

88.8％

77.7％

82.6％

54.6％

【令和７年度新規設問】 

問８で、あなたの主な仕事（職種）として「サービス提供責任者」を選んだ方のみ、お答えくだ

さい。 

問56 あなたは、担当する訪問介護員に対して、次のようなコミュニケーションや研修・指導

を実施していますか。（①～⑩それぞれ１つを選択） 

▶ 「訪問介護員からの仕事上の課題などに関する相談や指導など」「訪問介護員との日常的

な情報交換」「新規利用者を訪問する訪問介護員に対する同行訪問」を『実施している』

人の割合が約９割となっている 

図表3-9-3 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※『実施している』＝「十分実施している」＋「ある程度実施している」 

 

  

n= 143 
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図表3-9-4 単位：％ 

 

回
答
者
数

（
人
） 

項 目 

『
実
施
し
て 

い
る
』 

令和７年度川崎市 143 ①訪問介護員が作成する介護記録・報告書に対する

助言・指導 

84.6 

令和６年度全国 2,065 79.1 

令和７年度川崎市 143 ②訪問介護員からの仕事上の課題などに関する相

談や指導など 

90.2 

令和６年度全国 2,065 82.7 

令和７年度川崎市 143 
③訪問介護員の仕事以外の悩みなどへの相談など 

80.4 

令和６年度全国 2,065 62.1 

令和７年度川崎市 143 
④訪問介護員との日常的な情報交換 

89.6 

令和６年度全国 2,065 83.6 

令和７年度川崎市 143 ⑤訪問介護員同士が仕事に関して相談や意見交換

をできる機会の設定（ミーティングなど） 

81.9 

令和６年度全国 2,065 70.4 

令和７年度川崎市 143 
⑥新任の訪問介護員に対する同行訪問 

86.7 

令和６年度全国 2,065 83.6 

令和７年度川崎市 143 ⑦新規利用者を訪問する訪問介護員に対する同行

訪問 

88.8 

令和６年度全国 2,065 84.3 

令和７年度川崎市 143 
⑧事例検討会・カンファレンスの開催 

77.7 

令和６年度全国 2,065 64.0 

令和７年度川崎市 143 
⑨介護技能向上のための職場内研修・勉強会の実施 

82.6 

令和６年度全国 2,065 67.8 

令和７年度川崎市 143 
⑩外部の研修会等の受講機会の設定 

54.6 

令和６年度全国 2,065 42.9 

※『実施している』＝「十分実施している」＋「ある程度実施している」 
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1.9 

2.0 

1.6 

2.0 

1.4 

1.4 

1.1 

1.4 

2.6

2.9

2.5

2.9

2.8 

2.5 

3.5 

2.6 

1.4 

1.2 

1.3 

1.1 

0% 25% 50% 75% 100%

①現在の比率 n= 143

②望ましい比率 n= 143

①現在の比率 n=1,498

②望ましい比率 n=1,415

ア．訪問介護員に対する

調整・指導・研修

（同行訪問を除く）

イ．訪問介護員

との同行訪問

ウ．その他の

管理業務

エ．訪問介護

業務（ご自分の

担当分）

オ．訪問介護

業務（他の担当

者の代行分）

令和７年度川崎市

令和６年度全国

【令和７年度新規設問】 

問８で、あなたの主な仕事（職種）として「サービス提供責任者」を選んだ方のみ、お答えくだ

さい。 

問57 あなたの就業時間の内訳をおうかがいします。 

① あなたのこの１か月の就業時間を10とするとき、以下のア～オの項目はそれぞれ 

  どの程度の比率になっていますか。 

② また、自分にとって望ましいと思われる比率はどの程度ですか。 

  平均的な１か月の状況について、それぞれ合計が10になるように、各欄に０～10の 

  整数（小数点以下は無し）でお答えください。（数字を入力） 

▶ サービス提供責任者の業務の比率（全体を10としての割合）の平均について、「訪問介護

業務（ご自分の担当分）」は、現在の比率が望ましい比率を上回っている 

図表3-9-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表3-9-6 単位：％ 

項 目 

回
答
者
数
（
人
） 

訪
問
介
護
員
に
対
す
る

調
整
・
指
導
・
研
修 

（
同
行
訪
問
を
除
く
） 

訪
問
介
護
員
と
の
同
行

訪
問 

そ
の
他
の
管
理
業
務 

訪
問
介
護
業
務 

（
ご
自
分
の
担
当
分
） 

訪
問
介
護
業
務 

（
他
の
担
当
者
の
代
行

分
） 

令和７年度 

川崎市 

①現在の比率 143 1.9  1.4  2.6  2.8  1.4  

②望ましい比率 143 2.0  1.4  2.9  2.5  1.2  

ギャップ（①-②） -0.1  0.0  -0.3  0.3  0.2  

令和６年度 

全国 

①現在の比率 1,498 1.6 1.1 2.5 3.5 1.3 

②望ましい比率 1,415 2.0 1.4 2.9 2.6 1.1 

ギャップ（①-②） -0.4  -0.3  -0.4  0.9  0.2  
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【令和７年度新規設問】 

問58 担当する訪問介護員に関して、以下に該当する人数をそれぞれ整数でお答えください。

（数字を入力） 

▶ サービス提供責任者１人あたりの訪問介護員の人数について、「６～10人」が３割弱で最

も高く、平均人数は全国調査より2.0人多くなっている 

▶ 離職した訪問介護員の人数について、「０人」が６割を超えて最も高く、平均人数は全国

調査より0.2人少なくなっている 
 
① 担当している訪問介護員の現在数 

図表3-9-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
② 令和６年10月１日～令和７年９月30日の間、新たに担当となった訪問介護員の数 

図表3-9-8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度全国平均は、1.5人（令和５年10月１日～令和６年９月30日の間）。回答の内訳は資料なし。 

  

平均 2.4人 

令和７年度川崎市 

平均 13.3人 

令和６年度全国 

平均 11.3人 

0.0 

27.6 

32.3 

18.7 

11.0 

3.8 

2.9 

3.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1,495

16.8 

12.6 

25.9 

13.3 

13.3 

7.7 

3.5 

7.0 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人

１～５人

６～10人

11～15人

16～20人

21～25人

26～30人

31人以上

無回答 n=143

令和７年度川崎市 

49.7 

18.9 

7.7 

7.7 

4.2 

4.2 

7.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人

１人

２人

３人

４人

５～９人

10人以上

無回答 n=143
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③ 令和６年10月１日～令和７年９月30日の間、担当していた訪問介護員のうち、離職した

方の数 

図表3-9-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度全国平均は、1.0人（令和５年10月１日～令和６年９月30日の間）。回答の内訳は資料なし。 

 
 
④ 令和６年10月１日～令和７年９月30日の間、担当していた訪問介護員のうち、離職以外

の理由で担当外となった方の数 

図表3-9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和６年度全国平均は、0.2人（令和５年10月１日～令和６年９月30日の間）。回答の内訳は資料なし。 

 

 

 

 

 

 

 

令和７年度川崎市 

平均 0.8人 

62.2 

16.1 

11.2 

4.2 

3.5 

2.1 

0.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人

１人

２人

３人

４人

５～９人

10人以上

無回答 n=143

令和７年度川崎市 

平均 0.2人 

90.2 

4.9 

2.8 

1.4 

0.0 

0.0 

0.7 

0.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

０人

１人

２人

３人

４人

５～９人

10人以上

無回答 n=143
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１ 居宅介護支援事業者調査票 

 

  

2
／

1
５

 

 

貴
事

業
所

に
お

け
る

居
宅

介
護

支
援

事
業

の
基

本
的

事
項

に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

 問
１

 
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

、
貴

事
業

所
に

所
属

す
る

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

数
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

（
数

字
を

入
力

）
 

※
 い

な
い

場
合

は
「
０

」
を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。
 

※
 人

員
は

、
実

人
員
で

お
答
え

い
た

だ
き

、
非
常
勤

は
、
常

勤
換

算
し

た
場
合
も

お
答
え

く
だ

さ
い
。
 

※
 常

勤
と

非
常

勤
の
区

別
は
、

雇
用

形
態

に
よ
り
ま

す
。
 

常
 

勤
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

→
 

常
勤

換
算

す
る

と
〔

 
 

 
 

 
 

〕
人

 

合
 

計
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

  問
２

 
貴

事
業

所
の
介

護
保

険
の

指
定

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
従

事
す

る
従

業
員
（

ケ
ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
に

つ
い

て
、
令

和
７

年
10

月
１

日
現

在
の

在
籍

者
数
、
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

７
年

９
月

3
0

日
ま

で
）

の
採

用
者

数
及

び
離

職
者
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 い

な
い

場
合

は
「
０

」
を
入

力
し

て
く

だ
さ
い
。
 

※
 人

員
は

、
実

人
員
で

お
答
え

い
た

だ
き

、
非
常
勤

は
、
常

勤
換

算
し

た
場
合
も

お
答
え

く
だ

さ
い
。
 

※
 常

勤
と

非
常

勤
の
区

別
は
、

雇
用

形
態

に
よ
り
ま

す
。
 

 

在
籍

者
数

 
採

用
者

数
 

離
職

者
数
 

1.
正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

2.
非

正
規

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
常

勤
労

働
者

 
人

 
人

 
人

 

 
短

時
間

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

3.
派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 

問
３

 
貴

事
業

所
に
お

け
る

令
和

７
年

９
月

の
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

実
人

数
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

（
数

字
を
入

力
）

 

※
 な

い
場

合
は

「
０
」

を
入
力

し
て

く
だ

さ
い
。
 

※
 介

護
報

酬
を

請
求
で

き
な
か

っ
た

ケ
ー

ス
も
含
め

て
く
だ

さ
い

。
 

①
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

件
数

 

 
（

要
介

護
１

以
上

）
 

９
月

合
計

 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 

②
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
か

ら
委

託
を

受
け

た
 

 
要

支
援

１
、

２
の

予
防

プ
ラ

ン
の

作
成

実
人

数
 

９
月

の
合

計
は

、
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

  

1
／

1
5

 

 

川
崎

市
居

宅
介

護
支

援
事

業
者

調
査
 

調
査

票
 

は
じ

め
に

、
貴

事
業

所
に
関

す
る

基
本

的
な

事
項
に

つ
い

て
、

ご
入

力
く
だ

さ
い

。
 

 

貴
事
業

所
名

（
文

字
を

入
力

）
 

 

法
人
の

種
類

（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

株
式

会
社

 

２
．

有
限

会
社

 

３
．

医
療

法
人

 

４
．

社
会

福
祉

法
人

 

５
．

社
団

法
人

・
財

団
法

人
 

６
．

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

７
．

協
同

組
合

 

８
．

非
法

人
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 令
和

７
年

1
0
月

１
日

現
在

、
貴

事
業

所
が

指
定

を
受

け
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
 
こ

の
質

問
の

み
、

併
設
サ

ー
ビ

ス
も

選
択

の
対

象
と

し
て

く
だ

さ
い

。
 

（
サ
ー

ビ
ス

種
別

に
は

、
予

防
サ

ー
ビ

ス
も

含
む
）

 

１
．

居
宅

介
護

支
援

 
1

2
．

通
所

介
護

 

２
．

介
護

予
防

支
援

（
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
）
 

1
3

．
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
 

３
．

訪
問

介
護

 
1

4
．

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

４
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
 

1
5

．
短

期
入

所
生

活
介

護
 

５
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 
1

6
．

短
期

入
所

療
養

介
護

 

６
．

訪
問

入
浴

介
護

 
1

7
．

福
祉

用
具

貸
与

 

７
．

訪
問

看
護

 
1

8
．

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

 

８
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

1
9

．
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 

９
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

 
2

0
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
地

域
密

着
型

を
含

む
）

 

1
0

．
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
2

1
．

介
護

老
人

保
健

施
設

 

1
1

．
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
2

2
．

介
護

医
療

院
 

 
2

3
．

指
定

計
画

相
談

支
援

（
障

害
者

総
合

支
援

法
）

 

ID
 

パ
ス

ワ
ー

ド
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4
／

1
５

 

 問
７

 
貴

事
業

所
で

は
、
地

域
包

括
支
援

セ
ン

タ
ー

か
ら

、
予

防
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

の
新

規
依
頼

が
あ

っ
た

場
合

に
、

ど
の

程
度

対
応

（
提

供
）

で
き

る
体
制

に
あ

り
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

対
応

で
き

な
い

 

２
．

１
～

２
件

程
度

な
ら

対
応

で
き

る
 

３
．

３
～

５
件

程
度

な
ら

対
応

で
き

る
 

４
．

６
～

1
0

件
程

度
な

ら
対

応
で

き
る

 

５
．

1
1

件
以

上
で

も
対

応
で

き
る

 

６
．

わ
か

ら
な

い
 

 

問
７

-
１

 
「

１
．

対
応

で
き

な
い

」
と

答
え

た
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

対
応

で
き

な
い

理
由

に
つ

い
て

、
あ

て
は

ま
る

も
の

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

採
算

が
合

わ
な

い
 

３
．

そ
の

他
 

２
．

必
要

な
人

材
が

揃
っ

て
い

な
い

 
（

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
）

 
 

 問
８

 
貴

事
業

所
で
は

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

に
、
利
用

者
や

家
族

の
要

望
・
意

向
を

ど
の

程
度

反
映

で
き

て
い

ま
す

か
。

（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

反
映

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

 

 問
９

 
貴

事
業

所
で
は

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

を
作

成
す

る
に

あ
た

り
、
利

用
者

の
課

題
の

分
析
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

）
を

ど
の

程
度

実
施

で
き

て
い

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

実
施

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

 

 問
1
0
 

貴
事

業
所

で
は

、
介

護
保

険
サ

ー
ビ

ス
以

外
の

イ
ン

フ
ォ

ー
マ

ル
サ

ー
ビ

ス
も

含
め

た
、

総
合

的
な

視

点
を

も
っ

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

の
作

成
を

し
て
い

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

実
施

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

 

 
 

→
問

７
-
１
へ

 

→
問

８
へ

 

3
／

1
５

 

 

問
３

-
１

 
①

の
９

月
合

計
の

う
ち

、
川

崎
市

の
被

保
険

者
を

対
象

と
し

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

実
人

数
を

お

答
え

く
だ

さ
い

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
な

い
場
合

は
「

０
」

を
入
力

し
て

く
だ
さ

い
。

 

川
崎

市
の

被
保

険
者

を

対
象

と
し

た
件

数
は
 

９
月

合
計

 
要

介
護

１
 

要
介

護
２

 
要

介
護

３
 

要
介

護
４

 
要

介
護

５
 

 
 

 
 

 
 

 

問
３

-
２

 
①

の
９

月
合

計
の

う
ち

、
転

居
等

の
理

由
で

介
護

報
酬

を
請

求
で

き
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

は
あ

り

ま
す

か
。

実
人

数
を

お
答

え
く

だ
さ
い

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
な

い
場
合

は
「

０
」

を
入
力

し
て

く
だ
さ

い
。

 

介
護

報
酬

を
請

求
で

き
な

か
っ

た
ケ

ー
ス

は
、
〔

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 

問
３

-
３

 
①

の
９

月
合

計
の

う
ち

、
虐

待
あ

る
い

は
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
は

あ
り

ま
す

か
。
実

人
数

を

ご
記

入
く

だ
さ

い
。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
な

い
場
合

は
「

０
」
を

入
力

し
て

く
だ
さ

い
。

 

虐
待

（
が

疑
わ

れ
る

）
ケ

ー
ス

は
、
〔

 
 

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 問
４

 
貴

事
業

所
に
お

け
る

居
宅

介
護

支
援

事
業

に
つ

い
て

、
昨

年
度

の
収

支
の

状
況

は
い

か
が

で
す
か

。
 

（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

黒
字

 
２

．
お

お
む

ね
収

支
均

衡
 

３
．

赤
字

 
４

．
わ

か
ら

な
い

 

 問
５

 
貴

事
業

所
に
お

い
て

、
介

護
報
酬

請
求

事
務

に
か

か
る

時
間

は
、
１

か
月

あ
た

り
お

よ
そ

何
時

間
程

度
で

す
か

。
（

数
字

を
入
力

）
 

※
 
複

数
の
方

が
か

か
わ

っ
て

い
る

場
合
、
そ

れ
ら

の
時
間
は

合
算

し
て
く

だ
さ

い
。
 

介
護

報
酬

請
求

事
務

に
か

か
る

時
間

は
、

合
計

し
て

お
よ

そ
〔

 
 

 
 

 
 

 
 

〕
時

間
程

度
 

 

以
降

の
質

問
は

、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

の
状

況
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

 

貴
事

業
所

に
お

け
る

サ
ー

ビ
ス
実

施
状

況
等

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま

す
。

 

 問
６

 
貴

事
業

所
で
は

、
ケ

ア
プ

ラ
ン

作
成

の
新

規
依

頼
が

あ
っ

た
場

合
に
、
ど

の
程

度
対

応
（

提
供

）
で

き
る

体
制

に
あ

り
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

対
応

で
き

る
体

制
に

な
い

 
４

．
1

1
～

2
0

件
程

度
な

ら
対

応
で

き
る

 

２
．

５
件

未
満

な
ら

対
応

で
き

る
 

５
．

2
1

件
以

上
で

も
対

応
で

き
る

 

３
．

５
～

1
0

件
程

度
な

ら
対

応
で

き
る

 
６

．
わ

か
ら

な
い
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6
／

1
５

 

 問
1
3
 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

し
て

の
立

場
か

ら
み

て
、

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
川

崎
市

の
保

健
福

祉
サ

ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
も

っ
と

充
実

す
べ

き
、

あ
る

い
は

新
た

に
行

う
べ

き
だ

と
感

じ
ら

れ
る

サ
ー

ビ
ス

は

ど
れ

で
す

か
。
（

あ
て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

緊
急

通
報

シ
ス

テ
ム

 
８

．
権

利
擁

護
事

業
（

財
産

保
全

サ
ー

ビ
ス

等
）

 

２
．

日
常

生
活

用
具

給
付

（
自

動
消

火
器

、
電

磁
調

理
器

）  
９

．
高

齢
者

住
宅

改
造

費
助

成
 

３
．

高
齢

者
外

出
支

援
サ

ー
ビ

ス
事

業
（

お
出

か
け

G
o
！

）  
1

0
．

高
齢

者
短

期
入

所
ベ

ッ
ド

確
保

事
業

 

４
．

訪
問

理
美

容
サ

ー
ビ

ス
 

1
1

．
健

幸
福

寿
プ

ロ
ジ

ェ
ク

ト
 

５
．

認
知

症
等

行
方

不
明

S
O

S
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
事

業
 

1
2

．
介

護
予

防
・

日
常

生
活

支
援

総
合

事
業

 

６
．

紙
お

む
つ

の
給

付
 

1
3

．
そ

の
他

の
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
 

７
．

寝
具

乾
燥

 
1

4
．

特
に

な
い

 

 問
1
4
 

貴
事
業

所
で

は
、
サ
ー

ビ
ス

提
供

開
始

前
の

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
と

の
サ

ー
ビ

ス
担
当

者
会

議
（
ケ

ア
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

）
を

、
ど

の
程

度
実

施
し

て
い

ま
す

か
（

電
話

の
み

に
よ

る
も

の
は

除
く

）
。

 

（
１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

実
施

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

 

 

問
1
5
 

貴
事
業

所
で

は
、
ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
に

よ
る

訪
問

等
に

よ
り

、
利
用

者
の

状
況

の
定

期
的
（

毎
月

）
な

把

握
を

実
施

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

実
施

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

 

 問
1
6
 

貴
事

業
所

で
は

、
モ

ニ
タ

リ
ン

グ
に

要
す

る
時

間
に

つ
い

て
、

１
人

あ
た

り
ど

れ
く

ら
い

の
時

間
が

必

要
と

考
え

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

1
5

分
未

満
 

３
．

3
0

分
～

１
時

間
程

度
 

５
．
特

に
目

安
は

決
め

て
い

な
い

 

２
．

1
5

～
3

0
分

程
度

 
４

．
１

時
間

以
上

 
 

 問
1
7
 

貴
事

業
所

の
利

用
者

の
中

で
、

介
護

医
療

院
の

ニ
ー

ズ
が

あ
り

そ
う

な
方

は
何

人
く

ら
い

い
ま

す
か

。

（
１

つ
を

選
択

、
数

字
を

入
力

）
 

１
．
〔

 
 

 
 

〕
人

く
ら

い
い

る
（

数
字

を
入

力
）

 
２

．
い

な
い

 
３

．
わ

か
ら

な
い

 

  
 

5
／

1
５

 

 問
1
1
 

貴
事

業
所

で
は

、
利

用
者

に
よ

る
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

の
選

択
に

つ
い

て
、

ど
の

よ
う

に
行

っ
て

い
ま

す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

日
頃

か
ら

情
報

収
集

を
行

い
、

新
規

の
事

業
所

を
含

め
て

複
数

個
所

を
提

示
し

、
必

要
に

応
じ

て
利

用
者

に
よ

る
見

学
等

を
行

い
、

利
用

者
の

希
望

を
聞

い
て

い
る

 

２
．

日
頃

か
ら

情
報

収
集

を
行

い
、

新
規

の
事

業
所

を
含

め
て

複
数

個
所

を
提

示
し

、
利

用
者

の
希

望
を

聞
い

て
い

る
 

３
．

こ
れ

ま
で

や
り

取
り

の
あ

る
事

業
所

を
複

数
提

示
し

、
必

要
に

応
じ

て
利

用
者

に
よ

る
見

学
等

を
行

い
、

利
用

者
の

希
望

を
聞

い
て

い
る

 

４
．

こ
れ

ま
で

や
り

取
り

の
あ

る
事

業
所

を
複

数
提

示
し

、
利

用
者

の
希

望
を

聞
い

て
い

る
 

 問
1
2
 

貴
事

業
所

に
お

い
て

、
川

崎
市

で
不

足
し

て
い

る
と

感
じ

る
サ

ー
ビ

ス
が

あ
り

ま
す

か
。

特
に

不
足

し

て
い

る
と

感
じ

る
サ

ー
ビ

ス
３

つ
ま

で
を

選
択

し
て

く
だ
さ

い
。（

サ
ー
ビ
ス
種
別
に
は
、
予
防
サ
ー
ビ
ス
も
含
む
）
 

１
．

居
宅

介
護

支
援

 
1

4
．

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

２
．

訪
問

介
護

 
1

5
．

短
期

入
所

生
活

介
護

 

３
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
 

1
6

．
短

期
入

所
療

養
介

護
 

４
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 
1

7
．

福
祉

用
具

貸
与

 

５
．

訪
問

入
浴

介
護

 
1

8
．

福
祉

用
具

購
入

 

６
．

訪
問

看
護

 
1

9
．

住
宅

改
修

 

７
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

2
0

．
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
 

８
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

 
2

1
．

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
 

９
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

2
2

．
介

護
老

人
福

祉
施

設
（

地
域

密
着

型
を

含
む

）  

1
0

．
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
2

3
．

介
護

老
人

保
健

施
設

 

1
1

．
通

所
介

護
 

2
4

．
介

護
医

療
院

 

1
2

．
療

養
通

所
介

護
 

2
5

．
指

定
計

画
相

談
支

援
（

障
害

者
総

合
支

援
法

）  

1
3

．
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
 

2
6

．
不

足
し

て
い

る
と

感
じ

る
サ

ー
ビ

ス
は

な
い

 

  
 



資料編（調査票） 

令和７年度 川崎市高齢者実態調査報告書 268 

 

 
  

8
／

1
５

 

 

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る
た

め
の

取
組

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま

す
。

 

 問
2
0
 

以
下
の

取
組

に
つ

い
て

、
貴

事
業

所
が

実
施

し
て

い
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

事
業

所
内

の
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

運
営

規
程

を
掲

示
し

て
い

る
 

２
．

事
業

所
独

自
の

方
法

で
、

定
期

的
に

自
ら

の
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

利
用

者
か

ら
サ

ー
ビ

ス
の

質
に

関
す

る
評

価
を

受
け

て
い

る
 

４
．

第
三

者
機

関
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

の
質

に
関

す
る

評
価

を
受

け
て

い
る

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報

の
公

表
を

除
く

）
 

５
．

居
宅

介
護

支
援

事
業

の
基

本
的

な
業

務
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

６
．

苦
情

・
相

談
対

応
窓

口
（

担
当

な
ど

）
を

設
置

し
て

い
る

 

７
．

苦
情

・
相

談
へ

の
対

応
に

関
す

る
手

続
き

等
を

定
め

た
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ

れ
た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

８
．

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

や
家

族
の

個
人

情
報

に
関

す
る

守
秘

義
務

を
職

員
に

徹
底

し
て

い

る
 

９
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

中
に

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

手
順

、
責

任
者

等
を

定
め

た
手

引
書

 

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
0

．
感

染
症

の
予

防
や

発
生

し
た

場
合

の
蔓

延
防

止
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
1

．
職

員
に

対
す

る
健

康
診

断
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
2

．
職

員
に

対
す

る
感

染
症

の
予

防
接

種
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
3

．
上

記
に

つ
い

て
行

っ
て

い
る

も
の

は
な

い
 

  
 

7
／

1
５

 

 問
1
8
 

貴
事

業
所

に
お

い
て

、
連

絡
調

整
や

連
携

が
取

り
に

く
い

と
感

じ
る

事
業

者
や

関
連

機
関

等
は

あ
り

ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
 

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
以

外
 

１
．

他
の

居
宅

介
護

支
援

事
業

所
 

1
6

．
住

宅
改

修
事

業
者

 

２
．

訪
問

介
護

事
業

者
 

1
7

．
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

 

３
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
事

業
者

 
1

8
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

 

４
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

事
業

者
 

1
9

．
介

護
老

人
保

健
施

設
 

５
．

訪
問

入
浴

介
護

事
業

者
 

2
0

．
介

護
医

療
院

 

６
．

訪
問

看
護

事
業

者
 

2
1

．
区

役
所

・
地

区
健

康
福

祉
ス

テ
ー

シ
ョ

ン
 

７
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
事

業
者

 
2

2
．

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 

８
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

事
業

者
 

2
3

．
障

害
者

相
談

支
援

セ
ン

タ
ー

 

９
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
者

 
2

4
．

地
域

の
か

か
り

つ
け

医
師

 

1
0

．
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

事
業

者
 

2
5

．
病

院
の

医
師

 

1
1

．
通

所
介

護
事

業
者

 
2

6
．

利
用

者
の

家
族

 

1
2

．
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

事
業

者
 

2
7

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

1
3

．
短

期
入

所
生

活
介

護
事

業
者

 
2

8
．

連
絡

調
整

や
連

携
が

困
難

な
事

業
者

や
関

連
機

関
は

な
い

 
1

4
．

短
期

入
所

療
養

介
護

事
業

者
 

1
5

．
福

祉
用

具
貸

与
・

購
入

事
業

者
 

 

 問
1
9
 

貴
事

業
所

に
お

け
る

利
用

者
や

家
族

か
ら

あ
げ

ら
れ

る
苦

情
の

内
容

に
つ

い
て

、
次

の
中

か
ら

多
い

も

の
５

つ
ま

で
を

選
択
し

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

関
す

る
こ

と
 

２
．

サ
ー

ビ
ス

の
質

や
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

３
．

職
員

の
資

質
等

に
関

す
る

こ
と

 

４
．

認
定

調
査

や
要

介
護

認
定

結
果

に
関

す
る

こ
と

 

５
．

サ
ー

ビ
ス

利
用

等
の

手
続

き
に

関
す

る
こ

と
 

６
．

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
の

説
明

に
関

す
る

こ
と

 

７
．

利
用

料
や

保
険

料
負

担
に

関
す

る
こ

と
 

８
．

介
護

保
険

制
度

そ
の

も
の

に
関

す
る

こ
と

 

９
．

苦
情

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

な
い

 

1
0

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
1

．
苦

情
は

な
い
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1
0

／
1

５
 

 問
2
2
 

貴
事
業

所
で

は
、
事

故
や
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

」
に

つ
い

て
は

、
ひ

と
月

に
何

件
く

ら
い

あ
り

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
、

数
字

を
入

力
）

 

１
．

ひ
と

月
〔

 
 

 
 

 
〕

件
く

ら
い

 

２
．

発
生

し
て

い
な

い
 

３
．

把
握

し
て

い
な

い
 

 問
2
3
 

貴
事
業

所
で

は
、
事

故
や
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

」
に

関
す

る
周

知
、
ま

た
は

研
修

等
を

行
っ

て
い
ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

定
期

的
に

資
料

の
回

覧
な

ど
で

周
知

を
し

て
注

意
喚

起
を

行
っ

て
い

る
 

２
．

定
期

的
に

会
議

・
打

合
せ

で
議

題
と

し
て

提
示

し
て

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

定
期

的
に

研
修

等
を

行
い

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

４
．

特
に

対
応

し
て

い
な

い
 

 問
2
4
 

貴
事
業

所
で

は
、
利

用
者
か

ら
の
「

セ
ク

ハ
ラ
」「

い
や

が
ら

せ
・

不
当

な
要

求
・
暴

力
」
の

発
生

に
つ

い
て

は
、

ひ
と

月
に

何
件

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

。
（

①
②
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

、
数

字
を

入
力

）
 

 
１

 

あ
る

 

２
 

発
生

し
て

い
な

い
 

３
 

把
握

し
て

い
な

い
 

①
 
セ

ク
ハ

ラ
 

１
 

〔
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

②
 
い

や
が

ら
せ
・
不

当
な

要
求
・
暴

力
 

１
 

〔
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

 問
2
5
 

貴
事

業
所

で
「

セ
ク

ハ
ラ

」
の

対
応

策
と

し
て

、
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
る
こ

と
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

セ
ク

ハ
ラ

に
対

す
る

事
業

者
と

し
て

の
基

本
方

針
の

決
定

 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

  
 

9
／

1
５

 

 問
2
1
 

貴
事

業
所

に
お

け
る

ケ
ア

マ
ネ
ジ

ャ
ー

の
研

修
参

加
状

況
に

つ
い

て
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

過
去
１

年
間

（
令

和
６

年
1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

研
修

参
加

状

況
に
つ

い
て

、
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。
な

お
、
常

勤
と

非
常

勤
の

区
別

は
、

雇
用
形

態
に

よ
り

ま
す

。
 

１
．

常
勤

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
参

加
が

あ
っ

た
 

２
．

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

参
加

が
あ

っ
た

 

３
．

参
加

し
た

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

い
な

い
 

 

問
2
1
-
１

 
「

常
勤

ま
た

は
非

常
勤

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
参

加
が

あ
っ
た

」
と

答
え

た
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

過
去

１
年

間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日
～

令
和

７
年

９
月

3
0
日

）
で

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

は
ど

の
よ

う
な

研
修
に

参
加

し
ま

し
た

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

技
術

・
知

識
 

２
．

介
護

保
険

制
度

や
関

係
法

令
 

３
．

安
全

対
策

（
事

故
時

の
応

急
措

置
等

）
、

接
遇

・
マ

ナ
ー

 

４
．

情
報

共
有

、
記

録
・

報
告

方
法

 

５
．

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
 

６
．

事
例

検
討

 

７
．

資
格

取
得

の
た

め
の

研
修

 

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

９
．

い
ず

れ
も

行
っ

て
い

な
い

 

 

問
2
1
-
２

 
過

去
１

年
間

（
令

和
６

年
1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
で

、
ケ

ア
マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

、

問
2
1
-
１

の
よ

う
な

研
修

へ
の

参
加

状
況

は
ど

の
程

度
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

２
．

す
べ

て
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

７
～

９
割

程
度

が
何

ら
か

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

 

３
．

す
べ

て
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

４
～

６
割

程
度

が
何

ら
か

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

 

４
．

す
べ

て
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

２
～

３
割

程
度

が
何

ら
か

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

 

５
．

す
べ

て
の

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
の

１
割

程
度

、
あ

る
い

は
そ

れ
以

下
し

か
、

研
修

に
参

加
し

て
い

な
い

 

 
 

→
問

2
2
へ

 

→
問

2
1
-
１

・
２

へ
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1
2

／
1

５
 

 問
2
9
 

貴
事
業

所
は

、
人

材
確

保
に

向
け

て
、

ど
の

よ
う

な
取

組
を

実
施
さ

れ
て

い
ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

採
用

に
あ

た
り

、
多

様
な

募
集

ル
ー

ト
を

活
用

し
、

募
集

を
行

っ
て

い
る

 

２
．

採
用

に
あ

た
り

、
ケ

ア
の

理
念

や
経

営
理

念
、

業
務

内
容

等
を

詳
細

に
説

明
し

、
就

労
ニ

ー

ズ
と

の
ミ

ス
マ

ッ
チ

の
解

消
に

努
め

て
い

る
 

３
．

従
業

員
の

賃
金

に
つ

い
て

、
職

能
給

や
業

績
給

を
導

入
し

、
モ

チ
ベ

ー
シ

ョ
ン

の
向

上
に

 

努
め

て
い

る
 

４
．

従
業

員
の

介
護

能
力

と
就

労
ニ

ー
ズ

を
把

握
し

な
が

ら
能

力
開

発
に

努
め

て
い

る
 

５
．

従
業

員
の

悩
み

や
不

安
・

不
満

、
疑

問
点

等
に

つ
い

て
、

上
司

や
同

僚
に

気
軽

に
相

談
で

き

る
体

制
づ

く
り

に
努

め
て

い
る

 

６
．

外
国

人
従

業
員

の
雇

用
を

含
め

、
多

様
な

方
法

を
検

討
し

て
い

る
 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ）

 

８
．

特
に

な
い

 

 問
3
0
 

貴
事

業
所

で
は

、
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
た

め
に

、
今

後
ど

の
よ

う
な

視
点

を

重
視

し
た

取
組

が
必
要

だ
と

思
い

ま
す

か
。
（

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

基
本

的
な

技
術

や
実

践
的

知
識

の
向

上
 

２
．

利
用

者
の

状
態

に
応

じ
た

応
用

技
術

の
向

上
 

３
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

技
術

や
ア

セ
ス

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

 

４
．

利
用

者
へ

の
対

応
の

仕
方

な
ど

マ
ナ

ー
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術
の

向
上

 

５
．

苦
情

や
相

談
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

６
．

処
遇

困
難

者
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

７
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

し
て

の
基

本
姿

勢
の

徹
底

 

８
．

制
度

に
関

す
る

最
新

情
報

の
取

得
 

９
．

第
三

者
評

価
の

実
施

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

を
除

く
）

 

1
0

．
事

業
所

内
で

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の

構
築

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
特

に
な

い
 

   
 

1
1

／
1

５
 

 問
2
6
 

貴
事
業

所
で
「

い
や

が
ら

せ
・
不

当
な

要
求
・
暴

力
」
の

対
応

策
と

し
て

、
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

こ
と

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て
を

選
択

）
 

１
．
「

い
や

が
ら

せ
・

不
当

な
要

求
・

暴
力

」
に

対
す

る
事

業
者

と
し

て
の

基
本

方
針

の
決

定
 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

 問
2
7
 

介
護

・
福

祉
現

場
で

働
く

職
員

が
、

利
用

者
・

家
族

等
か

ら
カ

ス
タ

マ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
受

け
た

場

合
の

相
談

窓
口

（
川

崎
市

介
護

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

向
け

カ
ス

タ
マ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
相

談

窓
口

）
が

あ
る

こ
と

を
知

っ
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

知
っ

て
い

る
 

 
２

．
知

ら
な

い
 

 問
2
8
 

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
は

、
虐

待
あ

る
い

は
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
を

発
見

し
た

り
、

サ
ー

ビ
ス

提
供

事

業
者

か
ら

報
告

が
あ

っ
た

場
合

、
ど

の
よ

う
な

対
応

を
と

っ
て

い
ま

す
か

。
ま

た
、
実
際

に
そ

の
よ

う
な

例
が

な
い

場
合

ど
の

よ
う

な
対

応
を

と
る

よ
う

に
し

て
い

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

事
業

所
内

の
上

司
や

同
僚

に
相

談
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

 

２
．

他
事

業
所

の
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

に
相

談
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

 

３
．

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

に
相

談
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

 

４
．

川
崎

市
の

作
成

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

参
考

と
し

て
、

対
応

を
検

討
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

 

５
．

行
政

に
相

談
す

る
よ

う
に

し
て

い
る

 

６
．

誰
に

も
相

談
せ

ず
自

分
で

対
応

し
て

い
る

 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

８
．

特
に

対
応

は
考

え
て

い
な

い
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1
4

／
1

５
 

 問
3
3
 

貴
事
業

所
に

お
い

て
、

事
業

を
展

開
す

る
上

で
の

問
題

点
・

課
題
は

あ
り

ま
す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

利
用

者
の

確
保

が
困

難
 

２
．

人
材

の
確

保
が

困
難

 

３
．

従
業

員
の

雇
用

条
件

・
福

利
厚

生
が

不
十

分
 

４
．

事
務

な
ど

間
接

経
費

が
高

い
 

５
．

人
件

費
が

高
い

 

６
．

経
理

・
介

護
報

酬
請

求
事

務
な

ど
事

務
作

業
が

多
い

 

７
．

介
護

報
酬

が
低

い
 

８
．

介
護

報
酬

に
反

映
さ

れ
な

い
業

務
が

多
い

 

９
．

運
営

・
運

転
資

金
の

確
保

が
困

難
 

1
0

．
事

業
所

（
営

業
拠

点
）

の
確

保
・

維
持

が
困

難
 

1
1

．
従

来
か

ら
地

域
で

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
し

て
き

た
事

業
主

体
が

強
い

 

1
2

．
サ

ー
ビ

ス
提

供
地

域
内

に
他

の
事

業
者

が
多

す
ぎ

て
競

争
が

激
し

い
 

1
3

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
4

．
特

に
な

い
 

  
 

1
3

／
1

５
 

 

事
業

展
開

に
お

け
る

課
題

と
要

望
に

つ
い
て

お
う
か

が
い

し
ま

す
。

 

 問
3
1
 

貴
事
業

所
で

は
、

地
域

の
中

で
次

の
よ

う
な

取
組

を
行

っ
て

い
ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

介
護

保
険

外
の

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
 
 

２
．

事
業

所
の

設
備

や
建

物
等

を
地

域
に

開
放

 

３
．

祭
り

な
ど

の
地

域
行

事
に

事
業

所
と

し
て

参
加

 

４
．

町
内

会
・

自
治

会
等

に
メ

ン
バ

ー
と

し
て

参
加

・
日

常
的

な
関

係
づ

く
り

 

５
．

民
生

委
員

、
関

係
機

関
等

と
と

も
に

地
域

の
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
参

加
 
 

６
．

他
の

事
業

所
等

と
連

携
し

た
利

用
者

の
支

援
に

つ
い

て
手

順
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

 
 

７
．

地
域

や
学

校
に

お
い

て
介

護
や

健
康

づ
く

り
等

に
関

す
る

セ
ミ

ナ
ー

・
教

室
を

開
催

・
支

援
 
 

８
．

介
護

者
の

集
い

を
開

催
・

支
援

 

９
．

職
場

見
学

や
職

場
体

験
・

実
習

の
受

け
入

れ
 
 

1
0

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

受
け

入
れ

 

1
1

．
生

活
・

介
護

支
援

や
見

守
り

の
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
育

成
・

組
織

化
 

1
2

．
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

い
 

 問
3
2
 

貴
事
業

所
で

は
、

災
害

時
の

対
策

を
実

施
・

計
画

し
て

い
ま

す
か
。

 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
作

成
し

て
い

る
 

２
．

災
害

時
の

備
蓄

対
策

を
し

て
い

る
 

３
．

施
設

の
耐

震
対

策
（

ガ
ラ

ス
の

飛
散

防
止

・
棚

類
の

転
倒

防
止

な
ど

）
を

実
施

し
て

い
る

 

４
．

防
災

訓
練

な
ど

で
近

隣
の

住
民

組
織

（
町

内
会

、
自

主
防

災
組

織
）

と
連

携
し

た
こ

と
が

あ
る

 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

６
．

特
に

何
も

し
て

い
な

い
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2
／

1
8

 

 問
３

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
昨
年

度
の

収

支
の
状

況
は

い
か

が
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

黒
字

 
２

．
お

お
む

ね
収

支
均

衡
 

３
．

赤
字

 
４

．
わ

か
ら

な
い

 

 問
４

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
介
護

報
酬

請

求
事

務
に

か
か
る

時
間

は
、

１
か

月
あ

た
り

お
よ

そ
何

時
間

程
度

で
す

か
。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 複

数
の

方
が

か
か
わ

っ
て
い

る
場

合
、

そ
れ
ら
の

時
間

は
合

算
し
て
く

だ
さ
い

。
 

介
護

報
酬

請
求

事
務

に
か

か
る

時
間

は
、

合
計

し
て

お
よ

そ
〔

 
 

 
 

 
 

 
 

〕
時

間
程

度
 

  

貴
事
業
所
の
う
ち
、
依
頼
状
（
別
紙
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
 

 問
５

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
新
規

の
サ

ー

ビ
ス
依

頼
が

あ
っ

た
場

合
に

、
ど

の
程

度
対

応
（

提
供

）
で

き
る

体
制

に
あ

り
ま

す
か

。（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

対
応

で
き

る
体

制
に

な
い

 

２
．

５
件

未
満

な
ら

対
応

で
き

る
 

３
．

５
～

1
0

件
程

度
な

ら
対

応
で

き
る

 

４
．

1
1

～
2

0
件

程
度

な
ら

対
応

で
き

る
 

５
．

2
1

件
以

上
で

も
対

応
で

き
る

 

６
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
６

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
利
用

者
一

人

ひ
と

り
に

対
し

て
課

題
と

目
標

を
明

確
に

し
た

サ
ー

ビ
ス

提
供

計
画

に
基

づ
く

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
で

き

て
い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

実
施

で
き

て
い

る
 

２
．

７
～

９
割

程
度

の
ケ

ー
ス

で
実

施
で

き
て

い
る

 

３
．

４
～

６
割

程
度

の
ケ

ー
ス

で
実

施
で

き
て

い
る

 

４
．

２
～

３
割

程
度

の
ケ

ー
ス

で
実

施
で

き
て

い
る

 

５
．

ほ
と

ん
ど

実
施

で
き

て
い

な
い

 

  
 

１
／

1
8

 

 

川
崎

市
居

宅
介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
調

査
 

調
査

票
 

は
じ

め
に

、
貴

事
業

所
に

関
す
る

基
本

的
な

事
項

に
つ

い
て
、

ご
入

力
く

だ
さ

い
。

 

 

貴
事

業
所

名
（

文
字

を
入

力
）

 
 

法
人

の
種

類
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

株
式

会
社

 

２
．

有
限

会
社

 

３
．

医
療

法
人

 

４
．

社
会

福
祉

法
人

 

５
．

社
団

法
人

・
財

団
法

人
 

６
．

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

７
．

協
同

組
合

 

８
．

非
法

人
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

以
降

の
質

問
は

、
令

和
７
年

1
0
月

１
日
現

在
の

状
況

を
お

答
え
く

だ
さ
い

。
 

 貴
事
業
所
の
う
ち
、
依
頼
状
（
別
紙
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
の
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
 

 問
１

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

つ
い

て
、
職

員
の

実
人

数
を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
い

な
い
場

合
は

「
０

」
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
 
常

勤
＋
非

常
勤

（
常

勤
以

外
）

＝
合
計
に

な
る

よ
う
に
お

答
え

く
だ
さ

い
。

 

※
 
人

員
は
、

実
人

員
で

お
答

え
く

だ
さ

い
。

常
勤

と
非
常
勤

の
区

別
は
、

雇
用

形
態
に
よ

り
ま

す
。

 

常
 

勤
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 

合
 

計
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 問
２

 
依

頼
状

（
別

紙
）

に
記

載
さ

れ
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

の
実

利
用

者

数
は

何
人

で
す
か

。
（

数
字

を
入

力
）

 

①
 

依
頼

状
（

別
紙

）
記

載
の

サ
ー

ビ
ス

の
実

利
用

者
数

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

②
 

上
記

の
う

ち
川

崎
市

の
被

保
険

者
実

人
数

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 

ID
 

パ
ス

ワ
ー

ド
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4
／

1
8

 

 

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め
の

取
組

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま
す

。
 

 問
９

-
１

 
貴

事
業

所
の

介
護

保
険
の

指
定

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
従

事
す

る
従

業
員

（
①

訪
問

介
護

員
と
②

介

護
職

員
）
に

つ
い

て
、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

の
在

籍
者

数
、
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

７
年

９
月

3
0
日

ま
で

）
の

採
用

者
数

及
び

離
職

者
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

※
「

離
職

者
」
と

は
、
調

査
対

象
期

間
中
に

事
業

所
を
退
職

し
た

り
、

解
雇
さ

れ
た

方
を

い
い
、
他

企
業
へ

の
出

向
者

や
、

同
一

企
業

内
で

の
転
出
入

者
、

産
休

・
育
児
休

暇
取
得

者
を

除
く
。
 

※
 該

当
者

が
い

な
い
欄

は
、「

０
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ
い

。
 

 

在
籍

者
数

 
採

用
者

数
 

離
職

者
数

 

勤
続

年
数

別
離

職
者

数
 

１
年

未
満

 
１

年
以

上
 

３
年

未
満

 
3

年
以

上
 

２
職

種
（

計
）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

① 訪 問 介 護 員 

（ サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 は 含 ま ず ） 

訪
問

介
護

員
（

計
）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
労

働
者

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 
 

 

② 介 護 職 員  

（ 看 護 職 員 は 含 ま ず ） 

介
護

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
労

働
者

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 
 

 

3
／

1
8

 

 問
７

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
を

提
供

す
る

に
あ

た
り

、

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

の
連

携
や

ケ
ア

プ
ラ

ン
に

つ
い

て
、

問
題

と
感

じ
ら

れ
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
と

の
連

絡
が

と
り

に
く

い
 
 

２
．

ケ
ア

カ
ン

フ
ァ

レ
ン

ス
が

不
十

分
 

３
．

利
用

者
に

関
す

る
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
意

見
を

聞
い

て
ほ

し
い

 

４
．

ケ
ア

プ
ラ

ン
の

課
題

の
分

析
（

ア
セ

ス
メ

ン
ト

）
が

不
十

分
 

５
．

利
用

者
へ

の
訪

問
・

連
絡

が
不

十
分

 

６
．

ケ
ア

プ
ラ

ン
実

施
後

の
評

価
が

不
十

分
 

７
．

ケ
ア

プ
ラ

ン
が

利
用

者
の

状
況

に
対

応
し

て
い

な
い

 

８
．

利
用

者
の

変
化

や
ニ

ー
ズ

に
つ

い
て

対
応

が
遅

い
 

９
．

自
立

支
援

と
い

う
視

点
に

立
っ

た
ケ

ア
プ

ラ
ン

と
な

っ
て

い
な

い
 

1
0

．
介

護
保

険
以

外
の

サ
ー

ビ
ス

を
含

め
た

総
合

的
な

ケ
ア

プ
ラ

ン
と

な
っ

て
い

な
い

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
特

に
な

い
 

 問
８

 
貴

事
業

所
が

提
供

し
て

い
る

依
頼

状
（

別
紙

）
に

記
載

さ
れ

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
に

お
け

る
利

用
者

や
家

族

か
ら

あ
げ

ら
れ

る
苦
情

の
内

容
に

つ
い

て
、
次

の
中

か
ら

多
い

も
の

５
つ

ま
で

を
選

択
し
て

く
だ

さ
い

。
 

１
．

個
別

の
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

関
す

る
こ

と
 

２
．

サ
ー

ビ
ス

の
質

や
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

３
．

職
員

の
資

質
等

に
関

す
る

こ
と

 

４
．

認
定

調
査

や
要

介
護

認
定

結
果

に
関

す
る

こ
と

 

５
．

サ
ー

ビ
ス

利
用

等
の

手
続

き
に

関
す

る
こ

と
 

６
．

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
の

説
明

に
関

す
る

こ
と

 

７
．

利
用

料
や

保
険

料
負

担
に

関
す

る
こ

と
 

８
．

介
護

保
険

制
度

そ
の

も
の

に
関

す
る

こ
と

 

９
．

苦
情

に
つ

い
て

は
把

握
し

て
い

な
い

 

1
0

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
1

．
苦

情
は

な
い
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 問
1
0
 

貴
事

業
所

で
は

、
従

業
員

の
過

不
足

の
状

況
は

ど
う

で
す

か
。

従
業

員
全

体
と

、
職

種
別

に
ご

回
答

く

だ
さ

い
。（

①
～

⑧
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

、
当

該
職

種
が

い
な

い
場

合
は
「

６
.
当

該
職

種
は

い
な

い
」

を
選

択
）

）
 

※
 職

種
別

は
、

資
格
保

有
者

で
は

な
く
、
そ

の
仕
事

（
職

種
）

に
就
く
者

に
つ

い
て

ご
回

答
く

だ
さ
い
。

 

 
過

不
足

状
況

 
６

 
当

該
職

種
 

は
い

な
い

 
 

１
 

大
い

に
不

足
 

２
 

不
足

 
３

 
や

や
不

足
 

４
 

適
当

 
５

 
過

剰
 

①
 訪

問
介

護
員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

②
 サ

ー
ビ

ス
提

供
責

任
者

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

③
 介

護
職

員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

④
 看

護
職

員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑤
 生

活
相

談
員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

⑥
 Ｐ

Ｔ
・

Ｏ
Ｔ

・
Ｓ

Ｔ
等

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

⑦
 介

護
支

援
専

門
員

 

 
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

⑧
 従

業
員

全
体

で
み

た
場

合
 

（
上

記
①

～
⑦

に
つ

い
て

）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

  

問
1
0
-
１

 
「

⑧
従

業
員

全
体

で
み

た
場

合
」

で
「

１
．

大
い

に
不

足
」「

２
．

不
足

」「
３

．
や

や
不

足
」

と

答
え

た
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

不
足

※
し

て
い

る
理

由
は

ど
れ

で
す

か
。（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

※
「

不
足

」
と

は
、

募
集
を
必

要
と

し
て

い
る
こ
と

。
 

１
．

離
職

率
が

高
い

（
定

着
率

が
低

い
）

 

２
．

採
用

が
困

難
で

あ
る

 

３
．

事
業

を
拡

大
し

た
い

が
人

材
が

確
保

で
き

な
い

 

４
．

そ
の

他
（

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

問
1
0
-
２

 
「

２
．

採
用

が
困

難
で

あ
る

」
と

答
え

た
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

採
用

が
困

難
な

原
因

は
何

に
あ

る
と

お
考

え
で

す
か

。
（

あ
て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

労
働

時
間

が
長

い
 

５
．

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

機
会

が
不

十
分

 
９

．
そ

の
他

 

２
．

夜
勤

が
多

い
 

６
．

賃
金

が
低

い
 

 

３
．

休
み

が
取

り
に

く
い

 
７

．
仕

事
が

き
つ

い
（

身
体

的
・

精
神

的
）

 
 

４
．

雇
用

が
不

安
定

 
８

．
社

会
的

評
価

が
低

い
 

1
0

．
わ

か
ら

な
い

 

問
1
0
-
１

へ
 

問
1
1
へ

 

→
問

1
0
-
２

へ
 

→
問

1
1
へ

 

→
問

1
1
へ

 

5
／

1
8

 

 問
９

-
２

 
貴

事
業

所
の

介
護

保
険
の

指
定

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
従

事
す

る
従

業
員

（
③

サ
ー
ビ

ス
提

供
責

任

者
 
④

生
活

相
談

員
 
⑤

看
護

職
員

 
⑥

Ｐ
Ｔ
・
Ｏ

Ｔ
・
Ｓ

Ｔ
等

 
⑦

介
護

支
援

専
門

）
に

つ
い

て
、
令

和

７
年

1
0
月

１
日

現
在

の
在

籍
者

数
、
１

年
間
（

令
６

年
1
0
月

１
日

か
ら

令
和

７
年

９
月

3
0
日

ま
で

）

の
採

用
者

数
及

び
離

職
者

※
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

※
「

離
職

者
」
と

は
、
調

査
対

象
期

間
中
に

事
業

所
を
退
職

し
た

り
、

解
雇
さ

れ
た

方
を

い
い

、
他

企
業
へ

の
出

向
者

や
、

同
一

企
業

内
で

の
転
出
入

者
、

産
休

・
育
児
休

暇
取
得

者
を

除
く

。
 

※
 該

当
者

が
い

な
い
欄

は
、「

０
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ
い

。
 

  

 
 

 

在
籍

 
者

数
 

採
用

 
者

数
 

離
職

 
者

数
 

③ サ ー ビ ス 提 供 責 任 者 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

④ 生 活 相 談 員 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

⑤ 看 護 職 員 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 

在
籍

 
者

数
 

採
用

 
者

数
 

離
職

 
者

数
 

⑥ Ｐ Ｔ ・ Ｏ Ｔ ・ Ｓ Ｔ 等 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.
正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.
非

正
規

職
員

 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.
派

遣
職

員
 

人
 

 
 

⑦ 介 護 支 援 専 門 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.
正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.
非

正
規

職
員

 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.
派

遣
職

員
 

人
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8
／

1
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 問
1
3
 

貴
事

業
所

に
お

い
て

、
離

職
防

止
や

定
着

促
進

の
た

め
重

点
を

置
い

て
取

り
組
ん

だ
こ

と
は

ど
れ

で
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

賃
金

・
労

働
時

間
等

の
労

働
条

件
（

休
暇

を
取

り
や

す
く

す
る

こ
と

も
含

め
る

）
の

改
善

 

２
．

能
力

や
仕

事
ぶ

り
を

評
価

し
、

配
置

や
処

遇
へ

の
反

映
 

３
．

職
員

の
仕

事
内

容
と

必
要

な
能

力
等

の
明

示
 

４
．

キ
ャ

リ
ア

に
応

じ
た

給
与

体
系

の
整

備
 

５
．

非
正

規
職

員
か

ら
正

規
職

員
へ

の
転

換
の

機
会

を
設

け
る

こ
と

 

６
．

新
人

の
指

導
担

当
・

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
設

置
 

７
．

能
力

開
発

の
充

実
（

社
内

研
修

、
社

外
講

習
等

の
受

講
・

支
援

等
）

 

８
．

管
理

者
・

リ
ー

ダ
ー

層
の

部
下

育
成

や
動

機
付

け
能

力
向

上
に

向
け

た
教

育
研

修
の

実
施

 

９
．

労
働

時
間

（
時

間
帯

・
総

労
働

時
間

）
の

希
望

を
聞

く
こ

と
 

1
0

．
仕

事
内

容
の

希
望

を
聞

く
こ

と
（

持
ち

場
の

移
動

な
ど

）
 

1
1

．
悩

み
、

不
満

、
不

安
な

ど
の

相
談

窓
口

を
設

け
て

い
る

（
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

）
 

1
2

．
健

康
対

策
や

健
康

管
理

に
力

を
入

れ
る

こ
と

 

1
3

．
職

場
内

の
仕

事
上

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
円

滑
化

を
図

る
こ

と
 

1
4

．
経

営
者

・
管

理
者

と
従

業
員

が
経

営
方

針
、

ケ
ア

方
針

を
共

有
す

る
機

会
の

設
置

 

1
5

．
業

務
改

善
や

効
率

化
等

に
よ

る
働

き
や

す
い

職
場

づ
く

り
に

力
を

入
れ

る
こ

と
 

1
6

．
福

利
厚

生
を

充
実

さ
せ

、
職

場
内

の
交

流
を

深
め

る
こ

と
（

同
好

会
、

親
睦

会
の

実
施

含
む

）
 

1
7

．
職

場
環

境
を

整
え

る
こ

と
（

休
憩

室
、

談
話

室
、

出
社

時
に

座
れ

る
席

の
確

保
な

ど
）

 

1
8

．
子

育
て

支
援

を
行

う
こ

と
（

子
ど

も
預

か
り

所
の

設
置

や
保

育
費

用
支

援
等

）
 

1
9

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

2
0

．
特

に
取

り
組

ん
だ

こ
と

は
な

い
 

 問
1
4
 

貴
事

業
所
で

は
、

過
去

１
年

間
（

令
和

６
年

1
0
月
１

日
～

令
和

７
年

９
月

3
0
日

）
に

採
用

し
た

職
員

の
人

数
や

質
を

ど
の
よ

う
に

評
価

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

人
数

・
質

と
も

に
確

保
で

き
て

い
る

 

２
．

人
数

は
確

保
で

き
て

い
る

が
、

質
に

は
満

足
し

て
い

な
い

 

３
．

質
に

は
満

足
だ

が
、

人
数

は
確

保
で

き
て

い
な

い
 

４
．

人
数

・
質

と
も

に
確

保
で

き
て

い
な

い
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1
0

／
1

8
 

 

問
1
6
-
２

 
算

定
し

て
い

る
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｅ

を
ど

の
よ

う
に

活
用

し
て
い

ま
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

自
施

設
の

利
用

者
像

や
課

題
の

把
握

 

２
．

ケ
ア

の
実

施
状

況
の

把
握

 

３
．

ケ
ア

の
結

果
の

把
握

 

４
．

ケ
ア

の
在

り
方

の
見

直
し

 

５
．

利
用

者
や

家
族

へ
の

説
明

 

６
．

施
設

内
の

管
理

指
標

と
し

て
の

活
用

 

７
．

職
員

間
で

の
情

報
共

有
 

８
．

活
用

し
て

い
な

い
 

 問
1
7
 

以
下
の

取
組

に
つ

い
て

、
貴

事
業

所
が

実
施

し
て

い
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

事
業

所
内

の
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

運
営

規
程

を
掲

示
し

て
い

る
 

２
．

事
業

所
独

自
の

方
法

で
、

定
期

的
に

自
ら

の
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

利
用

者
か

ら
サ

ー
ビ

ス
の

質
に

関
す

る
評

価
を

受
け

て
い

る
 

４
．

第
三

者
機

関
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

の
質

に
関

す
る

評
価

を
受

け
て

い
る

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報

の
公

表
を

除
く

）
 

５
．

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
基

本
的

な
業

務
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

６
．

苦
情

・
相

談
対

応
窓

口
（

担
当

な
ど

）
を

設
置

し
て

い
る

 

７
．

苦
情

・
相

談
へ

の
対

応
に

関
す

る
手

続
き

等
を

定
め

た
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ

れ
た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

８
．

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

や
家

族
の

個
人

情
報

に
関

す
る

守
秘

義
務

を
職

員
に

徹
底

し
て

い

る
 

９
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

中
に

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

手
順

、
責

任
者

等
を

定
め

た
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
0

．
感

染
症

の
予

防
や

発
生

し
た

場
合

の
蔓

延
防

止
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
1

．
職

員
に

対
す

る
健

康
診

断
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
2

．
職

員
に

対
す

る
感

染
症

の
予

防
接

種
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
3

．
上

記
に

つ
い

て
行

っ
て

い
る

も
の

は
な

い
 

 
 

9
／

1
8

 

 問
1
5
 

貴
事
業

所
で

は
、
「

介
護

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
の

キ
ャ

リ
ア

段
位
制

度
※
」

を
導

入
し

て
い

ま
す

か
。

 

（
１

つ
を

選
択

）
 

※
「
介
護
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
キ
ャ
リ
ア
段
位
制
度

」
と
は
、
介
護
職
員
の
職

業
能
力
（
実
践
的
ス
キ
ル
）
を
評
価
す

る
仕

組
み

で
あ
り
、

介
護
事
業

所
ご

と
に
バ

ラ
バ
ラ
で

な
い
共

通
の
評

価
基
準
を

つ
く
り
、

人
材

育
成

を
目

指
す

制
度

で
す
。
 

１
．

す
で

に
導

入
し

て
お

り
、

評
価

者
（

ア
セ

ッ
サ

ー
）

登
録

者
が

い
る

 
 

２
．

す
で

に
導

入
し

て
お

り
、

レ
ベ

ル
認

定
に

取
り

組
む

、
ま

た
は

レ
ベ

ル
認

定
を

受
け

た
 

介
護

職
員

が
い

る
 

３
．

導
入

を
予

定
し

て
い

る
 

４
．

当
面

導
入

の
予

定
は

な
い

 

５
．

こ
の

制
度

を
知

ら
な

い
 

 問
1
6
 

L
IF

E
関

連
加

算
を

算
定

可
能

な
通

所
介

護
・

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
・

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

・

地
域

密
着

型
通

所
介

護
・

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
・

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
（

対
象

外
の

事
業

所
は

、
問

1
7

へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
）

 

貴
事

業
所

で
は

、
Ｌ

Ｉ
Ｆ

Ｅ
関

連
加

算
を

算
定

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

は
い

 

２
．

い
い

え
 

 

問
1
6
-
１

 
算

定
し

て
い

な
い

事
業

所
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

貴
事

業
所

で
、

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｅ

の
活

用
に
お

い
て

課
題

だ
と

感
じ

て
い

る
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

L
IF

E
へ

の
入

力
の

手
間

（
時

間
の

確
保

）
 

２
．

L
IF

E
や

L
IF

E
関

連
加

算
に

つ
い

て
の

職
員

へ
の

教
育

 

３
．

L
IF

E
関

連
加

算
の

理
解

 

４
．

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

活
用

方
法

が
わ

か
ら

な
い

 

５
．

L
IF

E
の

操
作

方
法

の
理

解
 

６
．

L
IF

E
入

力
項

目
に

関
す

る
実

地
指

導
へ

の
不

安
 

７
．

L
IF

E
の

入
力

や
L
IF

E
関

連
加

算
算

定
の

た
め

の
人

員
が

確
保

で
き

な
い

 

８
．

P
C

や
介

護
記

録
ソ

フ
ト

な
ど

の
L
IF

E
へ

の
入

力
機

器
の

整
備

 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
0

．
課

題
な

し
 

 
 

→
問

1
6
-
２

へ
 

→
問

1
6
-
１

へ
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1
2

／
1
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 問
2
0
 

貴
事
業

所
で

は
、
事

故
や
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

」
に

関
す

る
周

知
、
ま

た
は

研
修

等
を

行
っ

て
い
ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

定
期

的
に

資
料

の
回

覧
な

ど
で

周
知

を
し

て
注

意
喚

起
を

行
っ

て
い

る
 

２
．

定
期

的
に

会
議

・
打

合
せ

で
議

題
と

し
て

提
示

し
て

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

定
期

的
に

研
修

等
を

行
い

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

４
．

特
に

対
応

し
て

い
な

い
 

 問
2
1
 

貴
事
業

所
で

は
、

利
用

者
か

ら
の

「
セ

ク
ハ

ラ
」
「

い
や

が
ら

せ
・

不
当

な
要

求
・
暴

力
」

の
発

生
に

つ
い

て
は

、
ひ

と
月
に

何
件

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

。
（

①
②

そ
れ

ぞ
れ

１
つ

を
選

択
、

数
字

を
入

力
）

 

 
１

 

あ
る

 

２
 

発
生

し
て

い
な

い
 

３
 

把
握

し
て

い
な

い
 

①
 
セ

ク
ハ

ラ
 

１
．
〔

 
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

②
 
い

や
が

ら
せ

・
 

不
当

な
要

求
・

暴
力

 
１

．
〔

 
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

 問
2
2
 

貴
事

業
所

で
「

セ
ク

ハ
ラ

」
の

対
応

策
と

し
て

、
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
る
こ

と
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．
「

セ
ク

ハ
ラ

」
に

対
す

る
事

業
者

と
し

て
の

基
本

方
針

の
決

定
 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

 問
2
3
 

貴
事
業

所
で
「

い
や

が
ら

せ
・
不

当
な

要
求
・
暴

力
」
の

対
応

策
と
し

て
、
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
る

こ
と

を
教

え
て

く
だ
さ

い
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て
を

選
択

）
 

１
．
「

い
や

が
ら

せ
・

不
当

な
要

求
・

暴
力

」
に

対
す

る
事

業
者

と
し

て
の

基
本

方
針

の
決

定
 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

  
 

1
1

／
1

8
 

 問
1
8
 

貴
事
業

所
に

お
け

る
職

員
の

研
修

参
加

状
況

に
つ

い
て

お
う

か
が
い

し
ま

す
。

 

過
去
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
の

職
員

の
研

修
参

加
状

況
に

つ
い

て
、

あ
て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、
常

勤
と

非
常

勤
の

区
別

は
、
雇

用
形

態
に

よ

り
ま
す

。
 

１
．

常
勤

職
員

の
参

加
が

あ
っ

た
 

２
．

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
職

員
の

参
加

が
あ

っ
た

 

３
．

参
加

し
た

職
員

は
い

な
い

 

 

問
1
8
-
１

 
「
常

勤
職

員
ま

た
は

非
常
勤

職
員

の
参

加
が

あ
っ

た
」

と
答

え
た

事
業

所
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

過
去

１
年

間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
で

、
職

員
は

ど
の

よ
う

な
研

修
に

参
加

し
ま
し

た
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

技
術

・
知

識
 

２
．

介
護

保
険

制
度

や
関

係
法

令
 

３
．

安
全

対
策

（
事

故
時

の
応

急
措

置
等

）
、

接
遇

・
マ

ナ
ー

 

４
．

情
報

共
有

、
記

録
・

報
告

方
法

 

５
．

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
 

６
．

事
例

検
討

 

７
．

資
格

取
得

の
た

め
の

研
修

 

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

９
．

い
ず

れ
も

行
っ

て
い

な
い

 

 

問
1
8
-
２

 
過

去
１

年
間

（
令

和
６

年
1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
で

、
職

員
の
研

修
へ

の
参

加

状
況

は
ど

の
程

度
で

す
か

。
（

１
つ
を

選
択

）
 

１
．

す
べ

て
の

職
員

が
何

ら
か

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

 

２
．

職
員

の
７

～
９

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

３
．

職
員

の
４

～
６

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

４
．

職
員

の
２

～
３

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

５
．

職
員

の
１

割
程

度
、

あ
る

い
は

そ
れ

以
下

し
か

、
研

修
に

参
加

し
て

い
な

い
 

 問
1
9
 

貴
事
業

所
で

は
、
事

故
や
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

」
に

つ
い

て
は

、
ひ

と
月

に
何

件
く

ら
い

あ
り
ま

す

か
。
（

１
つ

を
選

択
、

数
字

を
入

力
）

 

１
．

ひ
と

月
〔

 
 

 
 

 
〕

件
く

ら
い

 

２
．

発
生

し
て

い
な

い
 

３
．

把
握

し
て

い
な

い
 

→
問

18
-
１

・
２

へ
 

→
問

1
9
へ
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1
4

／
1

8
 

 問
2
9
 

貴
事
業

所
で

は
、

次
の

介
護

福
祉

機
器

を
導

入
し

て
い

る
も

の
は
あ

り
ま

す
か

。
 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

移
動

用
リ

フ
ト

（
立

位
補

助
機

〔
ス

タ
ン

デ
ィ

ン
グ

マ
シ

ー
ン

〕
を

含
む

）
 

２
．

自
動

車
用

車
い

す
リ

フ
ト

（
福

祉
車

両
の

場
合

は
、

車
両

本
体

を
除

い
た

リ
フ

ト
部

分
の

み
）
 

３
．

エ
ア

ー
マ

ッ
ト

（
体

位
変

換
機

能
を

有
す

る
も

の
の

み
）

 

４
．

ベ
ッ

ド
（

傾
斜

角
度

、
高

さ
が

調
整

で
き

る
も

の
。

マ
ッ

ト
レ

ス
は

除
く

）
 

５
．

座
面

昇
降

機
能

付
き

車
い

す
 

６
．

特
殊

浴
槽

（
移

動
用

リ
フ

ト
と

共
に

稼
働

す
る

も
の

、
側

面
が

開
閉

可
能

な
も

の
）

 

７
．

ス
ト

レ
ッ

チ
ャ

ー
（

入
浴

用
に

使
用

す
る

も
の

を
含

む
）

 

８
．

シ
ャ

ワ
ー

キ
ャ

リ
ー

 

９
．

昇
降

装
置

（
人

の
移

動
に

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）

 

1
0

．
車

い
す

体
重

計
 

1
1

．
各

種
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
（

具
体

的
な

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
そ

の
他

介
護

福
祉

機
器

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
い

ず
れ

も
導

入
し

て
い

な
い

 

 問
3
0
 

次
の

介
護

福
祉

機
器

の
う

ち
、

導
入

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

従
業

員
の

身
体
的

負
担

軽
減

や
腰

痛
予

防
、

緩
和

等
に

効
果

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）
 

１
．

移
動

用
リ

フ
ト

（
立

位
補

助
機

〔
ス

タ
ン

デ
ィ

ン
グ

マ
シ

ー
ン

〕
を

含
む

）
 

２
．

自
動

車
用

車
い

す
リ

フ
ト

（
福

祉
車

両
の

場
合

は
、

車
両

本
体

を
除

い
た

リ
フ

ト
部

分
の

み
）
 

３
．

エ
ア

ー
マ

ッ
ト

（
体

位
変

換
機

能
を

有
す

る
も

の
の

み
）

 

４
．

ベ
ッ

ド
（

傾
斜

角
度

、
高

さ
が

調
整

で
き

る
も

の
。

マ
ッ

ト
レ

ス
は

除
く

）
 

５
．

座
面

昇
降

機
能

付
き

車
い

す
 

６
．

特
殊

浴
槽

（
移

動
用

リ
フ

ト
と

共
に

稼
働

す
る

も
の

、
側

面
が

開
閉

可
能

な
も

の
）

 

７
．

ス
ト

レ
ッ

チ
ャ

ー
（

入
浴

用
に

使
用

す
る

も
の

を
含

む
）

 

８
．

シ
ャ

ワ
ー

キ
ャ

リ
ー

 

９
．

昇
降

装
置

（
人

の
移

動
に

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）

 

1
0

．
車

い
す

体
重

計
 

1
1

．
各

種
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
（

具
体

的
な

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
そ

の
他

介
護

福
祉

機
器

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
い

ず
れ

も
効

果
は

期
待

で
き

な
い

 

  
 

1
3

／
1

8
 

 問
2
4
 

介
護

・
福

祉
現

場
で

働
く

職
員

が
、

利
用

者
・

家
族

等
か

ら
カ

ス
タ

マ
ー

ハ
ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

た
場

合
の

相
談

窓
口

（
川

崎
市

介
護

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

向
け

カ
ス

タ
マ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
相

談

窓
口

）
が

あ
る

こ
と
を

知
っ

て
い

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

知
っ

て
い

る
 

 
２

．
知

ら
な

い
 

 問
2
5
 

貴
事
業

所
で

は
、

虐
待

の
発

生
に

つ
い

て
、

把
握

し
て

い
ま

す
か
。
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

虐
待

の
発

生
を

把
握

し
て

い
る

 
３

．
虐

待
の

有
無

を
把

握
し

て
い

な
い

 

２
．

虐
待

は
発

生
し

て
い

な
い

 
 

 問
2
6
 

貴
事
業

所
で

こ
れ

ま
で

確
認

さ
れ

た
虐

待
事

例
の

原
因

に
つ

い
て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．
現

場
に

対
す

る
認

識
不

足
等

に
よ

る
指

導
不

足
 

４
．

職
員

育
成

が
不

十
分

 

２
．

介
護

方
針

の
不

明
確

さ
 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
）

 

３
．

ケ
ア

体
制

が
不

十
分

 
６

．
虐

待
は

発
生

し
て

い
な

い
・

把
握

し
て

い
な

い
 

 問
2
7
 

貴
事
業

所
で

虐
待

の
対

応
策

と
し

て
、

具
体

的
に

取
り

組
ん

で
い
る

こ
と

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

虐
待

に
対

す
る

事
業

者
と

し
て

の
基

本
方

針
の

決
定

 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

 問
2
8
 

貴
事

業
所

で
は

、
虐

待
あ

る
い

は
虐

待
が

疑
わ

れ
る

ケ
ー

ス
に

つ
い

て
、

ど
の
よ

う
な

対
応

を
し

て
い

ま
す

か
。
ま

た
、
実

際
に

そ
の
よ

う
な

例
が

な
い

場
合

、
ど

の
よ

う
な

対
応

を
と

る
よ

う
に
準

備
し

て
い

ま
す

か
。

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

発
見

し
た

場
合

、
管

理
者

に
報

告
す

る
よ

う
指

導
し

て
い

る
 

２
．

事
業

所
内

の
上

司
や

同
僚

に
相

談
で

き
る

環
境

を
整

え
て

い
る

 

３
．

事
業

所
独

自
の

対
応

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

作
成

（
準

備
）

し
て

い
る

 

４
．

川
崎

市
の

作
成

す
る

マ
ニ

ュ
ア

ル
の

周
知

に
努

め
て

い
る

 

５
．

行
政

や
地

域
包

括
支

援
セ

ン
タ

ー
に

相
談

す
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

 

６
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
に

報
告

す
る

よ
う

指
導

し
て

い
る

 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

８
．

特
に

対
応

は
考

え
て

い
な

い
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1
6

／
1

8
 

 

事
業

展
開

に
お

け
る

課
題
と

要
望

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま

す
。

 

 問
3
3
 

貴
事
業

所
で

は
、

地
域

の
中

で
次

の
よ

う
な

取
組

を
行

っ
て

い
ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

保
険

外
の

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
 
 

２
．

事
業

所
の

設
備

や
建

物
等

を
地

域
に

開
放

 

３
．

祭
り

な
ど

の
地

域
行

事
に

事
業

所
と

し
て

参
加

 

４
．

町
内

会
・

自
治

会
等

に
メ

ン
バ

ー
と

し
て

参
加

・
日

常
的

な
関

係
づ

く
り

 

５
．

民
生

委
員

、
関

係
機

関
等

と
と

も
に

地
域

の
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
参

加
 
 

６
．

他
の

事
業

所
等

と
連

携
し

た
利

用
者

の
支

援
に

つ
い

て
手

順
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

 
 

７
．

地
域

や
学

校
に

お
い

て
介

護
や

健
康

づ
く

り
等

に
関

す
る

セ
ミ

ナ
ー

・
教

室
を

開
催

・
支

援
 
 

８
．

介
護

者
の

集
い

を
開

催
・

支
援

 

９
．

職
場

見
学

や
職

場
体

験
・

実
習

の
受

け
入

れ
 
 

1
0

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

受
け

入
れ

 

1
1

．
生

活
・

介
護

支
援

や
見

守
り

の
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
育

成
・

組
織

化
 

1
2

．
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

い
 

 問
3
4
 

貴
事
業

所
で

は
、

災
害

時
の

対
策

を
実

施
・

計
画

し
て

い
ま

す
か
。

 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
作

成
し

て
い

る
 

２
．

災
害

時
の

備
蓄

対
策

を
し

て
い

る
 

３
．

施
設

の
耐

震
対

策
（

ガ
ラ

ス
の

飛
散

防
止

・
棚

類
の

転
倒

防
止

な
ど

）
を

実
施

し
て

い
る

 

４
．

防
災

訓
練

な
ど

で
近

隣
の

住
民

組
織

（
町

内
会

、
自

主
防

災
組

織
）

と
連

携
し

た
こ

と
が

あ
る

 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

６
．

特
に

何
も

し
て

い
な

い
 

  
 

1
5

／
1

8
 

 問
3
1
 

貴
事

業
所

で
は

、
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
の

導
入

予
定

が
あ

り
ま

す
か

。
な

お
、

介
護
ロ

ボ
ッ

ト
の

例
に

つ
い

て
は

、
問

3
1-
１

の
選

択
肢

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
で

に
導

入
し

て
い

る
 

２
．

導
入

を
予

定
（

検
討

）
し

て
い

る
 

３
．

導
入

の
予

定
は

な
い

 

 

問
3
1
-
１

 
「

１
．

す
で

に
導

入
し

て
い

る
」「

２
．

導
入

を
予

定
（

検
討

）
し

て
い

る
」

と
答

え
た

事
業

所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

ど
の

よ
う

な
介
護

ロ
ボ

ッ
ト

が
、

介
護

職
員

の
負

担
軽

減
に

効
果

が
あ

る
と
思

い
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

す
る

人
が

腰
な

ど
に

か
か

る
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

に
装

着
す

る
機

器
 

２
．

要
介

護
者

を
抱

え
上

げ
、

ベ
ッ

ド
や

車
い

す
な

ど
へ

の
移

乗
を

補
助

す
る

機
器

 

３
．

外
出

す
る

高
齢

者
向

け
の

電
動

ア
シ

ス
ト

付
き

手
押

し
車

 

４
．

要
介

護
者

の
排

せ
つ

物
を

自
動

的
に

処
理

す
る

機
器

 

５
．

セ
ン

サ
ー

や
通

信
機

能
を

備
え

、
要

介
護

者
の

見
守

り
を

支
援

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム
 

６
．

癒
し

や
セ

ラ
ピ

ー
効

果
を

目
的

と
し

た
ロ

ボ
ッ

ト
 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 問
3
2
 

貴
事

業
所

で
は

、
職

員
の

質
の

確
保

・
向

上
を

図
る

た
め

に
、

今
後

ど
の

よ
う
な

視
点

を
重

視
し

た
取

組
が

必
要

だ
と

思
い
ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

基
本

的
な

技
術

や
実

践
的

知
識

の
向

上
 

２
．

利
用

者
の

状
態

に
応

じ
た

応
用

技
術

の
向

上
 

３
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

技
術

や
ア

セ
ス

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

 

４
．

利
用

者
へ

の
対

応
の

仕
方

な
ど

マ
ナ

ー
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術
の

向
上

 

５
．

苦
情

や
相

談
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

６
．

処
遇

困
難

者
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

７
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
と

し
て

の
基

本
姿

勢
の

徹
底

 

８
．

制
度

に
関

す
る

最
新

情
報

の
取

得
 

９
．

第
三

者
評

価
の

実
施

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

を
除

く
）

 

1
0

．
事

業
所

内
で

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の

構
築

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
特

に
な

い
 

 
 

→
問

3
1
-
１

へ
 

→
問

3
2
へ
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1
7

／
1

8
 

 問
3
5
 

令
和

９
年

度
末

ま
で

に
、

貴
法

人
が

川
崎

市
内

に
お

い
て

拡
充

さ
せ

た
い

と
考

え
て

い
る

サ
ー

ビ
ス

、

あ
る

い
は

新
た

に
参
入

を
予

定
し

て
い

る
サ

ー
ビ

ス
は

あ
り

ま
す

か
。（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
） 

１
．

居
宅

介
護

支
援

 
1

6
．

短
期

入
所

療
養

介
護

 

２
．

訪
問

介
護

 
1

7
．

福
祉

用
具

貸
与

 

３
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
 

1
8

．
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
 

４
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 
1

9
．

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
 

５
．

訪
問

入
浴

介
護

 
2

0
．

介
護

専
用

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 

６
．

訪
問

看
護

 
2

1
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

 

７
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

2
2

．
介

護
老

人
保

健
施

設
 

８
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

 
2

3
．

介
護

医
療

院
 

９
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

2
4

．
定

員
3

0
人

未
満

の
介

護
老

人
福

祉
施

設
 

1
0

．
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
2

5
．

定
員

3
0

人
未

満
で

介
護

専
用

型
の

特
定

施
設

 

1
1

．
通

所
介

護
 

2
6

．
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
 

1
2

．
療

養
通

所
介

護
 

2
7

．
サ

ー
ビ

ス
付

き
高

齢
者

向
け

住
宅

 

1
3

．
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
 

2
8

．
川

崎
市

内
を

範
囲

に
参

入
意

向
の

あ
る

サ
ー

ビ
ス

は
な

い
 

1
4

．
通

所
リ

ハ
ビ

リ
テ

ー
シ

ョ
ン

 
2

9
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
5

．
短

期
入

所
生

活
介

護
 

3
0

．
未

定
で

あ
る

 

 問
3
6
 

貴
事
業

所
が

、
事

業
を

展
開

す
る

上
で

の
問

題
点

・
課

題
は

あ
り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

利
用

者
の

確
保

が
困

難
 

２
．

人
材

の
確

保
が

困
難

 

３
．

従
業

員
の

雇
用

条
件

・
福

利
厚

生
が

不
十

分
 

４
．

事
務

な
ど

間
接

経
費

が
高

い
 

５
．

人
件

費
が

高
い

 

６
．

経
理

・
介

護
報

酬
請

求
事

務
な

ど
事

務
作

業
が

多
い

 

７
．

介
護

報
酬

が
低

い
 

８
．

介
護

報
酬

に
反

映
さ

れ
な

い
業

務
が

多
い

 

９
．

運
営

・
運

転
資

金
の

確
保

が
困

難
 

1
0

．
事

業
所

（
営

業
拠

点
）

の
確

保
・

維
持

が
困

難
 

1
1

．
従

来
か

ら
地

域
で

サ
ー

ビ
ス

提
供

を
し

て
き

た
事

業
主

体
が

強
い

 

1
2

．
サ

ー
ビ

ス
提

供
地

域
内

に
他

の
事

業
者

が
多

す
ぎ

て
競

争
が

激
し

い
 

1
3

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
4

．
特

に
な

い
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2
／

2
０

 

 

こ
こ

か
ら

の
質

問
は

、
併

設
サ

ー
ビ

ス
を
除

い
て
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
 

 

貴
施

設
の

基
本

的
事

項
に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し
ま

す
。

 

 問
１

 
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

、
貴

施
設

に
お

け
る

職
員

の
実

人
数

を
お

答
え

く
だ
さ

い
。

 

（
数

字
を

入
力

）
 

※
 
い

な
い
場

合
は

「
０

」
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

※
 
常

勤
＋
非

常
勤

（
常

勤
以

外
）

＝
合
計
に

な
る

よ
う
に
お

答
え

く
だ
さ

い
。

 

※
 
人

員
は
、

実
人

員
で

お
答

え
く

だ
さ

い
。

常
勤

と
非
常
勤

の
区

別
は
、

雇
用

形
態
に
よ

り
ま

す
。

 

常
 

勤
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 

合
 

計
 

 
 

 
 

 
〔

 
 

 
 

 
 

 
〕

人
 

 問
２

 
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

、
貴

施
設

の
入

所
者

で
、

在
宅

生
活

が
可

能
な

心
身

の
状
態

の
人

は
い

ま
す

か
。
（

家
族

や
住

宅
の

状
況

は
勘

案
せ

ず
、

心
身
の

状
況

の
み

を
判

断
の

対
象

と
し

て
く

だ
さ

い
。
）

 

（
数

字
を

入
力

）
 

※
 い

な
い

場
合

は
「
０

」
を
入

力
し

て
く

だ
さ
い
。

 

 問
３

 
貴

施
設

に
お

け
る

令
和

５
年

４
月

１
日

～
令

和
６

年
３

月
3
1
日

の
退

所
者

に
つ

い
て
、

退
所

先
ま

た
は

退
所

理
由
ご

と
の

実
人

数
は

、
そ

れ
ぞ

れ
何

人
で

す
か

。
（

数
字

を
入

力
）

 
※

 い
な

い
場

合
は
「
０

」
を

入
力

し
て
く
だ

さ
い
。

 
※

 最
下

欄
の

合
計
に
な

る
よ

う
に

入
力

し
て

く
だ
さ

い
。

 

退
所

先
ま
た

は
退

所
理

由
 

実
人

数
 

退
所

先
ま

た
は

退
所

理
由

 
実

人
数

 

①
在

 
宅

 
人

 
⑥

特
定

施
設

入
居

者
生

活
介

護
 

人
 

②
介

護
老

人
福

祉
施
設

 
人

 
⑦

病
 

院
 

人
 

③
介

護
老

人
保

健
施
設

 
人

 
⑧

死
 

亡
 

人
 

④
介

護
医

療
院

 
人

 
⑨

そ
の

他
 

人
 

⑤
認

知
症

対
応

型
共
同

生
活

介
護

 
人

 
①

～
⑨

 
合

 
計

 
人

 

 問
４

 
貴

施
設

に
お

け
る

介
護

保
険

施
設

サ
ー

ビ
ス

に
つ

い
て

、
昨

年
度

の
収

支
の

状
況
は

い
か

が
で

す
か

。
 

（
１
つ

を
選

択
）

 

１
．

黒
字

 
２

．
お

お
む

ね
収

支
均

衡
 

３
．

赤
字

 
４

．
わ

か
ら

な
い

 

  
 

在
宅

生
活

が
可

能
な

心
身

の
状

態
の

人
 

 
 

〔
 

 
 

 
 

 
 

〕
人

 

１
／

2
0

 

 

川
崎

市
介

護
保

険
施

設
等

調
査

 

調
査

票
 

は
じ

め
に

、
貴

施
設

に
関

す
る

基
本
的

な
事

項
に
つ

い
て

、
ご

入
力

く
だ
さ

い
。

 

 

貴
施

設
名

（
文

字
を

入
力

）
 

 

法
人

の
種

類
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

株
式

会
社

 

２
．

有
限

会
社

 

３
．

医
療

法
人

 

４
．

社
会

福
祉

法
人

 

５
．

社
団

法
人

・
財

団
法

人
 

６
．

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
 

７
．

協
同

組
合

 

８
．

非
法

人
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

令
和

７
年

1
0
月

１
日

現
在

、
貴

施
設
が

指
定

を
受

け
て

い
る

サ
ー

ビ
ス
す

べ
て

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 

な
お

、
こ

の
質

問
の

み
、

併
設

サ
ー

ビ
ス

も
選

択
の

対
象

と
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
サ

ー
ビ

ス
種

別
に

は
、

予
防

サ
ー

ビ
ス

も
含

む
）

 

１
．

居
宅

介
護

支
援

 
1

2
．

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

 

２
．

訪
問

介
護

 
1

3
．

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

３
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
 

1
4

．
短

期
入

所
生

活
介

護
 

４
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 
1

5
．

短
期

入
所

療
養

介
護

 

５
．

訪
問

入
浴

介
護

 
1

6
．

福
祉

用
具

貸
与

 

６
．

訪
問

看
護

 
1

7
．

認
知

症
対

応
型

共
同

生
活

介
護

 

７
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

1
8

．
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 

８
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

 
1

9
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

（
地

域
密

着
型

を
含

む
）

 

９
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

2
0

．
介

護
老

人
保

健
施

設
 

1
0

．
看

護
小

規
模

多
機

能
型

居
宅

介
護

 
2

1
．

介
護

医
療

院
 

1
1

．
通

所
介

護
 

 
 

ID
 

パ
ス

ワ
ー

ド
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4
／

2
０

 

 問
1
1
 

貴
施

設
に

お
け

る
利

用
者

や
家

族
か

ら
あ

げ
ら

れ
る

苦
情

の
内

容
に

つ
い

て
、

次
の

中
か

ら
多

い
も

の

５
つ

ま
で

を
選

択
し

て
く

だ
さ

い
。

 

１
．

個
別

の
サ

ー
ビ

ス
計

画
に

関
す

る
こ

と
 

２
．

サ
ー

ビ
ス

の
質

や
内

容
に

関
す

る
こ

と
 

３
．

職
員

の
資

質
等

に
関

す
る

こ
と

 

４
．

認
定

調
査

や
要

介
護

認
定

結
果

に
関

す
る

こ
と

 

５
．

サ
ー

ビ
ス

利
用

等
の

手
続

き
に

関
す

る
こ

と
 

６
．

制
度

や
サ

ー
ビ

ス
の

説
明

に
関

す
る

こ
と

 

７
．

利
用

料
や

保
険

料
負

担
に

関
す

る
こ

と
 

８
．

介
護

保
険

制
度

そ
の

も
の

に
関

す
る

こ
と

 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

1
0

．
苦

情
に

つ
い

て
は

把
握

し
て

い
な

い
 

1
1

．
苦

情
は

な
い

 

 

サ
ー

ビ
ス

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め
の

取
組

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま
す

。
 

 問
1
2
-
１

 
貴

施
設

の
介

護
保

険
の

指
定

介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

に
従

事
す

る
従

業
員
（

①
介

護
職

員
）
に

つ
い

て
、

令
和

７
年

1
0
月

１
日

現
在

の
在

籍
者

数
、
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

７
年

９
月

3
0

日
ま

で
）
の

採
用

者
数

及
び

離
職

者
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
ま

た
、
離

職
者

に
つ

い
て

は
、
１

年

間
の

離
職

者
数

を
勤

続
年

数
別

に
お

答
え
く

だ
さ

い
。

 

※
「

離
職

者
」
と

は
、
調

査
対

象
期

間
中
に

事
業

所
を
退
職

し
た

り
、

解
雇
さ

れ
た

方
を

い
い
、
他

企
業
へ

の
出

向
者

や
、

同
一

企
業

内
で

の
転
出
入

者
、

産
休

・
育
児
休

暇
取
得

者
を

除
く
。
 

※
 該

当
者

が
い

な
い
欄

は
、「

０
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ
い

。
 

 

在
籍

者
数

 
採

用
者

数
 

離
職

者
数

 

勤
続

年
数

別
離

職
者

数
 

１
年

未
満

 
１

年
以

上
 

３
年

未
満

 
3

年
以

上
 

① 介 護 職 員  

（ 看 護 職 員 は 含 ま ず ） 

介
護

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
労

働
者

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 
人

 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 
 

 

 
 

3
／

2
０

 

 問
５

 
貴

施
設

に
お

い
て

、
介

護
報

酬
請

求
事

務
に

か
か

る
時

間
は

、
１

か
月

あ
た

り
お

よ
そ

何
時

間
程

度
で

す

か
。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
複

数
の
方

が
か

か
わ

っ
て

い
る

場
合
、
そ

れ
ら

の
時
間
は

合
算

し
て
く

だ
さ

い
。
 

介
護

報
酬

請
求

事
務

に
か

か
る

時
間

は
、

合
計

し
て

お
よ

そ
〔

 
 

 
 

 
 

 
 

〕
時

間
程

度
 

 

以
降

の
質

問
は

、
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

の
状

況
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 
 

貴
施

設
に

お
け

る
サ

ー
ビ

ス
実
施

状
況

等
に

つ
い

て
お

う
か
が

い
し

ま
す

。
 

 

問
６

 
貴

施
設

で
は

、
施

設
サ

ー
ビ

ス
計

画
（

ケ
ア

プ
ラ

ン
）
に

、
利

用
者

や
家

族
の

要
望
・
意

向
を

ど
の

程
度

反
映

で
き

て
い

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
べ

て
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

４
．
２

～
３

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

２
．
７

～
９

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

５
．

ほ
と

ん
ど

反
映

で
き

て
い

な
い

 

３
．
４

～
６

割
程

度
の

ケ
ー

ス
で

反
映

で
き

て
い

る
 

 

 問
７

 
貴

施
設

で
は

、
施

設
利

用
者

に
定

期
的

に
歯

科
検

診
を

実
施

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

は
い

 
２

．
い

い
え

 

 問
８

 
貴

施
設

で
は

、
施

設
利

用
者
に

歯
科

専
門

職
に

よ
る

口
腔

ケ
ア

を
実
施

し
て

い
ま

す
か

。（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

は
い

 
２

．
い

い
え

 

 問
９

 
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
以

外
の

施
設

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

貴
施

設
に

お
け
る

、
ユ

ニ
ッ

ト
ケ

ア
へ

の
取

組
は

ど
の

よ
う

に
な

っ
て

い
ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

ハ
ー

ド
面

・
ケ

ア
の

実
践

と
も

に
、

実
際

に
ユ

ニ
ッ

ト
ケ

ア
を

実
施

し
て

い
る

 

２
．

ケ
ア

の
実

践
に

お
い

て
、

部
分

的
に

ユ
ニ

ッ
ト

ケ
ア

の
考

え
方

・
方

法
を

取
り

入
れ

て
い

る
 

３
．

ユ
ニ

ッ
ト

ケ
ア

の
導

入
を

具
体

的
に

検
討

し
て

い
る

段
階

で
あ

る
 

４
．

ユ
ニ

ッ
ト

ケ
ア

に
関

心
は

あ
る

が
、

実
際

の
動

き
は

な
い

 

５
．

ユ
ニ

ッ
ト

ケ
ア

の
導

入
は

考
え

て
い

な
い

（
あ

て
は

ま
ら

な
い

も
含

む
）

 

６
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

７
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
1
0
 

貴
施

設
に
お

い
て

、
連

絡
調

整
や

連
携

が
取

り
に

く
い

と
感

じ
る

関
連

機
関

等
は

あ
り

ま
す
か

。
 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

区
役

所
・

地
区

健
康

福
祉

ス
テ

ー
シ

ョ
ン

 
５

．
利

用
者

の
家

族
 

２
．

上
記

以
外

の
市

役
所

関
係

機
関

 
６

．
そ

の
他

 

３
．

地
域

包
括

支
援

セ
ン

タ
ー

 
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

４
．

か
か

り
つ

け
医

 
７

．
連

絡
調

整
や

連
携

が
困

難
な

関
連

機
関

等
は

な
い
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6
／

2
０

 

 問
1
3
 

貴
施

設
で

は
、

従
業

員
の

過
不

足
の

状
況

は
ど

う
で

す
か

。
従

業
員

全
体

と
、
職

種
別

に
ご

回
答

く
だ

さ
い

。（
①

～
⑥

そ
れ

ぞ
れ

１
つ
を

選
択

、
当

該
職

種
が

い
な

い
場

合
は
「

６
.
当

該
職

種
は

い
な

い
」
を

選
択

）
）

 

※
 職

種
別

は
、

資
格
保

有
者

で
は

な
く
、
そ

の
仕
事

（
職

種
）

に
就
く
者

に
つ

い
て

ご
回

答
く

だ
さ
い
。

 

 
過

不
足

状
況

 
６

 
当

該
職

種
 

は
い

な
い

 
 

１
 

大
い

に
不

足
 

２
 

不
足

 
３

 
や

や
不

足
 

４
 

適
当

 
５

 
過

剰
 

①
 介

護
職

員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

②
 生

活
相

談
員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

③
 看

護
職

員
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

④
 Ｐ

Ｔ
・

Ｏ
Ｔ

・
Ｓ

Ｔ
等

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

⑤
 介

護
支

援
専

門
員

 

 
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 
６

 

⑥
 従

業
員

全
体

で
み

た
場

合
 

（
上

記
①

～
⑤

に
つ

い
て

）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

６
 

   

問
1
3
-
１

 
「

⑥
従

業
員

全
体

で
み

た
場

合
」

で
「

１
．

大
い

に
不

足
」「

２
．

不
足

」「
３

．
や

や
不

足
」

と

答
え

た
施

設
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

不
足

※
し

た
理

由
は

ど
れ

で
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

※
「

不
足

」
と

は
、

募
集
を
必

要
と

し
て

い
る
こ
と

。
 

１
．

離
職

率
が

高
い

（
定

着
率

が
低

い
）

 

２
．

採
用

が
困

難
で

あ
る

 

３
．

事
業

を
拡

大
し

た
い

が
人

材
が

確
保

で
き

な
い

 

４
．

そ
の

他
（

具
体

的
に

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 

問
1
3
-
２

 
前

問
で

、
「

２
．

採
用

が
困

難
で

あ
る

」
と

答
え

た
施

設
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

原
因

は
何

に
あ

る
と

お
考

え
で

す
か

。
（
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

労
働

時
間

が
長

い
 

５
．

キ
ャ

リ
ア

ア
ッ

プ
の

機
会

が
不

十
分

 
９

．
そ

の
他

 

２
．

夜
勤

が
多

い
 

６
．

賃
金

が
低

い
 

 

３
．

休
み

が
取

り
に

く
い

 
７

．
仕

事
が

き
つ

い
（

身
体

的
・

精
神

的
）

 
 

４
．

雇
用

が
不

安
定

 
８

．
社

会
的

評
価

が
低

い
 

1
0

．
わ

か
ら

な
い

 

  
 

問
1
3
-
１

へ
 

問
1
4
へ

 

→
問

1
3
-
２

へ
 

→
問

1
4
へ

 

→
問

1
4
へ

 

5
／

2
０

 

 問
1
2
-
２

 
貴
施

設
の

介
護

保
険

の
指

定
介

護
サ

ー
ビ

ス
事

業
に

従
事

す
る

従
業

員
（

②
生

活
相
談

員
 
③

看
護

職
員

 
④

Ｐ
Ｔ

・
Ｏ

Ｔ
・

Ｓ
Ｔ

等
 
⑤

介
護

支
援

専
門

）
に

つ
い

て
、

令
和

７
年

1
0
月

１
日

現
在

の

在
籍

者
数

、
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

か
ら

令
和

７
年
９

月
3
0
日

ま
で

）
の

採
用

者
数

及
び

離
職

者
※
数

を
お

答
え

く
だ

さ
い

。
 

※
「

離
職

者
」
と

は
、
調

査
対

象
期

間
中
に

事
業

所
を
退
職

し
た

り
、

解
雇
さ

れ
た

方
を

い
い
、
他

企
業
へ

の
出

向
者

や
、

同
一

企
業

内
で

の
転
出
入

者
、

産
休

・
育
児
休

暇
取
得

者
を

除
く
。
 

※
 該

当
者

が
い

な
い
欄

は
、「

０
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ
い

。
 

   
 

 

在
籍

 
者

数
 

採
用

 
者

数
 

離
職

 
者

数
 

② 生 活 相 談 員 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

③ 看 護 職 員 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.非

正
規

職
員
 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.派

遣
職

員
 

人
 

 
 

 

在
籍

 
者

数
 

採
用

 
者

数
 

離
職

 
者

数
 

④ Ｐ Ｔ ・ Ｏ Ｔ ・ Ｓ Ｔ 等 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.
正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.
非

正
規

職
員

 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.
派

遣
職

員
 

人
 

 
 

⑤ 介 護 支 援 専 門 

職
員

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
1
.
正

規
職

員
 

人
 

人
 

人
 

 
2
.
非

正
規

職
員

 

（
計

）
 

人
 

人
 

人
 

 
 

常
勤

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
 

短
時

間
 

労
働

者
 

人
 

人
 

人
 

 
3
.
派

遣
職

員
 

人
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8
／

2
０

 

 問
1
6
 

貴
施
設

に
お

い
て

、
離

職
防

止
や

定
着

促
進

の
た

め
重

点
を

置
い

て
取

り
組

ん
だ

こ
と

は
ど

れ
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

賃
金

・
労

働
時

間
等

の
労

働
条

件
（

休
暇

を
取

り
や

す
く

す
る

こ
と

も
含

め
る

）
の

改
善

 

２
．

能
力

や
仕

事
ぶ

り
を

評
価

し
、

配
置

や
処

遇
へ

の
反

映
 

３
．

職
員

の
仕

事
内

容
と

必
要

な
能

力
等

の
明

示
 

４
．

キ
ャ

リ
ア

に
応

じ
た

給
与

体
系

の
整

備
 

５
．

非
正

規
職

員
か

ら
正

規
職

員
へ

の
転

換
の

機
会

を
設

け
る

こ
と

 

６
．

新
人

の
指

導
担

当
・

ア
ド

バ
イ

ザ
ー

の
設

置
 

７
．

能
力

開
発

の
充

実
（

社
内

研
修

、
社

外
講

習
等

の
受

講
・

支
援

等
）

 

８
．

管
理

者
・

リ
ー

ダ
ー

層
の

部
下

育
成

や
動

機
付

け
能

力
向

上
に

向
け

た
教

育
研

修
の

実
施

 

９
．

労
働

時
間

（
時

間
帯

・
総

労
働

時
間

）
の

希
望

を
聞

く
こ

と
 

1
0

．
仕

事
内

容
の

希
望

を
聞

く
こ

と
（

持
ち

場
の

移
動

な
ど

）
 

1
1

．
悩

み
、

不
満

、
不

安
な

ど
の

相
談

窓
口

を
設

け
て

い
る

（
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

ケ
ア

）
 

1
2

．
健

康
対

策
や

健
康

管
理

に
力

を
入

れ
る

こ
と

 

1
3

．
職

場
内

の
仕

事
上

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
円

滑
化

を
図

る
こ

と
 

1
4

．
経

営
者

・
管

理
者

と
従

業
員

が
経

営
方

針
、

ケ
ア

方
針

を
共

有
す

る
機

会
の

設
置

 

1
5

．
業

務
改

善
や

効
率

化
等

に
よ

る
働

き
や

す
い

職
場

づ
く

り
に

力
を

入
れ

る
こ

と
 

1
6

．
福

利
厚

生
を

充
実

さ
せ

、
職

場
内

の
交

流
を

深
め

る
こ

と
（

同
好

会
、

親
睦

会
の

実
施

含
む

）
 

1
7

．
職

場
環

境
を

整
え

る
こ

と
（

休
憩

室
、

談
話

室
、

出
社

時
に

座
れ

る
席

の
確

保
な

ど
）

 

1
8

．
子

育
て

支
援

を
行

う
こ

と
（

子
ど

も
預

か
り

所
の

設
置

や
保

育
費

用
支

援
等

）
 

1
9

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

2
0

．
特

に
取

り
組

ん
だ

こ
と

は
な

い
 

 問
1
7
 

貴
施

設
で

は
、

過
去

１
年

間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
に

採
用

し
た

職
員

の

人
数

や
質

を
ど

の
よ
う

に
評

価
し

て
い

ま
す

か
。
（

１
つ
を

選
択

）
 

１
．

人
数

・
質

と
も

に
確

保
で

き
て

い
る

 

２
．

人
数

は
確

保
で

き
て

い
る

が
、

質
に

は
満

足
し

て
い

な
い

 

３
．

質
に

は
満

足
だ

が
、

人
数

は
確

保
で

き
て

い
な

い
 

４
．

人
数

・
質

と
も

に
確

保
で

き
て

い
な

い
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1
0

／
2

０
 

 

問
1
9
-
２

 
算

定
し

て
い

る
事

業
所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｅ

を
ど

の
よ

う
に

活
用

し
て
い

ま
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

自
施

設
の

利
用

者
像

や
課

題
の

把
握

 

２
．

ケ
ア

の
実

施
状

況
の

把
握

 

３
．

ケ
ア

の
結

果
の

把
握

 

４
．

ケ
ア

の
在

り
方

の
見

直
し

 

５
．

利
用

者
や

家
族

へ
の

説
明

 

６
．

施
設

内
の

管
理

指
標

と
し

て
の

活
用

 

７
．

職
員

間
で

の
情

報
共

有
 

８
．

活
用

し
て

い
な

い
 

 問
2
0
 

以
下
の

取
組

に
つ

い
て

、
貴

施
設

が
実

施
し

て
い

る
も

の
は

ど
れ

で
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

事
業

所
内

の
わ

か
り

や
す

い
場

所
に

運
営

規
程

を
掲

示
し

て
い

る
 

２
．

事
業

所
独

自
の

方
法

で
、

定
期

的
に

自
ら

の
サ

ー
ビ

ス
の

質
の

評
価

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

利
用

者
か

ら
サ

ー
ビ

ス
の

質
に

関
す

る
評

価
を

受
け

て
い

る
 

４
．

第
三

者
機

関
に

よ
り

サ
ー

ビ
ス

の
質

に
関

す
る

評
価

を
受

け
て

い
る

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報

の
公

表
を

除
く

）
 

５
．

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

の
基

本
的

な
業

務
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

６
．

苦
情

・
相

談
対

応
窓

口
（

担
当

な
ど

）
を

設
置

し
て

い
る

 

７
．

苦
情

・
相

談
へ

の
対

応
に

関
す

る
手

続
き

等
を

定
め

た
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ

れ
た

も
の

）
を

整
備

し
て

い
る

 

８
．

業
務

上
知

り
得

た
利

用
者

や
家

族
の

個
人

情
報

に
関

す
る

守
秘

義
務

を
職

員
に

徹
底

し
て

い

る
 

９
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

中
に

事
故

が
発

生
し

た
場

合
の

対
応

手
順

、
責

任
者

等
を

定
め

た
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
0

．
感

染
症

の
予

防
や

発
生

し
た

場
合

の
蔓

延
防

止
に

関
す

る
手

引
書

（
マ

ニ
ュ

ア
ル

等
文

書
化

さ
れ

た
も

の
）

を
整

備
し

て
い

る
 

1
1

．
職

員
に

対
す

る
健

康
診

断
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
2

．
職

員
に

対
す

る
感

染
症

の
予

防
接

種
を

定
期

的
に

実
施

し
て

い
る

 

1
3

．
上

記
に

つ
い

て
行

っ
て

い
る

も
の

は
な

い
 

 
 

9
／

2
０

 

 問
1
8
 

貴
施
設

で
は

、
「

介
護

プ
ロ

フ
ェ

ッ
シ

ョ
ナ

ル
の

キ
ャ

リ
ア

段
位

制
度

※
」

を
導

入
し

て
い

ま
す

か
。

 

（
１

つ
を

選
択

）
 

※
「
介
護
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
の
キ
ャ
リ
ア
段
位
制
度

」
と
は
、
介
護
職
員
の
職

業
能
力
（
実
践
的
ス
キ
ル
）
を
評
価
す

る
仕

組
み

で
あ
り
、

介
護
事
業

所
ご

と
に
バ

ラ
バ
ラ
で

な
い
共

通
の
評

価
基
準
を

つ
く
り
、

人
材

育
成

を
目

指
す

制
度

で
す
。
 

１
．

す
で

に
導

入
し

て
お

り
、

評
価

者
（

ア
セ

ッ
サ

ー
）

登
録

者
が

い
る

 
 

２
．

す
で

に
導

入
し

て
お

り
、

レ
ベ

ル
認

定
に

取
り

組
む

、
ま

た
は

レ
ベ

ル
認

定
を

受
け

た
 

介
護

職
員

が
い

る
 

３
．

導
入

を
予

定
し

て
い

る
 

４
．

当
面

導
入

の
予

定
は

な
い

 

５
．

こ
の

制
度

を
知

ら
な

い
 

 問
1
9
 

L
IF

E
関

連
加

算
を

算
定

可
能

な
通

所
介

護
・

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
・

認
知

症
対

応
型

通
所

介
護

・

地
域

密
着

型
通

所
介

護
・

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
・

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
事

業
所

に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
（

対
象

外
の

事
業

所
は

、
問

2
0

へ
お

進
み

く
だ

さ
い

。
）

 

貴
事

業
所

で
は

、
Ｌ

Ｉ
Ｆ

Ｅ
関

連
加

算
を

算
定

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

は
い

 

２
．

い
い

え
 

 

問
1
9
-
１

 
算

定
し

て
い

な
い

事
業

所
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

貴
事

業
所

で
、

Ｌ
Ｉ

Ｆ
Ｅ

の
活

用
に
お

い
て

課
題

だ
と

感
じ

て
い

る
こ

と
は
あ

り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

L
IF

E
へ

の
入

力
の

手
間

（
時

間
の

確
保

）
 

２
．

L
IF

E
や

L
IF

E
関

連
加

算
に

つ
い

て
の

職
員

へ
の

教
育

 

３
．

L
IF

E
関

連
加

算
の

理
解

 

４
．

フ
ィ

ー
ド

バ
ッ

ク
の

活
用

方
法

が
わ

か
ら

な
い

 

５
．

L
IF

E
の

操
作

方
法

の
理

解
 

６
．

L
IF

E
入

力
項

目
に

関
す

る
実

地
指

導
へ

の
不

安
 

７
．

L
IF

E
の

入
力

や
L
IF

E
関

連
加

算
算

定
の

た
め

の
人

員
が

確
保

で
き

な
い

 

８
．

P
C

や
介

護
記

録
ソ

フ
ト

な
ど

の
L
IF

E
へ

の
入

力
機

器
の

整
備

 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
0

．
課

題
な

し
 

→
問

1
9
-
２

へ
 

→
問

1
9
-
１

へ
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1
2

／
2

０
 

 問
2
2
 

貴
施

設
で

は
、

事
故

や
「

ヒ
ヤ

リ
・

ハ
ッ

ト
事

例
」

に
つ

い
て

は
、

ひ
と

月
に

何
件

く
ら

い
あ

り
ま

す

か
。
（

１
つ

を
選

択
、

数
字

を
入

力
）

 

１
．

ひ
と

月
〔

 
 

 
 

 
〕

件
く

ら
い

 

２
．

発
生

し
て

い
な

い
 

３
．

把
握

し
て

い
な

い
 

 問
2
3
 

貴
施
設

で
は

、
事

故
や
「

ヒ
ヤ

リ
・
ハ

ッ
ト

事
例

」
に
関

す
る

周
知

、
ま

た
は

研
修

等
を

行
っ

て
い

ま
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

定
期

的
に

資
料

の
回

覧
な

ど
で

周
知

を
し

て
注

意
喚

起
を

行
っ

て
い

る
 

２
．

定
期

的
に

会
議

・
打

合
せ

で
議

題
と

し
て

提
示

し
て

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

３
．

定
期

的
に

研
修

等
を

行
い

注
意

喚
起

を
行

っ
て

い
る

 

４
．

特
に

対
応

し
て

い
な

い
 

 問
2
4
 

貴
施
設

で
は

、
利

用
者

か
ら

の
「

セ
ク

ハ
ラ

」「
い

や
が

ら
せ
・

不
当

な
要

求
・
暴

力
」
の

発
生

に
つ

い

て
は

、
ひ

と
月

に
何
件

く
ら

い
あ

り
ま

す
か

。
（

①
②

そ
れ

ぞ
れ

１
つ

を
選

択
、

数
字

を
入

力
）

 

 
１

 

あ
る

 

２
 

発
生

し
て

い
な

い
 

３
 

把
握

し
て

い
な

い
 

①
 
セ

ク
ハ

ラ
 

１
．
〔

 
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

②
 
い

や
が

ら
せ

・
 

不
当

な
要

求
・

暴
力

 
１

．
〔

 
 

 
 

〕
件

く
ら

い
 

２
 

３
 

 問
2
5
 

貴
施
設

で
「

セ
ク

ハ
ラ

」
の

対
応

策
と

し
て

、
具

体
的

に
取

り
組
ん

で
い

る
こ
と

は
何

で
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．
「

セ
ク

ハ
ラ

」
に

対
す

る
事

業
者

と
し

て
の

基
本

方
針

の
決

定
 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

  
 

1
1

／
2

０
 

 問
2
1
 

貴
施
設

に
お

け
る

職
員

の
研

修
参

加
状

況
に

つ
い

て
お

う
か

が
い
し

ま
す

。
 

過
去
１

年
間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
の

職
員

の
研

修
参

加
状

況
に

つ
い

て
、

あ
て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

し
て

く
だ

さ
い

。
な

お
、
常

勤
と

非
常

勤
の

区
別

は
、
雇

用
形

態
に

よ

り
ま
す

。
 

１
．

常
勤

職
員

の
参

加
が

あ
っ

た
 

２
．

非
常

勤
（

常
勤

以
外

）
職

員
の

参
加

が
あ

っ
た

 

３
．

参
加

し
た

職
員

は
い

な
い

 

 

問
2
1
-
１

 
「
常
勤
職
員
ま
た
は
非
常
勤
職
員
の
参
加
が
あ
っ
た
」
と
答
え
た
事
業
所
に
お
う
か
が
い
し
ま
す
。
 

過
去

１
年

間
（

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
で

、
職

員
は

ど
の

よ
う

な
研

修
に

参
加

し
ま
し

た
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

技
術

・
知

識
 

２
．

介
護

保
険

制
度

や
関

係
法

令
 

３
．

安
全

対
策

（
事

故
時

の
応

急
措

置
等

）
、

接
遇

・
マ

ナ
ー

 

４
．

情
報

共
有

、
記

録
・

報
告

方
法

 

５
．

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
プ

ラ
イ

バ
シ

ー
保

護
 

６
．

事
例

検
討

 

７
．

資
格

取
得

の
た

め
の

研
修

 

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

９
．

い
ず

れ
も

行
っ

て
い

な
い

 

 

問
2
1
-
２

 
過

去
１

年
間

（
令

和
６

年
1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

）
で

、
職

員
の
研

修
へ

の
参

加

状
況

は
ど

の
程

度
で

す
か

。
（

１
つ
を

選
択

）
 

１
．

す
べ

て
の

職
員

が
何

ら
か

の
研

修
に

参
加

し
て

い
る

 

２
．

職
員

の
７

～
９

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

３
．

職
員

の
４

～
６

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

４
．

職
員

の
２

～
３

割
程

度
が

何
ら

か
の

研
修

に
参

加
し

て
い

る
 

５
．

職
員

の
１

割
程

度
、

あ
る

い
は

そ
れ

以
下

し
か

、
研

修
に

参
加

し
て

い
な

い
 

  
 

→
問

2
1
-
１

・
２

へ
 

→
問

2
2
へ
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1
4

／
2

０
 

 問
3
1
 

利
用

者
の

支
援

に
お

い
て

、
①

課
題

別
の

委
員

会
や
ワ

ー
キ

ン
グ

グ
ル

ー
プ

を
つ

く
っ

た
り

、
②

担
当

者
を

お
い

た
り

、
③

こ
の

よ
う

な
体

制
を

と
ら

な
い

ま
で

も
重

点
的

に
推

進
し

て
い

る
な

ど
、

貴
施

設

が
力

を
入

れ
て

い
る

の
は

次
の

う
ち

ど
れ

で
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

利
用

者
の

生
活

環
境

（
ア

メ
ニ

テ
ィ

ー
）

の
快

適
さ

と
衛

生
面

へ
の

配
慮

 

２
．

利
用

者
の

好
み

、
季

節
、

地
域

の
文

化
な

ど
を

考
慮

し
た

食
生

活
の

工
夫

 

３
．

利
用

者
の

身
の

回
り

の
行

為
（

Ａ
Ｄ

Ｌ
）

が
安

心
・

快
適

に
行

え
る

環
境

づ
く

り
 

４
．

利
用

者
が

身
の

回
り

の
行

為
に

で
き

る
限

り
自

立
で

き
る

こ
と

を
目

的
と

し
た

支
援

 

５
．

余
暇

時
間

を
楽

し
む

た
め

の
趣

味
・

レ
ク

リ
エ

ー
シ

ョ
ン

活
動

と
そ

の
支

援
 

６
．

プ
ラ

イ
バ

シ
ー

保
護

の
た

め
の

工
夫

や
配

慮
 

７
．

利
用

者
や

家
族

か
ら

の
相

談
ご

と
に

対
す

る
相

談
援

助
体

制
 

８
．

身
体

拘
束

防
止

に
向

け
た

取
組

 

９
．

施
設

内
虐

待
防

止
に

向
け

た
取

組
 

1
0

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

積
極

的
な

受
け

入
れ

と
地

域
へ

の
働

き
か

け
 

1
1

．
利

用
者

と
地

域
住

民
と

の
交

流
の

支
援

 

1
2

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
特

に
な

い
 

 問
3
2
 

貴
施

設
で

は
、

身
体

拘
束

を
し

な
い

ケ
ア

に
向

け
て

ど
の

よ
う

な
取

組
を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

職
員

を
増

員
し

、
見

守
り

を
強

化
す

る
 

２
．

巡
回

の
回

数
を

多
く

す
る

 

３
．

職
員

の
目

の
届

く
場

所
で

過
ご

し
て

も
ら

う
 

４
．

リ
ハ

ビ
リ

や
レ

ク
リ

エ
ー

シ
ョ

ン
等

、
拘

束
が

必
要

な
状

態
に

な
ら

な
い

た
め

の
予

防
的

ケ

ア
を

充
実

さ
せ

る
 

５
．

ベ
ッ

ド
・

車
い

す
等

を
安

全
に

使
用

で
き

る
よ

う
に

福
祉

用
具

の
工

夫
を

し
て

い
る

 

６
．

徘
徊

防
止

の
た

め
の

設
備

面
の

工
夫

・
整

備
を

し
て

い
る

 

７
．

職
員

の
意

識
改

革
に

努
め

て
い

る
 

８
．

身
体

拘
束

防
止

の
た

め
の

勉
強

会
や

研
修

の
開

催
や

参
加

を
し

て
い

る
 

９
．

身
体

拘
束

防
止

の
た

め
の

検
討

会
や

委
員

会
を

開
い

て
い

る
 

1
0

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
1

．
特

に
取

組
を

行
っ

て
い

な
い

 

  
 

1
3

／
2

０
 

 問
2
6
 

貴
施

設
で
「

い
や

が
ら

せ
・
不

当
な

要
求
・
暴

力
」
の

対
応

策
と

し
て

、
具

体
的

に
取

り
組

ん
で

い
る
こ

と
は

何
で

す
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．
「

い
や

が
ら

せ
・

不
当

な
要

求
・

暴
力

」
に

対
す

る
事

業
者

と
し

て
の

基
本

方
針

の
決

定
 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い

 

 問
2
7
 

介
護

・
福

祉
現

場
で

働
く

職
員

が
、

利
用

者
・

家
族

等
か

ら
カ

ス
タ

マ
ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け

た
場

合
の

相
談

窓
口

（
川

崎
市

介
護

・
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
所

向
け

カ
ス

タ
マ

ー
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
相
談

窓
口

）
が

あ
る

こ
と

を
知

っ
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

知
っ

て
い

る
 

 
２

．
知

ら
な

い
 

 問
2
8
 

貴
施

設
で

は
、

虐
待

の
発

生
に

つ
い

て
は

、
把

握
し

て
い

ま
す

か
。
（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

虐
待

の
発

生
を

把
握

し
て

い
る

 
３

．
虐

待
の

有
無

を
把

握
し

て
い

な
い

 

２
．

虐
待

は
発

生
し

て
い

な
い

 
 

 問
2
9
 

貴
施

設
で

こ
れ

ま
で

確
認

さ
れ

た
虐

待
事

例
の

原
因

に
つ

い
て

お
答

え
く
だ

さ
い

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

現
場

に
対

す
る

認
識

不
足

等
に

よ
る

指
導

不
足

 
４

．
職

員
育

成
が

不
十

分
 

２
．

介
護

方
針

の
不

明
確

さ
 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
）

 

３
．

ケ
ア

体
制

が
不

十
分

 
６

．
虐

待
は

発
生

し
て

い
な

い
・

把
握

し
て

い
な

い
 

 問
3
0
 

貴
施

設
で

虐
待

の
対

応
策

と
し

て
、

具
体

的
に

取
り

組
ん

で
い

る
こ

と
は

何
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

虐
待

に
対

す
る

事
業

者
と

し
て

の
基

本
方

針
の

決
定

 

２
．

基
本

方
針

の
職

員
、

利
用

者
及

び
家

族
等

へ
の

周
知

 

３
．

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

の
作

成
 

４
．

報
告

・
相

談
し

や
す

い
窓

口
の

設
置

 

５
．

介
護

保
険

サ
ー

ビ
ス

の
業

務
範

囲
等

へ
の

し
っ

か
り

と
し

た
理

解
と

統
一

に
向

け
た

取
組

 

６
．

対
応

策
の

策
定

と
Ｐ

Ｄ
Ｃ

Ａ
に

よ
る

更
新

 

７
．

特
に

な
い
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1
6

／
2

０
 

 問
3
5
 

貴
施

設
で

は
、

介
護

ロ
ボ

ッ
ト

の
導

入
予

定
が

あ
り
ま

す
か

。
な

お
、

介
護

ロ
ボ

ッ
ト

の
例

に
つ

い
て

は
、

問
3
5
-
１

の
選

択
肢

を
参

照
し

て
く

だ
さ

い
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

す
で

に
導

入
し

て
い

る
 

２
．

導
入

を
予

定
（

検
討

）
し

て
い

る
 

３
．

導
入

の
予

定
は

な
い

 

 

問
3
5
-
１

 
「

１
．

す
で

に
導

入
し

て
い

る
」「

２
．

導
入

を
予

定
（

検
討

）
し

て
い

る
」

と
答

え
た

事
業

所

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

ど
の
よ

う
な

介
護

ロ
ボ

ッ
ト

が
、

介
護

職
員

の
負
担

軽
減

に
効

果
が

あ
る

と
思

い
ま

す
か

。
 

（
あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）

 

１
．

介
護

す
る

人
が

腰
な

ど
に

か
か

る
負

担
を

軽
減

す
る

た
め

に
装

着
す

る
機

器
 

２
．

要
介

護
者

を
抱

え
上

げ
、

ベ
ッ

ド
や

車
い

す
な

ど
へ

の
移

乗
を

補
助

す
る

機
器

 

３
．

外
出

す
る

高
齢

者
向

け
の

電
動

ア
シ

ス
ト

付
き

手
押

し
車

 

４
．

要
介

護
者

の
排

せ
つ

物
を

自
動

的
に

処
理

す
る

機
器

 

５
．

セ
ン

サ
ー

や
通

信
機

能
を

備
え

、
要

介
護

者
の

見
守

り
を

支
援

す
る

た
め

の
シ

ス
テ

ム
 

６
．

癒
し

や
セ

ラ
ピ

ー
効

果
を

目
的

と
し

た
ロ

ボ
ッ

ト
 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 問
3
6
 

貴
施

設
で

は
、

職
員

の
質

の
確

保
・

向
上

を
図

る
た

め
に

、
今

後
ど

の
よ

う
な

視
点

を
重

視
し

た
取

組

が
必

要
だ

と
思

い
ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

基
本

的
な

技
術

や
実

践
的

知
識

の
向

上
 

２
．

利
用

者
の

状
態

に
応

じ
た

応
用

技
術

の
向

上
 

３
．

ケ
ア

マ
ネ

ジ
メ

ン
ト

技
術

や
ア

セ
ス

メ
ン

ト
能

力
の

向
上

 

４
．

利
用

者
へ

の
対

応
の

仕
方

な
ど

マ
ナ

ー
や

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
技

術
の

向
上

 

５
．

苦
情

や
相

談
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

６
．

処
遇

困
難

者
へ

の
対

処
能

力
の

向
上

 

７
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

者
と

し
て

の
基

本
姿

勢
の

徹
底

 

８
．

制
度

に
関

す
る

最
新

情
報

の
取

得
 

９
．

第
三

者
評

価
の

実
施

（
介

護
サ

ー
ビ

ス
情

報
の

公
表

を
除

く
）

 

1
0

．
事

業
所

内
で

の
キ

ャ
リ

ア
パ

ス
の

構
築

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
特

に
な

い
 

 

→
問

3
5
-
１

へ
 

→
問

3
6
へ

 

1
5

／
2

０
 

 問
3
3
 

貴
施

設
で

は
、

次
の

介
護

福
祉

機
器

の
う

ち
導

入
し

て
い

る
も

の
は

あ
り

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

移
動

用
リ

フ
ト

（
立

位
補

助
機

〔
ス

タ
ン

デ
ィ

ン
グ

マ
シ

ー
ン

〕
を

含
む

）
 

２
．

自
動

車
用

車
い

す
リ

フ
ト

（
福

祉
車

両
の

場
合

は
、

車
両

本
体

を
除

い
た

リ
フ

ト
部

分
の

み
）
 

３
．

エ
ア

ー
マ

ッ
ト

（
体

位
変

換
機

能
を

有
す

る
も

の
の

み
）

 

４
．

ベ
ッ

ド
（

傾
斜

角
度

、
高

さ
が

調
整

で
き

る
も

の
。

マ
ッ

ト
レ

ス
は

除
く

）
 

５
．

座
面

昇
降

機
能

付
き

車
い

す
 

６
．

特
殊

浴
槽

（
移

動
用

リ
フ

ト
と

共
に

稼
働

す
る

も
の

、
側

面
が

開
閉

可
能

な
も

の
）

 

７
．

ス
ト

レ
ッ

チ
ャ

ー
（

入
浴

用
に

使
用

す
る

も
の

を
含

む
）

 

８
．

シ
ャ

ワ
ー

キ
ャ

リ
ー

 

９
．

昇
降

装
置

（
人

の
移

動
に

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）

 

1
0

．
車

い
す

体
重

計
 

1
1

．
各

種
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
（

具
体

的
な

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
そ

の
他

介
護

福
祉

機
器

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
い

ず
れ

も
導

入
し

て
い

な
い

 

 問
3
4
 

次
の

介
護

福
祉

機
器

の
う

ち
、

導
入

の
有

無
に

か
か

わ
ら

ず
、

従
業

員
の

身
体

的
負

担
軽

減
や

腰
痛

予

防
、

緩
和

等
に

効
果

が
あ

る
と

思
わ

れ
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

移
動

用
リ

フ
ト

（
立

位
補

助
機

〔
ス

タ
ン

デ
ィ

ン
グ

マ
シ

ー
ン

〕
を

含
む

）
 

２
．

自
動

車
用

車
い

す
リ

フ
ト

（
福

祉
車

両
の

場
合

は
、

車
両

本
体

を
除

い
た

リ
フ

ト
部

分
の

み
）
 

３
．

エ
ア

ー
マ

ッ
ト

（
体

位
変

換
機

能
を

有
す

る
も

の
の

み
）

 

４
．

ベ
ッ

ド
（

傾
斜

角
度

、
高

さ
が

調
整

で
き

る
も

の
。

マ
ッ

ト
レ

ス
は

除
く

）
 

５
．

座
面

昇
降

機
能

付
き

車
い

す
 

６
．

特
殊

浴
槽

（
移

動
用

リ
フ

ト
と

共
に

稼
働

す
る

も
の

、
側

面
が

開
閉

可
能

な
も

の
）

 

７
．

ス
ト

レ
ッ

チ
ャ

ー
（

入
浴

用
に

使
用

す
る

も
の

を
含

む
）

 

８
．

シ
ャ

ワ
ー

キ
ャ

リ
ー

 

９
．

昇
降

装
置

（
人

の
移

動
に

使
用

す
る

も
の

に
限

る
）

 

1
0

．
車

い
す

体
重

計
 

1
1

．
各

種
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
（

具
体

的
な

名
称

：
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
そ

の
他

介
護

福
祉

機
器

（
具

体
的

な
名

称
：

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
い

ず
れ

も
効

果
は

期
待

で
き

な
い
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1
7

／
2

０
 

 

事
業

展
開

に
お

け
る

課
題

と
要

望
に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し

ま
す
。

 

 問
3
7
 

貴
施

設
で

は
、

地
域

の
中

で
次

の
よ

う
な

取
組

を
行

っ
て

い
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

介
護

保
険

外
の

生
活

支
援

サ
ー

ビ
ス

の
提

供
 
 

２
．

事
業

所
の

設
備

や
建

物
等

を
地

域
に

開
放

 

３
．

祭
り

な
ど

の
地

域
行

事
に

事
業

所
と

し
て

参
加

 

４
．

町
内

会
・

自
治

会
等

に
メ

ン
バ

ー
と

し
て

参
加

・
日

常
的

な
関

係
づ

く
り

 

５
．

民
生

委
員

、
関

係
機

関
等

と
と

も
に

地
域

の
見

守
り

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

に
参

加
 
 

６
．

他
の

事
業

所
等

と
連

携
し

た
利

用
者

の
支

援
に

つ
い

て
手

順
や

マ
ニ

ュ
ア

ル
を

整
備

 
 

７
．

地
域

や
学

校
に

お
い

て
介

護
や

健
康

づ
く

り
等

に
関

す
る

セ
ミ

ナ
ー

・
教

室
を

開
催

・
支

援
 
 

８
．

介
護

者
の

集
い

を
開

催
・

支
援

 

９
．

職
場

見
学

や
職

場
体

験
・

実
習

の
受

け
入

れ
 
 

1
0

．
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
の

受
け

入
れ

 

1
1

．
生

活
・

介
護

支
援

や
見

守
り

の
た

め
の

ボ
ラ

ン
テ

ィ
ア

の
育

成
・

組
織

化
 

1
2

．
い

ず
れ

も
行

っ
て

い
な

い
 

 問
3
8
 

貴
施

設
で

は
、

災
害

時
の

対
策

を
実

施
・

計
画

し
て
い

ま
す

か
。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選

択
）
 

１
．

災
害

対
策

マ
ニ

ュ
ア

ル
等

を
作

成
し

て
い

る
 

２
．

災
害

時
の

備
蓄

対
策

を
し

て
い

る
 

３
．

施
設

の
耐

震
対

策
（

ガ
ラ

ス
の

飛
散

防
止

・
棚

類
の

転
倒

防
止

な
ど

）
を

実
施

し
て

い
る

 

４
．

防
災

訓
練

な
ど

で
近

隣
の

住
民

組
織

（
町

内
会

、
自

主
防

災
組

織
）

と
連

携
し

た
こ

と
が

あ
る

 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

６
．

特
に

何
も

し
て

い
な

い
 

 

問
3
8
-
１

 
「

２
．

災
害

時
の

備
蓄

対
策

を
し

て
い

る
」

と
答

え
た

施
設

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

ど
の

よ
う

な
も

の
を

ど
の

く
ら

い
備

蓄
し

て
い

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
数

字
を

入
力

）
 

１
．

利
用

者
に

使
用

す
る

医
薬

品
 
 

→
 

〔
 

 
 

 
〕

日
分

程
度

 

２
．

利
用

者
や

従
業

員
に

対
す

る
食

料
・

飲
料

水
 

→
 

〔
 

 
 

 
〕

日
分

程
度

 

３
．

救
助

用
資

器
材

 

４
．

発
電

機
 

５
．

燃
料

 

６
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 

→
問

3
8
-
１

へ
 

→
問

3
9
へ

 

→
問

3
9
へ
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1
9

／
2

０
 

 

問
4
0
-
２

 
「

１
．

あ
り

」
と

答
え

た
施

設
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

貴
施

設
の

地
域

交
流

ス
ペ

ー
ス

の
使

用
目

的
は

ど
の

よ
う

な
も

の
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

地
域

の
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
グ

ル
ー

プ
等

に
よ

る
活

動
 

２
．

介
護

予
防

等
に

向
け

た
活

動
（

健
康

教
室

、
ミ

ニ
デ

イ
サ

ー
ビ

ス
な

ど
）

 

３
．

地
域

住
民

と
の

交
流

（
食

事
会

、
催

し
物

、
地

域
の

イ
ベ

ン
ト

な
ど

）
 

４
．

会
議

（
地

域
団

体
の

会
議

・
町

内
会

等
の

活
動

の
場

な
ど

）
 

５
．

研
修

（
地

域
住

民
等

の
外

部
者

が
参

加
可

能
な

も
の

に
限

る
）

 

６
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
）

 

 問
4
1
 

貴
施

設
に

お
い

て
、

事
業

を
展

開
す

る
上

で
の

問
題

点
・

課
題

は
あ

り
ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

利
用

者
の

確
保

が
困

難
 

２
．

人
材

の
確

保
が

困
難

 

３
．

従
業

員
の

雇
用

条
件

・
福

利
厚

生
が

不
十

分
 

４
．

事
務

な
ど

間
接

経
費

が
高

い
 

５
．

人
件

費
が

高
い

 

６
．

経
理

・
介

護
報

酬
請

求
事

務
な

ど
事

務
作

業
が

多
い

 

７
．

介
護

報
酬

が
低

い
 

８
．

介
護

報
酬

に
反

映
さ

れ
な

い
業

務
が

多
い

 

９
．

運
営

・
運

転
資

金
の

確
保

が
困

難
 

1
0

．
事

業
所

（
営

業
拠

点
）

の
確

保
・

維
持

が
困

難
 

1
1

．
サ

ー
ビ

ス
提

供
地

域
内

に
他

の
事

業
者

が
多

す
ぎ

て
競

争
が

激
し

い
 

1
2

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
3

．
特

に
な

い
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2
 

 問
６

 
あ

な
た

は
現

在
、

育
児

※
ま

た
は

家
族

介
護

※
を

し
て

い
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

※
 こ

こ
で

の
「

育
児
」

と
は

、
小

学
校
３
年

生
以
下

の
お

子
さ

ん
を
養
育

す
る

こ
と
を
い

い
ま

す
。
 

※
 こ

こ
で

の
「

介
護

」
と
は

、
ご

自
分

や
配

偶
者
の
両

親
ま

た
は

配
偶

者
に
対
し

て
行

う
、
身

体
介

助
、
施

設
や

遠
距

離

で
の

介
護

に
加

え
、

定
期

的
な

声
か

け
（

見
守

り
）
、

食
事

の
し

た
く

や
掃

除
、

洗
濯
な

ど
の

家
事

、
通

院
の

送
迎
や

外
出

の
手

助
け

、
入

退
院
の
手

続
き

や
金
銭

の
管

理
な
ど
の

「
手

助
け

」
も
含
む

も
の
と

し
ま

す
。

 

１
．

現
在

、
育

児
を

し
て

い
る

 

２
．

現
在

、
家

族
介

護
を

し
て

い
る

 

３
．

現
在

、
育

児
と

家
族

介
護

の
両

方
を

し
て

い
る

 

４
．

こ
の

数
年

の
う

ち
に

育
児

ま
た

は
家

族
介

護
を

始
め

る
可

能
性

が
あ

る
 

５
．

当
面

、
育

児
も

家
族

介
護

も
す

る
可

能
性

が
な

い
 

 問
７

 
す

べ
て

の
方

に
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

将
来

、
育

児
や

家
族

介
護

に
直

面
し

た
場

合
、
仕

事
を

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

思
い

ま
す

か
。（

現
在

育
児

や
家

族
介
護

を
し

て
い

る
方

は
、

今
後

も
両

立
で

き
る

と
思

い
ま

す
か
。
）
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

続
け

る
こ

と
が

で
き

る
と

思
う

 

２
．

続
け

ら
れ

な
い

と
思

う
 

３
．

わ
か

ら
な

い
 

 

   
 

1
 

 

川
崎

市
介

護
労

働
者

実
態

調
査

 

調
査

票
 

あ
な

た
自

身
に

つ
い

て
お
う

か
が

い
し

ま
す

 

問
１

 
あ

な
た

の
性

別
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

男
性

 
 

２
．

女
性

 

 問
２

 
あ

な
た

の
令

和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

の
年

齢
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。
（

数
字

を
入
力

）
 

 
 

歳
（

令
和

７
年

1
0

月
１

日
現

在
）

 

 問
３

①
 

あ
な

た
の

専
修

・
専

門
学

校
を

除
く

最
終

学
歴

を
教

え
て

く
だ

さ
い

。
（

１
つ
を

選
択

）
 

１
．

中
学

校
 

４
．

高
専

、
短

大
（

介
護

福
祉

関
係

の
学

科
）

 

２
．

高
等

学
校

（
介

護
福

祉
関

係
の

学
科

）
 

５
．

高
専

、
短

大
（

上
記

以
外

）
 

３
．

高
等

学
校

（
上

記
以

外
）

 
６

．
大

学
・

大
学

院
（

介
護

福
祉

関
係

の
学

科
）

 

 
７

．
大

学
・

大
学

院
（

上
記

以
外

）
 

 問
３

②
 

あ
な

た
は

介
護

福
祉

関
係

の
専

修
・

専
門

学
校

を
卒

業
し

ま
し

た
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

は
い

 
 

２
．

い
い

え
 

 問
４

 
あ

な
た

の
配

偶
関

係
を

教
え

て
く

だ
さ

い
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

既
婚

 
２

．
未

婚
 

３
．

離
死

別
 

 問
５

 
あ

な
た

の
家

庭
で

の
主

た
る

生
計

の
維

持
者
（

世
帯

で
も

っ
と

も
生

活
費
を

負
担

し
て

い
る

方
）
は

誰
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

自
分

（
本

人
）

 
２

．
自

分
（

本
人

）
以

外
 

３
．

生
活

費
は

折
半

等
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4
 

 

問
1
0
-
1
 

今
後

取
り

た
い

資
格

が
あ

る
場

合
、

そ
の

資
格

等
は

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

認
定

介
護

福
祉

士
 

７
．

認
定

看
護

師
・

専
門

看
護

師
 

２
．

介
護

福
祉

士
 

８
．

看
護

師
・

准
看

護
師

 

３
．

実
務

者
研

修
 

９
．

P
T

・
O

T
・

S
T

 
 

４
．

介
護

職
員

初
任

者
研

修
 

1
0

．
社

会
福

祉
士

 

５
．

主
任

介
護

支
援

専
門

員
 

（
主

任
ケ

ア
マ

ネ
ジ

ャ
ー

）
 
 

1
1

．
精

神
保

健
福

祉
士

 

６
．

介
護

支
援

専
門

員
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 
 

1
2

．
１

～
1

1
以

外
の

介
護

福
祉

関
係

の
資

格
 

 

問
1
1
 

あ
な

た
が

現
在

の
仕

事
（

職
種

）
を

選
ん

だ
理

由
は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ
て

は
ま

り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
1
4
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

働
き

が
い

の
あ

る
仕

事
だ

と
思

っ
た

か
ら

 

２
．

今
後

も
ニ

ー
ズ

が
高

ま
る

仕
事

だ
か

ら
 

３
．

人
や

社
会

の
役

に
立

ち
た

い
か

ら
 

４
．

生
き

が
い

・
社

会
参

加
の

た
め

 

５
．

お
年

寄
り

が
好

き
だ

か
ら

 

６
．

身
近

な
人

の
介

護
の

経
験

か
ら

 

７
．

身
近

に
介

護
関

係
の

仕
事

を
し

て
い

る
人

が
い

た
か

ら
 

８
．

資
格

・
技

能
が

活
か

せ
る

か
ら

 

９
．

介
護

の
知

識
や

技
能

が
身

に
つ

く
か

ら
 

1
0

．
給

与
等

の
収

入
が

多
い

か
ら

 

1
1

．
自

分
や

家
族

の
都

合
の

よ
い

時
間

（
日

）
に

働
け

る
か

ら
 

1
2

．
他

に
よ

い
仕

事
が

な
い

た
め

 

1
3

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

1
4

．
特

に
理

由
は

な
い

 

 問
1
2
 
「

介
護

関
係

の
仕

事
」
の

経
験

年
数
（

令
和
７

年
1
0
月

１
日

現
在

）
を

、
他

の
法

人
で

の
経

験
も

含
め

て
記

入
し

て
く

だ
さ

い
。
（

数
字

を
入

力
）

 

 
 

年
 

 
か

月
 

  
 

3
 

 

現
在

の
仕

事
（

職
種

）
に

つ
い

て
お
う

か
が

い
し
ま

す
 

 問
８

 
あ

な
た

の
主

な
仕

事
(
職

種
)は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

※
「

１
．

訪
問

介
護

員
」
と

は
、

介
護

保
険

法
の

指
定

を
受

け
た

訪
問

介
護

事
業

所
で

働
き

、
高

齢
者

等
の

家
庭

を
訪
問

し
て

家
事

等
の

生
活
援

助
、
入

浴
な

ど
の

身
体
介
護

を
行

う
方

を
い

い
ま

す
。
 

※
「

２
．

介
護

職
員

」
と
は

、
訪

問
介

護
以

外
の

介
護

保
険

の
指

定
介

護
事

業
所

で
働

き
、

直
接

介
護

を
行

う
方

を
い
い

ま
す

。
 

※
「

６
．
Ｐ

Ｔ
・
Ｏ

Ｔ
・
Ｓ

Ｔ
等

」
と

は
、
Ｐ

Ｔ
（

理
学
療

法
士

）
、
Ｏ

Ｔ
（

作
業

療
法
士

）
、
Ｓ

Ｔ
（

言
語

聴
覚

士
）
等

の

機
能

訓
練

指
導

員
を
い

い
ま
す

。
 

１
．

訪
問

介
護

員
 

５
．

看
護

職
員

 

２
．

介
護

職
員

 
６

．
Ｐ

Ｔ
・

Ｏ
Ｔ

・
Ｓ

Ｔ
等

 

３
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
 

７
．

介
護

支
援

専
門

員
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 

４
．

生
活

相
談

員
 

８
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 問
９

 
あ

な
た

が
現

在
持

っ
て

い
る

介
護

に
関

す
る

資
格

等
は

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

※
「

１
．

認
定

介
護

福
祉
士

」
と

は
、

一
般

社
団

法
人

認
定

介
護

福
祉

士
認

証
・

認
定

機
構

が
認

定
し

た
も

の
を

い
い
ま

す
。
 

１
．

認
定

介
護

福
祉

士
 

８
．

主
任

介
護

支
援

専
門

員
（

主
任

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 

２
．

介
護

福
祉

士
 

９
．

介
護

支
援

専
門

員
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 

３
．

実
務

者
研

修
 

1
0

．
認

定
看

護
師

・
専

門
看

護
師

 

４
．

介
護

職
員

初
任

者
研

修
 

1
1

．
看

護
師

・
准

看
護

師
 

５
．

介
護

職
員

基
礎

研
修

 
1

2
．

P
T

・
O

T
・

S
T

 

６
．

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
１

級
 

1
3

．
社

会
福

祉
士

 

７
．

ホ
ー

ム
ヘ

ル
パ

ー
２

級
 

1
4

．
精

神
保

健
福

祉
士

 

 
1

5
．

１
～

1
4

の
資

格
は

持
っ

て
い

な
い

 

 問
1
0
 

今
後

取
り

た
い

資
格

は
あ

り
ま

す
か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

あ
る

 
 

２
．

な
い

 

  
 

→
問

1
0
-
１

へ
 

→
問

1
1
へ
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問
1
4
-
４

 
直

前
の

事
業

所
に

何
年

勤
め

ま
し

た
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

３
～

４
か

月
以

下
 

３
．

１
年

程
度

 
５

．
３

年
程

度
 

７
．

５
年

以
上

 

２
．

半
年

程
度

 
４

．
２

年
程

度
 

６
．

４
年

程
度

 
 

 

問
1
4
-
５

 
現

在
の

仕
事

に
就

く
前

の
「

直
前

の
仕

事
」
を

や
め

た
理

由
は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ

て
は
ま

り
ま

す
か

。
（

あ
て

は
ま

る
も

の
す

べ
て

を
選
択

）
 

※
「

職
場

の
人

間
関
係

」
と
は

、
上

司
、

同
僚
、
部

下
・

後
輩

と
の
人
間

関
係
を

い
い

ま
す
。
 

※
「

カ
ス

タ
マ

ー
・
ハ

ラ
ス
メ

ン
ト

」
と
は

、
顧
客

等
（

介
護

の
場
合
利

用
者
や

家
族

）
か

ら
の

暴
行

、
脅
迫

、
ひ
ど

い
暴

言
、

不
当

な
要

求
等
の

著
し
い

迷
惑

行
為

を
い
い
ま

す
。
 

１
．

人
員

整
理

・
勧

奨
退

職
・

法
人

解
散

・
事

業
不

振
等

の
た

め
 

２
．

他
に

良
い

仕
事

・
職

場
が

あ
っ

た
た

め
 

３
．

新
し

い
資

格
を

取
っ

た
か

ら
 

４
．

収
入

が
少

な
か

っ
た

た
め

 

５
．

自
分

の
将

来
の

見
込

み
が

立
た

な
か

っ
た

た
め

 

６
．

自
分

に
向

か
な

い
仕

事
だ

っ
た

た
め

 

７
．

職
場

の
人

間
関

係
※
に

問
題

が
あ

っ
た

た
め

 

８
．

カ
ス

タ
マ

ー
・

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

※
が

あ
っ

た
た

め
 

９
．

勤
務

先
に

仕
事

上
の

悩
み

事
の

相
談

が
で

き
な

か
っ

た
た

め
 

1
0

．
勤

務
先

の
事

業
理

念
や

運
営

の
あ

り
方

に
不

満
が

あ
っ

た
た

め
 

1
1

．
家

族
の

転
職

・
転

勤
、

ま
た

は
事

業
所

の
移

転
の

た
め

 

1
2

．
定

年
・

雇
用

契
約

の
満

了
の

た
め

 

1
3

．
病

気
・

高
齢

の
た

め
 

1
4

．
結

婚
・

妊
娠

・
出

産
・

育
児

の
た

め
 

1
5

．
家

族
の

介
護

・
看

護
の

た
め

 

1
6

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

「
７
．
職
場

の
人

間
関

係
に

問
題

が
あ

っ
た

た
め
」
ま

た
は
「

1
0
．
勤

務
先

の
事

業
理

念
や

運
営

の
あ

り
方

に
不
満

が
あ

っ
た

た
め

」
を

選
ん

だ
方

の
う

ち
、

直
前

の
仕

事
が

介
護

関
係

の
仕

事
で

あ
っ

た
方

（
問

1
4
-

２
で

「
１

」
～

「
４

」
の

い
ず

れ
か

を
選

択
し
た

方
）

は
、

問
1
4
-
６

、
問

1
4
-
７
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

そ
れ
以

外
の

方
は

問
1
5
へ

お
進

み
く

だ
さ

い
。

 

 
 

5
 

 問
1
3
 

い
つ

頃
か

ら
介

護
の

仕
事

に
関

心
を

持
ち

始
め

ま
し

た
か

。
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

1
0

代
 

６
．

4
0

代
前

半
 

２
．

2
0

代
前

半
 

７
．

4
0

代
後

半
 

３
．

2
0

代
後

半
 

８
．

5
0

代
前

半
 

４
．

3
0

代
前

半
 

９
．

5
0

代
後

半
以

降
 

５
．

3
0

代
後

半
 

 

 問
1
4
 

学
校

卒
業

後
、

現
在

の
仕

事
以

外
に

収
入

を
伴

う
仕
事

を
し

た
こ

と
が

あ
り

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）
 

１
．

な
い

 
 

２
．

あ
る

 

 

問
1
4
-
１

 
こ

れ
ま

で
の

勤
務

先
で

経
験

し
た

仕
事

の
内

容
は

次
の
う

ち
ど

れ
に

あ
て

は
ま

り
ま

す
か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択
）

 

※
「

３
．
介

護
関
係

の
仕
事
（

施
設

系
）
」
と
は

、
施
設

サ
ー

ビ
ス
（
特

養
、
老

健
、
介
護

医
療

院
）、

特
定
施

設
（

有
料

老

人
ホ

ー
ム

・
サ

高
住
・

養
護
老

人
ホ

ー
ム

・
軽
費
老

人
ホ

ー
ム
）、

グ
ル

ー
プ

ホ
ー

ム
、
短

期
入

所
を

含
み
ま
す

。
 

※
「

４
．
介

護
関

係
の

仕
事
（

そ
の

他
）」

と
は

、
多

機
能

系
、
居

宅
介

護
支
援
、
介

護
予

防
支
援
、
福

祉
用

具
等
、
そ

の

他
を

い
い

ま
す

。
 

１
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

訪
問

系
）

 
５

．
介

護
以

外
の

福
祉

関
係

の
仕

事
 

２
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

通
所

系
）

 
６

．
医

療
関

係
の

仕
事

 

３
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

施
設

系
）

 
７

．
介

護
・

福
祉

・
医

療
関

係
以

外
の

仕
事

 

４
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

そ
の

他
）

 
 

 

問
1
4
-
２

 
問

1
4
-
１

で
選

ん
だ

仕
事

の
う

ち
、

直
前

の
仕

事
（

現
在

の
仕

事
に

就
く
前

）
は

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

訪
問

系
）

 
５

．
介

護
以

外
の

福
祉

関
係

の
仕

事
 

２
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

通
所

系
）

 
６

．
医

療
関

係
の

仕
事

 

３
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

施
設

系
）

 
７

．
介

護
・

福
祉

・
医

療
関

係
以

外
の

仕
事

 

４
．

介
護

関
係

の
仕

事
（

そ
の

他
）

 
 

 

問
1
4
-
３

 
直

前
の

勤
務

先
の

仕
事

に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
直

前
の

雇
用

形
態

は
次

の
う

ち
ど

れ
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

正
規

職
員

 
２

．
非

正
規

職
員

 
３

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

）
 

  
 

→
問

1
5
へ

 
→

問
1
4
-
１

へ
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現
在

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
（

法
人

）
に
つ

い
て
お

う
か

が
い

し
ま

す
 

 

こ
こ
か

ら
は

す
べ

て
の

方
に

お
う

か
が

い
し

ま
す
。

 

 問
1
5
 

あ
な

た
が

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
の

法
人

格
（

経
営

主
体

）
は

次
の

う
ち

ど
れ

で
す
か

。（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

民
間

企
業

（
個

人
・

株
式

会
社

等
）
 

６
．

社
団

法
人

・
財

団
法

人
 

２
．

社
会

福
祉

協
議

会
 

７
．

協
同

組
合

（
農

協
、

生
協

）
 

３
．

上
記

２
以

外
の

社
会

福
祉

法
人

 
８

．
地

方
自

治
体

（
市

区
町

村
、

広
域

連
合

を
含

む
）
 

４
．

医
療

法
人

 
９

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

５
．

Ｎ
Ｐ

Ｏ
（

特
定

非
営

利
活

動
法

人
）
 

1
0

．
わ

か
ら

な
い

 

 問
1
6
 

あ
な

た
が

勤
務

し
て

い
る

事
業

所
の

従
業

員
数

は
何

人
で

す
か

。
（

１
つ
を

選
択

）
 

※
 
正

規
職
員

以
外

の
パ

ー
ト
・
登

録
職

員
等

を
含
み
ま

す
が

、
臨

時
職

員
（

急
な

仕
事
の
た

め
に

臨
時

に
雇

用
さ
れ

る
人

）

は
除

き
ま

す
。
 

１
．

１
人

（
あ

な
た

の
み

）
 

５
．

2
0

人
～

4
9

人
 

２
．

４
人

以
下

 
６

．
5

0
人

～
9

9
人

 

３
．

５
人

～
９

人
 

７
．

1
0

0
人

以
上

 

４
．

1
0

人
～

1
9

人
 

８
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
1
7
 

同
じ

法
人

の
中

に
、

今
勤

務
し

て
い

る
事

業
所

と
は

別
の

事
業

所
が

あ
り
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

あ
る

 
２

．
な

い
 

 

問
1
7
-
１

 
法

人
全
体

の
従

業
員

数
は

お
お

よ
そ

何
人

く
ら

い
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

1
9

人
以

下
 

５
．

3
0

0
人

～
4

9
9

人
 

２
．

2
0

人
～

4
9

人
 

６
．

5
0

0
人

以
上

 

３
．

5
0

人
～

9
9

人
 

７
．

わ
か

ら
な

い
 
 

４
．

1
0

0
人

～
2

9
9

人
 

 

  
 

→
問

1
8
へ

 
→

1
7
-
１

へ
 

7
 

 

問
1
4
-
５

で
、「

７
．
職
場

の
人

間
関

係
に

問
題

が
あ

っ
た

た
め

」
を

選
ん
だ

方
の

う
ち

、
直

前
の

仕
事

が
介

護
関
係

の
仕

事
で

あ
っ

た
方

（
問

1
4
-
２

で
「

１
」

～
「

４
」

の
い

ず
れ

か
を

選
択
し

た
方

）
に

お
う

か
が

い
し
ま

す
。

 

問
1
4
-
６

 
そ

の
「

職
場

の
人

間
関

係
の

問
題

」
と

は
具

体
的

に
ど
の

よ
う

な
問

題
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

上
司

や
先

輩
か

ら
の

指
導

や
言

動
が

き
つ

か
っ

た
り

、
パ

ワ
ー

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

が
あ

っ
た

 

２
．

上
司

の
業

務
指

示
が

不
明

確
、

リ
ー

ダ
ー

シ
ッ

プ
が

な
か

っ
た

 

３
．

同
僚

か
ら

の
き

つ
い

言
動

・
悪

口
・

嫌
が

ら
せ

等
が

あ
っ

た
 

４
．

職
場

で
仕

事
の

こ
と

以
外

の
会

話
が

な
か

っ
た

 

５
．

職
場

内
の

仲
間

は
ず

れ
や

、
疎

外
感

・
孤

独
感

を
感

じ
た

 

６
．

仕
事

の
進

め
方

に
関

す
る

上
司

や
同

僚
と

の
意

思
疎

通
が

う
ま

く
い

か
な

か
っ

た
 

７
．

職
場

の
人

間
か

ら
セ

ク
ハ

ラ
を

受
け

た
 

８
．

仕
事

に
対

し
て

や
る

気
の

な
い

上
司

・
先

輩
・

同
僚

が
い

た
 

９
．

部
下

・
後

輩
に

対
す

る
指

導
が

難
し

か
っ

た
 

1
0

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

 

問
1
4
-
５

で
、「

1
0
．
勤

務
先

の
事

業
理

念
や

運
営

の
あ

り
方

に
不

満
が

あ
っ

た
た

め
」
を

選
ん

だ
方

の
う

ち
、

直
前
の

仕
事

が
介

護
関

係
の

仕
事

で
あ

っ
た

方
（

問
1
4
-
２

で
「

１
」

～
「

４
」

の
い

ず
れ

か
を

選
択

し
た

方
）
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

問
1
4
-
７

 
そ

の
「

理
念

や
運

営
の

あ
り

方
」

の
不

満
と

は
具

体
的
に

ど
の

よ
う

な
不

満
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

※
「

介
護

の
質
の
向

上
」
と
は

、
利

用
者

に
対
し

て
、
尊
厳

確
保
・
虐

待
防
止

、
Ｑ

Ｏ
Ｌ

確
保

、
自

立
支
援

に
対

す
る

配
慮

等
、

質
の

高
い

介
護
サ

ー
ビ
ス

を
提

供
す

る
こ
と
に

よ
っ

て
、

そ
の
満
足

度
を
高

め
る

こ
と

を
い
い
ま

す
。

 

１
．

介
護

の
質

の
向

上
を

さ
せ

る
姿

勢
が

な
か

っ
た

 

２
．

介
護

の
質

の
向

上
の

手
法

・
方

向
性

が
自

分
の

考
え

方
と

は
異

な
っ

て
い

た
 

３
．

介
護

の
質

の
向

上
の

取
組

に
対

し
て

職
員

の
体

制
や

処
遇

が
追

い
つ

か
な

か
っ

た
 

４
．

仕
事

の
仕

方
に

関
す

る
職

員
の

提
案

を
、

管
理

者
が

聞
い

て
く

れ
な

か
っ

た
 

５
．

経
営

の
効

率
性

を
過

度
に

重
視

し
て

い
た

 

６
．

無
駄

な
業

務
が

多
く

職
員

の
業

務
量

負
担

へ
の

配
慮

が
弱

か
っ

た
 

７
．

職
場

の
人

間
関

係
の

改
善

の
取

組
を

し
て

く
れ

な
か

っ
た

 

８
．

利
用

者
や

家
族

か
ら

の
カ

ス
タ

マ
ー

・
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
か

ら
守

る
取

組
を

し
て

く
れ

な
か

っ

た
 

９
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
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1
0

 

 問
1
9
 

現
在

の
法

人
に

就
職

し
た

主
な

き
っ

か
け

は
次

の
う

ち
ど

れ
で

す
か

。
（
１

つ
を

選
択

）
 

※
「

Ｓ
Ｎ

Ｓ
」

と
は
、

L
IN

E、
Ｘ

（
旧

Tw
it

te
r）
、

Fa
ce
b
oo

k、
I
ns

ta
g
ra

m、
Yo

uT
ub
e
な

ど
。

 

１
．

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

 

２
．

川
崎

市
福

祉
人

材
バ

ン
ク

（
w

e
b

含
む

）
 

３
．

学
校

・
養

成
施

設
等

で
の

進
路

指
導

 

４
．

民
間

の
職

業
紹

介
 
 

５
．

友
人

・
知

人
か

ら
の

紹
介

 
 

６
．

求
人

・
就

職
情

報
誌

 
 

７
．

折
込

チ
ラ

シ
、

新
聞

・
雑

誌
の

広
告

 

８
．

求
人

情
報

サ
イ

ト
 

９
．

法
人

ま
た

は
施

設
・

事
業

所
の

ホ
ー

ム
ペ

ー
ジ

 

1
0

．
法

人
ま

た
は

施
設

・
事

業
所

が
発

信
す

る
Ｓ

Ｎ
Ｓ

 

1
1

．
就

職
セ

ミ
ナ

ー
、

採
用

説
明

会
 

1
2

．
職

場
体

験
、

職
場

実
習

や
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
 

1
3

．
介

護
職

員
の

養
成

の
た

め
の

講
座

・
研

修
を

通
じ

て
施

設
・

事
業

所
を

知
っ

た
 

1
4

．
施

設
・

事
業

所
か

ら
の

就
職

の
働

き
か

け
 

1
5

．
行

政
広

報
誌

（
市

報
、

区
報

等
）

 

1
6

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

  
 

9
 

 問
1
8
 

あ
な

た
が

今
勤

務
し

て
い

る
事

業
所
の

主
な

介
護

サ
－

ビ
ス

の
種

類
は
次

の
う

ち
ど

れ
で

す
か

。
 

主
な

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
種

類
１

つ
を

選
ん

で
く

だ
さ

い
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

【
居

宅
サ

ー
ビ

ス
】

 
【

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
】

 

１
．

訪
問

介
護

 
1

3
．

地
域

密
着

型
通

所
介

護
 

２
．

訪
問

入
浴

介
護

 
1

4
．

定
期

巡
回

・
随

時
対

応
型

訪
問

介
護

看
護

 

３
．

訪
問

看
護

 
1

5
．

夜
間

対
応

型
訪

問
介

護
 

４
．

訪
問

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

1
6

．
認

知
症

対
応

型
通

所
介

護
 

５
．

居
宅

療
養

管
理

指
導

 
1

7
．

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

６
．

通
所

介
護

 
1

8
．

看
護

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
 

７
．

通
所

リ
ハ

ビ
リ

テ
ー

シ
ョ

ン
 

1
9

．
認

知
症

対
応

型
共

同
生

活
介

護
 

８
．

短
期

入
所

生
活

介
護

 
2

0
．

地
域

密
着

型
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 

９
．

短
期

入
所

療
養

介
護

 
2

1
．

地
域

密
着

型
介

護
老

人
福

祉
施

設
入

所
者

生
活

介
護

 

1
0

．
特

定
施

設
入

居
者

生
活

介
護

 
【

施
設

サ
ー

ビ
ス

】
 

1
1

．
福

祉
用

具
貸

与
・

特
定

福
祉

用
具

販
売

 
2

2
．

介
護

老
人

福
祉

施
設

 

【
居

宅
介

護
支

援
】

 
2

3
．

介
護

老
人

保
健

施
設

 

1
2

．
居

宅
介

護
支

援
 

2
4

．
介

護
医

療
院

 

 
【

そ
の

他
】

 

 
2

5
．

介
護

保
険

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
 

 
2

6
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

 
2

7
．

わ
か

ら
な

い
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1
2

 

 

勤
務

状
況

・
勤

務
条

件
等

に
つ

い
て
お

う
か

が
い

し
ま

す
 

 問
2
1
 

あ
な

た
が

今
働

い
て

い
る
法

人
で

の
勤

続
年

数
（

令
和

７
年

1
0

月
１

日
現

在
）

は
ど

れ
く

ら
い

で
す

か
。
（

数
字

を
入

力
）

 

 
 

年
 

 
か

月
 

 問
2
2
 

あ
な
た

の
職

位
は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

※
「

管
理

職
」

と
は
、「

２
．
主

任
・
（

サ
ブ

）
リ

ー
ダ

ー
な

ど
」

を
現
場
で

統
括

し
て
い
る

方
を

い
い
ま

す
。

 

１
．

管
理

職
 

２
．

主
任

・
（

サ
ブ

）
リ

ー
ダ

ー
な

ど
職

場
の

ま
と

め
役

 

３
．

一
般

職
・

担
当

職
 

 問
2
3
 

あ
な
た

は
今

後
、

よ
り

上
位

の
職

位
を

目
指

し
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

よ
り

上
位

の
職

位
を

目
指

す
 

２
．

今
の

ま
ま

で
よ

い
 

 問
2
4
 

あ
な
た

の
雇

用
形

態
は

次
の

う
ち

ど
ち

ら
に

あ
て

は
ま

り
ま

す
か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

正
規

職
員

（
フ

ル
タ

イ
ム

）
 

 

２
．

正
規

職
員

（
フ

ル
タ

イ
ム

で
は

な
い

）
 

 

３
．

非
正

規
職

員
（

フ
ル

タ
イ

ム
）

 
 

４
．

非
正

規
職

員
（

フ
ル

タ
イ

ム
で

は
な

い
）

 
 

 

問
2
4
-
１

 
非

正
規

職
員

の
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

雇
用

期
間
に

定
め

は
あ

り
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選
択

）
 

１
．

雇
用

期
間

の
定

め
あ

り
 

２
．

雇
用

期
間

の
定

め
な

し
（

定
年

ま
で

の
雇

用
を

含
む

）
 

 

問
2
4
-
２

 
非

正
規

職
員

の
方

に
お

聞
き

し
ま

す
。

今
後

、
正
規

職
員

を
希

望
し

ま
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

は
い

 
２

．
い

い
え

 

 

問
2
4
-
３

 
フ

ル
タ

イ
ム

で
は

な
い

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
あ

な
た

の
就

業
形

態
は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。
（

１
つ
を

選
択

）
 

１
．

短
時

間
勤

務
で

、
勤

務
す

る
日

や
時

間
が

あ
ら

か
じ

め
定

め
ら

れ
て

い
る

 

２
．

短
時

間
勤

務
で

、
勤

務
す

る
日

や
時

間
が

週
ま

た
は

月
ご

と
に

変
わ

る
 

 

問
2
4
-
４

 
フ

ル
タ

イ
ム

で
は

な
い

方
に

お
聞

き
し

ま
す

。
あ

な
た

が
希

望
と

す
る

１
週

間
の
労

働
時

間
（

残

業
を

除
く

）
は

、
今
に

比
べ

て
次

の
う

ち
ど

れ
で

す
か

。
（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

今
よ

り
長

く
働

き
た

い
 

２
．

今
の

時
間

の
ま

ま
 

３
．

今
よ

り
短

く
働

き
た

い
 

→
問

2
4
-
１

・
２

へ
 

→
問

2
5
へ

 

→
問

2
4
-
３

・
４

へ
 

→
問

2
4
-
１

・
２

・
３

・
４

へ
 

1
1

 

 問
2
0
 

現
在
の

法
人

に
就

職
し

た
理

由
は

次
の

う
ち

ど
れ

に
あ

て
は

ま
り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
1
8
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

【
法

人
・

事
業

所
自

体
の

条
件

】
 

１
．

地
元

で
の

評
判

が
良

い
た

め
 

２
．

法
人

の
方

針
や

理
念

に
共

感
し

た
た

め
 

３
．

経
営

が
健

全
で

将
来

的
に

安
定

し
て

い
る

た
め

 

４
．

通
勤

が
便

利
だ

か
ら

 

【
労

働
条

件
】

 

５
．

賃
金

水
準

が
比

較
的

高
い

た
め

 

６
．

時
間

外
労

働
が

少
な

い
た

め
 

７
．

有
給

休
暇

な
ど

の
各

種
休

暇
の

取
得

や
勤

務
日

時
の

変
更

を
し

や
す

い
た

め
 

【
仕

事
の

内
容

】
 

８
．

質
の

高
い

介
護

を
学

べ
そ

う
だ

っ
た

た
め

 

９
．

自
分

の
や

り
た

い
介

護
が

で
き

そ
う

だ
っ

た
た

め
 

【
職

場
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
と

環
境

】
 

1
0

．
職

場
の

人
間

関
係

が
良

さ
そ

う
だ

っ
た

た
め

 

1
1

．
事

業
所

の
設

備
・

環
境

が
働

き
や

す
そ

う
だ

っ
た

た
め

 

1
2

．
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
・

Ｉ
Ｃ

Ｔ
機

器
導

入
、

業
務

改
善

等
に

よ
り

業
務

負
担

の
軽

減
を

図
っ

て
 

い
る

た
め

 

1
3

．
仕

事
と

育
児

や
介

護
の

両
立

の
支

援
を

充
実

さ
せ

て
い

る
た

め
 

【
評

価
と

能
力

開
発

】
 

1
4

．
事

業
所

内
で

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
道

筋
を

明
確

化
し

て
い

る
た

め
 

1
5

．
能

力
や

仕
事

ぶ
り

を
処

遇
に

反
映

し
て

い
る

た
め

 

1
6

．
事

業
所

内
外

で
の

研
修

機
会

が
充

実
し

て
い

る
た

め
 

 1
7

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

1
8

．
理

由
は

特
に

な
い
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1
4

 

 

こ
こ

か
ら

は
す
べ

て
の

方
に

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

 問
2
8
 

あ
な
た

が
働

く
職

場
以

外
で

、
収

入
を

伴
う

仕
事

を
し

て
い

ま
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

）
 

１
．

し
て

い
な

い
 

２
．

介
護

サ
ー

ビ
ス

の
仕

事
を

し
て

い
る

 

３
．

介
護

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
仕

事
を

し
て

い
る

 

 問
2
9
 

あ
な
た

の
賃

金
の

支
払

形
態

は
ど

れ
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

時
間

給
 

２
．

日
給

 

３
．

月
給

 

４
．

そ
の

他
 

 

問
2
9
-
１

 
1
時

間
あ

た
り

の
金

額
は

い
く

ら
で

す
か

（
数

字
を

入
力

）
 

※
 従

事
す

る
仕

事
の
内

容
や

時
間

帯
に
よ
っ

て
金
額

が
異

な
る

場
合
は
、

基
本

と
な

る
金

額
の

平
均
値

を
 

ご
記

入
く

だ
さ

い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 千
 

 
 

 
 

 
1

時
間

あ
た

り
 

，
 

 
 

円
／

時
 

 

問
2
9
-
２

 
1
日

あ
た

り
の

金
額

は
い

く
ら

で
す

か
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 従

事
す

る
仕

事
の
内

容
や

時
間

帯
に
よ
っ

て
金
額

が
異

な
る

場
合
は
、

基
本

と
な

る
金

額
の

平
均
値

を
 

ご
記

入
く

だ
さ

い
。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
万

 
 
千
 

 
 

 
 

 
1

日
あ

た
り

 
 

，
 

 
 

円
／

日
 

 問
3
0
 

あ
な
た

の
通

常
月

の
税

込
み

月
収

※
は

ど
の

く
ら

い
で

す
か

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 
賞

与
、
残

業
代

、
休

日
出
勤

手
当

を
除

き
、
交

通
費

等
毎

月
決

ま
っ

て
支
給
さ

れ
る

各
種

手
当
を
含

む
賃
金

額
 

（
税

引
前

の
総

支
給

額
）

で
す

。
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

万
 

 
千
 

平
均

月
収

（
税

引
前

の
総

支
給

額
）

 
 

，
 

 
 

円
 

  
 →
問

2
9
-
１

へ
 

→
問

2
9
-
２

へ
 

→
問

3
0
へ

 

1
3

 

  問
2
5
 

あ
な

た
が

勤
務

す
る

職
場

で
の

、
通

常
の

１
週

間
（

月
曜

日
～

日
曜

日
）

に
働

く
日

数
及

び
時

間
数

を

お
う

か
が

い
し

ま
す
。

本
調

査
を

依
頼

さ
れ

た
職

場
で

、
ど

の
く

ら
い

働
い

て
い

ま
す

か
。

 

シ
フ

ト
勤

務
等

で
変
動

が
あ

る
場

合
は

、
平

均
的

な
日

数
・
時

間
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。（

数
字

を
入

力
）

 

 

①
 

１
週

間
に

働
い

た
日

数
 

 
 

 
 

 
 

日
 

②
 

１
週

間
に

働
い

た
時

間
数

 
 

 
 

 
 

時
間

 
 

 

※
 残

業
時

間
も

含
め
た

１
週
間

の
労

働
時

間
を

入
力

し
て

く
だ

さ
い

。
 

③
 

う
ち

、
１

週
間

の
残

業
時

間
数

 
 

 
 

 
 

時
間

（
１

週
間

あ
た
り

）
 

※
 残

業
が

な
い

場
合
は

「
０
」

を
入

力
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 問
2
6
 

年
次
有

給
休

暇
の

取
得

状
況

に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
 

最
近

１
年

間
に

付
与
さ

れ
た

年
次

有
給

休
暇

の
日

数
（

繰
り

越
し

日
数

を
除

く
）

及
び

 

取
得

（
消

化
）

日
数
を

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

時
間

単
位

で
取

得
し
た

場
合

、
合

計
時

間
数

を
日

数
換

算
し

て
お

答
え

く
だ

さ
い

。
（

数
字

を
入

力
）

 

 

①
 

新
規

付
与

日
数

 
 

 
 

 
 

日
 

 
 

 
②

 
取

得
（

消
化

）
日

数
 

 
 

 
 

 
日

 

※
 繰

り
越
し

日
数

を
除
く
 

 問
2
7
 

本
調
査

を
依

頼
さ

れ
た

職
場

で
、
深

夜
勤

務
（

夜
1
0
時

～
朝

５
時
）
は

あ
り

ま
す

か
。（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

あ
る

 
２

．
な

い
 

 

問
2
7
-
１

 
１

か
月

あ
た

り
平

均
し

て
何

回
の

深
夜

勤
務

が
あ

り
ま

す
か

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 回

数
は

、
整

数
で
入

力
し
て

く
だ

さ
い

。
 

１
か

月
あ

た
り

 
 

回
 

 
 

 

問
2
7
-
２

 
仮

眠
や

休
憩

は
と

れ
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

十
分

と
れ

る
 

２
．

あ
る

程
度

と
れ

る
 

３
．

と
れ

な
い

 

 

問
2
7
-
３

 
深

夜
勤

務
時

に
は

、
何

人
の

職
員

で
、

何
人

の
入

居
者
を

み
て

い
ま

す
か

。
（

数
字

を
入

力
）

 

※
 通

常
月

の
平

均
の
人

数
を

、
整

数
で

入
力

し
て
く

だ
さ

い
。
 

 
 

 
 

職
員

 
 

人
で

、
 

 
 

 
入

居
者

 
 

人
 

 
 

→
問

2
8
へ

 
→

問
2
7
-
１

、
２

、
３

へ
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1
6

 

 

働
く

上
で

の
悩

み
や

意
識

に
つ

い
て
お

う
か

が
い

し
ま

す
 

 問
3
3
 

あ
な
た

が
労

働
条

件
・
仕

事
の

負
担

に
つ

い
て

、
悩

み
、
不

安
、
不

満
等

を
感

じ
て

い
る

こ
と

は
あ

り
ま

す
か

。（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
2
0
を
選

択
し

た
方

は
他

の
番

号
を

選
ば

な
い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

雇
用

が
不

安
定

で
あ

る
 

２
．

正
規

職
員

に
な

れ
な

い
 

３
．

人
手

が
足

り
な

い
 

４
．

仕
事

内
容

の
わ

り
に

賃
金

が
低

い
 

５
．

労
働

時
間

が
不

規
則

で
あ

る
 

６
．

労
働

時
間

が
長

い
 

７
．

不
払

い
残

業
が

あ
る

・
多

い
 

８
．

休
憩

が
取

り
に

く
い

 

９
．

有
給

休
暇

が
取

り
に

く
い

 

1
0

．
精

神
的

に
き

つ
い

 
 

1
1

．
業

務
に

対
す

る
社

会
的

評
価

が
低

い
 

1
2

．
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
機

会
が

な
い

 

1
3

．
夜

間
や

深
夜

時
間

帯
に

何
か

起
き

る
の

で
は

な
い

か
と

不
安

が
あ

る
 

1
4

．
介

護
業

務
と

医
療

行
為

の
境

目
が

わ
か

り
に

く
い

た
め

不
安

が
あ

る
 

1
5

．
身

体
的

負
担

が
大

き
い

 

1
6

．
健

康
面

（
新

型
コ

ロ
ナ

ウ
イ

ル
ス

等
の

感
染

症
、

怪
我

）
の

不
安

が
あ

る
 

1
7

．
福

祉
機

器
の

不
足

、
機

器
操

作
の

不
慣

れ
、

施
設

の
構

造
に

不
安

が
あ

る
 

1
8

．
仕

事
中

の
怪

我
な

ど
へ

の
補

償
が

な
い

 

1
9

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

2
0

．
労

働
条

件
・

仕
事

の
負

担
に

つ
い

て
特

に
悩

み
、

不
安

、
不

満
等

は
感

じ
て

い
な

い
 

  
 

1
5

 

 問
3
1
 

賞
与
の

状
況

に
つ

い
て

、
あ

て
は

ま
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

制
度

と
し

て
賞

与
の

仕
組

み
が

あ
る

 

２
．

経
営

状
況

に
よ

っ
て

支
払

わ
れ

る
こ

と
も

あ
る

 

３
．

賞
与

は
な

い
 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
3
2
 

賃
金
や

手
当

等
に

つ
い

て
ど

の
よ

う
な

希
望

を
お

持
ち

で
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
、

1
2
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

基
本

給
の

引
き

上
げ

 

２
．

能
力

や
仕

事
ぶ

り
に

応
じ

た
評

価
の

実
施

 

３
．

勤
務

年
数

に
応

じ
た

評
価

の
実

施
 

４
．

資
格

手
当

の
導

入
・

引
き

上
げ

 

５
．

役
職

手
当

の
導

入
・

引
き

上
げ

 

６
．

早
朝

・
夜

間
勤

務
手

当
の

導
入

・
引

き
上

げ
 

７
．

通
勤

手
当

の
導

入
・

引
き

上
げ

 

８
．

移
動

時
間

の
労

働
時

間
へ

の
算

入
や

移
動

手
当

の
導

入
・

引
き

上
げ

 

９
．

賞
与

（
ボ

ー
ナ

ス
）

の
導

入
・

引
き

上
げ

 

1
0

．
連

絡
用

の
携

帯
電

話
の

支
給

・
通

信
費

補
助

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

1
2

．
賃

金
や

手
当

等
に

つ
い

て
の

希
望

は
な

い
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1
8

 

 問
3
6
 

あ
な
た

は
、
過

去
１
年

間
で

仕
事

中
に

職
場

の
上

司
や

先
輩

、
同

僚
、
部

下
・
後

輩
か

ら
次
の

よ
う

な
ハ

ラ
ス

メ
ン

ト
を

受
け
た

こ
と

が
あ

り
ま

し
た

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
８

を
選

択
し

た
方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

暴
行

・
傷

害
（

身
体

的
な

攻
撃

）
 

２
．

脅
迫

・
名

誉
毀

損
・

侮
辱

・
ひ

ど
い

暴
言

（
精

神
的

な
攻

撃
）

 

３
．

隔
離

・
仲

間
外

し
・

無
視

（
人

間
関

係
か

ら
の

切
り

離
し

）
 

４
．

業
務

上
明

ら
か

に
不

要
な

こ
と

、
遂

行
不

可
能

な
こ

と
の

強
制

、
仕

事
の

妨
害

（
過

大
な

要

求
）

 

５
．

業
務

上
の

合
理

性
な

く
、

能
力

や
経

験
と

か
け

離
れ

た
程

度
の

低
い

仕
事

を
命

じ
る

こ
と

や

仕
事

を
与

え
な

い
こ

と
（

過
小

な
要

求
）

 

６
．

私
的

な
こ

と
に

過
度

に
立

ち
入

る
こ

と
（

個
の

侵
害

）
 

７
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

８
．

過
去

１
年

間
で

仕
事

中
に

職
場

内
で

上
記

の
よ

う
な

ハ
ラ

ス
メ

ン
ト

を
受

け
た

こ
と

は
な

い
 

 問
3
7
 

あ
な

た
が

今
働

い
て

い
る

事
業

所
に

は
、

何
か

悩
み

が
あ

る
場

合
、

上
司

以
外
に

相
談

で
き

る
担

当
者

や
「

相
談

窓
口

」
が
あ

り
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

あ
る

 

２
．

な
い

 

３
．

わ
か

ら
な

い
 

 問
3
8
 

あ
な
た

が
働

い
て

い
る

事
業

所
に

は
、

介
護

の
仕

事
を

し
て

い
る
外

国
人

労
働

者
が

い
ま

す
か

。
 

(
１

つ
を

選
択

)
 

１
．

一
緒

に
働

い
て

い
る

 

２
．
（

事
業

所
に

い
る

が
）

一
緒

に
働

い
て

い
な

い
 

３
．

い
な

い
 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

  
 

1
7

 

 問
3
4
 

あ
な

た
が

利
用

者
及

び
利

用
者

の
家

族
に

つ
い

て
、

悩
み

、
不

安
、

不
満

等
を
感

じ
て

い
る

こ
と

は
何

で
す

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
、

1
2
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

利
用

者
に

適
切

な
ケ

ア
が

で
き

て
い

る
か

不
安

が
あ

る
 

２
．

利
用

者
は

何
を

や
っ

て
も

ら
っ

て
も

当
然

と
思

っ
て

い
る

 

３
．

利
用

者
の

行
動

が
理

解
で

き
ず

に
対

処
方

法
が

わ
か

ら
な

い
 

４
．

利
用

者
と

家
族

の
希

望
が

一
致

し
な

い
 

５
．

利
用

者
や

、
そ

の
家

族
と

の
人

間
関

係
が

う
ま

く
い

か
な

い
 

６
．

禁
じ

ら
れ

て
い

る
医

行
為

を
求

め
ら

れ
る

 

７
．
（

医
行

為
以

外
で

）
定

め
ら

れ
た

サ
ー

ビ
ス

以
外

の
仕

事
を

要
求

さ
れ

る
 

８
．

利
用

者
の

家
族

が
必

要
な

サ
ポ

ー
ト

・
理

解
を

し
て

く
れ

な
い

 

９
．

良
い

と
思

っ
て

や
っ

た
こ

と
が

利
用

者
に

理
解

さ
れ

な
い

 

1
0

．
介

護
事

故
(転

倒
、

誤
嚥

ご
え

ん

そ
の

他
）

で
利

用
者

に
怪

我
を

お
わ

せ
て

し
ま

う
不

安
が

あ
る

 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

1
2

．
利

用
者

及
び

そ
の

家
族

に
つ

い
て

特
に

悩
み

、
不

安
、

不
満

等
は

感
じ

て
い

な
い

 

 問
3
5
 

あ
な

た
は

、
過

去
１

年
間

で
仕

事
中

に
利

用
者

や
そ

の
家

族
か

ら
以

下
の

よ
う
な

こ
と

を
受

け
た

こ
と

が
あ

り
ま

し
た

か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
す

べ
て

を
選

択
、

６
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

セ
ク

ハ
ラ

（
性

的
嫌

が
ら

せ
）

 

２
．

暴
力

 

３
．

暴
言

（
直

接
的

な
言

葉
の

暴
力

）
 

４
．

介
護

保
険

以
外

の
サ

ー
ビ

ス
を

求
め

ら
れ

た
 

５
．

そ
の

他
（

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

）
 

６
．

上
記

の
よ

う
な

経
験

を
し

た
こ

と
は

な
い
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2
0

 

 

勤
務

先
の

取
組

に
つ

い
て

お
う
か

が
い

し
ま

す
 

 問
4
2
 

現
在
の

勤
務

先
で

、
過

去
１

年
間

で
業

務
を

離
れ

、
研

修
や

講
習
会

に
何

回
参

加
し

ま
し

た
か

。
 

(
数

字
を

入
力

、
受

け
な

か
っ

た
場

合
は

「
０

」
を

入
力
)
 

過
去

１
年

間
の

受
講

回
数

 
 

 
回

 

 問
4
3
 

実
務
者

研
修

以
外

の
研

修
の

受
講

状
況

に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し
ま

す
。
現

在
の

勤
務

先
だ

け
で

な
く

、

こ
れ

ま
で

の
受

講
状
況

に
つ

い
て

お
答

え
く

だ
さ

い
。
 

（
①
～

⑪
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

）
 

 
１

 

受
講

し
た

こ
と

が
 

あ
る

 

２
 

な
い

が
今

後
 

受
講

し
て

み
た

い
 

３
 

な
い

、
今

後
も

 

予
定

は
な

い
 

①
 
認

知
症

介
護

基
礎

研
修

 
１

 
２

 
３

 

②
 
認

知
症

介
護

実
践

者
研

修
 

１
 

２
 

３
 

③
 
認

知
症

介
護

実
践

リ
ー

ダ
ー

研
修

 
１

 
２

 
３

 

④
 
認

知
症

介
護

指
導

者
養

成
研

修
 

１
 

２
 

３
 

⑤
 
介

護
職

員
初

任
者

研
修

 

（
旧

ホ
ー

ム
ヘ
ル

パ
ー

２
級

程
度

）
 

１
 

２
 

３
 

⑥
 
介

護
福

祉
士

資
格

取
得

準
備

講
習

 
１

 
２

 
３

 

⑦
 
福

祉
用

具
講

座
（

福
祉

用
具

の
基

礎
知

識
）

 
１

 
２

 
３

 

⑧
 
腰

痛
予

防
講

座
（

初
任

者
向
け
・
中

級
者

向
け

）
 

１
 

２
 

３
 

⑨
 
介

護
支

援
専

門
員

向
け

研
修

 
１

 
２

 
３

 

⑩
 
医

療
的

ケ
ア

研
修
（

た
ん

の
吸

引
、
経

管
栄

養
）
 

１
 

２
 

３
 

⑪
 
メ

ン
タ

ル
ヘ

ル
ス

研
修

 
１

 
２

 
３

 

   
 

1
9

 

 問
3
9
 

外
国

人
労

働
者

と
一

緒
に

働
く

こ
と

を
ど

う
思

い
ま

す
か

。
現

在
一

緒
に

働
い
て

い
な

い
場

合
は

、
想

像
（

イ
メ

ー
ジ

）
で
ご

回
答

く
だ

さ
い

。
 

(
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
1
2
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

)
 

１
．

業
務

の
見

直
し

が
で

き
る

 
 

２
．

職
場

に
活

気
が

出
る

（
活

気
が

出
る

と
思

う
）

 

３
．

利
用

者
が

喜
ん

で
い

る
（

喜
ぶ

と
思

う
）

 

４
．

業
務

が
軽

減
さ

れ
る

 

５
．

労
働

力
の

確
保

が
で

き
る

 

６
．

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
が

取
り

に
く

い
 

７
．

利
用

者
等

と
の

意
思

疎
通

に
お

い
て

不
安

が
あ

る
 

８
．

で
き

る
仕

事
に

限
り

が
あ

る
（

介
護

記
録

、
電

話
等

）
 

９
．

事
業

所
の

ル
ー

ル
が

理
解

で
き

て
い

る
か

不
安

 

1
0

．
生

活
、

習
慣

等
の

違
い

に
戸

惑
い

が
あ

る
 

1
1

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
）

 

1
2

．
特

に
気

に
な

る
こ

と
は

な
い

 

 問
4
0
 

過
去
１

年
間

に
あ

な
た

自
身

が
被

っ
た

業
務

上
の

事
故

、
怪

我
等
は

あ
り

ま
す

か
。

(
１

つ
を

選
択

)
 

１
．

あ
っ

た
 

２
．

な
か

っ
た

 

 問
4
1
 

あ
な
た

は
、

過
去

１
年

間
に

事
故

に
な

り
か

け
た

ヒ
ヤ

リ
・

ハ
ッ
ト

※
の

経
験

が
あ

り
ま

す
か

。
 

(
１

つ
を

選
択

)
 

※
「

ヒ
ヤ

リ
・

ハ
ッ
ト

」
と

は
、

結
果
と
し

て
事
故

は
発

生
し

な
か
っ
た

が
、

危
う
く
事

故
が

発
生
し

そ
う

に
な
っ
た

 

状
況

を
い

い
ま

す
。

 

１
．

あ
っ

た
 

２
．

な
か

っ
た
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2
2

 

 問
4
7
 

あ
な

た
の

勤
務

先
に

お
い

て
行

わ
れ

て
い

る
こ

と
の

う
ち

、
あ

な
た

が
現

在
の

職
場

を
辞

め
ず

に
働

き

続
け

る
こ

と
に

役
立
っ

て
い

る
と

思
う

も
の

は
ど

れ
で

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
2
1
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

※
「

介
護
の

質
の
向

上
」
と
は

、
利

用
者

に
対
し

て
、
尊
厳

確
保
・
虐

待
防
止

、
Ｑ
Ｏ

Ｌ
確
保

、
自

立
支

援
に
対
す
る

配
慮

等
、

質
の

高
い

介
護
サ

ー
ビ

ス
を

提
供
す
る

こ
と
に

よ
っ

て
、

そ
の
満
足

度
を

高
め
る
こ

と
を

い
い
ま

す
。

 

【
労

働
条

件
】

 

１
．

賃
金

水
準

の
向

上
 

２
．

時
間

外
労

働
の

削
減

 

３
．

有
給

休
暇

等
の

各
種

休
暇

の
取

得
や

勤
務

日
時

の
変

更
を

し
や

す
い

職
場

づ
く

り
 

４
．

自
分

の
希

望
や

人
間

関
係

な
ど

に
配

慮
し

た
配

置
・

異
動

 

【
仕

事
の

内
容

】
 

５
．

介
護

の
質

の
向

上
を

図
る

た
め

の
価

値
観

や
行

動
基

準
の

共
有

 

６
．

現
場

の
裁

量
に

よ
る

創
意

工
夫

を
尊

重
す

る
マ

ネ
ジ

メ
ン

ト
 

【
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

】
 

７
．

人
間

関
係

が
良

好
な

職
場

づ
く

り
 

８
．

職
場

内
で

の
仕

事
上

の
コ

ミ
ュ

ニ
ケ

ー
シ

ョ
ン

の
円

滑
化

（
面

談
、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

、
意

見
 

交
換

会
な

ど
）

 

９
．

仕
事

外
で

の
職

員
間

の
交

流
の

機
会

の
設

定
 

1
0

．
悩

み
、

不
満

、
不

安
な

ど
を

上
司

以
外

に
相

談
で

き
る

担
当

者
・

相
談

窓
口

の
設

置
 

【
職

場
環

境
】

 

1
1

．
事

業
所

の
設

備
・

環
境

を
働

き
や

す
い

も
の

に
改

善
 

1
2

．
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
・

Ｉ
Ｃ

Ｔ
機

器
等

の
導

入
、

業
務

改
善

等
に

よ
る

業
務

負
担

の
軽

減
 

1
3

．
健

康
対

策
や

健
康

管
理

の
充

実
 

1
4

．
仕

事
と

育
児

や
介

護
の

両
立

支
援

 

1
5

．
託

児
所

設
置

や
保

育
費

用
支

援
等

 

【
評

価
と

能
力

開
発

】
 

1
6

．
事

業
所

内
で

の
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
道

筋
の

明
確

化
 

1
7

．
能

力
や

仕
事

ぶ
り

を
処

遇
に

反
映

 

1
8

．
事

業
所

内
外

で
の

研
修

機
会

の
充

実
 

 1
9

．
地

域
活

動
へ

の
事

業
所

と
し

て
の

参
加

 

 2
0

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

2
1

．
役

立
っ

て
い

る
も

の
は

な
い

 

  
 

2
1

 

 問
4
4
 

市
で
は

、
ロ

ボ
ッ

ト
や

セ
ン

サ
ー

、
Ｉ

Ｃ
Ｔ
（

情
報

通
信

技
術

）
の

導
入

に
よ

る
介

護
現

場
に

お
け

る
業

務
効

率
化

の
た

め
の
検

討
を

進
め

て
い

ま
す

。
 

こ
の
よ

う
な

、
①
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
、
②
セ

ン
サ

ー
（

見
守

り
用

な
ど

）
、
③

Ｉ
Ｃ

Ｔ
（

介
護

記
録

を
タ

ブ

レ
ッ

ト
な

ど
の

機
器

で
入

力
す

る
こ

と
な

ど
）

に
つ

い
て

、
あ

な
た

が
働

い
て

い
る

事
業

所
で

は
導

入

し
て

い
ま

す
か

。
（

①
～

③
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

）
 

※
 
介

護
ロ
ボ

ッ
ト

の
例

と
し
て

は
、
介

護
す

る
人

が
腰
な
ど

に
か

か
る

負
担
を
軽

減
す
る

た
め

に
装

着
す
る
機

器
、
要

介

護
者

の
排

せ
つ

物
を
自

動
的

に
処

理
す
る
機

器
、
癒

し
や

セ
ラ

ピ
ー
効
果

を
目
的

と
し

た
ロ

ボ
ッ
ト
な

ど
が

あ
り
ま
す

。 

 
１

 
導

入
し

て
い

る
 

２
 

導
入

し
て

い
な

い
 

①
 介

護
ロ

ボ
ッ

ト
 

１
 

2
 

②
 セ

ン
サ

ー
（

見
守

り
用

な
ど
）

 
１

 
2

 

③
 Ｉ

Ｃ
Ｔ
（
介
護
記
録
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
な
ど
の
機
器
で
入
力
す
る
こ
と
な
ど
） 

１
 

2
 

 問
4
5
 

①
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
、

②
セ

ン
サ

ー
、

③
Ｉ

Ｃ
Ｔ

に
つ

い
て

、
仕

事
の

業
務

効
率
化

に
有

効
と

思
い

ま
す

か
。
（

①
～

③
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

）
 

 
１

 
と

て
も

 
有

効
だ

と
思

う
 

２
 

有
効

だ
と

 
思

う
 

３
 

ど
ち

ら
と

も
 

言
え

な
い

 

４
 

有
効

だ
と

 
思

わ
な

い
 

５
 

ま
っ

た
く

 
有

効
だ

と
 

思
わ

な
い

 

①
 介

護
ロ

ボ
ッ

ト
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
 セ

ン
サ

ー
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
 Ｉ

Ｃ
Ｔ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

 問
4
6
 

①
介

護
ロ

ボ
ッ

ト
、

②
セ

ン
サ

ー
、

③
Ｉ

Ｃ
Ｔ

に
つ

い
て

、
介

護
の

質
の

向
上
に

役
立

つ
と

思
い

ま
す

か
。
（

①
～

③
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

）
 

 
１

 
と

て
も

 
役

立
つ

と
思

う
 

２
 

役
立

つ
と

 
思

う
 

３
 

ど
ち

ら
と

も
 

言
え

な
い

 

４
 

役
立

つ
と

 
思

わ
な

い
 

５
 

ま
っ

た
く

 
役

立
つ

と
 

思
わ

な
い

 

①
 介

護
ロ

ボ
ッ

ト
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

②
 セ

ン
サ

ー
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
 Ｉ

Ｃ
Ｔ

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５
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2
4

 

 

勤
務

先
へ

の
評

価
に

つ
い

て
お
う

か
が

い
し

ま
す

 

 問
5
0
 

あ
な
た

の
今

の
仕

事
や

職
場

に
は

、
次

の
よ

う
な

こ
と

が
あ

て
は
ま

り
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
1
4
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

１
．

福
祉

に
貢

献
で

き
る

 

２
．

利
用

者
の

援
助

・
支

援
や

生
活

改
善

に
つ

な
が

る
 

３
．

利
用

者
や

家
族

か
ら

感
謝

さ
れ

る
 

４
．

専
門

性
が

発
揮

で
き

る
 

５
．

業
務

改
善

の
機

会
が

あ
る

 

６
．

自
分

が
成

長
し

て
い

る
実

感
が

あ
る

 

７
．

仕
事

が
楽

し
い

 

８
．

期
待

さ
れ

る
役

割
が

明
確

で
あ

る
 

９
．

目
標

に
し

た
い

先
輩

・
同

僚
が

い
る

 

1
0

．
法

人
（

事
業

所
）

や
上

司
か

ら
働

き
ぶ

り
が

評
価

さ
れ

る
 

1
1

．
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
機

会
が

あ
る

 

1
2

．
生

計
を

立
て

て
い

く
見

込
み

が
あ

る
 

1
3

．
収

入
が

安
定

し
て

い
る

 

1
4

．
い

ず
れ

も
あ

て
は

ま
ら

な
い

 

 問
5
1
 

現
在
の

仕
事

の
満

足
度

に
つ

い
て

お
う

か
が

い
し

ま
す

。
（

①
～

⑮
そ

れ
ぞ

れ
１
つ

を
選

択
）

 

 
１

 

満
足

 

２
 

や
や

満
足

 

３
 

普
通

 

４
 

や
や

不
満

足
 

５
 

不
満

足
 

①
 
仕

事
の

内
容

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

②
 
キ

ャ
リ

ア
ア

ッ
プ

の
機

会
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

③
 
賃

金
水

準
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

④
 
労

働
時

間
・

休
日

等
の

労
働

条
件

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

⑤
 
人

員
配

置
体

制
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑥
 
仕

事
と

育
児

や
介

護
の

両
立

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

⑦
 
人

事
評

価
の

あ
り

方
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑧
 
職

場
の

人
間

関
係

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

⑨
 
仕

事
上

の
相

談
の

環
境

 
１

 
２

 
３

 
４

 
５

 

2
3

 

 問
4
8
 

勤
務
先

の
勤

務
制

度
に

つ
い

て
あ

て
は

ま
る

も
の

は
ど

れ
で

す
か
。

 

（
あ

て
は

ま
る

も
の

す
べ

て
を

選
択

、
６

を
選

択
し

た
方
は

他
の

番
号

を
選

ば
な

い
で

く
だ

さ
い

）
 

※
「

介
護

休
業

制
度

」
と

は
、

要
介

護
状

態
（

負
傷

、
疾

病
ま

た
は

身
体

上
も

し
く
は

精
神

上
の

障
害

に
よ

り
、

２
週
間

以
上

の
期

間
に

わ
た
り

常
時

介
護

を
必
要
と

す
る
状

態
）

に
あ

る
対
象
家

族
を

介
護
す
る

た
め

の
休
業

制
度

。
 

 
「

介
護

休
暇

制
度

」
と

は
、

要
介

護
状

態
に

あ
る

家
族

の
介

護
や

世
話

を
行

う
た
め

に
、

労
働

者
が

取
得

で
き

る
年
次

有
給

休
暇

と
は

別
に
付

与
さ

れ
る

短
期
の
休

暇
制
度

。
 

１
．

勤
務

先
の

介
護

休
業

制
度

を
知

っ
て

い
る

 

２
．

勤
務

先
の

介
護

休
暇

制
度

を
知

っ
て

い
る

 

３
．

突
然

の
時

間
外

勤
務

が
な

い
 

４
．

日
頃

か
ら

、
有

給
休

暇
を

と
り

や
す

い
 

５
．

勤
務

日
時

の
急

な
変

更
に

対
応

し
て

く
れ

る
 

６
．

い
ず

れ
も

あ
て

は
ま

ら
な

い
 

 問
4
9
 

勤
務

先
の

仕
事

と
育

児
を

両
立

さ
せ

る
た

め
の

休
業

・
休

暇
・

短
時

間
勤

務
制
度

等
に

つ
い

て
あ

て
は

ま
る

も
の

は
ど

れ
で
す

か
。

(
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

制
度

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
お

り
、

制
度

を
活

用
し

や
す

い
 

２
．

制
度

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

る
が

、
代

わ
り

に
担

当
し

て
く

れ
る

職
員

が
い

な
い

の
で

制
度

を
活

用
し

に
く

い
 

３
．

制
度

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

る
が

、
そ

の
他

の
理

由
で

制
度

を
活

用
し

に
く

い
 

４
．

制
度

が
あ

る
こ

と
を

知
っ

て
い

る
が

、
活

用
し

や
す

い
か

ど
う

か
わ

か
ら

な
い

 

５
．

制
度

が
あ

る
か

ど
う

か
よ

く
知

ら
な

い
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2
6

 

 

介
護

人
材

の
確

保
・

定
着
の

取
組

に
つ

い
て

お
う

か
が
い

し
ま

す
 

 問
5
3
 

市
で

は
介

護
人

材
の

確
保

・
定

着
に

取
り

組
ん

で
い

ま
す

。
行

政
が

行
う

福
祉
・

介
護

の
人

材
確

保
に

向
け

た
施

策
に

つ
い
て

、
ど

の
よ

う
な

支
援

が
必

要
だ

と
思

い
ま

す
か

。
 

（
あ

て
は

ま
る

も
の
３

つ
ま

で
を

選
択

、
1
3
を

選
択

し
た

方
は

他
の

番
号
を

選
ば

な
い

で
く

だ
さ

い
）

 

１
．

介
護

職
の

イ
メ

ー
ジ

ア
ッ

プ
 

２
．

小
・

中
・

高
校

や
、

生
徒

の
保

護
者

に
向

け
た

福
祉

・
介

護
職

の
普

及
啓

発
 

３
．

一
般

の
大

学
（

福
祉

系
で

は
な

い
）

に
向

け
た

福
祉

・
介

護
職

の
普

及
啓

発
 

４
．

中
高

年
齢

層
を

対
象

と
し

た
就

職
支

援
 

５
．

福
祉

・
介

護
職

の
職

場
の

紹
介

 

６
．

無
料

職
業

紹
介

、
就

職
相

談
会

等
に

よ
る

就
職

支
援

 

７
．

資
格

取
得

研
修

等
の

開
催

 

８
．

外
国

人
介

護
職

の
就

職
支

援
 

９
．

資
格

は
あ

る
け

れ
ど

も
働

い
て

い
な

い
方

（
潜

在
的

有
資

格
者

）
の

掘
り

起
こ

し
 

1
0

．
職

場
環

境
の

改
善

 

1
1

．
職

員
の

メ
ン

タ
ル

ヘ
ル

ス
ケ

ア
 

1
2

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

1
3

．
特

に
な

い
 

 問
5
4
 

介
護
人

材
の

確
保
・
定

着
に

あ
た

り
、
川

崎
市

へ
の

ご
意

見
（

ア
イ

デ
ィ

ア
）
、
ご

要
望

が
ご

ざ
い
ま

し

た
ら

、
自

由
に

ご
入
力

く
だ

さ
い

。
 

     

 

訪
問

介
護

員
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
以

外
の

方
は

、
以

上
で

ア
ン

ケ
ー

ト
調

査
は

終
了

で
す

。
 

ご
協

力
あ

り
が

と
う

ご
ざ
い

ま
し

た
。

 

 
 

2
5

 

 

 
１

 

満
足

 

２
 

や
や

満
足

 

３
 

普
通

 

４
 

や
や

不
満

足
 

５
 

不
満

足
 

⑩
 
仕

事
関

係
の

情
報

の
共

有
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑪
 
雇

用
の

安
定

性
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑫
 
仕

事
の

た
め

の
設

備
・

機
器

・
 

用
具

類
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑬
 
休

憩
室

な
ど

の
付

帯
設

備
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑭
 
教

育
訓

練
・

能
力

開
発

の
機

会
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

⑮
 
職

業
生

活
全

体
 

１
 

２
 

３
 

４
 

５
 

 問
5
2
 

あ
な
た

の
仕

事
（

職
種

）
に

関
す

る
今

後
の

希
望

は
次

の
う

ち
ど
れ

に
あ

て
は

ま
り

ま
す

か
。

 

（
１

つ
を

選
択

）
 

１
．

今
の

仕
事

（
職

種
）

を
続

け
た

い
 

２
．

今
の

仕
事

（
職

種
）

で
は

な
い

、
介

護
関

係
の

仕
事

（
職

種
）

に
就

き
た

い
 
 

 ３
．

今
の

仕
事

（
職

種
）

で
は

な
い

、
福

祉
・

医
療

関
係

の
仕

事
（

職
種

）
に

就
き

た
い

 

４
．

介
護

・
福

祉
・

医
療

関
係

以
外

の
仕

事
（

職
種

）
に

就
き

た
い

 

５
．

わ
か

ら
な

い
 

６
．

働
き

た
く

な
い

 

 

問
5
2
-
１

 
目

指
す

職
種

は
ど

れ
で

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

訪
問

介
護

員
 

５
．

生
活

相
談

員
 

２
．

サ
ー

ビ
ス

提
供

責
任

者
 

６
．

介
護

支
援

専
門

員
（

ケ
ア

マ
ネ

ジ
ャ

ー
）

 

３
．

看
護

職
員

 
７

．
Ｐ

Ｔ
・

Ｏ
Ｔ

・
Ｓ

Ｔ
等

 

４
．

介
護

職
員

 
８

．
そ

の
他

（
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

）
 

 

問
5
2
-
２

 
あ

な
た

は
、

今
の

事
業

所
で

働
き

続
け

た
い

で
す

か
。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

今
の

事
業

所
で

働
き

続
け

た
い

 
 

２
．

今
の

法
人

内
の

別
の

事
業

所
に

転
勤

し
た

い
 

３
．

別
の

法
人

や
企

業
な

ど
に

転
職

し
た

い
 

４
．

わ
か

ら
な

い
 

  
 

→
問

5
3
へ

 

→
問

5
2
-
１

、
問

5
2
-
２

へ
 

→
問

5
2
-
２

へ
 

→
問

5
2
-
２

へ
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2
8

 

 

 
１

 

十
分

実
施

 

し
て

い
る

 

２
 

あ
る

程
度

 

実
施

し
て

 

い
る

 

３
 

あ
ま

り
 

実
施

し
て

 

い
な

い
 

４
 

実
施

し
て

 

い
な

い
 

⑧
 
事

例
検

討
会

・
カ

ン
フ

ァ
レ

ン
ス

の
開

催
 

１
 

２
 

３
 

４
 

⑨
 
介

護
技

能
向

上
の

た
め

の
職

場
内

研
修
・
勉

強

会
の

実
施

 
１

 
２

 
３

 
４

 

⑩
 
外

部
の

研
修

会
等

の
受

講
機

会
の

設
定

 
１

 
２

 
３

 
４

 

 問
5
7
 

あ
な
た

の
就

業
時

間
の

内
訳

を
お

う
か

が
い

し
ま

す
。

 

①
 

あ
な

た
の

こ
の

１
か

月
の

就
業

時
間

を
1
0
と

す
る

と
き

、
以

下
の

ア
～

オ
の

項
目

は
そ

れ
ぞ

れ
ど

の
程

度
の

比
率

に
な

っ
て
い

ま
す

か
。

 

②
 

ま
た

、
自

分
に

と
っ

て
望

ま
し

い
と
思

わ
れ

る
比

率
は

ど
の

程
度

で
す
か

。
 

※
 
平

均
的
な

１
か

月
の

状
況
に

つ
い

て
、

そ
れ
ぞ
れ

合
計
が

1
0
に

な
る

よ
う

に
、

各
欄
に

０
～

1
0
の

整
数

（
小

数
点
 

以
下

は
無

し
）

で
お
答

え
く

だ
さ

い
。（

数
字

を
入

力
）
 

 
①

 

現
在

の
 

比
率

 

②
 

望
ま

し
い
 

比
率

 

ア
．

訪
問

介
護

員
に

対
す

る
調

整
・

指
導

・
研

修
（

同
行

訪
問

を
除

く
）

 
 

 

イ
．

訪
問

介
護

員
と

の
同

行
訪

問
 

 
 

ウ
．

そ
の

他
の

管
理

業
務

 
 

 

エ
．

訪
問

介
護

業
務

（
ご

自
分

の
担

当
分

）
 

 
 

オ
．

訪
問

介
護

業
務

（
他

の
担

当
者

の
代

行
分

）
 

 
 

合
計

 
1

0
 

1
0

 

 問
5
8
 

担
当

す
る

訪
問

介
護

員
に

関
し

て
、

以
下

に
該

当
す

る
人

数
を

そ
れ

ぞ
れ

整
数
で

お
答

え
く

だ
さ

い
。

（
数

字
を

入
力

）
 

①
 

令
和

７
年

1
0
月

１
日
現

在
、

担
当

し
て

い
る

訪
問

介
護

員
の

現
在
数

 
 

 
 

 
 

人
 

 

令
和

６
年

1
0
月

１
日

～
令

和
７

年
９

月
3
0
日

の
間

 

②
 

新
た

に
担

当
と

な
っ

た
訪

問
介

護
員
の

数
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
人

 

③
 

担
当

し
て

い
た

訪
問

介
護

員
の

う
ち
、

離
職

し
た

方
の

数
 

 
 

 
 

 
 

人
 

④
 

担
当

し
て

い
た

訪
問

介
護

員
の

う
ち

、
離

職
以

外
の

理
由

で
担

当
外

と
な

っ
た
方

の
数

 
 

 
 

 
 

 
人

 

 

 
 

2
7

 

 

訪
問

介
護

員
ま

た
は

サ
ー

ビ
ス

提
供
責

任
者

の
方

に
お

う
か

が
い
し

ま
す

 

 
問

5
5
は

、
問

８
で

、
あ

な
た

の
主

な
仕

事
（

職
種

）
と

し
て
「

１
．
訪

問
介

護
員

」
を

選
ん

だ
方

の
み

、
お

答
え

く
だ

さ
い
。

 

 問
5
5
 

あ
な
た

は
、
勤

務
（

訪
問

介
護

の
ほ

か
、
そ

の
準

備
、
報

告
、
研

修
、
会

議
・
打

ち
合

わ
せ

な
ど

を
含

む
）

の
た

め
に

所
属

先
の
訪

問
介

護
事

業
所

（
事

務
室

）
に

ど
の

程
度

出
向

き
ま

す
か

。
（

１
つ

を
選

択
）

 

１
．

勤
務

の
あ

る
日

に
毎

日
は

出
向

か
ず

、
出

向
く

の
は

平
均

月
１

日
未

満
 

２
．

勤
務

の
あ

る
日

に
毎

日
は

出
向

か
ず

、
出

向
く

の
は

平
均

月
１

日
以

上
～

週
１

日
（

月
４

日
）

未
満

 

３
．

勤
務

の
あ

る
日

に
毎

日
は

出
向

か
ず

、
出

向
く

の
は

平
均

週
１

日
（

月
４

日
）

～
週

３
日

（
月

1
2

日
）

未
満

 

４
．

勤
務

の
あ

る
日

に
毎

日
は

出
向

か
ず

、
出

向
く

の
は

平
均

週
３

日
（

月
1

2
日

）
以

上
 

５
．

勤
務

の
あ

る
日

は
原

則
と

し
て

毎
日

出
向

く
 

 

問
5
6
～

問
5
8
は

、
問

８
で

、
あ

な
た

の
主

な
仕

事
（

職
種

）
と

し
て

「
３
．

サ
ー

ビ
ス

提
供
責

任
者

」
を

選
ん

だ
方

の
み
、

お
答

え
く

だ
さ

い
。

 

 問
5
6
 

あ
な

た
は

、
担

当
す

る
訪

問
介

護
員

に
対

し
て

、
次

の
よ

う
な

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ

ョ
ン

や
研

修
・

指
導

を
実

施
し

て
い

ま
す
か

。
（

①
～

⑩
そ

れ
ぞ

れ
１

つ
を

選
択

）
 

 
１

 

十
分

実
施

 

し
て

い
る

 

２
 

あ
る

程
度

 

実
施

し
て

 

い
る

 

３
 

あ
ま

り
 

実
施

し
て

 

い
な

い
 

４
 

実
施

し
て

 

い
な

い
 

①
 
訪

問
介

護
員

が
作

成
す

る
介

護
記

録
・
報

告
書

に
対

す
る

助
言

・
指

導
 

１
 

２
 

３
 

４
 

②
 
訪

問
介

護
員

か
ら

の
仕

事
上

の
課

題
な

ど
に

関
す

る
相

談
や

指
導

な
ど

 
１

 
２

 
３

 
４

 

③
 
訪

問
介

護
員

の
仕

事
以

外
の

悩
み

な
ど

へ
の

相
談

な
ど

 
１

 
２

 
３

 
４

 

④
 
訪

問
介

護
員

と
の

日
常

的
な

情
報

交
換

 
１

 
２

 
３

 
４

 

⑤
 
訪

問
介

護
員

同
士

が
仕

事
に

関
し

て
相

談
や

意
見

交
換

を
で

き
る

機
会

の
設

定
（

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

な
ど

）
 

１
 

２
 

３
 

４
 

⑥
 
新

任
の

訪
問

介
護

員
に

対
す

る
同

行
訪

問
 

１
 

２
 

３
 

４
 

⑦
 
新

規
利

用
者

を
訪

問
す

る
訪

問
介

護
員

に
対

す
る

同
行

訪
問

 
１

 
２

 
３

 
４
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